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私たちコンラート・アデナウアー財
シュティフトゥング

団は世界110か国に拠点を持ち、日本事務所は
2011年に再開設された比較的新しい駐在事務所です。その頃から日本は外交・安全保
障分野において顕著な進展を見せており、特にインド太平洋において、そしてその地
域を越えたパートナーとしての日本に焦点を当てることで、日本を含む世界中の読者、
ドイツや欧州の政策決定者にその実像を示したいと考えるに至りました。今般、安全
保障環境の変化のさなかにありながらも、本書を構想、具現化し、駐日代表としての
任期の最後に『地政学時代の日本―外交・安全保障政策の新たな潮流―』を出版で
きることを大変光栄に存じます。

ロシアによるウクライナ侵略や中国の台頭によって不確実性が増す現代において、本
書が特にドイツや欧州の政治家や政府高官、シンクタンク関係者、そして日本の外交・
安全保障政策に関心を持つ全ての人々にとって有意義な出版物となり、とりわけ欧州
と日本のこれらの分野における相互理解促進と協力強化に資するものとなれば本望です。

本書に収められているテーマについて、著名な執筆者の方々から多大なるご協力を賜
りましたことに心から御礼申し上げます。日本の外交・安全保障政策の重要な側面に
ついて、執筆者各位の洞察と分析に富んだ論考を提供できることを大変喜ばしく思う
とともに、当初の狙い以上のものを形にすることができたと考えています。

とりわけ慶應義塾大学 鶴岡路人准教授には多大なるお時間と労力を割いて頂きました
ことに厚く御礼申し上げます。鶴岡准教授には自らの専門分野について示唆に富む論
考を執筆頂いただけでなく、編者として中心的な役割を担って頂いたおかげで本プロジェ
クトを結実させることができました。最後に、出版までの過程に携わり、ご尽力頂い
た全ての方々に心より御礼申し上げます。

2024年3月

ラベア・ブラウアー
コンラート・アデナウアー財

シュティフトゥング

団
日本事務所代表
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編集者序文

日本の外交・安全保障の実像を 
求めて

日本の外交・安全保障政策への関心が内
外で高まっている。しかし、その実像を
等身大で理解することはなかなかに難し
い。まず、従来からのステレオタイプが
分裂気味なのである。一方で、平和主義
や経済中心主義であり、安全保障上の役
割は果たせず米国に依存しているだけと
いうイメージがあるが、他方、再び軍国
主義化しようとしており危険だと批判さ
れてきた歴史も長い。近年、日本の外交・
安全保障が新たに注目されているのは顕
著な変化が見られたためであり、変化し
た部分が注目を集めること自体は自然で
ある。しかし、日本の外交・安全保障の
根本が一度にすべて変化することなどあ
り得ない。変化が強調される時代にこそ
継続性の部分を冷静に見極める必要が
ある。

日本の外交・安全保障に戦略はあるのか
についても問われ続けてきた。戦略性の
欠如を嘆く議論もあれば、近年の変化は
すべて日本の戦略が成功した結果である
かのように称賛されることもある。つま
らない結論かもしれないが、現実には両
方の要素がある。たとえ概念や原則など
が日々強調されることはなくとも、体系
的な考えが全く存在しないことはあり得
ない。また、特定分野で成果があったよ
うにみえる戦略でも、別の分野ではうま
く機能しなかったことも多い。

別の観点として、日本の外交・安全保障
はより国際的、グローバルになったのか、
あるいはより内向きになっているのかと

いう点についてもコンセンサスはない。
特に安全保障分野に関して、日米同盟に
おいても、あるいはその他のパートナー
諸国との関係においても、日本の活動が
従来に比べて活発になっているのは事実
である。他方、日本を取り巻く安全保障
環境が悪化するなかで、地理的に身近な
問題への対処にリソースを傾注しなけれ
ばならない事情もある。

さらに言えば、日本のなかでも、戦略的
な議論を好んだり日本の積極的な対外関
与を強調したりする政治指導者、実務家、
専門家もいれば、ボトムアップ的な議論
を好んで戦略的な言説を忌諱したり、対
外的関与の制約を強調したりする人々も
存在する。日本の外交・安全保障を理解
しようとする際に誰の議論に接するかに
よって、そのイメージは大きな影響を受
けることになる。

そうした事情から、日本の外交・安全保
障をバランスよく等身大に把握すること
は、そう簡単ではないのである。もちろ
んこうした問題は日本のみに当てはまる
わけではないが、日本に関しては特に振
れ幅が大きいかもしれない。

＊

本書は、「地政学時代」と呼ばれる世界に
おける日本の外交・安全保障を可能な限
り包括的に取り上げようとしている。そ
れでもすべての問題をカバーできている
わけではないものの、扱う事柄のみならず、
解釈についても多様性を重視した。近年、
変化が目立ったり戦略性が発揮されたり
しているようにみえる分野もあれば、そ
うとはいえない分野もある。
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編集者序文

本書の多くは日本と個別地域との関係や、
個別テーマにおける日本の対外関係を扱っ
ている。必ずしも網羅的ではなく、カバー
されていない分野も少なくない。それで
も、米国、中国、台湾、朝鮮半島という
日本にとっての同盟や近隣諸国のみなら
ず、東南アジア、豪州、インド、中東、
ロシア、欧州連合（EU）と北大西洋条約
機構（NATO）を含む欧州などを、また
テーマ別では、外交・安全保障の国内的
側面から、対外援助、海洋安全保障、軍
縮・不拡散、気候変動、人権、通商政策、
サイバーセキュリティなどをカバーして
いる。おおむね第二次安倍政権期（2012
～2020年）までの経緯と、それ以降の現
状と課題を分析している。

本書を通じて、日本の外交・安全保障に
関していかなる全体像が浮かび上がるか
は、読者の関心次第である。本書として
特定の全体像を押し付けることはしない。
大きな進展があるような分野に関心が強
ければ、日本の外交・安全保障政策はダ
イナミックで成功しているようにみえるし、
課題ばかりの分野を重視すれば、まった
く異なる全体像になる。重要な点は、そ
うした構図を意識的に理解することであ
る。自分の解釈が何に基づくものである
かを自覚することが求められる。

そのための材料を提供するのが本書であ
る。各論考は独立した読み物になってい
るが、直接に関心ある地域や分野に関す
るものだけでなく、なるべく多くの論考
を読んでもらいたい。それによって、地
域や分野ごとの違いが可視化され、全体
像のなかでの各地域・各分野の特徴や位
置付けがより明らかになるはずである。

＊

最後に、本企画を提案し、率いてくれた
コンラート・アデナウアー財

シュティフトゥング

団日本事務
所、なかでも特に駐日代表のラベア・ブ
ラウアー氏、シニア・プログラム・マネ
ジャーの瀧口直輝氏、プログラム・オフィ
サーの田口季京氏と、企画に賛同し貴重
な論考を寄せてくださった執筆者の方々
に感謝したい。日本の外交・安全保障に
関する文献は多数あるものの、それぞれ
の分野の第一線の執筆者の参加をこれだ
け得られた企画はなかなかないのではな
いかと自負している。しかも、これが英
訳されることで、より多くの読者を得ら
れることも編者として大変喜ばしい。

※本書の各論考にはおおむね2023年半ばま
での状況が収められている。

鶴岡 路人
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ロシアによるウクライナ侵攻後の 
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―「ミドルパワー外交」の視角から―
添谷 芳秀
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はじめに

1989年の冷戦終結後、国際政治は長い過
渡期にあった。2022年2月のロシアによ
るウクライナ侵攻は、そこに大きな衝撃
を与え、国際政治の行方を大きく左右す
る出来事となった。それは、アジアにお
ける中国の戦略にも重要な影響を与える
だろう。本稿は、ウクライナ侵攻をめぐ
るロシアと中国の動向が、国際政治と欧
州およびアジアの安全保障にもたらす影
響について考察し、米国との関係を軸に
協力を模索する日本を含めた先進民主主
義国の役割について考えようとするもの
である。その際、私たちの位置づけと役
割を「ミドルパワー外交」や「ミドルパワー
協力」という視点からみようと思う。

ロシアによるウクライナ侵攻は、本質的
には帝国主義的な行動とみることができ
る。他方、アジアにおいて同様の衝動を
募らせているのが、中国である。そして、
欧州でもアジアにおいても、ロシアと中
国による挑戦に対して、先頭に立ってい
るのが米国である。すなわち、ウクライ
ナ侵攻は、米中ロの「三大国」が国際秩
序の対立構造の中核にいることを、改め
て明瞭に浮き彫りにした。そこで私たち
は、「三大国」間関係の一角に食い込むと
いうよりは、米国との関係を軸にして大
国間の対立構造の下での協力を模索して
いる。そのイメージは、まさに「ミドル
パワー協力」と呼ぶにふさわしいだろう。

この視点は、とりわけ日本の外交を考え
る際に重要になるように思う。従来から、
日本の保守層の外交論や安全保障論には、
主体性や自助努力を強調するあまり、あ
たかも日本が単独で戦略を持てるかのよ
うな論調が少なくなかった。とりわけウ

クライナ侵攻後は、「ウクライナの教訓」
を日本の安全や防衛に直結させる、勇ま
しい議論が目立つ。

もちろん、そうした主張がそのまま日本
の外交政策を形作るわけではない。しか
し、時の政府にとっては無視できない国
内要因であり、その結果日本の政策の実
像が分かり難くなることがある。筆者は、
戦後の日本外交はそうした構造的な問題
を抱えながら、実質的には「ミドルパワー
外交」の枠に収まってきたという考察を
続けてきた。本稿の議論は、ウクライナ
侵攻後の日本外交の実態とあるべき姿を
考える際にも、この分析視角は有効であ
るという確信に基づいている。まずは、
その視点の確認から考察をはじめよう。

日本の「ミドルパワー外交」
―国内的視座と 
国際的視座―

分析的にみると、戦後日本外交が一貫し
て「ミドルパワー外交」の枠に収まって
きたのは、その基盤に戦後憲法（とくに
第9条）と日米安全保障条約があったから
である。その考察には、外交政策をめぐ
る国内構造をみる視点と、国際政治の中
に日本外交を位置づける視点がある。

戦後日本の政治と社会は、外交の二本柱
である憲法（1946年公布）と日米安保条
約（1951年 調 印、1960年 改 定 ） を 基 点
として左右に分裂した。憲法は冷戦発生

（1947年）以前における戦後処理の論理
に根差すものであったのに対し、日米安
保条約は冷戦への対応から生まれたもの
であったことが重要であった。その結果、
戦後日本の政治と社会に、護憲の中核に
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ある戦争への反省という道義性と、冷戦
の現実の下で改憲を心に秘めながら日米
安保条約を基軸とする現実主義の衝突が
生まれたのである。

そうした国内構造の下で、歴代政権の外
交政策は、左右どちらかの立場を体現し
たものではなく、憲法と日米安保の妥協
の産物としてその中庸に収まってきた。
筆者は、その視点から実証的にみた戦後
日本外交は、大国外交でも小国外交でも
なく、一貫して「ミドルパワー外交」であっ
たと論じたのである。その外交は、戦後
長い間、国内の政治対立に足を取られ、
基本的に内向きであった。

その姿は、日米関係が「同盟」と呼ばれ
るようになる1980年代から徐々に変わり
始めたが、冷戦が終焉し、1991年1月に
湾岸戦争が勃発すると、内向きの日本外
交が抱える問題が国際的に露呈すること
になった。日本政府は、膨大な財政支援
以外に意味のある貢献ができなかったこ
とで「湾岸トラウマ」にさいなまれた。
そして、1992年6月に「国際平和協力法」
を成立させ、9月には、カンボジアにお
ける国連平和維持活動に戦後はじめて自
衛隊を派遣した（宮澤喜一内閣）。それは、
先進民主主義国による「国際貢献」とし
ては小さな一歩であったにもかかわらず、
国際社会の反応は二分された。一方では、
欧米諸国から “too little, too late” という
批判的視線が向けられた（それは日本の
為政者の自覚でもあった）。他方、近隣ア
ジア諸国からは日本の「軍事化」のはじ
まりという疑念の眼がむけられたのであ
る（日本の「左」の主張も同様であった）。

以上の現実の下で、筆者の日本の「ミド
ルパワー外交」論には、外交像の分裂を

中庸で乗り越えようとする外交政策論と
しての意味もあった。結局のところ、そ
のための核心は憲法第9条の改正である。
ただし、その改憲論は、国際主義に立っ
た「ミドルパワー外交」の完成という外
交像を基本的なコンセプトとしている。
1990年代はじめの経験が日本に突き付け
たのは、憲法第9条が自衛隊の国際平和協
力活動を含めた日本の「国際貢献」の障
害になっているという現実であった。

以上の経験と教訓は、ウクライナ侵攻後
の国際政治への日本の関与を考える際に、
もう一度思い起こされるべきだろう。そ
こで現在の岸田文雄政権の外交を考える
と、岸田首相が、2022年6月10日のシン
ガポールにおけるシャングリラ・ダイア
ローグ（アジア安全保障会議）における
スピーチの冒頭で、「私の属する政治集団

『宏池会』の先輩リーダーである、宮澤喜
一元総理」に言及したことには大きな意
味がある。岸田首相は、「宮澤元総理は、
我が国が安全保障分野で国際的に一層の
役割を果たすことが求められている現実
を直視し、大変な議論の末に、PKO 協力
法を成立させ、同法に基づき自衛隊をカ
ンボジアに派遣しました」と述べたので
ある。

そして岸田首相は、「ルールに基づく自
由で開かれた国際秩序の維持・強化」、「安
全保障の強化」、「『核兵器のない世界』
に向けた現実的な取組の推進」、「国連安
保理改革を始めとした国連の機能強化」、

「経済安全保障など新しい分野での国際
的な連携の強化」の五本柱を、「平和の
ための岸田ビジョン」と呼んだ。「安全
保障の強化」では部分的に自助努力を強
調しているが、それ以外はすべて国際協
調をベースとした政策である。そこに明
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らかな国際主義は、ロシアのウクライナ
侵攻に対する岸田政権の外交にも明瞭に
現れている。

ウクライナ侵攻後の世界情勢
と日本の対応

ロシアは、独立した主権国家に対する事
実上の軍事侵略を、ウクライナ東部に住
むロシア系住民の保護、さらにはウクラ
イナの非軍事化と「非ナチ化」を目的と
する特別軍事作戦だと主張した。その深
層には、大国の一国主義、さらにはプー
チン大統領を支配する「ロシア帝国」へ
の妄執が感じられる。

（１） ルールに基づく自由で 
開かれた国際秩序

ウクライナ侵攻は、第一に、先進民主主
義国が支えてきた「ルールに基づく自由
で開かれた国際秩序」への赤裸々な挑戦
であった。それに対して、私たちは、ウ
クライナに対する武器調達を主とする軍
事支援や緊急財政支援を実施し、ロシア
に対する経済制裁で結束した。しかしな
がら、米国および先進民主主義諸国が直
面する課題は、あまりに大きい。とりわけ、
以下で述べる中国の動向も視野に入れる
と、米国が欧州とアジアという二正面で
の対応を迫られることは、かなりの重荷
である。バイデン政権が2021年5月に着手
したアフガニスタンからの軍事撤退には、
中国に対する戦略に資源を振り向けると
いう意味合いもあった。今は、それに欧
州でのロシアへの対抗が加わったのである。

ここでの日本外交は、先進民主主義国の

一員としての立ち位置から組み立てられ
ている。岸田政権は、欧州連合（EU）、
北大西洋条約機構（NATO）、主要国首脳
会議（サミット）のメンバー国からなる
G7に積極的に関与している。そして、ウ
クライナ支援とともに、金融・貿易・査
証に関する対ロシア制裁を躊躇なく進め
ている。当然ながらロシアの対日姿勢も
硬化し、日露関係の先行きも全く不透明
になった。

（２） 欧州の安全保障秩序

第二に、欧州正面での安全保障秩序が大
きく塗り替えられることになり、ロシア
と欧州諸国ないし NATO との新たな対立
構造が鮮明になった。冷戦に勝利したと
いう西側のユーフォリアが錯覚だったこ
とは言われて久しいが、今回のロシアの
行動はそれを完全に打ち砕いた。ウクラ
イナの NATO 加盟阻止を絶対的命題とし
て行動を起こしたプーチン大統領には、
冷戦での敗北を認められない「ソ連帝国」
の情念も渦巻いていたかのようである。

2022年5月、冷戦構造下において長い間
軍事的中立を保ってきたフィンランドと
スウェーデンが、NATO への加盟申請に
踏み切った。そして、2023年4月にフィ
ンランドが31か国目の NATO 加盟国と
なった。まさに、「ロシアのオウンゴール」

（鶴岡路人）であったが、同時に、拡大に
踏み切った NATO も新しく重い課題を背
負うこととなった。

依然として憲法第9条の制約を抱える日
本が、NATO 諸国と本格的な軍事協力を
進めることはできない。日本と NATO の
協力は、北大西洋理事会に出席した安倍
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晋三首相が2014年5月に署名した「日・
NATO 国別パートナーシップ協力計画

（IPCP）」で重要な進展を示した。そこで
の主要な内容は、サイバー防衛、人道支
援・災害救援、テロ対策、軍縮・軍備管理・
不拡散等、典型的な「ミドルパワー協力」
であった。

ロシアのウクライナ侵攻後、岸田首相は
2022年6月29日にマドリードで開催され
た NATO 首脳会合に、日本の首相として
はじめて参加した。具体的には、NATO
の招待による「NATO パートナー・セッ
ション」であり、そこには、アジア太平
洋から、豪州、ニュージーランド、韓国
も参加した。NATO は、日本を含めた4
か国を「アジア太平洋パートナー（AP4）」
と呼んだ。それは、ロシアと中国による
動きが連動する中で（後述）、アジア太平
洋諸国と欧州諸国の協力関係の重要性が
確認されたものであった。

（３） 国連安保理の機能不全

第三に、国連の安全保障理事会が機能不
全に陥り、国際安全保障における国連の
役割が全く不透明になった。そもそも戦
後の国際秩序は、日独という枢軸国に勝
利した連合国（United Nations）の手に
よる国際連合（United Nations）の設立
によってスタートした。当初の想定は冷
戦の発生によって戦後すぐに崩れたもの
の、冷戦終焉後の1990年代に機能を回復
したところもあった。米国主導による湾
岸戦争、アフガン戦争、イラク戦争の際
には、幾多の問題を抱えつつも国連や国
際法がかろうじて機能していた。しかし
今回は、国連安保理の常任理事国である
ロシアが、国際秩序の破壊者として立ち

現れたのである。そして、以下でみるよ
うに、ロシアと中国との間には一定の絆
が生まれている。

戦後を振り返れば、日本とドイツは国際
社会の優等生というべき国に変貌し、自
由で開かれた国際秩序の構築に貢献して
きた。そして今、日独は、先進民主主義
国としてロシアや中国が突き付けるチャ
レンジに対峙しているのである。マクロ
にみれば、国連秩序は完全にひっくり返っ
たともいえる。

その意味で、長年日本政府が取り組んで
きた国連改革には十分な正当性があるが、
現実的にその展望は必ずしも明るくはな
い。にもかかわらず、ウクライナ侵攻後
において、国際法の持つ力と国際世論の
結集という役割は重要である。国連加盟
国の多数派である発展途上国は、ロシア
や中国との関係において、先進民主主義
国と同じ土俵にはいない。インドやイン
ドネシア等、長年「非同盟、中立」を原
則としてきた国々も同様である。近年「グ
ローバル・サウス」と呼ばれるこうした「第
三勢力」に属する国々に対しては、自ら
の土俵に引き込もうとするのではなく、「ミ
ドルパワー外交」の視点から地道な関与
政策を継続することが重要となるだろう。

中国とアジア秩序

（１） 中ロの絆

次にアジアに目を移せば、中国の自己主
張の底流にも、「中華帝国」へのノスタ
ルジアがあることが分かる。近年中国は、
アヘン戦争以来の「百年国恥」といわれ
る歴史を強調することで、ナショナリズ
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ムの統合を図ってきた。また、着実に国
力を高める中で、中国中心のアジアこそ
普通の姿であるという心情を隠さなくなっ
た。またグローバルには、戦後の欧米中
心の国際秩序の価値観や仕組みに対する
異議申し立てに躊躇しない姿勢を示して
いる。

帝国の心情が今の中ロを突き動かしてい
る衝動だとすれば、そこに中ロ間の心理
的な絆が生まれる。そうした心理的次元
において、中ロ両国にとって最大の競争
相手であり障害なのが米国であることも
言を俟たない。また、独裁的な政治体制
を一定程度国民が容認する背景にそうし
た心理がある点も、ロシアと中国の共通
項だろう。

しかしながら、ロシアと中国の戦略の主
要な照準はそれぞれ欧州とアジアに向い
ている。中ロは、それぞれの地域におい
てお互いを全面的に支援したり、対米戦
略を完全に共有しているわけではない。
とりわけ中国は、台湾の「解放」を重要
視する「中国の夢」を追い求める戦略に
ロシアのウクライナ侵攻が持つ影響を、
注意深く観察しているはずである。

（２）台湾問題

日本政府は、「日本国政府と中華人民共和
国政府の共同声明」（1972年9月29日）で
宣言して以来、「台湾が中華人民共和国の
領土の不可分の一部である」とする中国
の立場を「理解し、尊重」する立場を堅
持している。米国も、1979年1月の米中
国交正常化以降、「中国は一つであり、台
湾は中国の一部である」という中国の立
場を「認識」している。しかし、日本も

米国も、自らの立場が中国と同じである
とは明言せず、台湾の帰属問題に関して
は政治的に曖昧な立場を維持している。
さらに米国議会は、「台湾問題は国内問題」
とする中国に対抗するかのように、米国
の国内法「台湾関係法」（1979年4月）を
決議し、米国による台湾防衛の可能性を
排除しない旨を定めている。

中国は1970年代以降、日本が実効支配す
る尖閣諸島の領有権を唱えるようになっ
た。それは「古来より台湾の一部」とい
う極めて中国的な主張に基づいている。
したがって、台湾有事は日本にとっては
すぐさま尖閣有事になる可能性が高い。
するとそれは、日本にとっての自衛の問
題に転化し、同時に日米安保条約第5条事
態（日米共同対処）となる。以上の日本
と米国の基本的な安全保障態勢によって、
中国は台湾に対する軍事力行使に十分に
慎重にならざるを得ない。

そうした中で、ロシアのウクライナ侵攻
が発生した。中国による台湾への軍事侵
攻が起きれば、ウクライナ侵攻が「鏡」
となって、民主主義国の多くは帝国主義
による民主主義の破壊とみるだろう。そ
の意味で、ロシアのウクライナ侵攻は、
中国の台湾「軍事解放」戦略にとってむ
しろ逆風になっているのかもしれない。
こうした状況は、軍事面での対応と同等
かそれ以上に、外交の役割の重要性を高
めているように思える。次に、その視点
から、今や日本外交の「顏」となった「自
由で開かれたインド太平洋（FOIP）」の
実体に迫ってみたい。
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「自由で開かれたインド太平洋」
と日米豪印戦略対話

安倍晋三首相が推進した日米豪印戦略対
話（QUAD）を軸とするインド太平洋外
交は、岸田政権においても日本外交の柱
として引き継がれている。その内実は、
すでに安倍政権の時に、中国への対抗戦
略から中国との対抗色を薄めた地域主義
外交の「構想（ビジョン）」へと変化した。

日本外交におけるインド太平洋概念の起
源とされているのが、2007年8月にイン
ド国会で行われた、第一次政権時の安倍
首相の演説である。安倍首相は、太平洋
とインド洋の結合を「拡大アジア」と呼
び、日印協力によって「拡大アジア」に
米国と豪州を巻き込むという QUAD 構想
を、はじめて公式に提唱した。健康問題
により1年で辞任した後、2012年12月に
再登板した安倍首相は、QUAD を「安全
保障ダイヤモンド」として国際的に打ち
出した。ここに、安倍首相が提唱するイ
ンド太平洋外交が対決色の強い中国戦略
であるとの認識は、世界的に定着するこ
ととなった。

その後安倍首相は、中国の習近平国家主
席が、2014年11月に「一帯一路」構想を
提唱したことに敏感に反応し、2016年8
月にケニアのナイロビで開催された第6
回アフリカ開発会議（TICAD）での基調
演説で、「自由で開かれた2つの大洋」と、
アジアとアフリカの「2つの大陸」の結合
を唱えた。

2017年からは、ASEAN 関連会合のサイ
ド・イベントとして、QUAD の外交当局
による局長級の高級実務者会合（SOM）
が定例化された。その過程で、2018年以

降、協議の成果発表に「自由で開かれ、
包摂的なインド太平洋地域」という表現
と「ASEAN 中心性の支持」という原則が
含まれるようになった。それは、QUAD
は必ずしも中国を排除するものではない
ことを表明するものであった。

そのことは、外交当局者の実務感覚を反
映したものであった一方で、2018年に入っ
て安倍首相の対中外交に変化が生まれた
ことも重要であった。同年10月に安倍首
相の訪中と習近平主席との首脳会談が実
現した。翌2019年6月には習近平主席が
大阪で開催された G20首脳会議で来日し、
会談した安倍首相は翌年春の国賓訪日を
正式に要請した（新型コロナウイルスに
よるパンデミックで立ち消え）。

その後、2019年9月から QUAD の外相会
合が、2021年3月から首脳会合が定例化
した。一連の共同声明は、QUAD 協力の
原則として、法の支配とルールに基づく
秩序や、航行・飛行の自由等を謳ってお
り、そこに中国に対する懸念が示されて
いることは言うまでもない。しかし同時
に、中国に対するあからさまな対決姿勢
は示さず、具体的な協力項目としては、
パンデミックや気候問題等のグローバル
な課題、主に経済領域を中心に中国との
競争を意識した協力案件、非伝統的な安
全保障協力のアジェンダ等が並んでいる。

一般的に、FOIP や QUAD は「封じ込め」
を狙った対中戦略であるとみなされるこ
とが多い。そこでは、QUAD の枠組みは

「日米同盟プラス豪印」と捉えられている
のだろう。しかし、QUAD の実質的な協
議や成果をみると、その内実は「ミドル
パワー協力」に他ならないことが分かる。
そうした視点に立てば、「日豪印プラス米
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国」という QUAD の実像が浮かび上がる
はずである。その延長線上にこそ、韓国
や欧州諸国を巻き込んだ「拡大 QUAD」
の構想が広がるのではないか。

おわりに

2022年7月8日、安倍晋三元首相が銃撃さ
れ死亡するという、想像もできなかった
悲劇が起きた。戦後はもちろん、明治以
降の近代日本政治史上最長の在職期間を
記録した総理大臣として、安倍晋三元首
相が日本の経済、政治、外交に残した遺
産はあまりに複雑で重い。

とりわけ重要なのが、岸田内閣が2022年
12月16日に閣議決定した国家安全保障関
連三文書（「国家安全保障戦略」、「国家防
衛戦略」、「防衛力整備計画」）だろう。文
書の詳しい考察は他稿に譲り、ここでは
安全保障に関する日本政府の思考様式に
パラダイムシフトが起きたこととその意
味を確認しておきたい。そのことは、す
でに2013年12月17日に安倍内閣が閣議決
定した「国家安全保障戦略」からも見て
取れるが、今回の改定版（以下、「国家安
全保障戦略」）では、安倍元首相が口にし
ていた「戦後レジームからの脱却」の跡
がより明瞭に現れている。

第一に、「戦後レジーム」下の日本外交は、
「権力政治の舞台から降りた」（高坂正堯）
と言われるように、軍事領域はもちろん、
大国間の勢力均衡ゲームには直接関与し
ないことを大きな特徴かつ強みとしてき
た。それに対して「国家安全保障戦略」
は、軍事的抑止、勢力均衡、地政学等の
領域に正面から切り込んでいる。第二に、

「戦後レジーム」下での国家戦略における

防衛力の役割と位置づけは極めて限定的
であったのに対し、「国家安全保障戦略」
ではむしろ中核的な重要性が付与されて
いる。さらに、前者は「所要防衛力」の
発想を明示的に否定していたのに対して、

「国家安全保障戦略」は「強力な軍事能力
を持つ主体の能力に着目して」防衛力を
整備すると謳う。そのために、防衛費を
従来の GDP1% 程度から2% に倍増する
ことを事実上の努力目標とした。

このようなパラダイムシフトは、上でみ
たロシアや中国の動向を踏まえれば、論
理的には当然であったとも言える。しか
し、憲法第9条に由来する法的制約が完全
になくなったわけでもなく、「国家安全保
障戦略」も「専守防衛」の基本方針は不
変であると明示している。すなわち、日
本の国力や安全保障政策を規定する諸条
件は、「戦後レジーム」を越えたパラダイ
ムには追い付いていない。その結果、「国
家安全保障戦略」は、徹底した日米一体
化路線でそのギャップを埋めている。そ
こには、日米同盟を手放せない「ミドル
パワー外交」の宿命が示されている。

しかしながら、それでは日本の戦略的選
択の幅は狭まるばかりである。だからこ
そ外交の重要性が確認されるべきであり、

「国家安全保障戦略」も順番としては防
衛力の前に外交の重要性を指摘している。
しかし、そこでの外交に関する記述も、
中国への地政学的・地経学的対抗という
発想に囚われ過ぎている観がある。

日本の「ミドルパワー外交」には、日米
同盟を軸に権力政治の舞台での足場を固
めると同時に、「ミドルパワー協力」に
日本の強みと主体性を見出すという、柔
軟な二正面外交が求められている。多く
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のアジア諸国は、中国の力の増大には懸
念を深めつつも、結局のところ中国とは
共存せざるを得ないという地理的宿命に
自覚的であり、日本も例外ではないはず
である。そこでは、中国に対する懸念が
大きければ大きいほど、地域諸国間の協
力関係のネットワーク化が重要な課題と
なる。

ロシアによるウクライナ侵攻という新情
勢の下で、日本が欧州の安全保障への関
与を深めることは、日本の「ミドルパワー
外交」の地平の拡大を意味する。そうし
た視角からみると、2022年6月の NATO
首脳会合に招待された AP4諸国（日本、
豪州、ニュージーランド、韓国）間の関
係強化という課題の重要性が、ひときわ
明瞭に浮かび上がるはずである。上述し
た「拡大 QUAD」に関しても同様である。
そしてそこには、日韓関係の修復という
重要な外交案件が横たわる。
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はじめに

日本の安全保障政策にはいくつかの分水
嶺ともいえる転換点を見出すことができ
る。第二次大戦後のサンフランシスコ平
和条約と日米安保体制下における専守防
衛の確立（1950～60年代）、ニクソン・
ドクトリン後の防衛体制の拡充と日米安
保における役割分担の調整（1970～80年
代）、冷戦後の国際社会との協調重視と
地域安全保障への関与増大（1990年代）、
対テロ戦争を含むグローバルな安全保障
への関与（2000年代）、中国の軍事的台
頭に伴う地域安全保障への回帰（2010年
代以降）など、10年間を単位とした変遷
過程は注目に値する。

日本の安全保障政策の史的変遷の座標軸
となってきたのは、軍事力を中心とする
パワーをどのように調達するか（日本の
防衛力・同盟国である米国の軍事力・国
際社会との協力）、そしてそのパワーをど
の空間で発揮するか（日本防衛・日本周
辺・広域地域・グローバルな空間）とい
う2つの領域である。前述の変遷に従えば、
戦後初期には日本の防衛力は著しく限定
され、専ら日米安保体制の下での米国の
軍事力に依存した状態から、徐々に日本
自身が自律的能力を備え、その空間軸を
拡大させていく過程として捉えることが
できる。

ただし、戦後一貫して日本の安全保障政
策における自律性は、米国の同盟国とし
ての軍事的役割を代替することはできな
かった。日本を取り巻く軍事的脅威と紛
争生起の可能性に対して、日本が果たし
うる役割は領域防衛の一部に限られ、紛
争拡大局面において米国の役割を常に想
定して組み立てられていた。これは、日

本が専守防衛を掲げながら、所要防衛力
の整備（脅威の量的側面に注目して脅威
に対抗するための防衛力整備）を事実上
回避し、基盤的防衛力（自らが力の空白
となって周辺地域の不安定要因とならな
いための、必要最小限の防衛力）を長ら
く維持したことにも表れている。

現代の日本の安全保障政策は、こうした
基本的な構図からの脱却期と捉えること
ができる。本稿ではとりわけ日本の安全
保障政策の役割を、抑止とエスカレーショ
ン管理能力の拡大という視点からまとめ
ることとしたい。

日本の安全保障政策における
抑止とエスカレーション管理
の変遷

（１）国防の基本方針と専守防衛の
確立

日本の安全保障政策における抑止概念の
発展過程を辿るためには、日本をとりま
く安全保障環境の変遷と、紛争の可能性
がどのように未然に防止されていたか、
という想定を確認する必要がある。1957
年の岸信介政権時に閣議決定された「国
防の基本方針」では、「国防の目的は、直
接及び間接の侵略を未然に防止し、万一
侵略が行われるときはこれを排除」する
ことが謳われている。ただし「外部から
の侵略に対しては、将来国際連合が有効
にこれを阻止する機能を果たし得るに至
るまでは、米国との安全保障体制を基調
としてこれに対処する」（下線は筆者）こ
とが明記され、日本が果たしうる役割は

「自衛のための必要な限度において、効率
的な防衛力を漸進的に整備する」ことに
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あるとされた。

自衛隊の創設と戦後の国防力において、
抑止機能の中核を担っていたのは米国で
あり、日本の役割は限定的な機能に過ぎ
なかった。このような基本的な日米の役
割分担を維持しながら、日本は自らの防
衛力が果たしうる役割を漸進的に拡大し
てきた。具体的には「通常戦力による局
地戦以下の侵略」に自力で対応できる能
力の整備が目指されてきた。その中で確
立した専守防衛は「受動的な防衛戦略」
の姿勢を示し、「相手から武力攻撃を受
けたとき初めて防衛力を行使し、その防
衛力行使の態様も自衛のための必要最小
限にとどめ、また、保持する防衛力も自
衛のための必要最小限のものに限られる」
と位置付けられた。

（２）基盤的防衛力構想と日米防衛
協力

日 本 の 防 衛 構 想 の 転 機 と な っ た の は、
1960年代後半のデタント期の米ソ冷戦の
変化、米国のベトナム戦争からの撤退と
ニクソン・ドクトリンによる同盟国の役
割分担論の浮上、米中和解による国際構
造の変化など、アジアにおける戦略環境
の変化である。1969年11月の佐藤・ニク
ソン共同声明では、アジア地域の平和と
安全のために日本が果たすべき役割の拡
大が謳われ、韓国および台湾の安全保障
が日本の安全保障と緊密に関係すること
を確認している。こうした中から、日本
の安全保障政策における課題は、領域防
衛を主とする地域概念から、日本を取り
巻く周辺地域への関与へと移行するよう
になった。

こうした政策課題の結節点となったのが、
1976年に策定された「防衛計画の大綱」

（51大綱）と1978年の「日米防衛協力の
ガイドライン」であった。この策定過程
で、日本政府は基盤的防衛力構想を防衛
政策の基本方針とすることを明確にした。
この方針は日本に対する軍事的脅威に直
接対抗するよりも、自らが力の空白となっ
て日本周辺地域の不安定要因とならない
よう、独立国としての必要最小限の基盤
的な防衛力を保有するという考え方に導
かれていた。その中で日本の防衛力整備
は「限定的かつ小規模な侵略」に対応し、
防衛力整備拡張の余地を残しながらも（エ
キスパンド論）、それ以上の紛争エスカレー
ションに対しては日米安保体制で対応す
るという構図であった。

（３）地域安全保障への関与と 
グローバル化

日本の防衛政策と日米同盟との基本的な
関係に変化が生じるのは、冷戦終結後の
1990年代における同盟政策の再定義の過
程においてである。冷戦期における日米
同盟では、日本が自らの防衛能力を拡大
し、ソ連からの脅威についても平時にお
けるソ連極東戦力に対する警戒監視能力
や、宗谷・津軽・対馬の三海峡防衛に代
表される対潜能力を強化する政策が採ら
れ、それ自体が米国のアジア戦略と合致
するものであった。日本の専守防衛と日
米同盟の役割には同調性と相互補完性が
あったのである。

ところが、冷戦終結後にソ連の脅威が大
幅に後退すると、戦略環境の懸念は中小
規模の地域紛争と大量破壊兵器の移転問
題へと移行した。その中で、とりわけ北
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朝鮮の核開発問題（第一次核危機）や台
湾海峡をめぐる危機（1996年ミサイル危
機）など、日本を取り巻く安全保障環境
が緊張を帯びると、日米同盟を地域の安
定のためにどのように位置付けるかとい
う議論が、同盟再調整に際する最大の課
題となった。領域防衛の課題が脅威につ
いてではなく、地域の不安定性という領
域外の課題に移行したことにより、日米
同盟と日本の防衛政策をより地域重視に
転換する必要が生じていた。そのため、
1996年4月の日米安全保障共同宣言とそ
れに続く1999年の周辺事態安全確保法で
は、日米安全保障体制が地域における抑
止と対処の基盤と位置付けられ、日本も
米軍に対する後方地域支援の法的基盤と
能力を拡張させながら、地域安全保障を
担うようになったのである。

2001年9月11日の米国における同時多発
テロと、その後の米国のグローバルな対
テロ作戦は、日本の安全保障の地理的空
間を地域からグローバル空間へと拡大さ
せた。日本の自衛隊は、対テロ特別措置
法（2001年）、イラク支援特別措置法（2003
年）を通じて、インド洋における多国籍
軍に対する給油活動や、イラクにおける
人道復興支援活動などに従事した。2004
年の「防衛計画の大綱」（16大綱）は、
国際テロリズムの脅威の拡大や大量破壊
兵器の拡散が、国家間の相互依存関係や
グローバル化を背景として、国際社会の
差し迫った課題であるという認識を示し
ていた。日本の安全保障とグローバルな
空間がより直接的な接続性を持ったとい
う認識のもとに、安全保障政策の空間の
拡大は推進されていったのである。

戦後の日本の安全保障政策の変遷を振り
返ると、日本の自衛隊の能力の拡大と日

米防衛協力の役割分担の変化とともに、
安全保障政策が対象とする空間の拡大を
見出すことができる。こうした状況を捉
えて、かつては「普通の国家論」にみら
れたように、日本の安全保障政策の特徴
を、戦後の法的制約を乗り越え、空間的
にリニアに拡大していくことであると捉
える見方も多くなった。

しかし、こうしたリニアな考え方は中国
の軍事的台頭や、北朝鮮の核・ミサイル
開発問題の深刻化に伴い、再び転換を余
儀なくされる。日本は2010年代に入ると
グローバルな自衛隊のミッションや国際
平和維持活動（PKO）などへの関与を低
下させ、その政策の課題を日本を取り巻
く直接的な軍事的課題へと集中させるこ
ととなる。領域防衛から地域とグローバ
ルな安全保障へと空間的に拡大を果たし
た日本の安全保障政策は、再び地域安全
保障と領域防衛へと回帰していったので
ある。

2010年代以降の日本の 
安全保障政策の課題

（１）中国・北朝鮮・ロシアの 
「三正面」の戦略環境

現代の日本を取り巻く安全保障において
特徴的なことは、台頭する中国の軍事的
能力を中核としながら、核・ミサイル開
発を継続する北朝鮮と、極東におけるロ
シア軍の動向という3つの軍事的対象を同
時に対処しなければならないことである。

問題は、中国・北朝鮮・ロシアがそれぞ
れ異なる軍事力の特徴を持ち、共通の政
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策を当てはめることが難しいことにある。
仮に中国・北朝鮮・ロシアに対する日本
の防衛力を個別に構築する方法をとると、
日本の自衛隊の戦力組成や必要とされる
防衛力には大きな負担がかかる。さらに、
中露・中朝・露朝が軍事的連携を深めた
場合、作戦の相互連携や陽動などによっ
て、自衛隊の作戦計画にかかる負荷はさ
らに増すこととなる。

中国―米中拮抗と日本の対中劣勢―
2000年代前半までの戦略環境の想定は、
米国が中国に対して圧倒的に優勢である
という構造と、日本単独で中国に対する
航空・海上優勢を確保できる関係によっ
て成り立っていた。米中関係と日中関係
が共に対中優勢という構図の下で、日米
同盟と日本の防衛政策を形成することが
可能であった。

しかし2010年代以降は、中国の米国に対
す る「 接 近 阻 止・ 領 域 拒 否（A2/AD）」
能力が拡大し、米国の前方展開戦力の優
位性が自明ではない戦略環境を想定しな
ければならなくなった。米軍は通常戦力
や運用能力で中国軍を凌駕するとはいえ、
西太平洋における戦略上の優位を維持す
ることが困難となり、台湾海峡や南シナ
海の有事における軍事介入のコストが著
しく上昇している。

また日中関係においては、日本単独で対中
抑止を担うことは著しく困難であるばかり
でなく、危機の段階的管理（エスカレーショ
ン管理）における自律的な能力の維持が難
しくなっている。2018年の「防衛計画の
大綱」（30大綱）は「海上優勢・航空優勢
の確保が困難な状況になった場合」という
厳しい状況の想定を示したが、こうした構
図はさらに深刻化しているといえる。

北朝鮮―核・ミサイル能力の実戦配備―
第二に、北朝鮮の核・ミサイル開発は、
日本の安全保障上の重大かつ差し迫った
脅威として位置付けられる。北朝鮮の核
兵器計画の現状について、「防衛白書」は

「これまで既に6回の核実験を行ったこと
などを踏まえれば、核兵器計画が相当に
進んでいる」、「北朝鮮は核兵器の小型化・
弾頭化の実現に至っている」という評価
を下している。北朝鮮の弾道ミサイル攻
撃を核攻撃として想定することは、より
一層の効果的な対北朝鮮抑止および弾道
ミサイル防衛の態勢整備を必要とした。
日米同盟における核および通常戦力によ
る拡大抑止の体制を不断に整え、同時に
ミサイル防衛の拡充を図ることが求めら
れることになる。

核兵器の運搬手段である各種のミサイル
についても、長射程化、発射形態の多様
化が進み、また運用においても飽和攻撃
のために必要な正確性・運用能力の向上、
秘匿性・即時性の向上、奇襲的攻撃能力
の向上などが進展している。さらに北朝
鮮は2021年3月からロシアのイスカンデ
ルの技術を踏襲したとみられる低空・変
則軌道型ミサイルの発射実験を行ってい
る。こうしたミサイルの多種化を通じて、
ミサイル防衛による迎撃をかいくぐり、
標的となる国々の防衛コスト賦課に効果
を挙げている。

ロシア―戦略のスポイラー―
第三は、ロシアの位置付けの抜本的な変
化である。2013年の「国家安全保障戦略」
では「安全保障及びエネルギー分野を始
めあらゆる分野でロシアとの協力を進め、
日露関係を全体として高めていく」とさ
れ、その後日露外務・防衛協議（2プラス2）
を成立させ、防衛・国防大臣の相互訪問
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や防衛交流の強化（日露捜索・救難共同
訓練等）など、信頼醸成に努めてきた。
ロシアが2014年のクリミア侵攻や、2015
年のシリア内戦への介入をめぐり欧米諸
国との関係の緊張化を深める中で、日本
は粘り強くロシアとの安定的な関係を維
持しようとした。こうした背景には、日
本政府に日露平和条約の締結を通じて北
方領土問題を解決しようとする政治的意
思があったことは確実である。

ロシアとの安定的な関係には、もう一つ
の戦略的要素が含まれていた。それは日
本の安全保障にとって最大の課題である
中国と向き合うためにも、ロシアとの関
係を安定させることが重要であるという
発想であった。米中関係および日中関係
における競争性と対立が深まる場合、ロ
シアが中国との連携を深めれば、日本の
安全保障環境はさらに悪化する。中露関
係を大幅に離間させることは難しいが、
日露関係がロシアのアジアにおける戦略
的利益の多元化を担うことは可能かもし
れない。日露経済関係や日露平和条約交
渉をこのように位置付ければ、ここには
単なる北方領土問題の解決を超えた戦略
的利益の存在を求めることができる。

ただし、こうした日露関係の戦略的位置
付けも、2022年2月のロシアのウクライ
ナ侵攻によって根本的な変更を余儀なく
された。ロシアの侵攻後、日本政府はロ
シアを強く非難し、欧米諸国とともにロ
シアに対して包括的な経済制裁を実施し
た。ロシアは同年3月に、日本の対応を

「反ロシア的行動」と非難しつつ日露平和
条約交渉を中断し、北方四島における共
同経済活動に関する対話から離脱するこ
とを表明した。以後、日露関係が改善す
る兆しはない。

こうした日露関係の変化は、ロシアが極
東における対日政策において日本との経
済関係や平和条約交渉を考慮することな
く、政策を展開できることを意味してい
る。ロシアと中国との利害関係を分断す
ることが難しくなった結果、中露の軍事
的な連携はさらに進展することが想定さ
れる。現にロシア軍と中国軍は、日本周
辺の空海域において連携を深めている。
2019年にはすでに「中露共同空中戦略
パトロール」として、ロシア軍の Tu-95
戦略爆撃機と中国軍の H-6爆撃機が、日
本海から東シナ海にかけて共同飛行を実
施した。ロシア軍のウクライナ侵攻後の
2022年5月にも共同飛行が行われた。ま
た、2022年9月 の「 ボ ス ト ー ク 」 で は、
中露海軍が中心となりオホーツク海およ
び日本海の海域で大規模な合同演習を実
施した。

中露軍事関係の進捗は、ロシアと中国双
方の戦略的利害関係の共有と深く関わっ
ている。ロシアと中国は共に米国の西太
平洋における軍事力に対抗し、同盟関係
の分断を図ることを目指しているとみら
れる。台湾有事においても、ロシアによ
る軍事力の展開や連携の示唆は、日米両
国にとっての作戦計画を複雑化させる。
またロシアの極東戦力の増強（ミサイル
配備等を含む）や軍事活動の増大は、自
衛隊の態勢や作戦計画の優先順位、改革
の方向性にも大きな影響を与える。例え
ば、日本の自衛隊が北方防衛に対する資
源配分を強化せざるを得なくなれば、中
国を念頭においた自衛隊の南西シフトを
効果的に遅らせることができるかもしれ
ない。こうしたコスト賦課やスポイラー
としてのロシアの位置付けに、日本の国
家安全保障戦略は向き合わざるを得ない
のである。
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（２） 戦略三文書の策定と抑止・ 
対処能力

日本政府は2022年12月に「国家安全保障
戦略」、「国家防衛戦略」、「防衛力整備計画」
の3つの安全保障関連戦略文書を閣議決定
した。これら三文書の閣議決定は、日本
の防衛力を5年以内に抜本的に強化し、防
衛関係費を国内総生産（GDP）比2%に増
額する予算措置を講じ、長射程の「反撃
能力」の導入を決定したことなど、日本
の戦後史に類例を見ない分水嶺となった。

三文書が示す安全保障環境の認識の前提
は、国際社会が「戦後最大の試練」のと
きにあり、日本を取り巻く安全保障環境
も「戦後最も厳しく複雑」というもので
ある。「グローバリゼーションと相互依存
のみによって国際社会の平和と発展は保
障されない」というリベラリズムの世界
観から導かれる期待値を戒めることから
はじまる。また2022年2月のロシアのウ
クライナ侵攻とウクライナの抑止失敗を
踏まえ、相手の「能力」に着目して自ら
の能力を構築する、という能力ベースの
戦略設計となっていることに特徴がある。

日本を取り巻く地域情勢について、中国
を「最大の戦略的挑戦」、北朝鮮を「従前
よりも一層差し迫った脅威」、ロシアを「安
全保障上の強い懸念」として位置付けた。
また脅威の特質についても、通常戦力や
核兵器に加え、サイバー、宇宙、電磁波
領域を組み合わせたハイブリッド紛争、
情報空間における認知領域など多次元に
わたる認識が示されている。

「拒否戦略」としての三文書
こうした中で、日本が2022年から10年間
でいかなる抑止・エスカレーション管理

体制を果たしうるか、いくつかの視点を
提示したい。第一に、今回の三文書で導
入した戦略の最大の特徴は何かというこ
とである。日本の戦略三文書に具体的な
安全保障・防衛戦略の名称が与えられて
いるわけではない。ただ、戦略に貫かれ
る考え方を総合すると、そこでは「軍事
的手段による侵攻はコストに見合わない
と相手に認識させる能力」の構築が目指
されていることがわかる。他方において、
中国の通常戦力（航空機・艦艇・潜水艦・
ミサイル等）の規模に対して日本の自衛
隊の装備の量を均衡させることによって、
パワーの均衡を目指す防衛力整備を明示
的に読み取ることはできない。すでに中
国の国防費は日本の防衛費の5倍程度（ス
トックホルム平和研究所データーベース、
2021年）であり、第四・五世代戦闘機、
新型駆逐艦・フリゲート、新型潜水艦そ
れぞれにおいて装備量は日本を大きく凌
駕している。仮に防衛費を大幅に増額し
たとしても、能力の量を均衡させる戦略
をとることが著しく困難であることは明
白だ。

三文書の戦略の基盤となっているのは、
相手の能力に着目し、相手が一方的な現
状変更を図ろうとしても、その作戦遂行
能力を拒否できる能力を獲得する考え方
である。そのためには、継戦能力を通じ
た拒否能力（迅速かつ粘り強く活動し続
けて、相手の侵攻意図を断念させる）、ス
タンド・オフ防衛能力を通じた拒否能力

（日本への侵攻を抑止するために、遠距離
から侵攻能力を阻止・排除）、そして仮に
抑止が破られた場合、領域横断で優越を
獲得し、非対称的な優勢を確保する、と
いう考え方となっている。これを総称し
て日本版の「拒否戦略（denial strategy）」
と置き換えることもできる。
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スタンド・オフ防衛と「反撃能力」の意味
第二に、国家防衛戦略の中で導入が推進
される「先進的なスタンド・オフ・ミ
サイル」と「反撃能力」の位置付けであ
る。上記の日本版拒否戦略において重要
となるのは、相手の軍事的侵攻に対する
コストを増大させる手段を幅広く獲得す
ることにある。その中で同戦略が重視し
ているのは、2032年までの目標として

「早期・遠方で侵攻を阻止・排除し得る
防衛力」という時間（早期）と空間（遠
方）の考え方である。早期とは紛争の緒
戦・初期段階において電撃的な作戦や奇
襲を阻止できる能力を指し、遠方とは日
本の領土・領海・領空の近接ではなくよ
り遠方での攻撃能力を保持することを意
味する。自衛隊の能力により空間的な「縦
深性（strategic depth）」を持ち、その中
で拒否能力を高める意図があると解釈で
きる。

ただこの長距離打撃能力については、依
然としていくつかの選択肢が残されてい
る。第一は従前からのスタンド・オフ防
衛の拡張である。2020年12月の閣議決定
では「島嶼部を含む我が国への侵攻を試
みる艦艇等に対して、脅威圏外からの対
処を行う」ことが、スタンド・オフ防衛
の位置付けとなっている。中国の通常戦
力による攻撃能力が増大する中で、自衛
隊の攻撃アセットを脅威圏外に配置し、
日本への侵攻を試みる相手に対してアウ
トレンジからの攻撃を行うという意味に
おいて、この考え方は近接防衛の延長線
上にある。

第二の考え方は、海洋（東シナ海・日本
海）および陸地（中国本土や北朝鮮）を
含む、遠方・広域での打撃能力の獲得を
目指すものである。東シナ海遠方におい

て中国艦艇に対する対艦攻撃や、中国本
土内の軍事目標に対する対地攻撃など、
幅広い攻撃の選択肢を獲得するという考
え方となる。2032年までの目標として定
められた「早期・遠方での侵攻を阻止・
排除しうる防衛力」には、この第二の考
え方が反映されていると考えることが妥
当である。

ただこの考え方の中にも、攻撃の対象は
日本に対する攻撃を主とする考え方なの
か、それとも台湾有事シナリオにおける
打撃能力を含むのかという課題は生じう
る。また、日本の長距離打撃能力が主と
して洋上艦艇に対する対艦攻撃を主とす
るのか、それとも中国の地上固定目標や、
北朝鮮のミサイル阻止能力を想定してい
るものなのかなど、シナリオを基盤とし
た打撃能力の位置付けは明白になってい
るとはいえない。

こうした中で、三文書は政治的な論争と
なった「反撃能力」についての解釈を整
理している。同文書は「反撃能力」を日
本に対する「侵攻を抑止する上での鍵」
と位置付けたが、その後の説明では、懸
念国から「我が国に対する武力攻撃が発
生し、その手段として弾道ミサイル等に
よる攻撃がなされた場合」、「相手の領域
において、我が国が有効な反撃を加える」
としている。三文書がなぜ日本に対する
武力攻撃の発生と弾道ミサイル等の攻撃
を特定したのかは定かではないが、事前
の政策調整において同能力が先制攻撃と
して捉えられる懸念が提起され、これを
専守防衛の解釈の中に留めようとしたこ
とが想定できる。

ただし「反撃能力」は同時に「2015年の
平和安全法制に際して示された武力の行
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使の三要件の下で行われる自衛の措置に
もそのまま当てはまる」と定義されている。
この三要件には「我が国と密接な関係に
ある他国に対する武力攻撃」もまた自衛
権行使の対象に含まれる（限定的な集団
的自衛権の行使となる）ため、日本が必
ずしも直接攻撃の対象となっていないシ
ナリオ（例えば台湾海峡危機等）におい
ても「反撃能力」の使用が想定されてい
ることを明記すべきである。

第三の考え方は、中国が保有する中距離
ミサイルと米国のミサイル能力のギャッ
プ（ミサイル・ギャップ）を埋めるとい
う解釈である。冷戦期の中距離核戦力

（INF）全廃条約によって中距離ミサイル
の保有が禁じられてきた（米国は2019年
2月にロシアに対して INF 条約の破棄を
通告し、中距離ミサイルの開発を再開し
ている）ため、米国は米中の紛争エスカ
レーション管理において著しく不利となっ
ている。この能力のギャップを埋めるた
めに、長距離打撃能力を位置付けるとい
う考え方となる。

しかし中国が保有する弾道・巡航ミサイ
ルの数は膨大であり、このギャップを同
程度のミサイルによって均衡させること
は容易ではない。また防衛力整備計画が
想定するスタンド・オフ防衛能力は12式
対艦誘導弾能力向上型（地上発射型、艦
艇発射型、航空機発射型）、島嶼防衛用高
速滑空弾、極超音速誘導弾、トマホーク
など、精密誘導によって軍事目標を打撃
することが目的となっている。これは中
国が保有する DF-21などの中距離弾道ミ
サイルの火力とは大きく異なる性格の打
撃能力となる。日本がより火力の高い弾
道ミサイルを保有する方向性が見られな
いことから、ミサイル・ギャップに対抗

するという考え方は、今回の戦略からは
見出せないことになる。

おわりに

本稿は日本の安全保障政策の史的変遷を
抑止とエスカレーション管理という視点
から辿り、2022年12月の戦略三文書がど
のような転換を果たそうとしているのか
を論じた。日本政府の見解では、「憲法及
び国際法の範囲内で、専守防衛の考え方
を変更するものではない」ことが強調され、
その意味では戦略三文書は戦後の防衛政
策の延長線上にある。

しかし、三文書で目指されている長距離
打撃能力（スタンド・オフ防衛能力）に
よる「拒否」能力の拡大は、日本の戦略
に空間的な縦深性を付加し、自衛隊が独
自のエスカレーション管理を実施する余
地を拡大させたといえる。米軍の中国軍
に対する通常戦力での優位性が必ずしも
自明ではない戦略環境において、自衛隊
との共同作戦によって米軍の戦域内作戦
を支援し、また日本が独自に対応できる
能力の拡大をもたらすといえる。
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どう動かしてきたか 
―「適応国家」の視点から―
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はじめに―「適応国家
（Adaptive State）」としての
日本―

日本の内政と外交および安全保障との関
係を分析するには、真逆ともいえる2つ
のアプローチがある。一つは歴代の政治
指導者や内閣に焦点を合わせ、それぞれ
がどのような政治信条を掲げ、政策を組
み立ててきたかを追いかける方法である。
この方法を演繹法とするなら、もう片方
は帰納法である。これは、まず、日本が
外交・安全保障上、外部からどのような

「衝撃」を受けてきたのか、次に、そうし
た衝撃に日本の内政や国内世論がどう反
応し、どのような対策を政府に求めてき
たのか、そして、それが歴代内閣の外交・
安全保障政策をどう動かしてきたのか、
というような順番で日本の対外政策のプ
ロセスを解き明かす方法である。

このうち、筆者は二つ目のアプローチを
とる。なぜなら、日本はあらかじめ固定
的な戦略観を描き、それに沿って政策を
組み立てる国家ではないからだ。むしろ、
外部からもたらされる衝撃を受け止め、
それに適用する形で政策を生み出し、実
行していく「適応国家」に近い。

長年にわたり米軍の長期戦略を担当した
元米国政府高官は、かつて日本について
筆者に次のように語った。

「日本は明確な戦略に沿って動く
というよりも、大きな衝撃を外
部から受け、それに反応する形
で進路が決まっていく国家なの
ではないか。明治維新後の歴史
をみると、そう思う」

同高官の指摘は正しいし、そうした日本
の特性は決してマイナスではない。日本
はエネルギーの大半を輸入し、食料自給
率も低い。さらに海に囲まれた島国であ
り、近隣の中国、ロシア、北朝鮮といっ
た非友好的な核保有国に囲まれている。
つまり地政学上、極めて脆弱であり、予
測が難しい立地に置かれている。このよ
うな条件を考えれば、日本があらかじめ
明確な長期戦略を定め、それに沿って歩
んでいこうとすること自体、無理であり、
望ましくもない。そのようなぜいたくが
許されるのは米国を含め、ごく限られた
超大国だけである。

日本を取りまく外部環境には、あまりに
も予測困難な変数が多い。外部からどの
ような衝撃が襲ってきても柔軟に受け止
め、ショックを吸収できる柔軟性を保ち、
繁栄と安定を維持する。このような「適
応国家」が、日本の戦略的な DNA とい
える。実際、日本は17世紀以降、そのよ
うな DNA 通りに行動し、大成功を収め
ることもあれば、国家が滅びる寸前まで
行ったこともある。長年にわたって日本
を統治していた江戸幕府は、1639年から
1853年の間、鎖国政策を続けた。欧州列
強がアジアでも植民地を広げつつあった
ため、日本の国境を閉ざし、独立を保つ
のが狙いだった。ところが米国などから
強い開国要求を突きつけられると、日本
は路線を180度転換する。1868年、江戸
幕府の崩壊後に生まれた明治政府は開国
路線に転じ、急いで西洋文明を取り入れ、
近代化に成功した。

その後、日本は英国と日英同盟を結び、
1905年、日露戦争にもかろうじて勝利す
る。日英同盟の締結も、ロシアの南下に
対抗し、生き残るための「適応戦略」だっ
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た。ところが20世紀初頭、清朝崩壊によっ
て中国国内に「力の空白」が生まれると、
日本は自分が帝国になる道に向かう。そ
の結果、1941年に英国・米国を敵に回し
て開戦し、壊滅的な敗北を喫する。1950
年代以降、日本は再度路線を急転換し、
第二次世界大戦で死闘を繰り広げた米国
と和解し、同盟関係を結ぶ。その後、日
米同盟は強化され、現在に至っている。

鎖国、開国・西洋文明導入、日英同盟、
対英米戦争（第二次世界大戦）、そして日
米同盟……。こうしてみると、日本の対
外戦略は全く脈絡がないように映る。だ
が、実際にはそうではない。日本は外部
環境の変化に適応し、その時々で最良と
考えた外交・安全保障政策をとってきた
のである

本稿では、日本が適応国家であるという
前提に立ち、世論や内政がどのように外
交・安全保障政策に影響を及ぼしてきた
のかを分析する。具体的には、2010年以
降、日本に大きな影響を及ぼした4つの
ケースに光を当てて考察する。

第一は、ロシアがウクライナ侵略を始め
た2022年2月下旬から、現在に至る時期
である。第二は、時計の針を2010年に戻
し、尖閣諸島をめぐって日本と中国が対
立を深め、一触即発の危機に陥った時期
を取り上げる。第三は2012年から2016年
にかけての変化である。オバマ大統領は
2013年、米国はもはや「世界の警察官」
の役割を担わないと公言した。その後、
中国は南シナ海で軍事拠点をつくり始め、
ロシアのプーチン大統領がウクライナの
クリミア併合を強行した。第四は2017年
から2021年にかけてのトランプ政権の時
代である。同盟関係を米国にとっての財

産ではなくお荷物と考えるトランプ大統
領の出現は、日本にとっても極めて深刻
な危機であった。

2022年2月24日―ロシアの 
ウクライナ侵略、日本世論に
激震―

ロシアによる2022年2月24日のウクライ
ナ侵略は、日本の世論と内政に極めて大
きな衝撃をもたらした。遠く離れた欧州
方面での戦争とはいえ、日本が受けた
ショックの大きさでいえば、第二次世界
大戦後最大級といってもよいだろう。核
兵器を大量に保有する大国がいきなり隣
国に全面侵攻する事態は、大戦後初めて
のことだからである。

岸田政権は主要7か国（G7）のメンバー
と協調し、相次いで厳しい経済制裁を積
み重ねて現在に至っている。ロシアの中
央銀行や企業の資産を凍結し、重要品目
の輸出入も制限した。さらに大きいのは、
プーチン大統領やラブロフ外相らも制裁
対象に加えたことだ。事実上、プーチン
大統領が権力にとどまる限り、日本はロ
シアを外交の相手としない決定を下した
に等しい。

これらの措置について、日本の世論は直
ちに強い支持を示した。日本経済新聞の
世論調査（2022年4月22～24日に実施）
によると、岸田政権が発動した対ロシア
経済制裁について「適切」（44%）、「さら
に強めるべき」（42%）の回答を合わせる
と、9割近くに上った。さらに、ウクライ
ナから避難する人々を日本に受け入れる
ことについても「賛成」が90% に上った。
移民や難民の受け入れに極めて慎重な日
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本の現状を考えると、信じられないほど
高い支持率である。日本政府の高官は「日
本の世論が圧倒的に強い支持を示してく
れたおかげで、政府は異例の速さでウク
ライナ避難民の受け入れに動くことがで
きた」と振り返る。エネルギー価格の上
昇など、ロシア制裁に伴う日本への経済
的な影響は広がっているが、対ロ制裁へ
の支持は大きくは揺らいでいない。

世論の強い反応は、ロシアへの怒りや反
発だけが理由ではない。「ロシアの暴挙を
許せば、中国もより強気になり、台湾海
峡などで強硬に振る舞ってしまう」（日本
の安全保障当局者）という、中国に対す
る切迫感があることも理由である。岸田
文雄首相は「今日のウクライナは明日の
東アジアだ」と重ねて警告し、ロシアの
侵略が中国にも「伝染」しかねないとい
う危機感を示しており、日本の有権者も
同様の懸念を強めている。

こうした世論は日本の内政に変化をもた
らし、対外政策にも大きな影響を及ぼし
つつある。結論から言えば、日本の安定
に不安を強める有権者が増えたことで、
日米同盟や日本の防衛力の強化をかかげ
る保守政党への支持が一段と強まって
いる。

その潮流が明確に表れたのが、2022年7
月10日の参院選だ。政権党である自由民
主党は63議席を獲得し、改選議席の過半
数を単独で確保し、大勝した。自由民主
党は選挙公約で防衛費の増加をかかげ、
GDP 比で2% 以上にすると明記し、その
目標に向けて5年以内に抜本的に防衛力
を強化すると約束した。さらに抑止力を
強めるため、自衛隊に「敵基地攻撃能力」
を保有させる方針を示していた。

参院選では、自由民主党だけでなく、自
衛力強化や憲法改正に前向きな野党「日
本維新の会」も大きく議席を伸ばした。
逆に、これらに慎重ないし反対している
リベラル系の立憲民主党と共産党は議席
を減らした。これにより、参院内で保守
政党が重みを増し、少なからぬ影響を対
外政策に及ぼすだろう。

朝日新聞と東京大学谷口将紀研究室の共
同調査によると、参院選後、防衛力強化
について賛成する参院議員が73%となり、
前回2019年の47% から急増した。自衛隊
保持が明記されていない現行憲法につい
ても、改憲を支持する参院議員が62% に
増えた。具体的な改憲内容としては、「自
衛隊保持の明記」に加えて、現行憲法で
は規定がない「緊急事態条項」の新設な
どが多くを占めた。

日本の国会は衆院、参院の二院制であり、
条約締結の承認などは衆院が優越性を有
する。岸田政権（自由民主党）は2021年
10月の衆院選でも勝利を収めている。こ
のため参院と同様、衆院でも防衛力や日
米同盟の強化を支持する保守系議員が大
きな勢力を占める。

近年、中国軍の台頭や北朝鮮の核武装に
よって、日本の世論や政界では日本の安
全保障環境の悪化への懸念が深まってい
る。ロシアの侵略によってこうした不安
がさらに強まり、防衛力と同盟強化の政
策がさらに加速するとみられる。

その一環として、日本は、2022年12月、
戦後最大の防衛力の増強を決定した。防
衛予算を2023年度から2027年度にかけ
て 約2倍 に 増 や し、 現 在、 国 内 総 生 産

（GDP）の約1% にとどまっている防衛予
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算を2027年には約2%にすること、さらに、
中長距離の巡航ミサイルをはじめとして、
自衛隊が初めて本格的に「反撃能力」を
保有する方針も決定した。

これに伴い、日米同盟の役割分担も変わっ
ていくことになる。従来は、自衛隊は守
りの「盾」に徹し、攻撃という「矛」の
機能は米軍に頼ってきたが、今後は、自
衛隊がある程度は「矛」を担う分業体制
に変わっていくだろう。主要メディアに
よる世論調査では、これらの政策決定に
ついておおむね過半数の人々が支持して
いる。ロシアの侵略に加えて、台湾海峡
での緊張の高まりが日本の安全保障観を
変えつつあることの表れである。

2010～2012年―日中間の 
長期対立の始まり―

ここまで、日米同盟の一層の強化に動く
日本の流れをみてきた。だが、この潮流
は必ずしも一直線に進んできたわけでは
ない。日本は、いったん異なる路線に進
み、挫折した経験がある。これが日本の
世論や政治家に強いトラウマと教訓を残
し、現在の路線につながっている面がある。
その挫折を見るため、2009年時点の日本
に視点を戻してみよう。

同年8月30日、野党第一党である民主党
が衆院選で圧勝し、自由民主党から政権
を奪った。日本で政権が交代するのは約
15年ぶりで、民主党代表の鳩山由紀夫氏
が首相に就いた。民主党は労働組合を支
持基盤の一つにしており、自由民主党よ
りもリベラルな立場をとる。このため、
同党は、公約で「緊密で対等な日米関係」
を目指し、在日米軍に特別な待遇を認め

る日米地位協定の見直しや沖縄米軍基地
の縮小を訴えた。

鳩山路線をひと言でいえば、日中の融和
を進める一方で、日米同盟への依存を減
らすという路線である。米軍の抑止力に
大きく依存しなくても、対話によって中
国と良好な関係を保てるという幻想に立っ
ていた。鳩山氏は1990年代後半に「常時
駐留なき日米安保」という構想を掲げ、
米軍が日本に常駐しなくても、ミサイル
防衛網を完備すれば、日本の安全を保て
るという考えを披露していた。しかし、
米軍の抑止力を軽視した鳩山路線はうま
く機能せず、世論の支持も得られなかっ
た。沖縄の米軍基地問題をきっかけに、
鳩山首相下で日米関係は著しく冷え込み、
最後は献金問題が追い打ちとなって、鳩
山政権は8か月余りで退陣を強いられた。

傷ついた日米関係を引き継いだ菅直人首
相は、翌2010年9月、極めて重大な日中
危機に直面する。9月7日、尖閣諸島周辺
からの退去を求めた海上保安庁の巡視船
に対して中国漁船が衝突し、海上保安庁
が漁船の船長らを逮捕したことがきっか
けとなった。

尖閣諸島は、日本が領土として実効支配
し、統治下に置いているが、中国側も領
有権を主張しており、日中間にくすぶる
火種の一つだった。中国側は、「尖閣は中
国固有の領土」と猛反発し、閣僚級の往
来停止や日本人の拘束、レアアースの輸
出停止など、異例の強硬措置に出た。さ
らに中国国内では反日デモが燃え広がり、
日系スーパーなどが襲撃を受けるなど、
日中関係は冷え込んだ。

一見すると尖閣問題が招いた日中危機の
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ように映るが、元凶は日米関係の悪化に
あった。鳩山政権で生まれた日米同盟の
亀裂を見透かした中国が、漁船衝突事件
をきっかけに尖閣諸島への圧力を強め、
対日強硬路線に出た。中国はこの事件を
契機に、公船や漁船を定期的に尖閣諸島
の領海に送り込むようになり、現在に至っ
ている。

この危機は、日本の世論の対中観を著し
く悪化させた。読売新聞と中国の週刊誌

「瞭望東方週刊」（中国新華社発行）が実
施した日中共同世論調査（2010年10月下
旬）によると、日本人が軍事脅威を感じ
る国（複数回答）としては中国が79% に
上り、北朝鮮の81% と並んだ。一方で、
日本にとって重要な国を聞いたところ、
米国（60%）が中国（27%）を大きく上回っ
た。日米安全保障条約が地域の平和と安
定のために「役立っている」と考える人
も75% を占めた。尖閣諸島をめぐって日
中の緊張が高まるなか、日米安全保障条
約への支持がより強まったといえる。

民主党政権時代、日中の亀裂をさらに決
定づける危機が起きた。菅直人内閣を継
いだ野田佳彦内閣において2012年9月11
日、日本政府が尖閣諸島を国有化したこ
とが発端だ。日本政府は当時、島を地権
者から賃借し、管理していた。ところが
同年4月、右派政治家として知られる石
原慎太郎東京都知事は、地権者から島を
購入する計画を発表し、実現に動いてい
た。野田内閣はこれが中国を刺激しかね
ないと危惧し、石原知事に先んじて国有
化したのだ。ところが、中国は猛反発し、
反日デモが再び中国全土に広がった。日
系のスーパーや工場は焼き打ちに合った。
中国が多数の公船を尖閣諸島周辺に送り
込み、日中紛争の危険すら指摘された。

日本の世論は中国への反発と不信感をさ
らに深め、日本経済新聞が実施した世論
調査（2012年9月下旬）によると、66%
が国有化を「評価する」と回答した。国
有化後、中国公船が尖閣諸島の領海侵入
を繰り返し、中国で反日デモが拡大して
いる問題については、日本政府が「中国
に強い態度で臨むべきだ」との回答が
56% に上り、「日中関係改善を重視すべ
きだ」との回答（37%）を大きく上回った。

民主党政権は結局、2012年12月の衆院選
で敗北し、3年3か月ぶりに自由民主党が
政権を奪還した。民主党は野党に転落す
るだけでなく、第二党の座すら危ぶまれ
るような歴史的惨敗を喫した。

この自由民主党の政権復帰を後押しした
のが、日本世論の対中危機感の強まりだっ
た。日本の安全保障を守るには保守政党
である自由民主党を政権に戻す必要があ
る。それにより日米同盟を立て直し、日
中のパワーバランスを修復しなければな
らない、という空気が世論に広がり、安
倍晋三総裁が率いる自由民主党政権の復
活につながった。2012年12月、安倍氏は
首相に返り咲き、最長政権への道を歩み
始めた。

2012～2017年―「世界警察」
をやめた米国―

リベラルな民主党から政権を取り戻し
た保守の自由民主党の安倍晋三首相は、
2013年から日米同盟の立て直しに取りか
かった。まず取り組んだのが、中国側に
傾いた日中のパワーバランスを改善する
ための海上保安庁と自衛隊の体制強化で
ある。
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安倍首相は、2013年度予算の編成で、そ
れまで減少を続けてきた防衛予算を11年
ぶりに増額に転じさせた。自衛隊の装備
や人員を定める防衛大綱や中期防衛力整
備計画についても、当時の計画をいった
ん中止し、中国や北朝鮮の軍事情勢を踏
まえて、全面的に刷新することを決定し
た。安倍首相の在任中、防衛予算は一貫
して増え続け、2012年度（当初予算）は
約4兆6千億円だったが、2022年度には5
兆4千億円に増えた。補正予算で計上した
予算を合わせると、日本の防衛費は6兆円
台に達している。

これに合わせて安倍首相が着手したのが
海上保安庁の強化である。予算を大幅に
増やし、尖閣諸島の警備を強めるため、
大型巡視船や新型ジェット、無人機（ド
ローン）の導入を進めた。海上保安庁の
大型巡視船は2021年秋までに70隻規模
に増え、隻数ではなお中国の約半分にと
どまるが、安倍政権下でのてこ入れによ
り尖閣諸島を24時間監視する体制はほぼ
整った。

民主党前政権の失敗を目の当たりにして
いた日本の有権者は、安倍政権の発足当
初からこれらの政策を強く支持した。そ
の表れが、2013年7月の参院選である。
自由民主党と連立政権の一角を占める公
明党が圧勝し、衆参両院で過半数を確保
した。

ただ、当時の日本の外部環境はより厳し
くなっていた。アフガニスタンとイラク
での長引く戦争に疲れ、米国の内向き志
向が鮮明になっていた。特に、安倍首相
が懸念を強めたのが、米国が「世界の警
察官」としての役割を公式に放棄してし
まったことだ。

2012年1月、オバマ政権は新国防戦略で、
2つの大規模紛争に同時に対処できる能
力を確保する「二正面作戦」を断念した。
さらに2013年9月、オバマ大統領はシリ
ア問題についての演説で、「米国は世界
の警察官ではない」と公言してしまった。
安倍首相はこれを受け、米国に「おんぶ
に抱っこ」の外交・安全保障政策では、
将来、日米同盟の存続が危ぶまれるとい
う懸念を抱くようになる。

2014年初め、そんな日本に衝撃を与える
動きが南シナ海で起きた。中国が南シナ
海の7つの岩礁を埋め立て、軍事拠点を建
設し始めた。翌2015年5月までに軍事拠
点の面積は約8平方キロメートルに膨らん
だ。現在までに軍用機が使える滑走路や
レーダーなどが設置され、事実上、中国
軍の軍事基地になっている。米シンクタ
ンクなどの推計によれば、世界で取引さ
れる貿易商品の約4分の1が南シナ海を行
き来している。日本が中東から輸入する
原油のほぼすべても南シナ海を通る。安
倍政権は中国による軍事拠点の建設に対
し、繰り返し懸念を表明した。G7首脳会
議や東アジアサミットなどでも米欧と連
携し、問題を提起した。

日本の懸念をさらに増幅させたのが、米
国の対応だ。オバマ政権はこの間、中国
の行動を言葉で批判したが、軍事拠点の
建設を阻止する行動には出なかった。中
国をけん制するため、軍事拠点の12海里
内に米軍艦を定期的に送り込む作戦に出
たが、中国側の怒りを買うと、その頻度
も落としてしまった。オバマ政権のこう
した対応を見透かすように、中国は東・
南シナ海で軍拡を進めていた。さらに、
北朝鮮もミサイル発射や核実験を続け、
核ミサイルの開発を加速していた。



30

地政学時代の日本―外交・安全保障政策の新たな潮流―

こ う し た 状 況 を 踏 ま え、 安 倍 首 相 は、
2014年7月、日本の安全保障政策を大き
く転換する決断に踏み切る。日本が集団
的自衛権を発動できるよう、戦後初めて
憲法第9条の解釈を変更したのだ。集団
的自衛権は、日本の同盟・友好国が攻撃
を受けた場合、日本が直接攻められてい
なくても武力で反撃する権利だ。それま
での歴代内閣は、日本は集団的自衛権を
保有しているが、行使できないという憲
法解釈を貫いてきた。この憲法解釈に基
づき、日本政府は仮に日本周辺をパトロー
ルする米軍艦船が第三国から攻撃されて
も、日本が攻撃されていなければ、米軍
と一緒に戦うことはできないという立場
をとっていた。

安倍首相はこの状態を改めるため、2014
年7月の閣議決定により、次のような趣
旨の憲法解釈の変更に踏み切った―日本
の安全保障環境の変化により、他国への
武力行使であっても日本の存立を脅かす
ことが現実に起こり得る。密接な関係に
ある他国が攻撃され、日本の存立が脅か
される場合には、集団的自衛権を発動し、
日本も反撃できる―。さらに2015年春、
安倍政権は新憲法解釈を自衛隊の運営に
反映させるため、これらの内容を盛り込
んだ安全保障関連法を国会に提出し、成
立に動いた。

集団的自衛権の行使容認は戦後の安全保
障政策を大転換する決定であり、内政的
に大きなリスクを伴った。案の定、日本
の政界は大揺れとなった。主な野党各党
は、「専守防衛」の原則を安倍内閣が壊し、

「戦争できる国」に日本を変えようとして
いると猛反発した。最大野党である民主
党の枝野幸男幹事長は、「立憲主義に反す
る戦後最悪の法案だ」と強調し、同法成

立に動く安倍内閣は「理性を失い、暴走
状態だ」とまで非難した。同法案の国会
での審議は紛糾し、衆院、参院での審議
時間がそれぞれ100時間以上という異例
の長さになった。それでも、安倍内閣は
最終的に野党側の反対を押し切り、2015
年9月に同法を国会で可決、成立させたの
である。

日米同盟の強化を支持する日本の世論も、
集団的自衛権の行使容認をめぐっては賛
否が分かれた。日本が「戦争に巻き込ま
れてしまう」という不安が大きな原因で
あった。安全保障関連法案の国会審議中、
全国各地で大規模な反対集会やデモが開
かれた。同法の成立直後の2015年9月に
日本経済新聞が実施した世論調査では、
集団的自衛権の行使に賛成する人は28%
にとどまり、反対が53% を占めた。

これにより、安倍内閣の支持率も下がった。
2015年5月には50% だった支持率が、安
全保障関連法案が成立した直後には40%
に急落してしまった。安倍首相の側近に
よれば、安倍氏は国民に不評を買うこと
は覚悟のうえで集団的自衛権の行使容認
に踏み切った。日本周辺で米軍が攻撃さ
れているのを日本の自衛隊が傍観すれば、
米軍によるアジアへの関与を持続するこ
とはできず、日米同盟は崩壊してしまう
という危機感が彼の背中を押したのである。

集団的自衛権問題では世論の反発を浴び
た安倍首相だが、その後、支持率は徐々
に回復した。アベノミクスをはじめとす
る景気対策や経済政策の効果が直接の原
因だ。それに加えて、日米同盟を維持す
るため、集団的自衛権の行使容認はやむ
を得ないという理解が世論の間に徐々に
浸透していったことも見逃せない。安倍
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首相は翌2016年7月の参院選で圧勝し、
連立政権を組む公明党と合わせ、3分の2
を超える議席を獲得した。さらに2017年
10月の衆院選でも圧勝し、やはり与党で
3分の2超の議席を確保している。

この間、安倍内閣は、内政上もう一つ大
きな功績を残した。外交・安全保障政
策の司令塔として、首相や主要閣僚が参
加する国家安全保障会議（日本版 NSC）
を2013年12月に創設したことだ。さら
に、NSC の運営に当たる国家安全保障局

（NSS）も翌2014年1月に立ち上げ、外務・
防衛両省、および警察庁や自衛隊から優
秀な人材を引き抜いた。

これらが発足したことで、日本の政策決
定は大きく改善した。第一に、外務・防
衛両省、警察庁、経済官庁などの縦割り
体質の弊害が是正された。従来は、危機
や事件が起きると各省庁の調整に時間が
かかり、政策決定に遅れが出たが、NSC
と NSS が司令塔役を果たすようになり、
政策決定が非常に円滑になった。第二に、
政府内のインテリジェンスの共有が進ん
だ。日本政府のインテリジェンス部局は、
外交情報を集める外務省、駐在武官や電
波情報をまとめる防衛省、偵察衛星を運
用する内閣府、治安情報を担う警察庁な
どに分かれる。従来、重要情報を各省庁
が抱え込み、十分に共有されない体質が
あったが、NSS が生まれたことにより格
段に状況は改善し、現在に至っている。

2017～2021年―トランプ政権
の日本への衝撃―

2017年11月、新たな衝撃が日本を襲っ
た。同盟を重視しないトランプ氏が米国

大統領選で勝利した。トランプ氏は大統
領選の最中から、日米同盟を批判する言
葉を放ち続けていた。例えば、「米国が攻
撃されても、日本は何もしない、不公平
だ」と指摘した。在日米軍について「（米
軍の駐留経費は日本が）全額支払うべき
だ」と発言したこともある。過去にこれ
ほど露骨に日米同盟を批判した米国大統
領はいない。米国が日本の防衛義務を負
う代わりに、日本は米軍に基地を提供し、
駐留経費についても少なからぬ負担をし
ている。米側からみれば、多少の不満は
あっても、同盟を維持する恩恵のほうが
大きいという認識が共有されていた。

日本の世論は大きな不安を抱いた。2017
年1月下旬、トランプ氏の就任後に読売
新聞が実施した世論調査によると、今後
の日米関係について「不安の方が大きい」
との回答が70% に上り、「期待の方が大
きい」はわずか4% にとどまった。他方
で、日米同盟への支持は根強く、政府と
して同盟重視の政策を「維持すべきだ」
という回答が60%を占め、「見直すべきだ」

（34%）を大きく上回った。

こうした不安は世論だけでなく、安倍内
閣や日本政府内にも広がった。トランプ
大統領への対応を誤れば、本当に日米同
盟が壊れてしまうという危機感を安倍首
相は強めた。トランプ大統領の在任中、
安倍首相が開いた会談は14回に及んだ。
日本政府関係者によれば、トランプ氏は
ほぼ毎回の会談で、日米同盟について「不
公平だ」と不満をぶつけ続けた。

トランプ大統領の不満は主に2つに分かれ
る。第一に、日本が自国防衛の責任を果
たさず、米軍にただ乗りしているという
批判だ。会談でトランプ氏にこの点を執



32

地政学時代の日本―外交・安全保障政策の新たな潮流―

拗に突かれた安倍首相は、「そんなことは
ない。自分は支持率を大きく下げてまで

（日本の集団的自衛権行使を可能にする）
安保関連法を通したんですよ」と、激し
く言い返す場面があった。

第二のトランプ氏の不満は、日米同盟の
経済コストに関するものだ。在日米軍の
駐留経費を日本がすべて負担すべきだと
いうだけでなく、アジア太平洋に展開す
る米軍戦力の費用も日本などが負担する
よう求めた。北朝鮮危機が高まった2017
年には、トランプ大統領は安倍首相に、「空
母3隻を（朝鮮半島周辺に）派遣するには
巨額の費用がかかる。日本はもっと面倒
を見て欲しい」と迫ったこともある。

安倍首相はトランプ氏の発想は必ずしも
突飛なのではなく、多かれ少なかれ、米
国内の世論の一部を反映していると受け
止めた。米ユーラシア・グループが2019
年11月に公表した米世論調査によれば、
アジア駐留米軍を減らすべきだという人
は57.6% に上ったのだ。

複数の政府・自由民主党関係者らによる
と、安倍氏は日米同盟の先行きへの危機
感について、内部の会議で次のように語っ
ていたという。

• 北朝鮮の核武装や中国軍の増強で、日
本防衛に伴う米国のコストと危険はか
なり高まっている。

• 日本防衛のコストとリスクが高まった
分、日本がより多くの貢献をしなければ、
日米同盟による抑止力は損なわれる。

• 日本が防衛力を強化する努力を怠れば、
米国の有権者はいずれ、日本の防衛義

務を負うことに納得しなくなる。

こうした危機感に基づき、安倍政権は、
日米同盟の強化に加えて、他の友好国と
の連携拡大にも乗り出す。2016年8月、

「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」
戦略を打ち出した。太平洋とインド洋に
またがる地域で、法の支配や価値を共有
する国々と連携する構想だ。日米という
線状の同盟を補完するため、米国以外の
友好国とも協力を深め、面状の安全保障
協力網を築こうという発想である。

安倍首相は、米国に加えて豪州、インド、
東南アジア諸国にも協力を呼びかけ、賛
同を促した。とりわけ、米国、豪州、イ
ンドとは日米豪印戦略対話（QUAD）と
呼ばれる4か国の枠組みを構築し、協力
を深めた。2017年7月にはブリュッセル
の北大西洋条約機構（NATO）本部を訪
れ、インド太平洋戦略の連携を欧州にも
呼びかけた。その後、フランスや欧州連
合（EU）なども独自のインド太平洋戦略
を打ち出し、FOIP は主要国の間で戦略
のキーワードになっていく。

こうした積極的な外交・安全保障政策は、
内政上も安倍首相に有利に働いた。安倍
政権は2017年の衆院選、2019年の参院選
でも自由民主党を率いて連勝し、2020年
9月まで7年半以上、政権を維持した。安
倍氏は2006年から2007年の第一次政権、
2012年から2020年の第二次政権を合わせ
ると、通算の在任日数は3,188日となり、
憲政史上最も長かった。第二次政権以降
の連続在任日数も2,822日と歴代最長で
ある。
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おわりに

ここまで日本の外交・安全保障政策を振
り返りつつ、内政との関係をみてきた。
冒頭でも触れたように、日本は地政学上、
中国、ロシア、北朝鮮に囲まれ、資源を
持たない脆弱な条件下にある。このため、
日本は、外部環境の変化に適応しながら、
対外政策を設計・実行せざるを得ない。
民主党の鳩山政権から岸田政権までの歩
みを振り返ると、その特色が改めて浮き
彫りになったといえる。

日本の有権者も、日本の地政学上の脆弱
性を本能的に理解している。そこで、ラ
ディカルな外交・安全保障政策よりも、
外部の変化に手堅く適応する路線を指導
者に求める傾向が、近年特に強まっている。

そのような有権者のニーズから遊離し、
失敗に終わったのが鳩山政権であり、大
きな成功に導いたのが安倍政権といえる。
両者を隔てるのは、国際環境と日本の国
力に関するリアリズムの有無だ。鳩山首
相は、外交・安全保障上、対米依存を減
らしても、対話と協力によって中国と共
存できると考えた。リベラルな発想が根
底にあるが、現実には機能しなかった。

これに対し、安倍首相は徹底したリアリ
ズムに基づき、政策を進めた。中国と共
存するには日米同盟を強化し、パワーバ
ランスを安定させなければならないと理
解し、その通りに動いた。米国との結束
を優先し、彼自身の右派的な政治信条や
歴史観は全面に出さず、抑制を効かせた。
周辺国だけでなく米欧の感情にも配慮し、
東京裁判の A 級戦犯が祀られる靖国神社
には、結局1回しか参拝しなかった。終戦
70周年の2015年8月には、第二次世界大

戦中の日本の行為について「痛切な反省
と心からのお詫び」を表明する談話を発
表した。

安倍首相のリアリズムを優先した内政およ
び外交・安全保障政策を日本の有権者は支
持した。そして、安倍政権時代に外相を長
く務めた岸田首相も、安倍路線を継承して
いる。ロシアのウクライナ侵略や中国の軍
拡、北朝鮮の核武装によって日本の環境が
厳しさを増す中、こうした日本世論の傾向
はこれからも変わらないだろう。
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はじめに

第二次世界大戦に敗れた日本は、同じく
敗戦国であるドイツと同様、連合軍によっ
て占領された。連合軍による日本占領の
目的の一つは、日本を非軍事化すること
であった。実際に日本の帝国陸海軍は解
体され、日本は武装解除された。こうし
た方針の下、占領軍の命令で、新たな憲
法がつくられた。新憲法は1946年11月3
日に公布され、1947年5月3日に施行され
た。そしてその第9条で次のように規定
した。

第9条　日本国民は、正義と秩序
を基調とする国際平和を誠実に
希求し、国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使
は、国際紛争を解決する手段と
しては、永久にこれを放棄する。

2　前項の目的を達するため、陸
海空軍その他の戦力は、これを
保持しない。国の交戦権は、こ
れを認めない。

憲法第9条が放棄している「戦争」とは、
侵略戦争のことである。このことは国際
法に照らして特異なことではない。同条
の特色は、むしろ第2項の「陸海空軍その
他の戦力は、これを保持しない」という

「戦力不保持」規定にあるといえる。

この条文の存在により、日本は自衛権を
行使できないとか、一切の防衛力を保持
できないといった極論さえまかり通った。
だが、そうした極論が現実的であるはず
はなく、激しい論争を経て、日本政府は
1950年代半ばまでに、憲法第9条の下で
も、一定の制約下では自衛権を行使でき

るし、防衛力も保持できる、といった立
場をとるようになった。現在の自衛隊が
創設されたのは1954年7月1日である。

2022年2月24日から始まったロシアによ
るウクライナ侵略や、近年懸念されてい
る中国による台湾侵攻のリスクは、日本
人の安全保障観に大きな影響を与えてい
る。『朝日新聞』による日本の有権者を対
象とした2022年4月の世論調査では、「日
本は防衛力をもっと強化すべきだ」との
回答が初めて6割を超えた。同年12月16
日におこなわれた「国家安全保障戦略」「国
家防衛戦略」「防衛力整備計画」という安
全保障の基本方針に関する三文書の改定
をめぐっては、これまで対 GDP 比1% 程
度であった防衛予算を2% 程度まで増額
することや、相手国の日本に対するミサ
イル発射拠点などを叩く「反撃能力」の
保持などが焦点となっている。

一方、今日にいたるまで、第9条を含め、
戦後の憲法は一度も改正されていない。
憲法改正には、衆議院と参議院の総議員
の3分の2以上の賛成と国民投票における
過半数の賛成が必要であり、実現のため
のハードルはきわめて高い。日本を取り
巻く現実の安全保障環境への対応と憲法
第9条による制約をどう整合させるかは、
日本の安全保障政策を考えるうえで今後
も避けて通れない論点である。

安全保障に関する憲法解釈の
確立から平和安全法制へ

本節では「憲法と防衛」というテーマに
ついて、現在地にいたる経緯を、50年代
半ばから安倍晋三政権期までを3つの段階
に分けて見ていくことにしよう。ただし、
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憲法制定から50年代半ばに安全保障に関
する政府の憲法解釈が確立するまでの紆
余曲折については、煩雑なので省略する。

（1）冷戦期

第一の段階は、安全保障に関する政府の
憲法解釈が確立してから、冷戦終結まで
の時期である。

1954年12月22日の衆議院予算委員会にお
いて、当時の鳩山一郎政権は、憲法第9条
に関する次のような説明を行った。

「憲法は自衛権を否定していない。
自衛権は国が独立国である以上、
その国が当然に保有する権利で
ある。（中略）憲法は戦争を放棄
したが、自衛のための抗争は放
棄していない。（中略）憲法第9
条は、独立国としてわが国が自
衛権を持つことを認めている。
従って、自衛隊のような自衛の
ための任務を有し、かつその目
的のため必要相当な範囲の実力
部隊を設けることは、何ら憲法
に違反するものではない」

実はこれに先立つ1950年8月10日に、自
衛隊の前身である警察予備隊が創設され
ていた。この年の6月25日から朝鮮戦争
が始まると、日本に駐留していた米国極
東軍の部隊が国連軍として朝鮮に投入さ
れた。その結果、日本国内の治安維持の
ための実力部隊が不足し、その穴埋めと
して GHQ の命令によって急遽実力組織
が創設された。一方、この新組織は「軍
隊」ではなく、あくまで「警察予備隊」
であって、「警察力の延長」との説明がな

された。ここに、憲法第9条の極端な解釈、
すなわち文字通り一切の実力部隊を保持
しない、としておくのでもなければ、憲
法第9条を改正し、明確に再軍備を宣言す
るのでもない、第三の道がとられること
になる。すなわち、憲法第9条を維持した
ままでの、なし崩し的な再軍備である。

軍事力で国策を誤った第二次世界大戦の
記憶が日本社会に鮮明に残るなか、憲法
第9条の改正は不可能であった。一方、東
西冷戦が激化するにつれ、米国は日本の
再軍備を強く促すようになり、また日本
国内でも、改進党のような保守政党が再
軍備を求めていた。こうした事情のあい
だの均衡点が、1954年の政府解釈であっ
た。なお西ドイツの場合も、この翌1955
年に NATO 加盟とセットでドイツ連邦軍
が創設されている。

1954年の政府解釈のポイントは、憲法第
9条が陸海空軍その他の「戦力」を保持し
ないとしていることと、当時既に存在し
ていた自衛隊という実力組織との整合を
どう図るか、にあった。日本政府は、両
者の整合をとるために、戦力とは異なる
ものとして「自衛のための必要最小限の
実力」という概念を編み出した。自衛隊
が戦力であれば、憲法第9条に違反する。
しかし自衛隊は戦力ではなく、自衛のた
めの必要最小限の実力組織でしかないか
らその存在は合憲である。こうした説明
によって、自衛隊という実力組織の合憲
性が確保された。

それでは、「自衛のための必要最小限の実
力」とは、具体的には何を意味するのか。
これは、「自衛のための必要最小限を超え
るもの」との比較で説明される。
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後述の展開に沿って説明するならば、自
衛のための必要最小限を超えるものの一
つは、海外において、自衛以外の目的、
たとえば国連の枠組みでの活動において、
武力を行使することである。

もう一つは、集団的自衛権の行使である。
これは、自衛のための必要最小限という
概念を、国際法上の個別的自衛権と集団
的自衛権の違いと意図的に紐づけたうえ
で、前者は必要最小限の範囲にとどまる
が後者はそれを超える、とする考え方を
前提とするものである。これは北大西洋
条約第5条が「一又は二以上の締約国に対
する武力攻撃を全締約国に対する攻撃と
みなす」としていることとは大きく異なる。

こうして、海外で自衛以外の目的で武力
を行使したり、自衛の目的であっても集
団的自衛権を行使したりしないことが、
自衛隊が自衛のための必要最小限の実力
組織であり、憲法第9条が保持することを
禁止する「戦力」に該当しない証拠とさ
れたのだった。

一方、そもそも自衛隊を海外に派遣した
り、あるいは集団的自衛権を行使したり
することが必要な局面は、冷戦時代には
ほとんどなかった。

日本は1951年9月8日に米国とのあいだ
で日米安全保障条約を結んだ。同条約は
1960年1月19日に改定されて今日にいたっ
ている。日米安保条約の建てつけは、「物
と人との協力」と表現される。日本は米
国に対して「物」、すなわち日本国内の基
地を差し出し、米国は日本に対して「人」、
すなわち日本のために戦う米兵を差し出
す。つまり日米安保条約の根本的な建て
つけは、在日米軍基地の存在を中核とす

る、「日本による米軍への基地提供」と「米
国による日本防衛」の交換である。

冷戦時代には、同条約に基づく米軍への
基地提供こそ、日本の西側陣営への貢献
の中核であった。日本の安全保障政策の
基本は、米軍に基地を提供しつつ、敗戦
後の武装解除によってゼロになってしまっ
た防衛力を漸進的に再建していくことで
あった。そして計4回にわたる5か年防衛
力整備計画と、1970年代にそれを改編し
た「防衛計画の大綱」（現・国家防衛戦
略）の下、防衛力整備を進めていくこと
になる。

一方、冷戦時代の日本国内では東西冷戦
を反映したイデオロギー対立が深刻で、
長らく野党第一党の座にあった日本社会
党は、日本の非武装中立を主張してい
た。日本社会のなかには自衛隊の存在を
憲法違反とする見方も根強く、安全保障
政策の些細な変更であっても「日本軍国
主義の復活」と結びつけられることにな
りかねなかった。自衛隊の海外派遣や集
団的自衛権の行使などは論外とみなされ
ていた。そして、防衛予算対 GNP 比1%
枠（1976年11月5日に閣議決定。1986年
12月30日の閣議決定で撤廃されたが、そ
の後もほぼ1% 程度で推移している）や、
反撃能力保持を抑制する「専守防衛」原
則（相手から攻撃を受けてはじめて武力
を行使し、その場合も必要最小限の武力
行使にとどめるとの姿勢を指す。1955年
7月5日の杉原荒太防衛庁長官の国会答弁
が初出とされる）といった厳しい制約も
課されることになる。
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（2）PKOと「テロとの戦い」

第二の段階は、冷戦終結後に日本が国際
平和協力に参画していく時期である。

冷戦期の状況を変化させるきっかけとなっ
たのは、冷戦終結後の1990年から1991年
にかけての湾岸危機・湾岸戦争であった。
中東クウェートに侵攻したイラク軍を撃
退するための国連決議に基づく多国籍軍
の活動に対し、日本の貢献が主に財政支
援にとどまったことについて、国際社会
から厳しいまなざしを向けられたからで
ある。日本は、ドイツがペルシャ湾に掃
海艇を派遣したことに刺激されて自らも
掃海艇の派遣を決断し、ようやく一定の
評価を得た。

そこで、侵略でも自衛でもない、国際平
和協力という分野で、憲法第9条の制約
下で日本に何ができるのかについての議
論が進んだ。その結果、1992年6月19日、
自衛隊が国連の平和維持活動（PKO）に
参加することを可能とする国際平和協力
法（PKO 法）が制定され、実際に同年9
月17日から自衛隊がカンボジア PKO に派
遣された。

自衛隊の PKO 参加が合憲である論拠とし
て、与党・自由民主党内では「小沢理論」
と呼ばれる考え方が当初検討されていた。
小沢理論とは、1991年2月20日に小沢一
郎元幹事長を会長とする自由民主党の調
査会が、自衛隊の国際平和協力に関して
発表した答申のなかで示した考え方であ
る。この答申は、憲法第9条第1項は侵略
戦争の放棄を規定したものであって、「国
連の枠組みでの武力行使」を放棄してい
ないので、自衛隊が国際平和協力におい
て武力を行使しても、第2項の戦力不保持

規定に反しないと主張した。

しかし、結局日本政府は、自衛隊の PKO
参加が合憲であることの論拠を、小沢理
論ではなく、伝統的な「自衛のための必
要最小限の実力」という考え方に求めた。
1992年4月28日、工藤敦夫内閣法制局長
官は国会で、自衛隊の PKO 参加によって

「我が国が武力行使をするとの評価を受け
ることはございません」と述べ、したがっ
て「憲法の禁ずる海外派兵に当たるもの
ではない」と答弁した。逆に言うと、国
際平和協力は自衛ではないから、そこで
の武力行使は憲法違反となる。

ここから、いわゆる「武力行使との一体化」
論が生じる。自衛隊が PKO 参加などを通
じて海外で活動する場合、自衛隊と同じ
活動に従事している他国の軍隊に補給や
輸送といった支援をおこなう場合がある
だろう。そうした活動自体は武力行使で
はない。しかし、他者による武力行使へ
の関与の密接性等から、我が国も武力を
行使したとの法的評価を受ける場合があ
り得る。その場合、つまり他国の軍隊が
武力を行使しており、自衛隊の活動が当
該軍隊への密接な関与を通じてその軍隊
の武力行使と事実上「一体化」する場合
には、そのような活動をおこなうことは

「憲法第9条により許されない」のである。

その後2001年9月11日に発生した米国同
時多発テロ事件を受けた「テロとの戦い」
の文脈で、自衛隊はインド洋やイラクに
派遣された。ドイツが国際治安支援部隊

（ISAF）に参加したのに対し、自衛隊が
従事したのは、有志連合軍への補給支援
やイラクでの人道復興支援・安全確保支
援といった、武力行使以外の活動である。
そしてここでは自衛隊自身が武力を行使
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しないことに加え、自衛隊が活動できる
範囲自体が、「非戦闘地域」に限定された

（具体的な派遣先はイラクのサマワなど）。
自衛隊が活動するのは武力行使がおこな
われる「戦闘地域」とは一線を画した「非
戦闘地域」なのだから、そこでの活動は
他国軍の武力行使とは「一体化」しない、
といえる必要があったからである。

（3）集団的自衛権行使の限定容認

第三の段階は、平和安全法制制定にいた
る時期である。

日本は湾岸戦争後、憲法第9条と何とか折
り合いをつけながら、自衛隊の PKO 派遣
や「テロとの戦い」への参加を実現させ
てきた。

一方、近年日本を取り巻く安全保障環境
は厳しさを増していく。中国が覇権主義
的な行動をとるようになり、また北朝鮮
も核・ミサイル能力を向上させている。
ここで問題となってくるのが、日本が長
らく集団的自衛権の行使を自衛のための
必要最小限を超えるものとみなしてきた
ことである。そうすると、たとえば、日
本の防衛のために日本周辺で活動中の米
軍が第三国から攻撃されても、自衛隊は
自らが攻撃されない限り反撃できないと
か、第三国が米国に対して発射した弾道
ミサイルを、日本は能力があるにもかか
わらず迎撃できないといったことなどが、
問題とされるようになってきた。

日本では従来、自衛権の発動に際しては
「日本に対する武力攻撃が発生した場合」
という要件を課していた。つまり、個別
的自衛権の行使しか認めないということ

である。これに対し安倍政権は、2014年
7月1日に、従来のものに代わり、「我が
国と密接な関係にある他国への武力攻撃
が発生し、これにより我が国の存立が脅
かされ、国民の生命、自由及び幸福追求
の権利が根底から覆される明白な危険が
ある」ことを新たな要件とすることを閣
議決定した。これにより、集団的自衛権
の行使に道が開かれることになった。

ただし、ここで集団的自衛権行使が容認
されるのは、日本と密接な関係にある他
国への攻撃が発生したというだけでは足
りず、それにより「我が国の存立が脅か
され、国民の生命、自由及び幸福追求の
権利が根底から覆される明白な危険」が
ある場合（「存立危機事態」）に限られる。
集団的自衛権の行使にこのような制約が
課されているのは、依然として「自衛の
ための必要最小限の実力のみ保持できる」
という憲法解釈が維持されているからで
ある。つまり、集団的自衛権の行使に制
約を課すことによって、「自衛のための必
要最小限」という一線を守る、という建
てつけになっているわけである。

2014年の閣議決定にもとづき、2015年9
月19日に平和安全法制が制定された。同
法制は、存立危機事態における集団的
自衛権の行使を認めた。また同法制は、
PKO 参加の拡充なども定めている。これ
により、PKO での自衛隊の活動可能な地
域について、それまでの「非戦闘地域」
といった地理的制約が廃止され、「他国が
現に戦闘行為を行っている現場ではない
場所」とされた。

ただ、こうした変化にもかかわらず、従
来の「自衛のための必要最小限の実力の
み保持できる」とか、「武力行使との一体
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化を認めない」といった憲法解釈自体は
何も変わっていない。集団的自衛権の行
使の限定容認は、まさに「限定」するこ
とによって、日本が行使できる集団的自
衛権が「必要最小限」の範囲内にあるこ
とを示すものである。PKO で自衛隊が活
動可能な地域を「他国が現に戦闘行為を
行っている現場ではない場所」とするのは、
たしかに従来の「非戦闘地域」という制
約よりも緩やかではあるものの、依然と
してそこでの自衛隊の活動は「武力行使
との一体化」ではないということを保証
しようとするためである。

憲法と防衛をめぐる現状と 
課題

前節までに見た変化にもかかわらず、日
本社会の一部には未だに自衛隊を違憲の
存在と見る向きがある。また、自衛隊が
合憲であることを認めるにしても、その
ためには前節までに見たような複雑な論
理を追わなければならない。そうであれ
ば、憲法改正によって自衛隊の存在を憲
法典上明記すればよい、との主張が主に
保守層から提起されている。

岸田文雄首相下の与党・自由民主党は、
2022年7月の参議院選挙で憲法改正を公
約に掲げて勝利した。ただ一口に憲法改
正といっても様々なパターンが考えられ
る。2018年3月26日に自由民主党がとり
まとめた憲法改正案は、現行の第9条第1
項・第2項およびその解釈は維持するとし
ている。そのうえで、新たに自衛隊の保
持を明記した条項を追加するとした。

たしかに、平和安全法制によって、憲法
と防衛の関係をめぐる問題がすべて解消

されたわけではない。「自衛のための必
要最小限の実力のみ保持できる」という
憲法解釈をとる限り、必ずどこかで「こ
こより内側が必要最小限」という「一線」
を引き続けなければならない。

集団的自衛権の行使についていうと、平
和安全法制でなされたのはその「限定」
容認である。そのため、たとえば第三国
から日本国外（米国の領土や洋上に展開
する米軍部隊）を標的として発射された
ミサイルを日本が迎撃できるかどうかは、
法的解釈として判然としないとの見方を、
安全保障専門家の神保謙は示している。
また、「武力行使との一体化」論も依然と
して維持されているので、国際平和協力
などにおいても、自衛隊が活動可能な地
域は「他国が現に戦闘行為を行っている
現場ではない場所」とする線引きは持続
している。ただ、このような線引きが実
際のオペレーション上有効かについては
意見が分かれるだろう。

一方、憲法改正によって新たに自衛隊の
保持を明記した条項を追加する場合でも、
第2項を維持する限り、結局は「自衛隊」
が第2項の「戦力」に該当するか否かが
引き続き論点となるので、これは従来の
政府解釈を憲法典での記載に格上げする、
という趣旨だと考えられる。もちろんそ
れ自体は意味のないことではないが、そ
のことと、反対運動にともなう混乱や第
9条改正案が国民投票で否決されるリスク

（そうなれば、自衛隊の正当性が傷つくと
ともに、長期間にわたって憲法改正は望
めなくなるだろう）とを比較考量しなけ
ればならないといった課題も残されるで
あろう。
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おわりに

本稿で見たように、安全保障に関する政
府の憲法解釈が確立した50年代から現在
までの経緯については、3つの段階に分け
て考えることができる。

第一の段階は、冷戦終結までの時期であ
る。冷戦時代には、日米安保条約に基づ
いて日本が米軍に日本国内の基地を提供
すること自体に大きな意味があり、「自衛
のための必要最小限の実力のみ保持でき
る」という憲法解釈の下、漸進的な防衛
力整備を進めることだけで、西側陣営内
での役割を果たしているとみなされてい
た。逆に、安全保障政策でそれ以上の対
応をとることは、国内の激しいイデオロ
ギー対立によって不可能であった。

第二の段階は、湾岸戦争以後、日本が国
際平和協力に関与していく時期である。
ただし、自衛隊による PKO や「テロとの
戦い」への参加が合憲であることの論拠
は、やはり「自衛のための必要最小限の
実力」という概念に求められた。

第三の段階は、東アジアの安全保障環境
が厳しさを増すなかで、平和安全法制の
制定にいたる時期である。同法制の制定
により、集団的自衛権の行使や PKO 参加
の拡充などが可能となった。ただ、依然
として「自衛のための必要最小限の実力
のみ保持できる」とする憲法解釈は持続
している。

安全保障に関する憲法解釈の複雑さや限
界などから、憲法改正論には一定の支持
がある。一方、冒頭で述べたように、憲
法そのものの規定によって憲法改正実現

のハードルは高く設定されている。近い
将来、憲法改正が実現するかは見通せない。

そうした状況において、憲法改正によら
ずとも、「自衛のための必要最小限の実力
のみ保持できる」とする伝統的な憲法解
釈を変更すべきだとの見解もある。つま
り、憲法第9条は侵略戦争を禁じている
にすぎず、国際法上認められた自衛権の
行使や、国連憲章に基づく集団安全保障
措置における実力の行使を制限するもの
ではない、との解釈をとるべきだとする
考え方である。ただ、この考え方も、第
9条第1項の日本語の理解として適切かど
うかについては、憲法学者の阪本昌成が
問題提起している。

戦後日本における憲法と防衛の関係をめ
ぐる最大のポイントは、「必要最小限」と
いう概念にある。今後日本が自国を取り
巻く安全保障環境に照らして、「必要最小
限」という概念をどのようにとらえ、整
理するかが焦点であるといえよう。
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機管理担当）付主査などを経て、13年より防衛省防衛研究所主任研
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ロシアによるウクライナ侵略が迫る 
日本国憲法の改正
長島 昭久
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2022年2月24日に勃発したロシアによる
ウクライナ侵略は、戦後の国際秩序を
破壊する暴挙である。戦後の世界秩序
は、第二次世界大戦の戦勝国である国際
連合（国連）を中心とする国際協調シ
ステムと国連安全保障常任理事国5大国

（Permanent 5: P-5）による核不拡散体制
を骨格として成り立ってきた。核不拡散
体制は、米露英仏中の核保有国にいわば
核に関する「大人の管理」を委ね、他の
国には核保有を認めない国際取り決めだ。
しかし、その「大人」として核の厳格管
理を期待されてきたロシアが、管理どこ
ろか非核保有国ウクライナに対して核恫
喝を行ったのである。これは、最貧国北
朝鮮が核保有をちらつかせるのとはわけ
が違う。かくしてプーチン大統領は、他
国に侵略して国連憲章を踏みにじり、核
恫喝によって核不拡散体制を根底から覆
したのである。

さて、戦後の日本は、日本国憲法の平和
主義と国際協調主義を掲げて、1952年に
国際社会へ復帰した。平和主義は日本国
憲法前文と第9条に明記され、そこから
専守防衛や非核三原則など戦後日本の抑
制的な安全保障政策が導き出された。一
方、国際協調主義は、国連を中心とした
国際秩序を主に経済面から最大限サポー
トする外交姿勢に反映された。私はこれ
を、外交・安全保障に係る「戦後レジー
ム」と呼ぶ。しかし、今回のロシアの蛮
行により、この日本の戦後レジームの土
台が瓦解してしまったのである。すなわ
ち、ウクライナ戦争という時代を画する
劇的な情勢変化により、日本国憲法の存
在意義そのものが問われる事態となった
のである。

周知のとおり日本国憲法の平和主義は、

国連憲章の理念と同根である。憲法第9条
第1項の「国権の発動たる戦争と、武力に
よる威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放
棄する」は、国連憲章第2条第3項「すべ
ての加盟国は、その国際紛争を平和的手
段によって国際の平和及び安全並びに正
義を危くしないように解決しなければな
らない」および同条第3項「すべての加盟
国は、その国際関係において、武力によ
る威嚇又は武力の行使を・・・慎まなけ
ればならない」とほぼ同義である。しかし、
憲法第9条第2項の「陸海空軍その他の戦
力は、これを保持しない。国の交戦権は、
これを認めない」は、日本国憲法に特有
の規定である。ここから、戦後日本の特
異な安全保障政策が導き出される。とく
に、日本の防衛政策の基本方針である「専
守防衛」については、「相手から武力攻撃
を受けたときにはじめて防衛力を行使し、
その態様も自衛のための必要最小限にと
どめ、また、保持する防衛力も自衛のた
めの必要最小限のものに限るなど、憲法
の精神に則った受動的な防衛戦略の姿勢」
と『防衛白書』に明記されている。前段
の「相手から武力攻撃を受けたときには
じめて防衛力を行使（する）」という受動
的な防衛姿勢は、先制攻撃を明確に違法
とする国際法に合致するという意味で驚
くべきものではないが、後段の「保持す
る防衛力」も「防衛力を行使（する）態
様」も「必要最小限にとどめ（る）」とい
うのは、驚くほど消極的な防衛姿勢であ
る。なぜなら、他の諸国は、自国民の命
と平和を守るためには相応の防衛力を保
持し、それを全力で行使するものだから
である。そのような過度に自制的な政策
は、まさしく日本国憲法の平和主義を生
み出した当時の世界情勢と日本国民の反
戦気運を反映したものである。
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とりわけ大きな影響を与えたのが、日本
を7年半にわたり占領した連合軍の総司令
官ダグラス・マッカーサー米陸軍大将に
よって1946年2月3日に日本側に提示され
た憲法改正に係る「三原則」（マッカーサー
三原則）である。その第二原則は以下の
とおりで、まさしく日本国憲法前文（「（前
略）平和を愛する諸国民の公正と信義に
信頼して、われらの安全と生存を保持し
ようと決意した。（後略）」）と第9条にそ
のごとく書き込まれた。

「国家の主権としての戦争は廃止
される。日本は、紛争解決の手
段としての戦争のみならず、自
国の安全を維持する手段として
の戦争も放棄する。日本は、そ
の防衛と保護を、今や世界を動
かしつつある崇高な理想に信頼
する。日本が陸海空軍を保有す
ることは、将来ともに許可され
ることがなく、日本軍に交戦権
が与えられることもない。」

しかし、このような経緯で制定された憲
法の平和主義に基づく戦後日本の安全保
障政策は、3つの致命的ともいえる矛盾を
抱え込んだまま、今日の厳しい国際情勢
に直面することとなった。すなわち、第
一に憲法規範の空洞化、第二に対米依存
体質の深化、第三は日本国民の負担増大
である。以下、順を追って説明しよう。

第一の矛盾は、「陸海空軍その他の戦力は
これを保持しない」との憲法規定と、世
界屈指の規模と精強性を誇る陸海空自衛
隊の存在との間の埋めがたいギャップで
ある。憲法制定当時は、たしかに自衛隊

（またはその前身）の規模も小さく、政府
が国会でしばしば答弁したように、「（憲

法で禁じられた）戦力に至らない自衛力」
などという説明もそれなりに妥当性が認
められたが、今や予算規模で世界第五位
の軍事力である。そのような自衛隊が戦
力に当たらないというのは、詭弁以外の
何物でもない。つまり、日本を取り巻く
安全保障環境が厳しくなるにつれて拡大
を続けてきた日本の防衛力によって、今
や戦力不保持の憲法規範はほぼ空洞化す
ることとなったのである。

第二の問題は、憲法規範を遵守しようと
する政府の「専守防衛」に基づく防衛政
策が「自衛のための必要最小限」に抑え
込まれる形となっている点である。最近
まで同盟国間の相互防衛のための集団的
自衛権の行使も禁じられ、海外での国連
平和維持活動への自衛隊の参加にも大き
な制約がかけられ、攻撃型兵器の不保持
や非核三原則、さらには宇宙分野におけ
る安全保障上の取り組みにも大きな制約
がかかっていた。そのために、足らざる
自助努力を補うため、安全保障全般にわ
たり同盟国・米国に過度に依存する体質
が染みついてしまったのである。米国の
大統領が交代するたびに、わが国の領土
である尖閣諸島に関して日米安全保障条
約第5条に規定された米国の対日防衛義務
の履行を確認するという日本政府の卑屈
な姿勢は、その最たる例であろう。

第三の矛盾は、第二の問題の裏返しとも
いうべきものであるが、日米安全保障条
約に潜む抜き差しならない「不平等」と

「不公平」である。この日米安保条約の第
5条には、日本の施政下にある領域に対す
る武力攻撃に米国が日本と共同対処する
ことのみが書かれ、日本の対米防衛義務
については書かれていない。これは、米
国から見て明らかに「不公平」な規定だ。
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他方、第6条は、あたかもその穴埋めを
するかのように、極東の平和と安全を維
持するために、日本が米軍に対し基地や
施設を提供する義務を明記している。こ
れは、日本から見て「不平等」な規定だ。
つまり、日米同盟は、他の米国の同盟条
約とは異なり、相互防衛条約になってい
ないのである。その故に、日本国民は、
占領時代の残滓のような米軍基地をめぐ
る事故や事件、騒音や環境破壊など様々
な負担を強いられているのである。この
矛盾がもたらす同盟構造の不安定性は、
常に日米同盟のアキレス腱として同盟協
力の現場に暗い影を落としてきた。

以上の矛盾を解消するためにも、日本国
憲法第9条は改正されなければならない。
私の改正提案は以下のようなシンプルな

ものである。それは、同条第1項を残しつ
つ、第2項を削除するだけだ。先述の通り、
第9条第1項は、国連憲章の理念と合致し
ているから、憲法前文の国際協調主義と
併せて解釈すれば、日本の安全保障政策
を過度に縛るものではない。問題は、同
条第2項の現実離れした規定なのである。
この規定を取り除くことにより、日本の
外交・安全保障政策は格段に積極性を帯
びるようになる一方、第9条第1項を残す
ことにより、二度と再び侵略国家となら
ないことを改めて内外に宣明することに
なる。これによって、はじめて日本は外
交・安全保障に係る「戦後レジーム」を
脱却し、普通の主権国家として、米国に
とっては普通の同盟国として、国際秩序
の維持発展のためにより積極的な責務を
果たすことができるようになるであろう。

長島 昭久（ながしま・あきひさ）
自由民主党・衆議院議員（当選7回）

2009年から2010年にかけ、鳩山由紀夫内閣、菅直人内閣で防衛大臣
政務官を歴任。2011年から2012年にかけて野田佳彦内閣において内
閣総理大臣補佐官（外交安全保障担当）を務め、その後、防衛副大
臣に就任。2019年6月、自由民主党に入党し、現在、自由民主党政
務調査会副会長、国際局長代理を務める。
政治家として活躍する前は、1997年に外交問題評議会に加わり、同
評議会ワシントンオフィスで韓国タスクフォースのリサーチアソシ
エイトを務め、その後、同評議会のアジア研究部門シニアフェロー
を兼任。ワシントンでの勤務を前に、1993～95年テネシー州ナッ
シュビルのバンダービルト大学で客員研究員として日米同盟の歴史
を研究。
1997年ワシントンD.C.のジョンズホプキンス大学高等国際問題大
学院（SAIS）にて国際関係論・国際経済学の修士号を取得、1988
年慶應義塾大学大学院法学研究科にて憲法法学の修士号を取得。



日本国憲法とミドルパワーとしての 
日本の役割
中川 正春
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はじめに

第二次世界大戦後の米国占領下で作られ
た日本国憲法に対して、自主憲法論を含
め様々な意見があることは事実だ。しか
し、戦後から今に至るまで、この憲法の
掲げる平和主義、民主主義、人権の尊重
という普遍的価値の目標のもとに歩んで
きた日本の姿は、現行憲法を肯定的に評
価することに繋がっている。時代が変化
する中で、憲法改正の議論はあっても、
改めて自主憲法を制定すべきという議論
には、立憲民主党は与しない。

これまでの経緯、現状および
課題

憲法第9条は戦争放棄、戦力の不保持、交
戦権の否認を規定している。しかし、日
本の歴代政権は、憲法制定当初からこの
条文が自衛権までを否定するものではな
いと解釈してきた。朝鮮戦争が始まり、
周辺情勢が不安定になる中、日本政府は
その解釈に従い警察予備隊を設置し、後
に自衛隊と名称を変えて、実質的な軍事
力の再構築を図ってきた。同時に、日米
安全保障条約の締結により、米国の日本
に対する防衛義務が明確化された。日本
の国家としての防衛体制は、必要最小限
度の自衛力を持ちつつ専守防衛に徹し、
あとは米国の拡大抑止に依存することを
基本とした。その見返りに、米国が極東
安全保障戦略を進めるため、日本国内の
米軍基地を使用することを米国に認める
こととした。

政府は、日本も主権国家として国際法の
定める自衛権を当然有しているという前
提に立った上で、憲法第9条下においても

個別的自衛権の行使まで否定されている
わけではなく、必要最小限度の自衛力の
保持は認められるとの解釈により自衛隊
を運用してきた。ただし、日本の防衛戦
略の姿勢として専守防衛を定め、個別的
自衛権の範疇に限った自衛隊の運用にと
どめ、集団的自衛権にはコミットしない
こととしてきた。その後、安全保障関連
法が成立するまで長期にわたり一貫して、
この憲法解釈にもとづいて、安全保障に
かかる国会議論が行われてきた。

では、憲法第9条で定められた抑制的な
日本の安全保障の枠組みは、これまでど
のような役割を果して来たのだろうか。
結論から言えば、戦後の日本を平和裏に、
経済復興とその発展に特化できる形で導
いてきたという点において、憲法および
その歴代政権の解釈・運用は、日本にとっ
て概ね良いものであったと評価する。

その果たしてきた役割は大きく3つに集約
できると考える。

第一に、日本国憲法は、周辺諸国の日本
に対する信頼を醸成する基本的な役割を
果たした。西欧列国の植民地主義に肩を
並べるように、戦前の日本が朝鮮半島や
台湾を植民地化し、さらに満州や東南ア
ジアに進出を試みていた最中に、日本は
敗戦を迎えた。戦後の日本が真に平和と
民主主義を基調にした国家として生まれ
変わるのかどうか疑心暗鬼になっている
周辺国に対して、日本は、憲法に貫かれ
た平和主義という理念により、専守防衛
に徹することを説明して、その信頼を得
る努力をしてきた。

第二に、米国との安保条約の締結によっ
て、日本の防衛予算を必要最小限に抑え
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ることができた。日本国内の基地使用を
米国に認め、極東の安全保障戦略の拠点
を提供し、その見返りとして、米国が日
本に対する核の傘を含む拡大抑止を保障
するという日米同盟が確立した。米国は
日本に対してより積極的な軍事的役割を
求めているが、日本は専守防衛の範疇に
こだわってきた。盾と矛になぞらえれば、
日本が盾の防衛にのみ専念することが日
本国憲法の規範であることを、対外的に
も説明してきた。

第三に、日本が他国に対し軍事的な脅威
とならないための歯止めを憲法が明示
していることは、日本がミドルパワーと
して平和外交を進めていくための基本的
な信頼醸成に貢献する。米国が敵味方を
はっきりさせて軍事的圧力を強め、超大
国としての強圧的外交を進める時に、軍
事力に依存しない日本が外交交渉で仲裁
的な役割を果たす余地が生じる。米国と
中国の対立が拡大し一方向だけに進むこ
とは、地域の安全保障を不安定にする。
この対立を激化させないために中間的立
場で外交努力をすること、それが日本の
担う役割であるべきだ。さらに、日本独
自の外交姿勢の中に、イラン、ミャンマー、
北朝鮮などの専制的な体制に対する解決
策を見出す余地を残す価値はある。超大
国間の対立の間にあるミドルパワーとし
て、自国の軍備には枠をはめて、攻撃的
な戦力を持つことなく、平和外交を進め
る余地を作ることができる状況は貴重で
ある。日本はそうしたメリットをもっと
活用して、主体的な外交戦略を構築すべ
きだ。

さらに、近年の国際的な変化に伴い、日
本を取り巻く環境も変わりつつある。そ
の変化への新たな対応を考えていく必要

もある。米国との二国間の同盟関係を基
本にした日本の安全保障戦略を、国連改
革を含めた多国間の集団安全保障体制と
して発展させる可能性を模索する時では
ないだろうか。

近年の情勢変化の主なものとして、中国
の台頭とロシアのウクライナ侵攻が挙げ
られ、それが台湾有事への懸念を大きく
している。また北朝鮮の核とミサイル開
発の進捗が日本への脅威を増大させてい
る。こうした流れを受けて、日本政府が
米国だけでなく、インド太平洋地域の豪
州やインドを巻き込んだ日米豪印戦略対
話（QUAD）による多国間協力関係を
模索することは大切である。特に、米国
と中国の緊張関係が高まる中で従来の日
米安保条約のみに依存していた日本は、
QUAD に加えて、EU 諸国（NATO）や
韓国、カナダなどとも緊密な連携を模索
することが必要だと考える。日本の外
交安全保障の方向性として、米国との二
国間の協定として機能してきた日米安保
の枠組みを多国間の集団安全保障体制に
発展させていくことで、中国の覇権主
義を牽制していくことが重要だと思う。
NATO や EU がその地域における安全保
障面で一定の役割を果たしてきたように、
このアジア太平洋地域においても、米国
と中国、ロシアとの超大国間の対立構造
による体制ではなく、QUAD や ASEAN、
韓国、カナダなども含めた国々の連携に
よる集団安全保障体制を構築すべく、日
本がミドルパワーとしてリードすべきだ
と考える。
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おわりに

仮に今後日本で憲法第9条についての改
正論議が起こったとしても、それはただ
単に米国からの要求に応じ、彼らの同盟
国として一緒に戦うことができるように
すべきだという議論の延長線上のもので
あってはならない。また、そのために個
別的自衛権の枠を外して集団的自衛権を
容認することになってはならない。米国
との二国間の同盟関係においては、盾と
矛という現状の役割分担が、ミドルパワー
である日本にとっては最善の選択だ。日
本は、専守防衛を前提としたミドルパワー
としての役割を変わらず担っていくべき
だ。しかし、将来的に国連やアジア地域
の多国間の集団安全保障体制が実現する
可能性が出てくれば、この状況は変化す
る。日本はこれに積極的に参加して、地
域の安全保障政策をリードしていくべき
だ。そして、この体制の確立に世界が動
く時こそ、憲法改正について踏み込んだ
議論が必要とされるであろう。今後、軍
事面で日本がどのように参画していくの
か、憲法の規範を議論することで国民の
コンセンサスを構築していくことにつな
げたい。宇宙、サイバー、電磁波などの
新たな要素と憲法規定との関係を整理す
ることも、これからの課題である。現段
階では、現実の安全保障環境の変化に対
して、ミドルパワーとしての日本の主体
性と防衛ビジョンをしっかりと構築して
いくことが求められる。同時に、アジア
のみならず米国や EU 諸国にも、そうし
た日本の立場への理解を求めていくこと
が大切である。

（参考）

日本国憲法前文抄
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間
相互の関係を支配する崇高な理想を深く
自覚するのであつて、平和を愛する諸国
民の公正と信義に信頼して、われらの安
全と生存を保持しようと決意した。

日本国憲法第9条
第九条　日本国民は、正義と秩序を基調
とする国際平和を誠実に希求し、国権の
発動たる戦争と、武力による威嚇又は武
力の行使は、国際紛争を解決する手段と
しては、永久にこれを放棄する。
②　前項の目的を達するため、陸海空軍
その他の戦力は、これを保持しない。国
の交戦権は、これを認めない。

日米安全保障条約第5条・第6条
第五条　各締約国は、日本国の施政の下
にある領域における、いずれか一方に対
する武力攻撃が、自国の平和及び安全を
危うくするものであることを認め、自国
の憲法上の規定及び手続に従つて共通の
危険に対処するように行動することを宣
言する。
前記の武力攻撃及びその結果として執
つたすべての措置は、国際連合憲章第
五十一条の規定に従つて直ちに国際連合
安全保障理事会に報告しなければならな
い。その措置は、安全保障理事会が国際
の平和及び安全を回復し及び維持するた
めに必要な措置を執つたときは、終止し
なければならない。
第六条　日本国の安全に寄与し、並びに
極東における国際の平和及び安全の維持
に寄与するため、アメリカ合衆国は、そ
の陸軍、空軍及び海軍が日本国において
施設及び区域を使用することを許される。
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前 記 の 施 設 及 び 区 域 の 使 用 並 び に 日
本 国 に お け る 合 衆 国 軍 隊 の 地 位 は、
千九百五十二年二月二十八日に東京で署
名された日本国とアメリカ合衆国との間

の安全保障条約第三条に基く行政協定（改
正を含む。）に代わる別個の協定及び合意
される他の取極により規律される。

中川 正春（なかがわ・まさはる）
立憲民主党・衆議院議員（当選9回）

ジョージタウン大学外交学部卒業。国際交流基金職員、三重県議会
議員三期、民主党「次の内閣」文部科学大臣、党幹事長代行、党政
策調査会会長代理、党税制調査会会長、党拉致問題対策本部事務総
長、党「次の内閣」財務大臣、党外国人労働者問題調査会座長、党
外交・安全保障調査会会長、党災害対策調査会会長、党両院議員総
会長、文部科学副大臣、文部科学大臣、内閣府特命担当大臣（防災、

「新しい公共」、少子化対策、男女共同参画）、立憲民主党憲法調査
会長を歴任。現在、衆議院懲罰委員長を務める。





日本とインド太平洋





日本と米国 
―日米同盟の過去、現在、未来―
渡部 恒雄
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はじめに―米国で安倍晋三元
首相の評価が高い理由―

2022年7月20日、米国上院は、7月8日に
凶弾に倒れた安倍晋三元首相に対して、
その功績を称える決議を全会一致で採択
した。安倍氏が日米同盟の強化に努め
たこと、「自由で開かれたインド太平洋

（FOIP）」の概念を広め、「世界中で自由、
繁栄、安全を促進し、権威主義と専制政
治に反対するために、日米両国が今後協
力していく永続的な基盤を築いた」こと
を称えた。

安倍政権が過去の自由民主党政権と比べ
て高く評価された理由は、日本の国家戦
略を、それまで経済成長重視・軽武装の
リベラル路線であった「吉田ドクトリン」
から、「自由で開かれたインド太平洋」の
ための「積極的平和主義」という現実主
義に転換する役割を果たしたからだ。安
倍首相以前の日本の政権は、同盟国の米
国に自国の安全保障を依存することで軍
事力への投資を必要最小限に抑え、国家
予算を経済成長と社会保障の拡大に充
て、政権を安定させるという基本政策を
取ってきた。この「吉田ドクトリン」は、
1960年代からの日本の高度経済成長に繋
がり、世界の民主主義国の中でも特に安
定した政権基盤を自由民主党に与えるこ
とに成功した国家戦略だ。

安倍政権以前の自由民主党政権は、日米
同盟の機能や国連平和維持活動のための
海外への自衛隊派遣と自国の防衛力の増
強に関して、漸進的なアプローチしかと
れなかった。それは冷戦期に、社会党に
代表される日本の左派政党と、集団的自
衛権の行使は憲法上認められないという

解釈で合意していたからだ。この点が、
集団的自衛権行使を基にした北大西洋条
約機構（NATO）という多国間同盟に参
加してきた欧州の同盟国との大きな違い
といえる。

しかし、2006年にスタートした第一次安
倍政権は、前述の防衛・安全保障面で制
約下にある日本の政治状況を「戦後レジー
ム」と規定して、これを脱却するという
姿勢を明確にした。これらの試みは、国
内の左派だけでなく、米国のリベラル派
からの警戒も受けることになり、安倍首
相は幅広い支持を得る前に自らの健康問
題により辞任を余儀なくされた。しかし、
その後の二つの自由民主党政権と三つの
民主党政権は外交・安全保障政策と経済
政策の両方で有権者の失望を呼び、2012
年12月の総選挙で、安倍氏率いる自由民
主党が政権復帰を果たした。

この間、中国は日本が領有する尖閣諸島
周辺海域への公船による侵入を常態化さ
せていた。2012年9月には、民主党の野
田佳彦政権が尖閣諸島の一部を日本人の
所有者から購入したことをきっかけに、
中国国内で大規模な反日デモが起き、日
本でも対中感情が悪化し、タカ派の安倍
首相への期待が高まった。

第二次安倍政権は、アベノミクスといわ
れる量的金融緩和策と積極財政を組み合
わせた経済政策により、一定の成果を出
して政権を安定させた。2014年、安倍政
権は集団的自衛権の行使を一部容認する
決定を行い、翌2015年にはその新しい憲
法解釈による平和安全保障法制を連立パー
トナーの公明党とともに成立させた。こ
れらの基礎により、自国を防衛する以外
のケースでも、日米同盟や多国間の安全
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保障ミッションにおける日本の武力行使
への途が、少なくとも法的に整備された。

さらに「自由で開かれたインド太平洋
（FOIP）」という戦略構想を打ち出しただ
けでなく、インド太平洋地域での安全保
障を含む幅広い協力に合意した日米豪印
戦略対話（QUAD）も、2007年に安倍首
相が提唱したものだ。バイデン大統領は
安倍氏逝去後に行った岸田首相との電話
会議で、安倍元首相の QUAD 創設への先
見を、FOIP 構想と並んで「安倍氏の不
朽の遺産」と称えている。

本稿では日本の同盟協力の現状と方向性
を、その歴史的経緯も踏まえて概観する。

日米同盟の歴史的変遷と現状

1951年に独立を回復した日本は、米国と
相互安全保障条約を締結し、1960年には
より双務的に改定された現行の日米安全
保障条約が結ばれた。1960年当時は冷戦
下であり、社会主義陣営にシンパシーを
持つ学生が激しい反対運動を繰り広げ、
同年6月15日、国会を囲む学生デモと警
官隊の衝突により東京大学の学生が死亡
するなど、社会が騒然とする中、国会で
改定が承認された。岸信介首相はこのと
きの混乱と国民の反発を受けて退陣した。
この際の日米安全保障条約の改定は、旧
条約にはなかった米国の日本防衛義務を
明記し、日本の内政関与に繋がる「内乱
条項」を削除するなど、実質的に双務的
なものだった。

岸氏は、対米開戦を進めた東条英機内閣
の商工大臣を歴任するなど「保守反動」
のイメージが強かったため、左派の反発

を呼び退陣を余儀なくされ、自身の政策
課題であった憲法改正もまた断念せざる
を得なかった。安倍晋三元首相が岸氏の
孫であり、祖父の業績に対して敬意を抱
いていたことをここで記すのは意味があ
るだろう。

後継の自由民主党政権の池田勇人首相
（1960～1964年）は、日本の国家の自立
を求める改憲路線を封印し、所得倍増計
画を掲げ、その後の日本の高度成長政策
の基盤を築くことになる。大蔵省出身の
池田氏は、卓越した財政能力を持ち、外
交官出身で財政を専門としない吉田茂首
相から大蔵大臣に起用され、その任期中
に占領下の日本の財政・経済政策を指導
する米国政府の財政担当者と良好な関係
を築くことで台頭した政治家だ。彼は日
米同盟を基軸にしながらも、日本の防衛
力の回復や憲法改正よりも、経済成長を
優先する「吉田ドクトリン」を日本の長
期戦略として設定した指導者といえる。
そして、岸田首相は、池田元首相が作っ
た派閥「宏池会」の領袖であり、この系
譜に連なる政治家である。

日米同盟については、冷戦下において米
軍と自由主義陣営の同盟国がソビエト連
邦軍とワルシャワ条約機構軍にグローバ
ルに対峙する中で、日本の海上自衛隊の
対潜水艦戦（ASW）が米軍の対ソ戦略に
寄与するなどの軍事的貢献はあったが、
実際にワルシャワ条約機構の軍事力に対
抗していた西ドイツなどの欧州の最前線
の同盟国と比べると、米国の日本の軍事
力への期待は限定的であった。むしろ、
日本の経済成長が資本主義国の発展モデ
ルとなり、特に共産化が懸念される東南
アジア諸国へのモデルとなることが期待
されていたといっていいだろう。
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したがって、冷戦下における西ドイツを
はじめとする欧州の米国の同盟国や、北
緯38度線で北朝鮮と対峙する韓国と比べ、
日本の軍事力に対する米国の期待は大き
くなく、日本は「普通の国」としての再
軍備の機会を失ってきた。日本の野党は
マルクス主義を標榜する日本社会党と日
本共産党の影響が強かった。そのため日
本では、西ドイツの社会民主党が1959年
に採択したバート・ゴーデスベルク綱領
のような階級闘争の放棄と社会民主主義
への転換は起こらず、その後の社会民主
党のブラント政権による現実的な防衛政
策への転換も、1994年の自社さ（自由民
主党、日本社会党、新党さきがけ）連立
の村山政権まで起こらなかった。

1968年、日本の GDP が西ドイツを抜い
て世界第二位になったが、その副産物と
して、70年代から繊維や鉄鋼をめぐって
米国との貿易摩擦が生じるようになった。
米国内では、自国の産業競争力が弱体化
しているという懸念の中で、80年代、90
年代を通して日本警戒論が高まり、米国
の慢性的な対日貿易赤字が日米の深刻な
政治問題となった。

日米貿易摩擦に危機感を持った日米の安
全保障関係者は、その課題を抽出して日
米両国に提言を行うようになった。代表
的なものが、2000年の第一次レポートか
ら2020年の第五次レポートまでのジョセ
フ・ナイ・ハーバード大学教授とリチャー
ド・アーミテージ元国務副長官（ブッシュ
Jr. 政権下）による「ナイ・アーミテージ
レポート」である。

2000年の「ナイ・アーミテージレポート」
では、冷戦終結後の1990年代に多くの
米国の政策担当者は日本への関心を失っ

たが、日本は第二次世界大戦後、初めて
変革期を迎え、国際社会における日本の
役割を見直しているとし、米国の政策担
当者に日本と日米同盟の重要性を訴えて
いる。

2012年に誕生した第二次安倍政権は、一
連のナイ・アーミテージレポートが提言
した日米同盟についての問題意識を共有
し、集団的自衛権の一部行使の閣議決定、
国家安全保障会議の創設、平和安全法制
などの日本の課題に前向きな進展をもた
らした。2020年の第五次ナイ・アーミテー
ジレポートでは、「歴史上初めて、日本は
米国との同盟で対等なパートナーになっ
た」として、「地域の政策アジェンダ設定、
自由貿易協定と多国間協力の主導、米国
の役割が不安定な状況下での地域の秩序
を形づくる新しい戦略の推進」において
日本の役割が評価されることになった。
これは、保護主義が台頭する米国のトラ
ンプ政権が離脱した環太平洋パートナー
シップ協定（TPP）を、日本のイニシア
ティブで環太平洋パートナーシップに関
する包括的及び先進的な協定（CPTPP）
として締結に漕ぎつけ、日欧経済連携協
定（EPA）を締結して最低限の自由貿易
ルールを維持したことと、先にみたよう
に安倍政権が FOIP 構想を示したことを
指している。

このレポートは、今や対等で地域にとっ
て不可欠な日米同盟が、アジアと欧州諸
国との協力関係を広げていくこと、中国
と北朝鮮が地域の安定に突き付ける挑戦
に向き合うこと、経済と技術で協力関係
を拡大していくことなど、現在の日米両
政府が合意している課題を先取りして提
言していた。
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歩みを止めない日米同盟の 
深化

日米の同盟関係が70年という長きにわた
り、その価値を失っていないのは、上記
のような日米両国の関係者の努力に支え
られている面も大きいが、なにより日本
と米国を取り囲む近年の国際環境の変化
が、両国にとっての同盟の価値を高めて
いるからだ。経済のグローバル化が進む
世界において、第二次世界大戦後に発展
した米国中心の国際秩序に陰りがみられ、
新たな挑戦者が顕在化している。米国の
脅威認識の相手は、かつてのソビエト連
邦とワルシャワ条約機構、あるいはアル
カイーダのような国際テロ組織から、グ
ローバルな経済的影響力により存在感を
増している中国にシフトした。そうなる
と、中国に対峙する最前線の同盟国であ
り、米中に続く第三の経済大国として地
域への経済的な影響力も持つ日本の役割
が、米国にとって重要になる。しかも日
米の脅威認識も合致している。

米国の脅威認識は、ロシアによる2022年
2月24日のウクライナ侵攻を経ても変わっ
ていない。同年3月28日にバイデン政権
が議会に伝達した国家防衛戦略において
は、ウクライナに侵攻中のロシアへの対
処よりも、中国への対処のほうが優先課
題と位置付けられた。そして「中国は米
国にとって最も重大な競争相手であり、
国防総省にとっての深刻化する難題」だ
と定義し、「中国への抑止力を維持・強化
するために行動する」として、「サイバー
や宇宙などの多様な領域で高まる中国の
脅威に対する米本土の防衛」が強調され
ている。

この文章が示唆することは、ロシアは戦

略核による米国本土への攻撃を除けば、
通常戦力において米国本土を攻撃する能
力を持たないし、それを可能にするよう
な意志も経済力も持っていないというこ
とである。一方、中国は戦略核の保有数
などは米ロに及ばないが、その経済力を
考慮に入れれば、米国の領土を通常戦力
で攻撃するための軍事力を獲得する可能
性がある唯一の国家である。日米の指導
者は、両国の地政学的環境が必ずしも安
心できる状況ではないことを十分に理解
し、対中競争と、中国の影響力が強まっ
ているインド太平洋地域の安定のために
協力することに合意している。

2022年5月に日本で開催された日米首脳
会談において、バイデン大統領と岸田首
相は共同声明「自由で開かれた国際秩序
の強化」に合意し、その冒頭において日
米両国は「その歴史上かつてないほど強
固で深いパートナーシップを確認してい
る」とし、「共通の価値に導かれ、民主主
義と法の支配に対する共通のコミットメ
ントに支えられ、両国の経済の革新と技
術的ダイナミズムに刺激され、そして両
国間の人と人との深いつながりに根ざし
た日米関係は、自由で開かれたインド太
平洋地域の礎となるものである」と述べ
ている。前述の日米関係の歴史を考慮す
れば、この記述が単なるレトリックでは
ないことが理解できるはずだ。

さらに日米両首脳は中国に対し、国際社
会と共に、ウクライナにおけるロシアの
行動を明確に非難するよう求め、中国の
東シナ海での一方的な現状変更や南シナ
海での不法な海洋権益の主張に反対し、
台湾海峡の平和と安定の重要性と両岸問
題の平和的解決を促している。これらは、
中国に対する牽制であると同時に、FOIP
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という日米に共通する戦略構想を実現す
るための「手段（ways and means）」と「資
産（asset）」としての日米同盟を確認し、
地域諸国が大国の横暴に脅かされること
がないように既存の国際秩序への支援を
得るためのビジョンを示している。

共同声明において、日本自身の防衛能力
の強化に日米が合意したことは、中国軍
の圧倒的な能力向上に向き合う日米同盟
の新しい現実を反映している。中国は1千
発を超える短距離ミサイル（弾道ミサイ
ルと巡航ミサイル）を配備していると言
われているが、当然ながらこれらのミサ
イルは、台湾だけでなく、在日米軍基地
と日本の自衛隊基地も標的にしているは
ずだ。米国と日本の介入を政治的あるい
は軍事的に無力化しなければ、中国の武
力による台湾統一は難しいからだ。

少なくとも台湾有事のケースで、米国が
軍事介入を決断した場合、日本は日米安
全保障条約上の規定により、米国の軍事
活動を支援する義務があるし、そもそも
日本領海に近接する台湾有事は日本の直
接の安全保障に繋がる深刻な状況である。
その際、中国は日本の対米支援に対して、
自衛隊基地などへのミサイル攻撃の可能
性をちらつかせて恫喝する可能性が高い。
そして、米国から中国への反撃の確証が
ない限り、日本の指導者は難しい選択を
突き付けられる。しかも現状では、2019
年まで効力があった米ロの中距離核戦力

（INF）全廃条約により、米国の陸上発射
型の中距離弾頭ミサイルの日本配備は行
われておらず、2021年の米国の太平洋抑
止イニシアチブ（PDI）により、米軍は
中距離ミサイル配備を検討している段階
にある。

日本が米国のミサイル配備を受け入れる
際には、地元の政治的な抵抗も予想され
るため、日本政府は自身の「反撃能力」
保持を優先した。2022年12月に岸田政権
と国家安全保障会議が採択した国家安全
保障関連三文書（国家安全保障戦略、国
家防衛戦略、防衛力整備計画）では、米
国製巡航ミサイルの「トマホーク」の購
入と、国産ミサイルの長射程化が決定さ
れた。

さらに日本政府は5年内に GDP 2% レベ
ルの防衛予算を達成することを目標に据
えた。先進国では最悪レベルの苦しい財
政状況下で、この目標達成は容易ではな
いが、それほど悲観的ともいえない。な
ぜなら、日本人の安全保障観が大きく変
化しているからだ。日本経済新聞社の
2022年12月23日から25日の世論調査で
は、防衛費財源に充てる増税についての
岸田首相の説明には「不十分だ」が84%
と、ほとんどの国民が不満を感じている
にもかかわらず、今後5年間で防衛力を
強化する計画を「支持する」との回答が
55% であり、「支持しない」の36% を上
回っている。

日本の防衛力強化の方針を受け、2023
年1月の日米首脳会談と日米安全保障協
議委員会（2プラス2）では「同盟の現代
化」が合意された。共同声明には「日米
首脳は日本の反撃能力およびその他の能
力の開発および効果的な運用について協
力を強化するように閣僚に指示した」と
明記され、「日米2プラス2共同発表」では、
具体策として「日本の反撃力の効果的な
運用のための情報収集・警戒監視・偵察・
ターゲティング（ISRT）などの日米協力」
等が合意された。
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課題としての日米の対中経済
安全保障政策

日米同盟のもう一つの重要な課題は、経
済安全保障政策だ。先に見た2022年5月
の岸田・バイデンの日米共同宣言では、
輸出管理の活用などを通じて、重要技術
を保護および育成し、それぞれの競争優
位を支援して、サプライチェーンの強靱
性を確保するために協力していくことを
確認している。また、日米商務・産業パー
トナーシップ（JUCIP）において採択さ
れた「半導体協力基本原則」に基づいて、
次世代半導体の開発を検討するための共
同タスクフォースを設立することで合意
した。

2022年7月29日には、日米経済政策協議
委員会（経済版2プラス2）が日米の外務
閣僚と経済閣僚の間で開催され、「サプ
ライチェーンの強靭化や重要新興技術の
促進・保護、安定的なエネルギー供給の
重要性に加え、既存の国際秩序が、力に
よる一方的な現状変更の試みのみならず、
経済的な影響力を不公正・不透明に行使
し、自らの戦略的利益を実現しようとす
る試みによっても挑戦を受けているとい
う危機感を共有し、外交・安全保障と経
済を一体として議論し、日米が国際社会
の連携をリードしていくこと」で合意した。

これらの経済安全保障政策には、安全保
障上の懸念対象である中国に対して、軍
事上のゲームチェンジャーとなる軍民両
用の先端技術を制限することで、台湾な
どへの軍事力行使のハードルを上げると
いう狙いがある。「経済版2プラス2」では

「技術の競争力及び強靱性を支え、兵器開
発に不可欠な技術の不法な転用によって
もたらされる課題に対処するため、研究

開発及び輸出管理等を通じて、国際的な
ルールや規範と整合的な形で重要・新興
技術を促進及び保護していくに当り連携
する」ことが合意された。しかしこの課
題は、日本の防衛力整備以上に日米での
調整が難しい課題だ。日米ともに、民間
企業と中国との関係が深く、経済界の政
治への影響力が強いため、政府間の合意
が実効性のある政策に反映されにくいか
らだ。

しかも、日米の産業界には、日米は産業
活動上の競争関係にあるという認識もあ
る。さらに日本側には、トランプ政権が
TPP を一方的に離脱し、1962年通商拡
大法第232条に基づき、欧州連合と同様
に日本に対しても鉄鋼やアルミニウムに
制裁関税を賦課したという直近の苦い経
験もある。バイデン政権となり、日米両
政府は2022年2月27日に、米国に輸入さ
れる日本産の鉄鋼とアルミニウムに対す
る通商法第232条の適用除外に合意した。
しかし、労働組合を支持基盤とする民主
党バイデン政権が、現在の CPTPP に復
帰することは期待できず、共和党の中で
もトランプ政権以降、保護主義が台頭し
ていることから、2024年の大統領選挙以
降の米国政権がどちらの政党になっても、
CPTPP への復帰は期待できない状況に
ある。

このように経済安全保障政策は日米通商
の不協和音の影響を受けやすいため、必
ずしも日米間の円滑な履行を期待できな
い要素がある。一方で、中国が日米両国
に与えている安全保障上の懸念と、エコ
ノミックステートクラフトという政治・
安全保障上の目的を経済手段で達成しよ
うとする中国の動きに対して、日米の協
力は重要度を増している。この点におい
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て、「経済版2プラス2」の共同声明は「主
権国家や、個人及び産業の正当な利益を
脅かすような方法による、経済的威圧及
び不公正で不透明な貸付慣行を含む、経
済的な影響力の有害な使用について、深
刻な懸念と反対を表明」し、「こうした行
為が、正当な主権に基づく選択を損ない、
自由で開かれたルールに基づく国際秩序
に挑戦するものであり、対処にあたって
は共同の対応が最善の策であることを確
認」している。

全体でみれば、日米の対中経済安全保障
策には、協力および共同対処による効用
が、個別対応よりも良い結果をもたらす
という共通認識がある。この課題は、軍
事・防衛面での日米同盟の協力と重なる
課題でもあり、あまり悲観的になる必要
はないが、しかし効果的な共同政策の合
意と遂行までには、それなりの曲折が予
想される。

おわりに

日米は、中国による台湾海峡、東シナ海、
南シナ海での拡張的な政策と、それを裏
打ちする軍事的な能力向上に向き合う中
で、同盟の意義を再確認し、それぞれの
軍事能力の向上に取り組んでいる。日本
が攻撃能力を含む完結した軍事力を持っ
ていないことは、台湾有事の際に中国が
日米離間策を取り得るという弱点となっ
ている。今後の日米同盟の最重要課題は
日本自身の防衛力整備であり、それが日
本の重要な対米政策の一部ともなって
いる。

また、中国に対して圧倒的な技術力を与
えることで軍事バランスが中国優位に変

わることを回避するには、日米双方にとっ
て対中輸出制限や投資制約の協力が喫緊
の課題である。一方で、日米の企業がそ
れぞれに中国との経済関係を深めてきた
ことは、経済安全保障政策を遂行する上
での不確定要素であり、中国が日米離間
策を進める材料ともなり得る。日米両国
は対中競争姿勢で基本的合意があるとは
いえ、米国の党派対立による共和党政権
と民主党政権の連続性の欠如などは、日
本にとっては懸念材料である。片や日本
の同盟政策に大きな変革を引き起こした
安倍長期政権の後を引きついだ岸田政権
が、安倍政権と同様の求心力を持って政
策を進めることができるかどうかについ
ては、米国側の懸念材料である。

2022年8月4日からの中国人民解放軍によ
る台湾海峡周辺での大規模な軍事演習で、
日本の排他的経済水域（EEZ）に中国の
ミサイル5発が落下したこともあり、8月
10日から11日に行われた日本テレビ・読
売新聞の世論調査では、80% の日本人が

「今後、中国が台湾に武力行使をする不安
を感じている」と回答している。この脅
威認識に加え、歴史的に試されてきた日
米同盟の価値を日本国民は十分に理解し
ており、日本の防衛力強化および対米同
盟の緊密化の方向は変わらないだろう。
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はじめに

日本と中国は、「一衣帯水」と呼ばれるよ
うに海を隔てているが密接な関係にある
隣国であり、古代から現代まで相互に様々
な影響を与えてきた。日中は互いにとっ
て、経済的、社会的に深く結びつく重要
な国家であるが、他方で政治や安全保障
における地域内のライバルでもある。そ
の動向はインド太平洋地域にとって大き
な影響を持つ。

日中関係の重要性はアジアにとどまらな
い。中国が大国になるにつれて、世界は
中国と向き合ううえで、安全保障上の対
立や経済的な相互依存の武器化をはじめ、
様々な困難に直面している。日本は、そ
の地理的および歴史的な近接性のために、
これらの問題に他の西側諸国よりも先に
直面し、対応してきたという意味で、中
国問題についての課題先進国とも言える
のである。

日中関係は、友好的な時期もあれば、対
立が深まった時期もあった。総じてみれ
ば、1970年代から1990年代初頭までは日
中の友好関係が顕著であり、様々な問題
が生じつつも、それらをうまく処理する
ことができていた。しかし1990年代末か
ら次第に関係は不安定となり、2012年以
降は安全保障上の対立を基調としつつ、
関係の安定化を図るという状況が主となっ
ている。

本稿では、日中関係に影響を及ぼす主な
要因にはどのようなものがあるか、日中
関係はどのように展開してきたか、日本
はどのような対中戦略をとってきたか、
現在の対中戦略の課題は何かという点を
検討する。

これまでの経緯（日中関係の
展開）

（１） 日中関係に影響を及ぼす要因

日中関係はどのような要因によって左右
されてきたのだろうか。ここではその展
開に大きな影響を及ぼしてきた要因とし
て、以下の5つを挙げる。

第一にパワーバランスである。中国は改
革開放期に入ってから高度経済成長を続
け、国内総生産（GDP）は2010年に日本
を抜き、2020年には日本の約3倍に達し
ている。中国の国防費を見ると、2020年
には日本の約4倍に達している。このよう
な日中間のパワーの格差は今後も拡大し
ていくと思われる。日本が超大国化する
中国にどのように向き合うかは、その対
外政策において核心となる問題である。

第二に米国ファクターである。米国は日
中関係に影響を及ぼす外部条件の中でも
最も重要である。米国は日本にとって価
値と戦略的利益を共有する同盟国と位置
付けられており、日本の外交・安全保障
政策の軸となっている。ただし、日本には、
米国が日本を見捨てて中国との関係をと
るのではないかという不安と、米国の対
中強硬策に巻き込まれるのではないかと
いう懸念が常に存在してきた。

中国は、一時期を除いて、米国を最大の
脅威であるとみなしてきた。米国は中国
を軍事的に封じ込め、民主化圧力をもた
らし、さらに台湾問題に介入するかもし
れない存在とみなされている。他方で、
1970年代には米中は対ソ戦略で提携する
ことができたし、2000年代中期には、経
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済的な相互依存が深まり、米中の戦略的
協調が国際秩序を支えるかに見えた。し
かし2010年代以降、日中対立と米中対立
が深まるにつれて、日米同盟が緊密とな
り、対中バランシングを図る傾向が明確
となってきた。

第三の要因は、経済的相互依存である。
中国は2007年に米国を抜いて日本の最大
の貿易相手国になり、2020年には日本の
貿易総額の23.9% を中国が占めている。
中国にとっても日本は第二位の貿易相手
国、第四位の投資国である。政治的には
常に順調な関係だったわけではないにも
かかわらず、両国の経済的相互依存は深
化してきた。その基礎にあったのは、政
治と経済を分離し、経済的な関係を深化
させることは可能であるとの（主に日本
側の）考え方である。経済的相互依存は、
政治・安全保障上の対立に対する安全弁
になると考えられてきた。

しかし、近年では、国家の政治的利益の
ために経済的依存が武器化されるように
なってきた。中国はかつてよりも経済的
な武器を用いて相手に圧力をかけるよう
になっている。日本においては、対中経
済依存がもたらしうる問題について比較
的早くから意識されてきた。

第四に安全保障上の問題である。日中関
係において安全保障問題が中心的な焦点
となったのは、2010年代以降である。日
本から見た中国の安全保障上の脅威は、
以下のような点に表れている。一つはグ
レーゾーンと呼ばれる戦争に至らない状
況における威圧である。中国は海警によ
る尖閣諸島（日本の与那国島から約150 
km に位置する5つの無人島）周辺の接続
海域や領海への侵入を繰り返すことで、

実効支配を主張しようとしてきた。

日本は1895年に、尖閣諸島が領有権主張
のなされていない無人島であることを確
認したうえで領土に編入した。第二次世
界大戦終戦後、尖閣諸島は米国の施政下
に置かれ、1972年の沖縄返還に伴って日
本に返還された。尖閣諸島は、1968年に
国連アジア極東経済委員会の調査で周辺
に大規模海底油田がある可能性が指摘さ
れたことで注目されるようになり、1970
年に中国は台湾に続いてこれら島嶼の領
有権を主張した。ただし2000年代後半に
なるまで、中国が実際の行動に出ること
はなかった。それが2010年代になると、
圧力を強化し、実効支配を主張するよう
になったのである。

いま一つは、日本周辺における人民解放
軍の活動の活発化である。2000年代に入
ると中国は軍事力の近代化を加速し、と
りわけ海空軍の著しい能力向上を果たし
た。人民解放軍はそれに伴い、それまで
の中国大陸周辺に限定されていた活動領
域を大幅に拡大させてきた。

第五に両国の国内政治と歴史問題である。
日中関係は、それぞれの国内政治と連動
しやすい性質を持っている。これは両国
の歴史的経験から来る部分が大きい。と
りわけ日清戦争において日本に敗北し、
その後も日中戦争において侵略を受けた
記憶は、中国というネーションの形成に
おいて大きな意味を持ってきた。1980年
代後半から2000年代にかけて、日中間の
歴史問題の比重が大きくなっていった。
とくに問題となっていったのが日本の首
相による靖国神社参拝の問題である。靖
国神社は近代以降の日本の戦争において
戦没した軍人などを祀る神社で、第二次
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世界大戦の A 級戦犯が合祀されているた
め、首相の公式参拝が内外において論争
となりやすかった。

また両国の指導者の権力の安定は日中関
係の安定に資するし、脆弱な指導者のも
とで日中関係は動揺しやすい。中国の指
導者にとって、親日的と思われることは
国内政治においてリスクになりうる。日
本においても、国内政治は対中政策に影
響を及ぼしている。日本の場合、短命な
政権が続き、政権が頻繁に変わることで、
安定した対中政策を追求できないという
問題が生じてきた。

（２） 日中関係の展開

1972年の国交正常化から冷戦終結までの
日中関係は、安定的な友好関係を保って
いた。これが可能となったのは、以下の
2つの要因によっていた。

まず、ソ連を共通の敵とした日米中の協
力関係が成立したことである。それまで
敵だった米中が、ソ連を共通の敵として
接近する中で、中国は、日米同盟が中国
に向けられたものではないとしてその存
在を受け入れた。

次に、中国を国際社会に取り込むことが
日本の利益になるとの日本側の信念であ
る。日本の指導者は、近代化し安定的な
中国は平和な国際秩序に貢献する存在で
あり、それによって日本の安全保障にも
貢献すると考えてきた。1989年の天安門
事件を受けて、中国に対する国際的な制
裁がなされた際にも、中国の孤立は国際
社会にとってプラスとならないとの考え
から、日本は真っ先に制裁解除に動いた。

冷戦の終結は、こうした安定した関係を
次第に変化させていった。まず、ソ連が
解体されたことで共通の仮想敵が消失し
た。冷戦後、日米は同盟を継続し、地域
を安定させる制度として同盟の役割を再
定義した。中国はこれを自国に同盟の矛
先を向け直すものと懸念した。

また、1990年代後半から歴史問題が大き
な問題となっていった。中国では冷戦後
の中国共産党の支配を安定化させるため
に、ナショナリズムの凝集力を用いよう
としており、その中で愛国主義教育が行
われていた。日中戦争の歴史は愛国主義
を高める上で最も重要なテーマであり、
日本は狙われやすいターゲットであっ
た。2005年には日本の国連安保理常任理
事国入りに反対する目的で、大規模な反
日デモが行われた。日本側では事あるご
とに歴史問題を持ち出し、繰り返し謝罪
を求める中国に対する嫌悪感が広がって
いった。

他方で、中国の持つ経済的潜在力は非常
に大きく、特に2001年の世界貿易機関

（WTO）への加盟を弾みに日本企業の対
中投資は増大していった。実際に、成長
する中国経済は、低成長にあえぐ日本経
済にとって重要であった。このような日
中間の加熱する経済関係と冷え込む政治
関係の対比は「政冷経熱」と呼ばれた。

2000年代の日中関係の課題は、こうした
不安定な状況を安定させることだった。
2006年10月、新たに就任した安倍晋三首
相は初の外遊先として中国を訪問し、「戦
略的互恵関係」の構築で合意した。これ
は、日中が互いに安全保障上の脅威とな
らず、エネルギーや環境などの長期的な
平和友好のための協力を推進することを
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目指すものだった。これに象徴されるよ
うに、日中両国は2008年6月には東シナ
海のガス田開発を共同で実施することで
合意した。しかし日中の戦略的互恵関係
はほとんど実現することはなかった。中
国は双方の合意のないままガス田開発を
進めた。

2010年代には日中間で安全保障が焦点と
なっていった。2010年9月、尖閣諸島沖
において中国漁船が日本の海上保安庁巡
視艇に体当たりを繰り返し、中国漁船の
船長が逮捕・拘留されると、中国はこれ
を日本側が尖閣諸島に対する支配を強化
していると捉え、激しく反発した。

なお、この際に中国は日本に対するレア
アースの輸出を事実上制限した。このこ
とは、それまで政治関係が悪化しても経
済関係は維持されてきたのに対して、中
国が経済関係を梃子にして政治的影響を
及ぼそうとしたという意味で、新たな展
開であった。また同時にこれは、中国が
次第に市場経済と対外開放の論理から背
を向けて、より内向きな国家安全保障の
論理を重視し始めたことをも意味して
いた。

2012年には、ナショナリストで知られた
石原慎太郎東京都知事が、東京都として
所有者から尖閣諸島を購入しようとする
動きを見せた。日本政府はこれが事態を
複雑化させると考え、事態の安定化を目
的として尖閣諸島の購入を決定した。し
かしこれに対して中国は強烈に反発し、
尖閣諸島周辺への政府公船の派遣を常態
化させるとともに、国内では激しい反日
デモを許容し、対日批判を激化させた。
この尖閣諸島をめぐる中国の反応は、胡
錦濤政権から習近平政権への移行という

中国の国内政治の不安定期が重なったこ
とが影響していたと考えられている。こ
れ以降、日中間における安全保障上の対
立が明確となった。

現状と課題

（１） 安倍政権と対中戦略の形成

現在につながる対中政策の基本ラインが
敷かれたのは、第二次安倍政権以降であ
る。そこでこのセクションでは第二次安
倍政権以降の対中戦略がどのようなもの
だったか、そしてそれを引き継いだ菅政
権および岸田政権がどのような新たな課
題に直面しているかを分析する。

2012年に誕生した第二次安倍晋三政権は、
中国の安全保障上の脅威に対して対抗し
つつ、経済を軸に安定的な関係をめざ
す対中戦略を構築した。安倍政権がとっ
た中国の安全保障上の脅威に対するハー
ドな対抗として、自国の防衛、日米同盟
の強化、「自由で開かれたインド太平洋

（FOIP）」など多国間の努力が挙げられる。

まず、自国の防衛の強化である。安倍政
権は防衛大綱を改定し、南西島嶼防衛や
グレーゾーン事態への対処を重視する姿
勢を打ち出した。この方針が中国の拡張
に対応するものだったことは言うまでも
ない。

次に、日米同盟の強化である。安倍政権
は、米国に対して中国の行動の問題を説
得し続けた。米国は中国の海洋における
強硬姿勢に警戒を強めていった。2014年
4月のオバマ大統領の訪日時に発表された
日米共同声明は、尖閣諸島は日米安全保
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障条約第5条の適用範囲と明言し、尖閣諸
島の防衛が日米同盟の対象となることが
改めて明確となった。2015年には「新た
な日米防衛協力のための指針」（新ガイド
ライン）が定められ、グレーゾーン事態
への対処を含めた切れ目のない対応が謳
われた。また2017年に同盟国に対して不
信感を持つトランプ大統領が就任した際
にも、安倍首相はトランプ大統領との個
人的信頼関係を構築することに成功した。

第 三 に、FOIP の 提 起 で あ る。 こ れ は、
法の支配や航行の自由、自由貿易などの
原則の定着、連結性強化による経済的繁
栄、海洋における平和と安定の確保を目
指して多国間協力を進めることを提起す
る概念である。また日米豪印戦略対話

（QUAD）は新たな協力の枠組みとして
注目された。さらに英国やフランスなど
欧州諸国とのインド太平洋における協力
も進展した。

他方で安倍政権は現実主義的な柔軟性を
併せ持っており、全体的にはバランシン
グを目指した対中戦略の大枠の中で、中
国との二国間関係の安定化を目指した。

安倍首相は2013年12月に靖国神社に参拝
したが、これを最後にして在任中に参拝
することはなかった。これによって日中
間の対立の中で歴史問題は中心的争点か
らひとまず外れ、競争をより安定的なも
のとすることができた。2014年11月には
2012年以来初めて日中首脳会談が行われ、
これにあわせて、関係の安定化を目指し
た4項目の合意について発表された。こ
れらは日中間の争点における主張の違い
を認めつつ、危機管理メカニズムを構築
することで不測のエスカレーションを防
ごうとするものだった。長く紆余曲折を

経た交渉の後、2018年6月には防衛当局
間による海空連絡メカニズムが開始され、
一定の危機管理体制が作られた。

また安倍政権は、両国の経済関係は対中
関係の安定化に資すると考えた。特に中
国が進める一帯一路構想に日本も一部協
力することで、両国ともに経済的な利益
を得ることができると考えられた。2017
年5月の一帯一路フォーラムには二階俊
博自由民主党幹事長が出席し、首脳間の
相互訪問再開を呼びかける安倍首相の親
書を習近平国家主席に渡し、6月には安
倍首相が一帯一路構想への協力を明言し
た。これを受けて2018年10月には7年ぶ
りとなる日本の首相による中国訪問が実
現した。

このような対中関係の安定化は、米国の
トランプ政権が2018年以降対中強硬政策
に転じて米中対立が深まる中で行われた
のであり、日本は緊密な日米同盟と対中
関係の安定化を両立することに成功した
と言える。

（２） 菅政権と岸田政権の対中政策
の課題

菅政権（2020年9月～2021年10月）と岸
田政権（2021年10月～）は、安倍政権の
対中戦略の基本ラインを引き継いでいる
ものの、新たな論点や課題も生じてきて
いる。ここでは重要となる3つの主要論点
を取り上げる。
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安全保障―台湾問題にどう対応するか―
安全保障上の課題の中で次第に議論の的
となってきているのが、台湾問題である。
中国は台湾に対して、経済的融合を進め、
それによって政治的統一につなげていく
という平和統一路線を歩んできた。しか
し、2016年の蔡英文政権の成立に見られ
るように、台湾はこうした統一への道を
受け入れておらず、平和統一路線の限界
が見えるようになってきている。中国は
武力による台湾の統一という選択肢を放
棄したことはない。人民解放軍の近代化
が進み、中台間の軍事力の差が広がった
ことで、中国が軍事力の使用という選択
肢をとる可能性は、以前に比べて高まり
つつある。

2021年4月の菅・バイデン首脳会談の共
同声明では、台湾海峡の平和と安定の重
要性を強調するとともに、両岸問題の平
和的解決を促すことが明記された。日米
の首脳レベルの声明に台湾問題に関する
言及が盛り込まれたのは1969年以来のこ
とであった。台湾海峡の平和と安定につ
いての言及はこれまでも日米安全保障協
議委員会（2プラス2）レベルではなされ
ており、台湾問題は日米同盟の関心の範
囲内であった。しかし中国の軍事力近代
化と台湾海峡における活発な活動を受け
て、改めて首脳会談でそれが表明された
ことの意義は大きい。

台湾有事の際に米軍基地を持つ日本が巻
き込まれる可能性は高い。またそれだけ
でなく、軍事・政治・経済における台湾
の重要性は大きくなっている。台湾は、
東シナ海、南シナ海、西太平洋をつなぐ
位置にあって地理的に重要であり、成熟
した民主主義体制であり、かつ半導体の
製造において重要な地位を占めている。

ただし日本が台湾問題に対して関与でき
る能力や法的根拠には限界があり、かつ
中国の警戒感も非常に大きい。このため
この問題は日本にとって大きな論点となっ
ている。

経済安全保障
近年では、経済安全保障が日本にとって
重要課題となっている。これは中国が経
済的な相互依存を武器化し、様々なかた
ちで影響力を行使しようとしてきたこと、
先端技術における米中デカップリングが
鮮明になってきたこと、新型コロナウイ
ルス感染症によるパンデミックの影響で
サプライチェーンの脆弱性が持つリスク
が明らかとなったことによる。

日本は早くから中国との経済相互依存が
もたらすリスクに直面してきた。すでに
述べたように、レアアースの輸出制限や
反日デモによる現地日本企業への被害が
その例である。日本企業はこうしたリス
クを受けて、中国への過度な依存を避け
る「チャイナプラスワン」を追求してきた。

菅政権と岸田政権は、こうしたリスクに
国家レベルで対応することを検討するよ
うになった。2022年5月に日本は経済安
全保障推進法を制定した。これは基幹イ
ンフラや戦略的重要物資の自律性を高め、
サプライチェーンの強靭性を強化するこ
とを謳っている。

今後の課題は、経済安全保障を重視しつ
つ、自由貿易の原則を守るというバラン
スをうまくとっていくことである。経済
安全保障の重視が無制限の保護主義化を
もたらすという状況は、自由貿易体制の
恩恵を受けてきた日本にとって望ましく
ない。
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政治体制と価値観の違い
中国は中国共産党の支配する国家であり、
西側諸国とは異なる政治体制、価値観に
立っている。中国は中国共産党の一党支
配体制を維持し、国家の安全を普遍的人
権の上に置いてきた。ただし、改革開放
政策が進むにしたがって、少しずつでは
あるが暴力的な人権抑圧は減少しつつあ
り、西側諸国は中国が権威主義体制を継
続するにしても、より近代化し、人道主
義的なソフトな権威主義に変貌していく
ことを期待していた。

しかし習近平政権は、国家と中国共産党
の安全保障を至上の価値として掲げ、社
会に対する抑圧を強化した。習近平は、
人権活動家や非政府組織（NGO）に対す
る取り締まりを厳格化し、宗教や民族に
対する抑圧を強化した。特に新疆ウイグ
ル自治区では、ウイグル人などを収容施
設に収容するなど弾圧を強めた。また香
港における雨傘革命を弾圧し、一国二制
度を事実上放棄した。これはそれまでの
穏健な権威主義へ向かう流れを完全に逆
転させるものだった。

こうした強権化する中国共産党に対して
どのように対応するかという点は、日本
にとって重要な問題となっている。かつ
ての日本は、中国の人権問題や政治体制
の問題に対して、比較的寛容な姿勢をと
ることが多かった。しかし中国の強権的
姿勢は在中国の日本人や、在日本の中国
人にまで及んでおり、ビジネスマンや研
究者などの拘束事件が相次いでいる。日
本も次第にこれらの問題についてより強
く対応する必要性に迫られている。

おわりに 

中国の台頭の中で、日中関係は大きく変
容した。日本は中国の台頭がもたらす様々
な挑戦にいち早く対応しなければならな
い地理的・政治的・経済的・軍事的な位
置にあった。その意味で日本は中国問題
に対する課題先進国となってきた。

日中関係は、1970年代から1990年代にか
けて日中友好の時代を迎えたが、1990年
代後半から2000年代には冷戦後の変化に
よって不安定な時期に入り、経済の相互
依存が進んだ一方で、歴史問題が台頭し
て政治的関係は安定せず、日中関係は「政
冷経熱」と呼ばれた。2010年以降は安全
保障問題をめぐる対立が軸となる時代と
なった。経済相互依存は武器化され、も
はや安全弁として機能しなくなった。

第二次安倍政権は対中戦略をその外交の
中心に据え、対中バランシングとして自
国の防衛強化、日米同盟の強化、FOIP
構想などを打ち出す一方で、同時に対中
関係の安定化を進め、経済的利益を得る
とともに、決定的な対立に陥らないよう
に努めた。菅政権および岸田政権は、安
倍政権の対中戦略を引き継ぎ、バランシ
ングを中心として中国の圧力に対抗しつ
つ、対抗関係が制御不能にならないよう
二国間関係の安定化に努めている。ただ
し台湾問題や経済安全保障、人権問題な
ど新たな課題が生じつつあり、これらが
対中戦略全般の変化につながるのか否か
が重要な論点となるであろう。
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はじめに

日本の外交・安全保障政策の中で、台湾
の存在は近年益々大きくなっている。日
本にとって米中両国との関係は最重要の
外交課題であり、台湾問題は米中関係に
おける最大の不安定要素である。環太平
洋パートナーシップに関する包括的及び
先進的な協定（CPTPP）や、「自由で開
かれたインド太平洋（FOIP）」構想など
において、台湾は外すことのできない要
素となっている。ところが、経済や社会
の関係が極めて良好である一方で、日本
と台湾には外交関係がなく、また安全保
障上の直接的関係もほとんど存在しない。

本稿は、日本の対台湾政策を概観し、日
中関係に起因する制約の中で、台湾と
の関係を日本がどのように処理してきた
かを分析し、最後に現時点における日本
政府の政策課題を指摘することを目的と
する。

日本政府の台湾に対する 
基本的立場

まず、日本の対台湾政策の基本的な枠組
みを振り返る。日本は1972年に中華人民
共和国政府と外交関係を正常化した。こ
れにより、日本は台湾にある中華民国政
府と外交関係を断絶し、後述するように
民間の形式をとった半官半民の組織を設
立することで関係を維持した。こうして
断交後に形成された台湾をめぐるアレン
ジメントは「72年体制」と呼ばれている。
多くの国が台湾と断交して日台間の関係
に類似した準公式関係を構築した。台湾
は主権国家を単位とする国際組織からも
外れていったため、「72年体制」には台

湾を巡る国際システムという広義の意味
もある。台湾はこの国際システムに順応
せざるを得なかった。

1972年の日中共同声明で、「中華人民共
和国政府は中国唯一の合法政府である」
ことを、日本は承認した。「台湾が中華
人民共和国の領土の不可分の一部である」
という中国の主張について、日本はこれ
を「十分に理解し、尊重し、ポツダム宣
言第8項に基づく立場を堅持する」ことを
表明している。つまり日本は台湾が中国
の一部であることを承認してはいないが、
将来台湾が現実に中国の一部になればそ
れを承認するということであり、したがっ
て、日本は現在、台湾独立を支持しない
立場を取っていることになる。

大平正芳外務大臣は、1972年11月8日の
国会答弁で、台湾問題の平和的解決を前
提として「中華人民共和国政府と台湾と
の間の対立の問題は、基本的には、中国
の国内問題である」との考えを述べた。
この発言は、もしも武力が使われれば台
湾問題は中国の国内問題にとどまらない
という示唆も含んでいる。これに加えて、
日本外務省高官は1975年2月28日の国会
において、台湾の国際法上の帰属につい
て「何も申し上げる立場にない」と答弁
している。

日本は『外交青書』において、日台関係
を経済と文化を主とする「非政府間の実
務関係」と定義している。外交関係を失っ
た日本と台湾は、大使館に相当する「民
間機構」として、それぞれ財団法人交流
協会と亜東関係協会を設立し、それらを
通じて実務関係の維持を図ってきた。交
流協会は2017年に公益財団法人日本台湾
交流協会に改称し、亜東関係協会は同年
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に台湾日本関係協会に改称した。なお、
日本が民間組織の建前を守っている一方
で、台湾日本関係協会は中華民国外交部
の中にある。台湾の統計によると、日
台貿易の総額は2021年に853.1億米ドル
に達しており、日本は台湾にとって第三
位の貿易パートナーであり、台湾もまた
日本にとって第三位の貿易パートナーで
ある。

日台間には公的接触に関する制約が多い
が、日本の政府と社会は李登輝政権（1988
～2000年）下で進んだ台湾の民主化や本
土化を好意的に受け止めてきた。1990年
代以降、日本における台湾の認知度は上
がり続け、それは2011年の東日本大震災
において200億円を超える巨額の義援金
が台湾から日本に寄せられたことによっ
て頂点に達した。そして、親台湾派とし
て有名な安倍晋三が首相になってからは、

「価値を共有する大切な友人」という言葉
が台湾に関する公式の説明に付け加えら
れた。

2021年に台湾側が行った世論調査で、日
本において台湾に親しみを有する者は
75.9% に達し、同年日本側が行った世論
調査で、台湾において「最も好きな国・
地域」として日本を選択する者は60% に
達した。日中関係や中台関係が悪化する
のと反比例するように、日本と台湾の一
般民衆は、互いに相手に対する強い親近
感を維持している。

中台の狭間で日本は 
どのように対応してきたか

中国は日本と台湾の接近を牽制し、時に
は政治的圧力をかけた。特に政治や安全

保障の領域においてこの傾向は顕著であっ
た。他方、日本は一貫して、台湾への政
策調整はあくまで「72年体制」の枠組み
の範囲内にあり、中国側の批判や懸念は
不当であると主張している。しかし、日
本の台湾への実際の関与から、一定の傾
向や変化を見て取ることも可能である。

筆者は4つの領域において、たとえ中国が
強く反対しても、日本は結果として台湾
に有利な選択をすることがある、という
議論を提起したことがある。日本の歴代
内閣は中台の利害がゼロサム関係にあり、
中国の反対が強い場合でも、以下の領域
では「日本の譲れない国益や価値」や「日
本の主体的な判断」を重視して、結果と
していくつかの中国の意図に反する「台
湾寄り」の政策決定をしてきた。

第一は、日本の安全保障や日米同盟に関
わる領域である。日本は中台間の話し合
いに基づき、台湾問題を平和的に解決す
ることを強く求め、中国が武力による威
嚇を示すたび、遺憾の意を表してきた。
1997年の「日米防衛協力のための指針」

（ガイドライン）や2005年の日米安全保
障協議委員会（2プラス2）共同発表では、
初めて「台湾海峡問題の対話を通じた平
和的解決」が明記された。また、1999
年に成立した周辺事態法では、出撃する
米軍を日本が支援する枠組みの中で、中
国が台湾を「周辺事態」から外すよう要
求を繰り返したにもかかわらず、その要
求を受け入れることはなかった。さらに
2003年には、交流協会台北事務所に初め
て退職した陸将補を配置し、台湾におけ
る軍事情報収集に踏み出した。

第二は、日本の主権に関わる領域である。
具体的に言うと、台湾から日本に誰が入
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国するか、および日本から誰が台湾を訪
問するかについて、日本政府が中国の干
渉を好まないことである。たとえば、日
本は1994年の広島アジア競技大会の開
会式において徐立徳行政院副院長の訪日
を認め、2004年にも李登輝前総統に観光
目的の訪日を認めた。他方、日本の首相
経験者による台湾訪問は少なかったが、
2003年の森喜朗元首相の訪台を皮切りに、
元首相の台湾訪問は頻繁になった。さら
に2018年には、赤間二郎内閣府副大臣が
公務で台湾に出張するに至った。これは
政府高官としては断交後最高位者の台湾
訪問であった。これらは全て中国の強い
反発の中で実施された人的往来である。

第三は、経済・文化に関わる非政治的領
域である。本来中国はこの領域で日台が
接近することについて反対できないはず
なのだが、それを躊躇しないことがある。
たとえば世界貿易機関（WTO）への加
盟について、中国は自らが加盟していな
い段階から、台湾の加盟を強く牽制し、
2013年に実現した「日台漁業取り決め」
についても強く反対した。しかし、日本
は台湾の WTO 加盟を米国とともに進め、
漁業取り決めも中国の反対を無視して締
結した。

第四は、人道問題に関わる領域である。
たとえば、1999年に台湾中部で発生し
た大地震に対して、日本は国際緊急援助
隊を台湾に派遣した。この際、中国は派
遣前に中国の了解を得るよう関係各国に
迫った。しかし、日本はそうした手続き
を踏むことなく、台湾への人道援助を迅
速に行った。また、日本は、中国の反対
にもかかわらず、2001年に李登輝前総統
が心臓病治療目的で訪日することを許可
した。日本は2004年から台湾が世界保健

機関（WHO）の年次総会（WHA）にオ
ブザーバー参加することを「希望」し、
後には「支持」へと表現を強めた。

高まる中国による対台湾武力
行使への懸念

近年、日本では、安全保障に関する領域、
具体的には中国による対台湾武力行使に
対する懸念が高まっている。まず、2021
年3月の日米2プラス2で「台湾海峡の平
和と安定の重要性」という表現が使われ、
翌月の日米首脳会談でも言及された。た
だし、これは「台湾海峡」であって「台湾」
ではない。つまり大部分が国際水域であ
る台湾海峡の平和と安定の重要性を強調
したに過ぎず、台湾を支援すべきだとい
う宣言をしているわけではない。

通常は慎重な発言に終始することが多い
日本政府の高官の中で、2021年6月、7月
に中山泰秀防衛副大臣と麻生太郎副総理
はそれぞれ、私的な場面ではあるものの、
いわゆる台湾有事に際しては日本が台湾
を防衛すべきであるという旨の発言をし
た。ただし、これらの発言は、共に加藤
勝信官房長官によって訂正された。した
がって、これらの発言は日本の政策を代
表しているものではない。

2021年度の『防衛白書』には「台湾をめ
ぐる情勢の安定はわが国の安全保障はも
とより国際社会の安定にも重要」との記
述が初めて入った。ただし、この「台湾
をめぐる情勢」という表現も、これまで
国会答弁で繰り返し用いられており、日
本政府として初めて使ったものではない。

とはいえやはり、これらの言説は日本に
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おける台湾海峡情勢に対する危機感を表
している。ただし、日本のいかなる法的
枠組みからも、日本が直接台湾を防衛す
るという論理を導き出すことはできない。
日本の政策は、あくまで日本の平和と安
全に重要な影響を与えるかどうかによっ
て、つまり「日本の安全保障」のために
日米同盟の枠組みの範囲内で米軍を支援
することが基本となる。

台湾海峡で戦争が起きるのではないかと
いう懸念が報道される中、安倍晋三元首
相は、2022年3月、蔡英文総統とのテレ
ビ会議の中で「台湾有事は日本有事であ
り、日米同盟有事でもある」という発言
を行った。この発言は台湾から歓迎され、
中国から批判を受けた。台湾有事が日本
有事に発展することは専門家の間では常
識であったが、元首相による発言は重み
が異なる。これにより、中国による台湾
侵攻が直ちに日本に戦火をもたらすこと
が日本社会で広く知れ渡った。

2021年4月に『日本経済新聞』が発表し
た世論調査では、日本が台湾の安定に関
与することに賛成するという回答が74%
に達した。さらに、2022年2月にロシア・
ウクライナ戦争が勃発したことにより、
中国の対台湾武力行使に対する懸念はさ
らに高まった。2022年3月に発表された

『毎日新聞』の世論調査によると、中国の
台湾侵攻を懸念する人は89% に上った。

『日本経済新聞』が同年5月に発表した世
論調査によると、中国による台湾有事に
日本がどう備えるべきかという質問に対
して、「今の法律の範囲で可能な備えをす
べきだ」（50%）と「法改正も含めて対応
力を高めるべきだ」（41%）の合計が91%
にも達し、他方「備える必要はない」は
4% にとどまった。日本の市民は、あた

かもロシアが欧州で戦争を起こすことを
懸念する欧州市民のような心理状況にあ
るといえる。

ただし、これは世論であり、日本の政策
が変更されたことを意味してはいない。
2022年1月3日の『産経新聞』の報道によ
ると、台湾の政府が日本との防衛情報交
流を申し出たものの、日本はこれを断っ
たという。日本の対台湾政策は、いまだ
に「72年体制」の枠組みの中にあると考
えてよい。

他方、日本が日本防衛の能力を増強すれ
ば、その分中国が台湾攻撃をするのが容
易ではなくなり、結果として台湾の安全
は高まる。また、日本が攻撃を受ければ、
日本は個別的自衛権を行使して反撃する
ことができるし、米国が攻撃を受けた場
合も、限定的ではあるが、集団的自衛権
を行使して反撃することが可能である。
つまり、日本と台湾の安全保障は緊密に
結びついている。

2022年12月、日本は国家安全保障戦略を
はじめとする国家安全保障関連三文書を
改定し、5年間で防衛予算の規模を倍増さ
せ、防衛力を抜本的に強化する方針を示
した。台湾については、「台湾海峡の平和
と安定の重要性」という表現が繰り返さ
れた。日本の防衛力整備については、基
地の抗たん性向上、継戦能力の強化、「反
撃能力」の獲得など、明らかに中国から
の武力攻撃を抑止するための対応が明記
された。日本は台湾防衛を明言せず、台
湾との防衛交流を行わないものの、自国
の防衛力を増強することで、中国による
対台湾武力行使を結果として抑止する戦
略に舵を切ったと解釈することが可能で
ある。
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新型コロナウイルスワクチン
の提供とCPTPP加盟申請歓迎

防衛力に比べると、日本では、むしろ伝
統的安全保障以外の領域で台湾を直接支
援する姿勢が強く打ち出されている。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
用のワクチン不足に困っていた台湾に対
して、日本は、2021年6月から10月にか
けて、国内で生産するアストラゼネカ社
製ワクチンを6回に分けて、約420万回分
供与した。これは、当時日本国内で生産
した同ワクチンのほぼ全量を台湾だけに
供与したことになる。当時、中国は台湾
に対してワクチン購入を阻止した上で、
中国産ワクチンの受入を迫っていた。同
時に台湾内部の感染拡大およびワクチン
不足に対して台湾の野党が激しい批判を
加えたことで、政権が困難に陥っていた。
このタイミングで実際にワクチンが台湾
に到着したことは、台湾における人心安
定に寄与し、ベルリン封鎖の際の大空輸
作戦にさえたとえられることがあった。

もちろんこのワクチン支援の主要な目的
は人道支援であるが、茂木敏充外務大臣
は2020年に台湾が新型コロナウイルス感
染症対策として日本に人道支援をしてく
れたことへの恩返しでもあることを強調
した。日本の「対台湾ワクチン外交」は、
たとえ人道主義の名目であったとしても、
一定の戦略に基づいた台湾への傾斜的支
援であった可能性が否定できない。

経済の領域で言えば、2021年9月に提出
された台湾の CPTPP 加盟申請を、日本
政府は即座に「歓迎する」と表明した。
それだけでなく、日本国内では、台湾の
加盟申請は中国のそれよりも大きく報道

された。日本はこれまでも、アジア太
平洋経済協力（APEC）、世界貿易機関

（WTO）などの国際機関に中国と台湾が
共に加盟することを支持してきた。台湾
の CPTPP 加盟申請に対する日本の歓迎
は、従来の日本の姿勢の延長線上にある。

一方で、日台間の自由貿易促進には、原
発事故に起因する福島県をはじめとする5
県からの食品輸入規制という障害があっ
た。この規制は2022年2月には緩和され
た。「加盟申請への歓迎」が「加盟の支持」
に変わるには、台湾がCPTPPの基準をク
リアする必要があることはもちろんであり、
その入り口には日本製食品の輸入規制解
除などが当然含まれていたのである。台
湾は、CPTPPのルールを遵守すると宣言
し、関連する国内法の改正も行っている。

日本によるワクチン供与、台湾による食
品輸入規制解除、および日本による台湾
の CPTPP 加盟申請への歓迎表明からは、
日台間の「外交的」好循環を見て取るこ
とができる。

おわりに―今後の課題―

日本の対台湾政策には大きな変化がある
ように見えるが、実際には従来の「72年
体制」の枠組みの中で解釈されうる変化
であると言える。日本はこれまでも、前
述の4つの領域において、日本が譲れな
い価値や利益を持っている場合は、中国
の反対を押し切ってでも結果として台湾
に有利な決定を下してきた。「72年体制」
の枠組み自体は変化していないと言える
ものの、近年日本の台湾支援の姿勢が以
前よりもはるかに強まっていることも事
実である。
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加えて、中国の自国周辺における現状変
更行動が強まるにつれ、台湾海峡有事へ
の懸念も日本では強まっている。そのこ
とが、将来日台間の安全保障上の情報共
有や協力を認めるような構造的な変化を
もたらすかもしれないが、日本が定義す
る経済と文化を主とする非政府間の実務
関係という前提があるため、制約はいま
だに強く、現状がどうなっているかは当
事者でない限りはっきりとはわからない。
日本が台湾有事において軍事面で単独で
できることは限られているため、米軍の
出動を期待するしかない。ただし、日本
が防衛力を抜本的に強化することで、中
国の武力行使に対して一定の抑止効果を
持つことが期待できる。

むしろ、日本外交は新型コロナウイルス
ワクチンのタイムリーな大量供給にみら
れるように、非軍事的領域で大きな貢献
をしてきた。今後は、台湾の CPTPP へ
の加盟を支持し、中国の圧力をかわして
実際に参加を促すなどして、台湾を重要
な国際経済の枠組みに参与させることが
課題の一つとなるだろう。

日台関係がいっそう好転する兆しが見え
始めた中、日台関係を強化する役割を担っ
ていた安倍元首相が、2022年7月に殺害
された。安倍元首相を失ったことで、日
台関係を強化する動きは見えにくくなっ
た。実態は不明であるが、台湾の自衛を
支援する動きを急速に強化している米国
に比べ、日本の対台湾支援は相対的に停
滞しているように見える。

注記：本稿は、参考文献の松田康博（2023）
と内容が一部重複している。
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はじめに

日本と朝鮮半島は、1910年から1945年ま
で日本による「併合」という名の下の植
民地支配という負の歴史を抱えながら、
第二次世界大戦終戦を迎えた。日本は敗
戦し、朝鮮半島は解放されたが南北に分
断された。朝鮮戦争（1950～53年）中の
1951年に日本はサンフランシスコ講和条
約に調印し、戦後処理の一環として約14
年間にわたる交渉を経て、1965年に大韓
民国（以下、韓国）と国交正常化した。
日韓の同盟国である米国が日韓・日米
韓協力を支えてきたことも忘れてはなら
ない。

ここ数年、日韓関係は「戦後最悪」の関
係に陥ったと言われるが、ここでいう「戦
後」とは、厳密には1965年の日韓国交正
常化以降を意味する。「戦後」の日韓関係
は主に3つの時期に分けられる。冷戦時代
に締結された1965年日韓基本条約に基づ
く「基礎（foundation）」の段階（第一期）、
冷戦後の1998年日韓共同宣言が合意され
た「発展（development）」の段階（第二
期）、そして、ポスト日韓共同宣言（2000
年代～2010年代）の「漂流・混迷（adrift・
disarray）」の段階（第三期）である。

第三期後半の2010年代は「漂流・混迷」
に加え、「危機」までもが生じた時期であっ
た。1965年の日韓国交正常化時の法的基
盤（請求権協定）が動揺し、1998年の日
韓共同宣言のような包括的なビジョンや
行動計画がないまま漂流した。冷戦後の
1990年代以来構築してきたものがことご
とく毀損し、歴史問題（慰安婦問題、徴
用工問題）が再燃して、安全保障や経済
にまで問題が波及した。未来志向であり
発展したのは、1998年の韓国における日

本大衆文化開放を契機とした漫画、映画、
文学などのポップカルチャーを中心とす
る次世代の社会・文化交流である。政治
はそれに追いついていないが、2022年に
入り、日韓関係は修復・好転し始め、第
四期（2020年代～）の「立て直し（reset）」
に入ったと言える。

本稿では、まず「これまでの経緯」として、
主に2010年代の「安倍時代」および「安倍・
菅時代」の日韓関係、即ち第三期の「漂流・
混迷」の時代を概観する。第二次安倍晋
三政権（2012～20年）とそれを引き継い
だ菅義偉政権（2020～21年）の時代の日
韓関係は、最も困難な時期に直面した。
韓国は保守と革新の両方が拮抗しており、
安倍・菅時代には、保守系の朴槿恵大統
領（2012～17年）と進歩系・革新系の文
在寅大統領（2017～22年）の政権と向き
合うことになった。朴・文両政権とも歴
史問題で衝突したが、特に安倍／文時代
の2018年から2019年は、歴史問題にとど
まらず、安全保障および経済の対立にま
で波及した双方の「負のリンケージポリ
テ ィ ッ ク ス（negative linkage politics）」
に よ る「 複 合 的 な 外 交 危 機（complex 
diplomatic crisis）」に発展し、日韓関係が
破綻するのではないかと危惧されるほど
の「戦後最悪」の時期を経験した。

次に、本稿の「現状および課題」では、
2020年代のポスト安倍・菅時代に登場
した岸田政権の日韓関係をとりあげる。
2021年10月、自由民主党の岸田文雄政権
が誕生した。自由民主党は基本的に保守
政党であり、岸田首相は第二次安倍政権
で外相も務めたが、岸信介首相を源流と
する清和会の安倍元首相とは異なり、吉
田茂首相の流れを汲むリベラル系の宏池
会の出身であり、自由民主党リアリズム
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を基本にしつつアジアの隣国との関係回
復を探っている。他方、韓国では、2022
年3月の大統領選挙の結果、保守系の「国
民の力」候補で元検事の尹錫悦が勝利し、
5月に政権が交代した。尹政権は当初か
ら米韓関係と共に日韓関係の立て直しを
積極的に推進してきた。岸田首相も、当
初は慎重だったが対話には前向きで、日
韓関係の修復を進めてきた。日韓両指導
者の努力の結果、2023年3月16日に尹大
統領が訪日し、12年ぶりに二国間の日韓
首脳会談が東京で開催された。2か月後
の5月7日には岸田首相が訪韓し、日韓間
の「シャトル外交（shuttle diplomacy）」
が再開された。5月半ばにはG7広島サミッ
トの招待国として尹大統領が再訪日し、
日韓・日米韓会談が行われた。

以上の通り、2023年3月の岸田・尹日韓
首脳会談を皮切りに、戦後の日韓関係は
第四期の「立て直し」の時期に入り、新
しい時代の日韓関係の再構築が模索され
ている。本稿では、「これまでの経緯」と

「現状および課題」を通して、2020年代
を展望する。

これまでの経緯：安倍・菅／
朴・文時代の日韓関係（2012
～22年）―「漂流・混迷」と
危機―
安倍・菅時代、即ち安倍晋三政権（2012
年12月～2020年9月）と菅義偉政権（2020
年9月～2021年10月）の時代は、韓国の2
つの政権、即ち保守系の朴槿恵政権（2013
年2月～2017年3月）と進歩系の文在寅政
権（2017年5月～2022年5月）と相対する
ことになり、日韓関係は最も困難な時期
を迎えることになった。

（１） 安倍／朴時代（2012～17年）

安倍／朴時代は、日韓の指導者が共に保
守系の政治家であることから、関係修
復が期待された。安倍首相の祖父・岸信
介首相と叔父・佐藤栄作首相、および朴
槿恵大統領の父・朴正煕大統領は日韓国
交正常化を推進した。米国の後押しもあ
り、対北朝鮮の日米韓安全保障協力では
進展があったものの、当初から歴史問題
で衝突し、戦略的にも共同歩調はとれな
かった。

第二次安倍政権では初めて「国家安全保
障戦略」（2013年12月）が策定され、日
米同盟に次いで、米国以外の安保協力
パートナーとして韓国を最初に挙げ、韓
国重視の姿勢を打ち出した。しかし、韓
国側は米中を上位に掲げ、朴大統領は米
国の次に日本ではなく中国を訪問した。
これは、日本が初めて「格下げ」された
ことを意味する。他方、金正恩政権の登
場により北朝鮮の核・ミサイル開発が進
展したため、米国のオバマ政権の主導で
日米韓安保協力が推進され、米国の仲介
により日韓が北朝鮮ミサイル情報を間接
的に共有する仕組みである日米韓情報共
有協定（TISA）が2014年に締結された。
この協定は日韓軍事情報包括保護協定

（GSOMIA）へと進むはずであった。

しかし、歴史問題が関係推進の障害となっ
た。朴政権との間では、安倍首相の靖国
神社参拝（2013年12月）、戦後70年の首
相談話（安倍談話）（2015年8月）など様々
な問題があったが、最大の懸案は韓国憲
法裁判所の判決（2011年8月）で再浮上
した慰安婦問題への対応であった。日本
政府としては、1993年の宮澤内閣時代に
河野洋平官房長官談話（河野談話）を発
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表して日本軍の関与を認め、1995年に女
性のためのアジア平和国民基金を官民合
同で設立し、韓国、台湾、フィリピン、
インドネシア、オランダなどの元慰安婦
に対する「償い」事業を2007年まで展開
した。しかし、それを不服とした韓国の
一部の市民団体が訴訟を起こし、国連や
米国などで国際的な運動が展開され、よ
り積極的な対応を韓国政府に促した2011
年の憲法裁判決に至った。この問題をめ
ぐり、安倍・朴両政権は当初は険悪な関
係に陥ったが、安倍政権は2014年に河野
談話を継承し、2015年12月には尹炳世外
相と岸田文雄外相（当時）が新たに慰安
婦合意を締結した。

こうして歴史問題に決着をつけ、安全保
障協力はさらに進展した。オバマ政権は、
2014年3月のハーグ核安保サミットの際
に日米韓首脳会談を仲介するなど、日韓
対話を促し、慰安婦合意も支持し、2016
年末にようやく日韓 GSOMIA の締結に
至った。慰安婦合意では、ドイツなどの
事業をモデルにして、2016年に「和解・
癒し財団」が結成され、日韓で元慰安婦
を対象とする支援事業に取り組むはずで
あった。しかし、2017年3月、朴大統領
が任期途中で弾劾されたため、合意の履
行は道半ばで終わった。

（２）安倍・菅／文時代 
（2017～22年）

かろうじて修復された日韓関係は、2017
年5月に発足した進歩系の文在寅政権の
登場によって再び挑戦を受け、「戦後最悪」
と言われる時期に突入していく。2017年
1月に就任した米国のトランプ大統領が同
盟や日米韓協力を軽視していたことも事

態を悪化させた。

安倍／文時代は3つの問題―北朝鮮問題、
歴史問題、戦略問題―に直面した。まず
北朝鮮問題が最大の課題だった。2017年
の金正恩政権の核実験と初の大陸間弾道
弾（ICBM）発射実験を皮切りに第三次北
朝鮮核・ミサイル危機が発生し、表向き
は日米韓協力は維持されたが、実際は同
床異夢の関係であった。同年秋に中国に
伝えたといわれる「三不（Three Nos’）」
の方針の通り、文在寅政権は終末高高度
防衛ミサイル（THAAD）を含む米韓ミ
サイル防衛や日米韓軍事協力からは距離
を置いた。2018年から19年にかけて、ト
ランプ大統領と金正恩委員長との間で史
上初の首脳レベルの米朝会談が三度（シ
ンガポール、ハノイ、板門店）も行われ
たが、それをお膳立てし、仲介したのは
韓国の文大統領だった。文政権自体も三
度の南北首脳会談（2018年4月、5月、9月）
を実施し、対話路線を貫いた。それに対
して、安倍政権は、対話は否定しなかっ
たものの圧力重視の路線を堅持し、トラ
ンプ大統領に対して慎重な対応を求めた。
トランプ政権は対話と圧力の両方のアプ
ローチで北朝鮮に対応したが、非核化へ
の実質的な成果は得られなかった。

北朝鮮政策だけではなく、歴史問題と戦
略問題でも日韓の「溝」が顕著になった。
2018年から2019年の日韓関係は「漂流・
混迷」を超えて「危機」を迎えた。それは、
日韓双方が繰り広げた「負のリンケージ
ポリティックス」から生まれた歴史・経済・
安全保障の複合的な外交危機であった。

日韓の不和は、歴史問題からも生じた。
2018年1月、文在寅大統領は慰安婦問題
についての立場を表明し、被害者中心主
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義を掲げて2015年の慰安婦合意を見直し
た。文大統領はあくまで合意を尊重する
としたが、日本政府も資金を拠出した韓
国の「和解・癒し財団」を解散に追い込
み、事実上、合意を骨抜きにした。次に、
戦時中の徴用工問題が新たに浮上したこ
とを受け、2018年10月末、韓国大法院（最
高裁）は徴用工問題について判決を下し、
関連する日本企業に対して元徴用工への
損害賠償の支払いを命じた。日本政府は
徴用工を含む請求権問題は、1965年の請
求権協定で「最終的に解決」されたとい
う見解であり、2005年に韓国の盧武鉉政
権もその点を確認している。韓国の最高
裁判決は国際法違反であり、判決が履行
されれば報復措置をとるというのが日本
政府の立場である。韓国政府は日韓基本
条約と最高裁判決の双方を守らなければ
ならず、板挟み状態だった。さらに、日
韓関係を悪化させたのが2018年の防衛当
局間の事件である。2018年10月上旬、日
本の海上自衛隊艦艇の釜山への入港が初
めて拒否された。今まで掲げてきた自衛
艦旗は本来は国際法上尊重されるべきも
のであるが、戦前の旭日旗を連想させる
という市民団体からの反発があり、これ
が問題視されたことを受けての対応であっ
た。続いて同年12月、韓国海軍の艦艇が
日本の P3C 哨戒機にレーダーを照射する
という事件が発生し、日韓外交問題に発
展した。つまり、歴史問題や外交不信が、
ついに日韓防衛協力関係にも波及したの
である。

戦略上の問題についても日韓の溝が深
まった。米中戦略競争、経済・技術安全
保障、インド太平洋戦略や日米豪印戦略
対話（QUAD）がより鮮明になる中、韓
国の文政権は自らの新南方政策を推進し
つつも、米中競争やインド太平洋戦略と

は一定の距離を置き、日韓の隔たりはま
すます大きくなった。2018年12月、日本
は防衛大綱（30大綱）の見直しにおいて、
2013年の国家安全保障戦略で米同盟国以
外の安全保障パートナーとして最初に挙
げていた韓国を、豪州、インド、ASEAN
に次いで4位に「格下げ」した。この変
更は、第一義的には日本のインド太平洋
戦略へのシフトが影響したものであるが、
日韓の不和による影響も否定できない。

2019年夏から秋にかけて、日韓の不和は
ついに外交危機に発展した。同年夏、安
倍政権は、韓国に対する輸出管理措置の
強化を発表した。同年7月に半導体製造に
関連する戦略物資の規制を強化し、翌8
月に韓国をいわゆるホワイトリストから
外した。日本から見ればこれは経済安全
保障・輸出管理上の措置であり、世界貿
易機関（WTO）のルールに抵触する輸
出規制ではなかったが、唐突に措置が発
表され、一部の日本の政治家が歴史問題
と関連づけたため、韓国側で誤解が生じ
た。文政権は、対抗措置として WTO に
提訴し、日本を独自の輸出管理カテゴリー
に格下げするとともに日韓 GSOMIA 失効
まで主張するに至った。それまで傍観の
姿勢だったトランプ政権は、GSOMIA 問
題を契機に積極的な仲介を果たし、2019
年11月、韓国側は GSOMIA の失効を「暫
定」的に停止させ、日本側は輸出管理に
ついて対話することに合意した。その後、
2019年12月と2020年3月に局長級の日韓
輸出管理対話が開催されたが、韓国側が
求めていた韓国のホワイトリストへの復
帰は実現されず、同年5月に対話打ち切り
となった。

以上の通り、「危機」は脱したが、2020年
初めからの新型コロナウイルスによるパ
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ンデミックも影響し、日韓関係は再び「漂
流」に戻った。2020年8月、安倍首相は健
康上の理由で突然辞任を表明し、同年9月
に菅義偉政権が誕生した。菅首相は、官
房長官として安倍政権を長年支えてきた
ことから安倍路線を継承し、首脳レベル
の対話は途絶えた。2021年1月に米国のバ
イデン政権が登場し、インド太平洋戦略
と日米韓協力強化へのテコ入れが始まっ
たが、日韓関係の修復は進まなかった。

現状および課題：岸田／尹時代
の日韓関係（2022年～現在）
―修復・立て直し―

2021年から22年にかけて、日韓両国で新
たな指導者と政権―自由民主党の岸田文
雄首相（2021年10月～）と保守系の国民
の力の尹錫悦大統領（2022年5月～）―
が誕生し、日韓関係の修復と改善が軌道
に乗った。

韓国の尹政権は文政権と異なり、2022年
5月の発足当初から日韓関係の修復に積
極的であった。同政権は、自らの「グロー
バル中枢国家（global pivotal state）」や
インド太平洋戦略の戦略的観点から米韓、
日韓、そして日米韓協力を重視した。そ
のため、最も損なわれていた日韓関係の
立て直しをトップ外交アジェンダの一つ
に据えた。岸田政権は当初、慎重な姿勢
であったが、日韓の林芳正外相と朴振外
相を初めとする閣僚に続き、高位級・実
務レベルの対話を重ね、積極的な姿勢に
転じていった。

その背景には両国の同盟国である米国の
バイデン政権の後押しもあった。米国主
導で日米韓協力が推進され、日韓首脳が

対話する場も設けられた。最初の日米韓
首脳会談（バイデン・岸田・尹）は2022
年6月の NATO サミット（マドリード）
の場で行われ、同年11月の東アジアサミッ
ト（EAS: East Asia Summit、カンボジア）
の場で再び日米韓の会談が開催されたこ
とに加え、岸田・尹両者間で初めての公
式な日韓首脳会談が行われた。EAS で尹
大統領がインド太平洋戦略指針を提示し
たことを受けて（翌12月に正式な戦略文
書として発表）、バイデン大統領と岸田首
相はそれを歓迎し、日米韓プノンペン声
明（「インド太平洋における三か国パート
ナーシップに関するプノンペン声明」）が
採択された。同声明は、北朝鮮のみなら
ず、インド太平洋やウクライナを含む世
界における問題を視野に入れ、軍事だけ
でなく経済・技術安全保障、地域開発な
どにおける広範囲にわたる協力を約束し
た文書である。

日米韓で戦略的協力の基盤を整えた後、
2023年春には悪化した日韓関係の打開が
進 ん だ。 ま ず、2023年3月6日 に、 最 大
の懸案だった徴用工問題について尹大統
領が決断し、決着をつけた。1965年の
日韓基本条約と韓国の最高裁判決の双方
を尊重し、訴えられた日本企業による補
償ではなく、韓国の財団を通した原告・
被 害 者 へ の「 第 三 者 弁 済（third-party 
compensation）」方式が採択された。日
本政府はそれを受け入れ、同年3月16日
に尹大統領が訪日し、日韓首脳会談が東
京で実現した。日韓のシャトル外交は
2011年以来停止していたため、12年ぶり
の会談となった。同会談を契機に、3つ
の懸案―徴用工問題、輸出管理問題、日
韓 GSOMIA 問題―は全て解決され、様々
な分野における日韓協力の道が再び開か
れた。2回目の日韓首脳会談は2023年5月
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7日に岸田首相の訪韓に際してソウルで
行われ、3回目は5月20日から21日の G7
広島サミットに尹大統領が招待国として
参加した折に開かれた。この訪日の際に
は、広島平和記念公園内の韓国人原爆被
害者慰霊碑を初めて日韓首脳が共に訪れ
た。2016年にオバマ大統領が広島を訪問
し、戦争と原爆の犠牲者を慰霊したが、
尹大統領の訪問は日韓にとっての「広島
モーメント（Hiroshima Moment）」である。
G7サミットに続き、2023年8月18日には、
バイデン大統領の招待により大統領保養
地のキャンプデービッドで日米韓首脳会
談が開催された。3人の指導者にとっては
4回目の会談だが、今回の会談は日米韓史
上、初めて単独で開催されたサミットで
あり、日米韓協力を新たな段階へ進展さ
せる歴史的な会談であった。プノンペン
で合意された通り、日米韓はウクライナ
やインド太平洋を含む世界の諸課題につ
いて協力するために、首脳会談・閣僚会
談の定例化をはじめとする様々なレベル
での協力の制度化を通して、緊密に協議・
対応していくことが合意された。今後は
どの程度合意が実施されるかが問われる。
また、日米韓に並行して日韓関係の進展
も注視される。

おわりに　

以上の通り、第四期の立て直しの時期に
入り、ようやく日韓関係は回復への軌道
に乗った。2023年10月には、1998年の金
大中政権と小渕恵三政権下で締結された
日韓共同宣言（金大中・小渕宣言）の署
名25周年を迎えた。尹政権は「金大中・
小渕2.0」という新時代の日韓関係の構築
を目指しており、日本もそれに呼応して
いくであろう。厳しい安全保障環境に直

面する中、自由民主主義の価値観を共有
し、法の支配に基づく国際秩序を守る対
等な先進国パートナーとして、日韓両国
は世界と協力していく必要がある。まず
は二国間関係の足場を固め、様々な合意
を実行して、新時代の日韓関係の構築を
進める他ない。岸田首相と尹大統領の先
導による日韓両国の協力が問われている。
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はじめに

日本が国連加盟国のなかで唯一国交を持
たない国が、朝鮮民主主義人民共和国（以
下、北朝鮮）である。日本は1945年まで
の35年間にわたる朝鮮半島統治を経て、
韓国とは1965年に国交を正常化させたが、
それから半世紀以上が経過した現在、日
朝間は多くの懸案を抱えたまま相互不信
に陥っており、関係改善の見込みは立っ
ていない。

しかし、過去には日朝が国交正常化を念
頭に接近した時期もある。本稿では、日
朝が接近を図ったにもかかわらず頓挫し
た経緯と背景を振り返り、特に2002年の

「日朝平壌宣言」署名以降に両国関係が極
度に悪化した要因について探求するとと
もに、菅政権、岸田政権下における日朝
関係の現状について述べる。

これまでの経緯

日朝が接近を図った第一の時期は、冷戦
下の1950年代半ばである。1953年3月に
ソ連の最高指導者スターリンが死去した
後、米ソ間に平和共存の機運が生じたこ
とを受け、日ソ間、それに続いて日朝間
も距離を縮める雰囲気が高まった。建国
間もない当時の北朝鮮がソ連の影響を強
く受けていたことが、この傾向の背景に
ある。1955年2月、北朝鮮外相の南日が
日本に対して「朝日関係の樹立、発展に
関する諸問題を具体的に討議する用意が
ある」と呼びかけた結果、鳩山一郎政権
下で日朝貿易が拡大し、両国を結ぶ直航
船も就航した。1959年12月には在日朝鮮
人の帰国事業が開始され、10万人近い在
日朝鮮人と日本人配偶者が北朝鮮に渡っ

た。資本主義国から社会主義国への人口
移動としては史上最大規模であった。

しかし、1961年5月に韓国で軍人出身の
朴正煕が政権を掌握してから日韓関係が
進展し、1965年6月の日韓基本条約で朝
鮮半島における「唯一の合法的な政府」
が韓国であると確認されたことを受け、
日朝関係は急速に冷却化した。冷戦期に
おいて日本が南北双方と良好な関係を構
築するのは難しかったのである。

第二の時期は、1960年代末からの米ソデ
タントと米中接近の頃である。特に米中
の動きを受けて日中両国も急接近するこ
とになり、1972年9月には日中国交正常
化が実現した。日本では、中国の同盟国
である北朝鮮との関係も重視しようとす
る雰囲気が生じ、ジャーナリストや政治
家が相次いで訪朝し、日朝友好促進議員
連盟も結成された。しかし、日朝の急接
近は、日本と国交正常化したばかりの韓
国にとって受け入れがたいことであった。
北朝鮮は日本に対して南北との等距離外
交を要求したが、日本側はそれに応じず、
経済、文化、人道などの分野から交流を
積み上げていくことを主張した。

1970年代頃まで、日本人の対北朝鮮イ
メージが良好であった事実は特筆すべき
である。保守的なメディアも北朝鮮の「経
済発展ぶり」を好意的に報じていたばか
りか、1971年10月には東京都知事の美濃
部亮吉が訪朝して首相の金日成と会見し、

「資本主義と社会主義の競争では、平壌の
現状を見るだけで、その結論は明らかで
す。われわれは、資本主義の負けが明ら
かであると話し合いました」などと述べ、
金日成を手放しで礼賛するほどであった。
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第 三 の 時 期 は、 冷 戦 終 結 前 後 で あ る。
1988年7月、韓国大統領の盧泰愚は「北
朝鮮と韓国の友邦との関係改善および社
会主義国家と韓国との関係改善のため、
相互に協調する意思がある」と表明した。
これは、日本にとって、北朝鮮との国交
正常化に韓国が反対しないことを意味
した。

北朝鮮は各国における社会主義体制崩壊
という危機的状況の突破口として、日本
との関係改善を模索した。日本側にも、
最後に残った戦後処理として北朝鮮との
国交正常化を進めたいとの考えがあった。
1990年9月、与党・自由民主党と野党第一
党の日本社会党が高位代表団を平壌に送
り、朝鮮労働党との間で「できるだけ早
い時期に国交関係を樹立すべき」だと合
意し、それを受けて1991年1月には日朝両
政府による国交正常化交渉が開始された。

しかし、1987年11月に発生した大韓航空
機爆破事件の実行犯である北朝鮮の工作
員に日本語を教えたとする女性が日本人
拉致被害者なのではないかとの疑念が生
じ、国交正常化交渉は1992年11月の第8
回会談で決裂した。当時、北朝鮮による
核開発疑惑も浮上しており、日本側が核
問題を含めた一括解決を主張したのに対
し、北朝鮮側がまったく応じなかったこ
とも背景にあった。

第四の転機は、2002年9月17日の小泉純
一郎首相の訪朝である。それまでにみら
れた日朝間の接近は大国や国際政治の動
きと連動したものだったが、2002年は日
朝相互が自ら接近しようとしたばかりか、
それまでの政党間外交ではなく、政府が
中心となって交渉を進めるという点で特
徴的であった。

小泉が史上初の日朝首脳会談を実現させ
た背景には、北朝鮮による日本人拉致問
題が国民的課題となっていた事実があっ
た。会談直前の事務折衝で、北朝鮮側は
拉致事件被害者について「8人が死亡、5
人が生存、1人は入国の事実なし」と伝
えた。北朝鮮の最高指導者である金正日
は首脳会談で小泉に謝罪し、「1970年代、
1980年代初めまで特殊機関の一部が妄動
主義、英雄主義に走った」と説明した。

このとき両首脳が署名した「日朝平壌宣
言」は、国交正常化交渉を再開すること、
日本が植民地支配に対する「痛切な反省
と心からのお詫び」を表明したこと、日
本が国交正常化後に無償または低利での
経済協力を実施するための具体的な協議
を行うこと、第二次世界大戦終結までに
生じた財産および請求権を双方が放棄す
るための具体的な協議を行うこと、日本
国民の生命と安全にかかわる懸案につい
て北朝鮮は再発防止措置をとること、核
問題に関するすべての国際的合意を双方
が遵守すること、北朝鮮はミサイル発射
のモラトリアムを2003年以降も延長する
意向であること、という多岐にわたる画
期的な合意であった。

日本が戦前に朝鮮半島を植民地化した過
去に鑑みて、1965年の日韓国交正常化の
際には計5億ドルの経済協力が韓国に対し
て行われた。北朝鮮に対しても、国交が
正常化されれば同様の資金供与が行われ
ることは日朝両国の共通認識であり、北
朝鮮はそれまで資金の名称を「賠償」や

「補償」にするよう求めていたが、宣言で
は日本側の主張に歩み寄った。

北朝鮮がそれまで「日本政府の捏造劇」
だとしてきた拉致事件に対する態度を一
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変させ、金正日自ら首脳会談で日本に謝
罪した背景としては、日本からの経済協
力を経済発展の起爆剤にしたいとの思惑
や、日本を通じて米国との交渉に臨む思
惑があったと考えられている。

2002年9月末に日本政府調査団が訪朝し
た際、北朝鮮は8人の死因についてガス中
毒や交通事故、溺死、自殺と説明し、日
本では「不自然な点が多すぎる」という
反発が強まった一方、生存しているとさ
れた5人は、同年10月15日に帰国を果た
した。10月末にはクアラルンプールで日
朝国交正常化交渉が再開されたが、既に
帰国を果たした拉致被害者の家族を日本
に帰国させる問題で対立し、再び中断し
た。日本政府には自国民に弱腰姿勢と捉
えられるような行動を選択する余地はな
かった。

北朝鮮側は「拉致問題は解決済み」だと
繰り返したが、2004年5月22日、小泉が
事態打開のため平壌を再訪問した。第2回
日朝首脳会談で日本側は、国際機関を通
じた25万トンの食糧援助、1,000万ドル
相当の医療援助を約束し、金正日は被害
者家族3人の帰国を許可した。金正日が拉
致被害者の安否について「白紙に戻して
再調査する」と約束し、その後、安否不
明者に関する再調査について北朝鮮側か
ら報告があったものの、裏付けとなる具
体的な証拠や資料の提示はなかった。

北朝鮮は、2008年6月に北京で行った日
朝実務者協議で拉致問題の再調査実施を
約束し、その後、この年の秋に結果を出
すことで合意した。しかし、日本側で毎
年のように首相の交代が続くなか、北朝
鮮側は合意を事実上反故にした。

北朝鮮では2011年末に金正日が死去し、
金正恩政権が成立した。日本では2012年
末、拉致問題に強い関心をみせる安倍晋
三が首相に返り咲き、自らの任期中に解
決させることに強い意欲をみせた。その
ことに先立って2012年8月、両国赤十字
が10年ぶりの公式協議を北京で行った。
議題は、現在の北朝鮮で死亡した日本人
の遺骨収集や遺族の墓参であった。太平
洋戦争末期の混乱のなか、朝鮮半島には
満州からの避難民を含めた多くの日本人
が残留していたため、日本政府は北朝鮮
以外の地域で戦没者の遺骨収集事業を
行ってきた。

北朝鮮は日本人遺族に墓参のための入
国を許可するなど前向きな姿勢をみせ、
2012年11月、ウランバートルでの外務省
局長級協議では日本人の遺骨収集問題で
協力することで合意し、拉致問題につい
ては協議を継続することで一致した。

その後2014年5月に日朝両国はストック
ホルムでの外務省局長級協議で、包括的
な合意に達した。北朝鮮は「全ての日本
人に関する調査を包括的かつ全面的に実
施し、最終的に、日本人に関する全ての
問題を解決する意思」を表明し、日本は
一部の制裁解除に応じる方針を示した。
北朝鮮は同年7月に北京で行われた局長
級協議で、調査委員会の陣容を日本側に
伝えた。調査委員会は、国家安全保衛部、
人民保安部、人民武力部などの関係者を
含み、拉致被害者、行方不明者、日本人
遺骨問題、残留日本人・日本人配偶者の
4分科会が設置されるとした。「行方不明
者」は日本側が拉致された可能性を排除
できないとしている人を含み、「残留日本
人・日本人配偶者」は、終戦後に日本へ
引き揚げなかった人や1950年代末からの
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帰国事業で在日朝鮮人の夫に同行した日
本人妻らを指している。

しかし、北朝鮮が2016年1月に4回目の核
実験、2月に事実上の長距離弾道ミサイル
発射を強行したことを受けて、日本政府
は、解除した制裁の復活に加え、北朝鮮
への送金を原則禁止するなどの制裁強化
策を発表した。反発した北朝鮮は、日本
人に関する調査を全面的に中止し、特別
調査委員会を解体すると発表した。その
後、日朝両国の相互不信はますます深ま
り、膠着状態が続くことになった。

それ以降も北朝鮮が核実験、ミサイル発
射実験を繰り返したため、安倍は、「必要
なのは対話ではない。圧力なのです」、「対
話のための対話では意味がない」と述べ
て強硬姿勢を強めたが、2019年5月から
一転して「無条件対話」の意向を示しは
じめた。米韓首脳が金正恩との会談を重
ね、日本世論が北朝鮮に対して「圧力重
視」と「対話重視」で拮抗するようになっ
てからの転換であった。

金正恩は、2018年から2019年にかけて外
交攻勢をかけ、ドナルド・トランプ大統
領と3回、習近平国家主席と5回、文在寅
大統領と3回の首脳会談を行ったが、安倍
の無条件対話の提案には無視を決め込ん
だ。安倍は、「拉致被害者全員を私の手で
取り戻す」と機会あるごとに豪語してき
た以上、拉致問題が進展する見込みなく
して首脳会談に臨むわけがなく、北朝鮮
側も当然そのことを見抜いていた。

つまり、拉致問題や核・ミサイル問題を
めぐって日本が北朝鮮に不信感を募らせ
てきたのと同様に、北朝鮮も日本に対し
て不信感を募らせてきたのである。拉致

問題で北朝鮮を強く非難し、独自制裁発
動などの強硬策で国民的人気を得てきた
安倍には、北朝鮮に歩み寄ってまで拉致
問題を解決する意志はなく、この問題を
国内政治に利用しているだけだと北朝鮮
は捉えてきたのである。結局、拉致問題
を「最重要課題」に掲げた安倍は拉致被
害者の奪還どころか、一度も首脳会談を
開催できずに自ら政権の座を下りること
になった。

現状および課題

新型コロナウイルス感染症が蔓延するな
かで突然降板した安倍の後を継いだのは、
政策継承意思を明確にした菅義偉であっ
た。菅政権もやはり拉致問題を最重要課
題に掲げたが、対北朝鮮政策に独自色は
なく、新型コロナウイルス感染症対策に
追われ、日朝関係に本腰を入れることが
できなかった。

拉致・核・ミサイル問題をめぐって菅も
安倍同様に北朝鮮に対して強い非難を繰
り返したが、一方の金正恩が「新年の辞」
などで日本政府に直接言及したことはた
だの一度もない。北朝鮮メディアは対日
非難を繰り返しているが、その発信者は
米韓を批判する金与正や金英哲ら高位級
幹部ではなく、日本研究所研究員や朝鮮
オリンピック委員会代弁人がせいぜいで
ある。これは、今の北朝鮮は日本を重要
な交渉相手とみなしていないことを意味
している。

長期にわたって日朝関係が停滞する間に、
中国の GDP は、世界第二位の経済大国
だった日本の3倍にもなり、韓国の一人
当たり所得は日本と肩を並べるに至って
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いる。北朝鮮が国交正常化に伴う日本か
らの経済協力資金をアテにするよりも、
米国から経済制裁の一部解除を取り付け、
中韓から援助を引き出したほうが手っ取
り早いと考えるのは当然であろう。

日本の対北朝鮮外交は事実上首相の専権
事項となって久しいが、菅政権では水面
下接触すらままならなかった。日本に残
された被害者家族の高齢化が進んでおり、
拉致問題の風化が危惧されている。

2021年10月に発足した岸田文雄政権も
「無条件対話」を踏襲しており、日本の対
北朝鮮政策に大きな変化はない。首相官
邸ホームページでは、「最重要課題である
拉致問題は、時間的制約のある人道問題
です。全ての拉致被害者の一日も早い帰
国を実現すべく、あらゆるチャンスを逃
すことなく、全力で果断に取り組みます。
条件を付けずに金正恩委員長と直接向き
合う決意です」、「北朝鮮とは、日朝平壌
宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといっ
た諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去
を清算して、国交正常化の実現を目指し
ます」と述べられている。

2022年5月には韓国で5年ぶりの保守政
権となる尹錫悦政権が誕生したため、北
朝鮮への圧力重視で日米韓の足並みが揃
いやすくはなったが、それに対して北朝
鮮は警戒を強めており、膠着した日朝関
係の打開に結びつくかどうかには疑問が
残る。

おわりに

日本人の対北朝鮮観は、比較的好意的
だった冷戦期から、拉致問題や核・ミサ

イル問題などを経てきわめて悪いもの
へと大きく変化した。そのようななか、
2002年に開催された史上初の日朝首脳会
談では、5人の拉致被害者を奪還すること
に成功した。北朝鮮が拉致問題は「日本
政府の捏造劇」であると長年にわたって
主張するなか、この問題が解決可能であ
ることを信じ続け、粘り強く打開策を探っ
た結果である。強面の金正日を謝罪に追
い込んだ事実は、現代日本で稀に見る外
交的勝利であり、日朝首脳によって署名
された唯一の文書である「日朝平壌宣言」
は、日本の対北朝鮮政策を規定するもの
となった。

しかしその後、日朝関係はさらなる悪化
の一途をたどった。いまや北朝鮮は、わ
ざわざ日本に経済協力を請わなくても、
米国との交渉を進展させて制裁緩和に至
れば、中国はもちろんのこと韓国からも
支援を引き出せると考えている。そもそ
も1990年代後半の「苦難の行軍」と言わ
れた未曾有の食糧難を経験した直後の当
時に比べて北朝鮮の経済は持ち直した一
方で、日本の経済力は相対的に低下して
しまった。

では、今後も北朝鮮が日本を無視できる
かと言えば、そうでもない。日本独自で
対北朝鮮交渉を進める力が不足している
としても、日本の首相は米国大統領に対
し、米朝関係の進展にブレーキを掛ける
ためのメッセージを送ることはできるか
らである。北朝鮮が米国との交渉再開を
視野に入れるならば、日朝関係も一定程
度は改善しておく必要があり、それは日
本の持っている隠されたカードでもある。
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はじめに

近代日本と東南アジアとの関係は、19世
紀に民間人らが東南アジアへ労働者とし
て移住したことに遡る。戦前の二度にわ
たる民間主体の「南進」ブームと第二次
世界大戦時の日帝時代を経て、戦後日本
は独立を勝ち取った東南アジア諸国と国
交を樹立し、賠償・準賠償・経済協力を
通じて新たな関係を構築した。その後の
日本の対東南アジア政策は、日本の復興
や経済発展に必要な原材料供給地および
市場としての期待に牽引された。貿易、
投資、援助の「三位一体」で日本は東南
アジアにおいて大きな経済的プレゼンス
と、それを背景とした政治的影響力を発
揮したのである。

しかしそうした日本との垂直的な関係
は、東南アジア諸国が ASEAN を設立し、
それを拡大させつつ主要な域外国に対す
るヘッジ外交を展開する中で、徐々に変
化していった。東南アジア諸国にとって
ASEAN は、加盟国間の相互関係の安定
化とともに、日本をはじめとする域外国
に対して自らの利益を確保し、さらには
広域秩序形成において一定の影響力を行
使するための枠組みとして機能してきた。
またそうした中で、日本は、東南アジア
各国との二国間外交とともに、1970年代
中盤あたりから ASEAN 外交という柱を
立て、この地域の国々とのパートナーシッ
プを構築してきたのである。

本稿は、主に日本の対 ASEAN 外交に焦
点を当てつつ、日本と ASEAN・東南ア
ジア諸国との関係や協力のあり方がどの
ように変化してきたか、またそうした変
化を促した要因は何かを示す。その上で、
現在および今後の日 ASEAN パートナー

シップの課題についての考察を行う。

これまでの経緯

（１） 日ASEAN関係の開始

1967年8月に東南アジア5か国が ASEAN
を設立したとき、日本政府はそれほど強
い関心を示さなかった。しかしながら、
東南アジア諸国側からの日本の経済的プ
レゼンスへの反発が表面化したことを受
け、対東南アジア諸国外交の再検討を迫
られる中で、日本は各国との二国間外交
とともに対 ASEAN 外交を重視するよう
になっていった。直接の契機は、合成ゴ
ムの輸出をめぐる貿易摩擦問題である。
日本の合成ゴム輸出によって天然ゴム産
出国であったインドネシアやマレーシア
は打撃を受けたが、これらの国々は単独
ではなく、ASEAN として団結して日本
に協議を迫った。その結果、1973年に日
ASEAN 合成ゴムフォーラムが開催された。
これは双方にとって愉快なスタートでは
なかったが、のちに「日 ASEAN 友好協
力」の起点とされるようになった。また
1974年、田中角栄首相が東南アジアを歴
訪した際、バンコクやジャカルタ等の主
要都市において大規模な反日デモが起こ
り（マラリ事件）、日本政府に衝撃を与え
た。さらに1975年のサイゴン陥落に続く
インドシナの共産化という地域環境の変
化は、日本の対東南アジア政策の見直し
を促した。

これらの出来事を背景に、経済大国とし
てこの地域への新たなアプローチを模索
する中で、日本は ASEAN との関係強化
を重視するようになっていった。1977年
3月には経済問題全般の協議を目的とした
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日 ASEAN フォーラムが発足した。また、
日本は米国、豪州等のアジア太平洋にお
ける他の西側先進国や欧州共同体（EC）
とともに、ASEAN の対話パートナーと
してのステイタスを得た。

1977年8月、 日 本 の 福 田 赳 夫 首 相 は、
ク ア ラ ル ン プ ー ル で 開 催 さ れ た 第2回
ASEAN 首脳会議に特別ゲストとして豪州
およびニュージーランド首相と共に招待
され、その直後マニラにおいて政策スピー
チを行った。その中で彼は、①日本は軍
事大国にはならない、②日本は ASEAN
との心と心の対話を進める、③日本は
ASEAN との対等なパートナーシップを
構築し、インドシナと ASEAN との架け
橋となる、という3つの原則、すなわち福
田ドクトリンを打ち出した。福田ドクト
リンの発出はその後、日 ASEAN 関係の
安定化に寄与した出来事として語られる
ようになった。

（２） 冷戦終結後の日ASEAN関係の
深化

米ソ対立および中ソ対立が解消され、ア
ジアの複雑な冷戦対立構造は溶解して
いった。アジアの冷戦の象徴であったカ
ンボジア内戦も、1992年の和平合意等を
経て、1993年には新生カンボジアが成立
した。このカンボジア和平プロセスにお
いて日本は大きな役割を果たした。

冷 戦 終 結 後 の 国 際 環 境 の 変 化 を 受 け、
ASEAN 諸国は、個別の国の外交でも、ま
た ASEAN としての対外姿勢においても、
どの大国に対しても関係を取り結び、特
定の一国のみがこの地域に影響力を行使
することのないようバランスを取るヘッ

ジ戦略を積極的に展開するようになっ
た。そして ASEAN は新たに韓国、中国、
インド、ロシアといった国々と対話国制
度等を通じた連携強化を図った。さら
に、ASEAN は自らを中心とする地域制
度（ASEANアーキテクチャ）の形成によっ
て、アジア太平洋広域の地域秩序におけ
る ASEAN の発言力と影響力確保にも乗
り出した。

このように ASEAN が他国との連携を拡
大していくことで、ASEAN にとっての
日本の重要性は相対的に低下していった。
他方、日本は、ASEAN という枠組みを
活用して積極的な外交を展開する東南ア
ジア諸国の姿勢を受け、対 ASEAN 協力
を以前よりも重視するようになっていっ
た。上記の ASEAN アーキテクチャの形
成過程にも日本は深く関わった。またカ
ンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナ
ム（CLMV）の新規加盟による ASEAN
の拡大に伴い、ASEAN 先発国と新規加
盟国 CLMV との格差是正のための取り組
みに対して、日本は通商産業省を中心に
産業協力を進めた。日本の小渕政権は、
ASEAN が域内協力強化のために1998年
7月に設立した ASEAN 基金に対し、人材
育成や貧困削減を目的として「日 ASEAN
連帯基金」を設置し、その枠組みの下で
資金協力を行った。

1997年夏に始まったアジア通貨危機のあ
と、日本はその経済力をリソースとして、
危機によって打撃を受けた国への支援を
行った。日本財務省が中心となって打ち
出したアジア通貨基金（AMF）構想は米
国の強い反発と中国の無関心によって頓
挫したが、その後日本は1998年に新宮澤
構想および翌年には同構想第二ステージ
を打ち出し、タイ、インドネシア、韓国、
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マレーシア、フィリピンに対する資金援
助を行った。のちに同構想は、ASEAN
プラス3におけるチェンマイ・イニシアティ
ブへと発展していった。

2000年代に入ると、2001年に世界貿易
機関（WTO）に加盟した中国の経済的、
政治的プレゼンスの拡大に伴い、日中の
パワーバランスが変化する中で、地域秩
序形成における主導権を巡って日中間の
競争が顕在化し、両者は ASEAN との結
びつきを競うようになった。日本と中国
は ASEAN との自由貿易協定（FTA）締
結や東南アジア友好協力条約（TAC）の
署名をこぞって進めた。日本は2004年7
月に TAC に加盟し、ASEAN との FTA を
2008年に締結した。また、日本は2003年
12月に日 ASEAN 特別首脳会議を東京で
開催し、ASEAN とのつながりの深さを
誇示した。さらに東アジアサミットを設
立する動きが本格化する中で、日本と中
国はそのメンバーの範囲やモダリティを
巡り対立した。また、ASEAN プラス3の
メンバーで経済統合を進める東アジア自
由貿易圏構想（EAFTA）を中国と韓国が
進めようとするのに対して、2006年に日
本は ASEAN プラス6での経済統合を目指
す東アジア包括的経済連携構想（CEPEA）
を提唱した。これらはのちに一本化され、
東アジア包括的経済連携（RCEP）の立
ち上げをもたらした。

また、日本は共同体形成に向かう ASEAN
の協力と統合を支援するため、総額約
7,000万 米 ド ル の ASEAN 統 合 支 援 拠 出
金を拠出することを表明し、それを元に
2006年、日 ASEAN 統合基金（JAIF）が
設 置 さ れ た。 ま た、2008年 に は、 福 田
ドクトリン時代からの文化協力支援の流
れで続いていた日 ASEAN 総合交流基金

（JAGEF）および日 ASEAN 学術交流基金
（JAEP）が JAIF に統合された。

（３）戦略的アリーナ化する東南 
アジアと日本の対ASEAN外交

2010年代に入ると、中国の台頭はいっそ
う顕在化した。2013年の習近平国家主
席による一帯一路構想やアジアインフラ
投資銀行（AIIB）の提唱等、中国は投資
の拡大やインフラ整備を通じた新たな国
際秩序・地域秩序の形成を打ち出すよう
になった。さらに2015年に「中国製造
2025」を発表し、技術立国へ向けて取り
組む姿勢を明らかにした。こうした中国
の姿勢は米国を刺激し、米中間の戦略的
競争が顕在化した。この競争がエスカレー
トする中で、東南アジアは米中が影響力
を競う戦略的アリーナとして見なされる
ようになっていった。

他方、日本は2010年代初頭から、中国の
力を抑制しつつ、政治・安全保障分野の
協力を強化して、法とルールに基づく秩
序形成のパートナーとして AESAN 諸国
を位置づけるようになった。第二次安倍
政権が2013年に閣議決定した「国家安全
保障戦略」では、韓国、豪州、インドと
並び、ASEAN 諸国を「我が国と普遍的
価値と戦略的利益を有する国」として協
力関係を強化するパートナーと位置づけ、

「政治・安全保障分野を始めとするあら
ゆる分野における協力を強化・深化させ
る」ことが謳われた。また2013年には日
ASEAN40周年を記念して特別首脳会議が
再び東京で開催され、「ビジョン・ステー
トメント」を採択し、協力の柱の筆頭に

「平和と安定のためのパートナー」として
の協力強化を位置づけた。また安倍首相
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は、総額1億ドルの「JAIF2.0」を追加拠
出する旨を表明し、（ア）海洋協力、（イ）
防災協力、（ウ）テロ・サイバー対策、（エ）
ASEAN 連結性強化の4つの重点事項を掲
げた。

経済的な分野におけるルールベースの秩
序構築の試みとして、環太平洋パートナー
シップ協定（TPP）交渉と RCEP 交渉が
挙げられる。2017年1月に発足したトラ
ンプ政権が「アメリカ・ファースト」の
一環として TPP 交渉から離脱して以降、
メンバー、自由化のレベル、対象とする
範囲の違いはあれども、TPP と RCEP は
両者ともルールベースの自由貿易体制を
維持するための枠組みとしての重要性を
増した。TPP は米国以外の11か国で妥結
し、2018年2月には環太平洋パートナー
シップに関する包括的及び先進的な協定

（CPTPP）が締結され、同年12月に発効
した。また、RCEP は2019年にインドが
離脱したが、新型コロナウイルス禍の最
中の2020年11月に他の15か国が署名し、
2022年1月に発効した。

さらに安倍政権は、ルールベースの秩序
の形成と維持という目的に絡めつつ、日
本の ASEAN 諸国との防衛協力を本格化
させた。2014年4月に防衛装備移転三原
則が決定されたのち、フィリピン（2016）、
マレーシア（2018）との間で防衛装備移
転協定が署名された。その後、日本はベ
ト ナ ム（2021）、 イ ン ド ネ シ ア（2021）
およびタイ（2022）との間で防衛装備
移転協定に署名済みである。また日本は
ODA の枠内で、フィリピン、ベトナム、
マレーシアに新造あるいは中古の巡視船
を供与した。こうした ASEAN の一部の
国への個別の防衛協力と並行し、2016年
11月に稲田朋美防衛相は、多国間の取り

組みと二国間の取り組みとを盛り込んだ
ASEAN との包括的な防衛協力の枠組み
である「ビエンチャン・ビジョン」を発
表した。3年後の2019年11月には、この
アップデートとして「ビエンチャン・ビジョ
ン2.0」が表明された。

また安倍政権は、ASEAN への防衛協力
強化やインフラ整備支援を「自由で開か
れたインド太平洋（FOIP）」構想の中に
位置づけた。しかしながら、ASEAN 諸
国からは FOIP は対中牽制の枠組みであ
るという懐疑的な目が向けられた。2017
年春頃からの日中間の関係改善を受けて、
FOIP と中国の一帯一路構想との協力可
能性を打ち出す等、日本政府は、FOIP
は中国牽制のための構想ではないという
スタンスを示したが、ASEAN 諸国の疑念
を完全に払拭するまでには至らなかった。
ASEAN か ら は、2019年6月 に「ASEAN
インド太平洋アウトルック（AOIP）」が
発表され、日本や米国のみならず、中国
やインド等も含む包摂的な「インド太平
洋」協力が提案された。

中国の経済的なプレゼンスや政治的影響
力、南シナ海における埋め立てや軍事施
設建設等の従来の海洋秩序を乱す行動は、
ASEAN 諸国に懸念をもたらしている。他
方、ASEAN 経済の成長にとって中国市場
の存在や中国からの投資・支援は不可欠
である。よって ASEAN 諸国は、各国の
米中それぞれとの距離感に違いはあれど
も、各国ないし ASEAN としてヘッジ戦
略を維持しようとしている。それと同時
に、彼らは ASEAN の強化を図り、苦難
を乗り切ろうともしている。ASEAN が
予定通り2015年末に ASEAN 共同体設立
を宣言したことも、その表れと解釈できる。
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現状および課題

新型コロナウイルス感染症の流行はそれ
以前からの米中間の戦略的競争をよりいっ
そう顕在化させた。また新型コロナウイ
ルス感染症対策等への多額の財政出動は、
各国の財政にとって大きな負荷となった。
ASEAN 諸国政府は経済の回復と活性化
を最優先課題と位置づけており、新型コ
ロナウイルス禍の中でいっそう経済的結
びつきの深まった中国との関係を断ち切
る選択肢はとれなくなっている。また中
国側も「win-win」に基づく新たな秩序
形成を謳い、ASEAN 諸国への働きかけ
を強めている。

他方、バイデン政権は、インド太平洋に
おけるルールベースの秩序形成によって、
中国主導の win-win に基づく秩序形成に
対抗する意思を示している。また同政権
は、日米豪印戦略対話（QUAD）の強化
や米英豪の軍事同盟（AUKUS）の立ち
上げ等、同盟国やパートナー国との連携
強化をもって中国に対峙する政策を採っ
ており、その観点から ASEAN に対して
積極的な働きかけを行っている。現時点
でも米国はこの地域の覇権国としての力
を失っているわけではないが、トランプ
政権の「気まぐれな」政策による米国へ
の信頼の毀損を、バイデン政権が十分に
回復しているとは言いがたい。

米中の圧力が強まる中で、ASEAN の外
交的自由度は狭まっている。しかし皮肉
なことに、この厳しい状況下だからこそ
ASEAN にとってのヘッジ戦略の重要性
はいっそう増している。また米国の同盟
国である日本の政策選択の幅も狭まって
きている。安倍政権を引き継いだ菅政権、
またその後の岸田政権は、安倍政権下で

の対 ASEAN 政策をほぼ踏襲している。
日本が掲げる FOIP と米国が掲げるより
対中牽制色の強い FOIP との線引きが難
しくなりつつある。

そうした中で、日本は FOIP に ASEAN を
引 き つ け る た め、FOIP を AOIP と よ り
関連付けつつ、日 ASEAN・AOIP 協力を
進めるというディスコースを展開してい
る。2021年11月の日 ASEAN 首脳会議で
も、違法・無報告・無規制（IUU）漁業
対策に関する技術協力、プラスチックご
みに関する協力、日 ASEAN 連結性イニ
シアチブを通じた質の高いインフラ協力、
日 ASEAN 経済強靱化アクションプラン、
ASEAN 感染症センター設立支援等を日
ASEAN・AOIP 協力の取り組みとして位
置づけた。ASEAN としても、米中以外
の第三国としての日本とのパートナーシッ
プ強化や支援は歓迎すべきことであるた
め、こうした路線を一応受け入れてはい
るが、FOIP そのものとは慎重に距離を
取っている。

2022年5月末には米国の主導で立ち上げ
られたインド太平洋経済枠組み（IPEF）
に ASEAN 諸国のうちカンボジア、ラオ
ス、ミャンマーを除く7か国が加盟した。
IPEF へのこれら7か国の加盟は日本の積
極的な説得が功を奏したとの見方もある。
しかしむしろ重要なのは、これら7か国が、
デジタル経済、サプライチェーンの強靱化、
気候変動への対応やクリーンエネルギー
等、IPEF が掲げる交渉分野におけるルー
ルメイキングや協力強化に一定の関心を
寄せていたことである。これは前述のよ
うに中国の影響力を相殺するためのヘッ
ジ戦略の一つとも解釈されうる。ただし、
米国のこの地域へのコミットメントの内
実、またコミットメント自体がどれほど
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永続的か、という点について、東南アジ
ア諸国はかなり冷めた目で見ている。バ
イデン政権が二度にわたって民主主義サ
ミットを開催したことも、不要な分断を
助長しかねないとして評価されていない。

おわりに

米中間競争の激化による東アジアの緊張
の高まりの中で、日本と ASEAN は立場
を共有している。ASEAN のヘッジ戦略
については本文でも繰り返したとおりだ
が、日本も米国との同盟関係の深化によっ
て安全保障上の脅威や不測の事態に対応
せねばならない一方で、地理的に近接し、
経済的にも関係が深い中国との関係をも
一定の幅で安定的に築いていかねばなら
ない宿命を背負っている。

さらに、世界は白黒に分かれてはいない。
ロシアのウクライナ侵攻後、特に欧米で
は世界情勢が権威主義体制と自由主義体
制という二項対立で語られ、中ロの連携
が強調される傾向がある。中国は、例え
ば2022年3月の国連総会でのロシア非難
決議を棄権する等、ロシアとの微妙な距
離間を保っている。また、ASEAN 諸国も
単にロシアを孤立させるのではなく、包
摂的なアプローチを取ることに努めてい
る。2022年の G20の議長国であるインド
ネシア、APEC の議長国のタイ、ASEAN
議長国であるカンボジアは全て、ロシ
アを主要な会議から排除しない方針を
採った。

いわば世界は白黒というよりも灰色なの
であり、ASEAN 諸国を始めとする新興
国や途上国の行動はそうした複雑な国際
秩序のあり方を支えている。こうした新

興国や途上国は数的には先進国を上回っ
ており、また国際秩序における新興国や
途上国の影響力も増してきているという
現実がある。

明らかなことは、日本が ASEAN 諸国に
何か支援する、という発想で語れる時代
は終わったということである。上記のよ
うな国際秩序の大きな構造変化を受け、
日本は ASEAN とのパートナーシップを
強化し、協力して新たな地域秩序形成に
努めなければならない。その秩序の柱は3
つある。一つ目は各国の主権の尊重と相
互協力に立脚した平和で包摂的なルール
ベースの地域秩序の構築である。二つ目
は経済発展、持続可能性、公平性という3
つの課題においてバランスのとれた、い
わばビジネスで結ばれた関係を超えた「共
生」のための秩序の実現である。そして
最後にさらに重要なのは、日 ASEANパー
トナーシップのいっそうの深化および強
化を可能とする相互理解と相互信頼の醸
成である。お互いにとって望ましい地域
秩序の実現のために日 ASEANパートナー
シップを推進することが、今後いっそう
求められるだろう。
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はじめに

冷戦後から今日にかけて、日本と豪州の
安全保障関係はほぼ一貫して強化され続
けてきた。両国の協力は当初こそ平和維
持活動（PKO）や非伝統的な安全保障課
題が中心であったが、次第に有事を念頭
においた伝統的な安全保障協力にまで拡
大した。今や、両国の関係を「準同盟」
と呼ぶことは珍しいことではない。それ
どころか、日豪の協力は少なくとも実態
の上では、公式な「同盟」関係に限りな
く近づいているとする見方もある。

日豪の安全保障協力は、なぜこれほどま
でに強化されたのであろうか。本稿では、
主に3つの要因に着目することで、この疑
問を解き明かす。それらの3つの要因とは、
第一に中国の台頭、第二に米国との同盟
関係、そして第三に両国が共有する望ま
しい国際秩序や地域秩序に対する認識と
しての「秩序観」である。

冷戦後、特に2000年代以降日豪の安全保
障協力が強化された背景に、中国の台頭
という国際政治構造レベルでの変化があっ
たことは疑いようがない。特に2000年代
後半から中国の国際秩序への挑戦が強ま
ると、日米豪の戦略対話に加え、日豪の
間でも安全保障や防衛協力に向けた二国
間の協議や制度化が進んだ。日豪はまた、
高まる中国への懸念を背景に、それぞれ
防衛力の強化に着手した。

その一方で、日豪の対中脅威認識には少
なからずギャップも存在した。特に、中
国と地理的に離れてはいるものの、強い
経済的な繋がりを持つ豪州は、中国を過
度に刺激することや東シナ海における日
中間の紛争に「巻き込まれ」ることを嫌

う傾向にあった。また歴史問題や尖閣諸
島を巡る問題でギクシャクする日中関係
とは対照的に、豪州は経済のみならず、
政治や軍事面においても、少なくとも表
面的には良好な対中関係を維持していた。

こうした日豪間の「チャイナ・ギャップ」
にもかかわらず日豪の安全保障協力がほ
ぼ一貫して強化されてきたのは、両国の
米国との同盟関係によるところが大きい。
日本と豪州は共に、米国からの安全の供
与や地域における米軍のプレゼンスの維
持に死活的な利益を有しており、そうし
た同盟や軍事プレゼンスを強化ないし補
完する一つの手段として、日豪の安全保
障協力を位置付けていた。また豪州は
ANZUS（豪州、ニュージーランド、米国）
三国安全保障条約を通じて日本や北東ア
ジアの安全保障に関与する可能性が高く、
その観点からも日本への防衛関与を必要
としていた。

そのことは、必ずしも日豪が米国による
「見捨てられ」の不安から安全保障関係を
強化してきたことを意味するものではな
い。日豪は共に、米国中心の「ハブ＆ス
ポークス」と呼ばれる二国間の同盟体制
に加え、それを基盤とした自由で開かれ
た国際秩序そのものの維持に強い利益を
有していた。両国はまた、自由や民主主
義、法の支配といったリベラルな価値観
を支持してきた。だからこそ両国は、地
域における米国主導の秩序を積極的かつ
能動的に支え、その維持と強化を図った。
こうした両国に共有された「秩序観」も
また、両国の安全保障協力が強化される
上で重要な役割を有していたのである。

以下、本稿ではまず冷戦後の日豪の安全
保障協力を時系列的に振り返り、両国の
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安全保障協力が「準同盟」と呼ばれるほ
どの関係にまで発展した経緯を検証する。
次に、菅義偉政権以降の日豪の安全保障
協力を見ることで、両国の安全保障協力
が抱える課題について明らかにし、今後
に向けた若干の展望を述べたい。

冷戦後の日豪安全保障協力

1989年12月の米ソ首脳マルタ会談によっ
て冷戦の終結が宣言されると、その翌年
の3月には早くも豪州国防省の代表団が日
本を訪問し、日本の外務省と非公式の「戦
略対話」を開始した。1990年と1992年に
はそれぞれ、日本の防衛大臣と豪州の国
防大臣が相手国を訪問し、また PKO セミ
ナーや共同訓練の開催を含む防衛交流も
開始された。1996年2月には、両国の間
で公式の外務・防衛当局間協議および防
衛当局間協議も発足した。1997年以降は
首脳会談の定例化も決まり、両国の防衛
交流や情報交換、地域の安全保障課題に
ついての協力の促進が確認された。

この時期に豪州が日本に接近した一つの
理由は、日米同盟の存在である。豪州の
政策当局者は、冷戦後も日本が米国の同
盟内に留まり続けるよう日本に対して働
きかけを行っていた。それは冷戦後も引
き続き米軍のプレゼンスの維持を求める
豪州にとって、死活的に重要なことであっ
た。また特に1995年から96年にかけての
台湾海峡危機以降、豪州の政策決定者の
一部には、将来的な中国の台頭を見据え、
日本を含む民主主義国家との安全保障関
係の強化を図るという戦略的発想も存在
した。このように、日米同盟を軸とした
米国の地域プレゼンスの維持や、将来的
な中国の台頭に対する「ヘッジ」という

観点から、豪州は日本へのアプローチを
強化した。

これに対し日本の政策決定者の中に、そ
うした戦略的発想は希薄であった。日本
にとって豪州の重要性は、米国の同盟国
であり西側陣営の一員であるという一般
的事実に加え、PKO や核軍縮・核不拡散
等の地域・国際的な関心の共有であった。
特に湾岸戦争以降国際秩序への参画の強
化を図っていた日本にとって、日本の地
域的な役割の拡大を積極的に支援する豪
州の存在は貴重であった。すでに1991年
版の『外交青書』では、日本が地域そし
てグローバルな問題に取り組んでいく上
で、豪州が日本にとって「かけがえのな
いパートナー」であるとの認識が示され
ていたのである。

それゆえこの時期における日豪の直接的
な安全保障協力を後押ししたのは、中国
の直接的な脅威への対抗というよりも、
むしろ地域やグローバルな課題に向けた
協力であった。特に2001年の米国におけ
る同時多発テロ事件の勃発以降、日豪は
米国主導の「テロとの闘い」に積極的に
貢献し、その中でテロ対策や大量破壊兵
器の不拡散に向けた実務的な関係を強化
した。また2002年以降の東ティモール平
和維持活動、2004年12月のインドネシア・
スマトラ沖地震後の人道支援・災害救援
活動、そして2005年のイラク人道復興支
援活動における自衛隊と豪州軍の直接的
な協力は、両国の安全保障協力の強化に
向けた機運を高めた。

その後2000年代中頃より中国の台頭がよ
り顕在化するにつれ、日本の中でも豪州
との協力を戦略的な文脈から捉える発想
が強まった。2006年9月に首相となった
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安倍晋三は「価値観外交」を掲げ、米国
に加え豪州やインドといった民主主義国
家との連携の強化を図った。安倍首相や
その周りの外交アドバイザーたちによっ
て推進された日米豪印の協力は、明確に
中国を念頭に置いた地政学的な発想に基
づくものであった。2007年3月には「安
全保障協力に関する日豪共同宣言」が発
出され、両国が多様な分野で協力を強化
していくことが謳われた。

豪州もまた、将来的な中国の台頭に対す
る「ヘッジ」として、あるいは地域にお
ける米国の軍事的なプレゼンスをより強
固なものとするという観点から、日本と
の安全保障協力の強化を積極的に推進し
た。その一方で、豪州のジョン・ハワー
ド政権は中国との経済関係の強化にも力
を入れており、中国を過度に刺激するこ
とについては慎重であった。ハワードの
次に首相となった労働党のケビン・ラッ
ドもまた、対米同盟の強化や日米豪の安
全保障協力の強化には積極的であったも
のの、中国を不必要に刺激するとして、
安倍首相の提唱した日米豪印の安全保障
協力には参加しないことを表明した。

皮肉なことに、中国の対外的な強硬姿勢
が定着したのはその直後のことであった。
2008年以降中国は継続的に尖閣諸島周辺
海域に船舶を派遣し、同年12月にはその
うちの2隻が初めて日本の領海に侵入した。
2009年3月には、南シナ海の公海上で5隻
の中国艦船が、米海軍の調査船「インペッ
カブル（USNS Impeccable）」に異常接近
し、妨害行為を行った。同年4月に豪州は、
中国の急速な軍事力の近代化と透明性の
欠如に対して前例のない強い警鐘を鳴ら
す新たな国防白書を発表し、「戦力2030」
と呼ばれる大幅な軍事力の強化に着手し

た。豪州の中では、同白書の厳しい対中
認識に異論を唱える声もあったが、最終
的にそうした対中認識を後押ししたのは、
他ならぬ親中派と目されていたラッド首
相その人であった。

その結果、日豪の緊密な連携は2009年9
月に日本で民主党政権が誕生して以降も
継続的に強化された。2010年5月には物
品役務相互提供協定（ACSA）が、2012
年5月には情報保護協定（ISA）が締結さ
れるなど、日豪の安全保障協力の制度化
が進んだ。2011年3月の東日本大震災に
おいて、豪州は4機保有する C-17輸送機
のうち最大3機を日本に派遣し、米国と共
に支援活動を展開した。その後日本が南
スーダン PKO に自衛隊を派遣することを
決定すると、豪州は軍の要員2名を南スー
ダンに派遣し、自衛隊の任務遂行に関す
る情報の提供や、国連を含む関係機関と
の連絡調整支援のための連絡業務に従事
させた。

日本の民主党政権と豪州の労働党政権は
また、米国のアジア太平洋「リバランス」
を支持するとともに、東シナ海や南シナ
海における中国の力による現状変更に対
する懸念を共有し、国際社会における「法
の支配」や「ルールに基づく秩序」の重
要性を強調していた。2012年6月に豪州
で初めて開催された外務・防衛閣僚協議

（2プラス2）後に発表された共同声明は、
「ルールに基づく国際秩序」への中国の
責任ある建設的な参画を求めるとともに、
日豪が航行の自由や紛争の平和的解決と
いった海洋における規範の遵守を促進し
ていくことが確認された。このように、
対中脅威認識や中国との関係に「ギャッ
プ」はあれど、米軍のプレゼンスの維持
や、それによって支えられるルールに基
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づく秩序の維持と強化という点において、
両国の方向性は完全に一致していたので
ある。

それゆえ2012年12月に安倍首相が再登板
した際、日豪の安全保障協力は既に相当
程度強化されていた。それでも、安倍首
相がいなければ日豪の関係が今日ほどに
強化されていたかは定かではない。安倍
首相は豪州のトニー・アボット首相と共
に日豪の関係を「特別な戦略的パートナー
シップ」に格上げし、共同訓練の拡充を
図るとともに、防衛装備・技術協力に向
けた協力―とりわけ、豪州の次期潜水艦
の共同開発に向けた取り組み―を強力に
推進した。安倍首相とアボット首相はま
た、2007年以降交渉が進められてきた日
豪経済連携協定（EPA）交渉を妥結させ
るなど、経済面を含む包括的な関係の強
化に取り組んだ。

安倍首相とアボット首相が取り組んだ潜
水艦の共同開発に向けた協力は、2016年
4月に豪州がフランス製の潜水艦を次期潜
水艦に選定したことで、挫折に終わった。
日本の潜水艦が選ばれなかった原因とし
て、技術・能力面でのミスマッチに加え、
日本側の経験不足や米国の後押しの欠如
等が指摘されている。日本の一部からは
潜水艦の共同開発を通じて自国の「虎の
子」である技術が漏洩することを恐れる
声があり、逆に豪州の一部からは日本企
業の熱意や海外生産能力を疑う声があっ
た。また日本側は当初ダウングレードし
た「そうりゅう」型潜水艦の案を提示し、
これが豪州側の失望を買う大きな原因と
なったとも言われている。潜水艦協力が
挫折した根本的な要因は、こうした双方
の相手国に対する信頼感の欠如にあった。

それでも、中国による既存秩序への挑戦
が続く以上、両国の安全保障協力は継続
的に強化された。2017年1月には ACSA
が改定され、人道支援や災害救援活動以
外の局面にも適用されることが決定した。
同月に米国で新たに大統領となったドナ
ルド・トランプが環太平洋パートナーシッ
プ協定（TPP）からの脱退を表明すると、
安倍首相と豪州のマルコム・ターンブル
首相は自由貿易体制の維持と TPP の存続
に向けて緊密に協力し、その結果2017年
3月には環太平洋パートナーシップに関
する包括的及び先進的な協定（CPTPP）
が署名された。2017年10月に日本の河野
太郎外相が日米豪印の安全保障対話の再
開を発表すると、豪州の与野党はそれを
全面的に支持した。この日米豪印戦略対
話（QUAD）はその後、日本が掲げる「自
由で開かれたインド太平洋（FOIP）」構
想の中核として定着することになる。

こうして、両国の政権交代や指導者の交
代にもかかわらず、日豪の安全保障協力
は冷戦後ほぼ一貫して強化されてきた。
その背景には、中国の台頭に加え、米国
との同盟関係、そして両国に共有された

「秩序観」が存在した。特に中国の台頭は、
例えそれが両国に喫緊かつ直接的な脅威
をもたらすものでなかったとしても、米
国が主導する「ルールに基づく秩序」そ
のものに対する明確な挑戦として受け止
められていた。そうした秩序に多くの恩
恵を受けてきた日豪両国は、米国の地域
プレゼンスを積極的に支えるとともに、
軍事面に留まらない広範かつ多様な協力
を強化することで、既存秩序の維持と強
化を図ってきたのである。
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日豪安全保障協力の課題

2020年9月の安倍政権の退陣後も、日豪
の安全保障協力は依然としてその高いモ
メンタムを維持している。同年11月には
およそ8年間にわたり交渉の続いていた
日豪の円滑化協定（RAA）が「大枠合意」
され、2022年1月に日豪の首脳により正
式に署名された。さらに2021年6月以降、
共同訓練等の機会を通して自衛隊が米軍
のみならず、豪州軍の武器等を防護する
ことが可能となった。RAA は2023年8月
に発効し、同月豪州で行われた「F-35米
豪展開訓練」および日本で行われた「日
豪共同訓練（武士道ガーディアン23）」
で初めて適用された。

2022年10月に発表された日豪間の新たな
安全保障共同宣言は、日豪が両国の主権
および地域の安全保障上の利益に影響を
及ぼし得る緊急事態に関して相互に「協
議」し、また「対応措置を検討する」こ
とまでもが宣言に盛り込まれた。これは、
太平洋上の危機に対し協同で協議・対応
することを定めた ANZUS 条約の第3条お
よび第4条の文言を模したものであり、条
約上の義務こそないとは言え、両国の関
係強化を象徴するものであった。法的拘
束力はないとは言え、日本がこの種の約
束を米国以外の国と行ったのは初めての
ことである（後に、英国とも同種の文言
を含む宣言を発出した）。

このように、日豪の「準同盟」関係をよ
り実質的なものとする動きが両国の間で
進んでいるものの、同時にそこには課題
も多く存在する。その第一が、日本の安
全保障政策における法的な制約である。
例えば自衛隊による他国軍の武器等防護
はあくまでも「我が国の防衛に資する活

動」に限定されていることから、日本有
事や朝鮮半島有事はともかくとして、南
シナ海における有事等がこれに該当する
かは明らかではない。また、自衛隊によ
る武器等防護はあくまでも「武力攻撃に
至らない侵害から防護するための、きわ
めて受動的かつ限定的な必要最小限の武
器の使用を認めるもの」に過ぎない。そ
れゆえ、この枠組みのもとで外国軍から
攻撃された豪州軍を守るために、自衛隊
が武器を使用することはできない。

さらに、自衛隊法第95条の2はその第1項
において「現に戦闘行為が行われている
現場で行われるものを除く」と規定して
おり、同項の警護が米軍等による「武力
の行使と一体化」しないことを担保して
いる。要するに、自衛隊法第95条の2に
基づく外国軍の武器等防護とは平時もし
くは「グレーゾーン」事態における非国
家主体からの攻撃を想定したものであり、
有事における共同対処を想定した「同盟」
協力とは別のものとして捉えられるべき
であろう。自衛隊がそうした協力を行う
上では「存立危機事態」が認定される必
要があるが、その頃には既に戦闘の趨勢
が決まっているかもしれない。

第二に、自衛隊と豪州軍の運用面におけ
る連携の強化である。前述の2021年6月
の日豪2プラス2では、両国の閣僚が「現
実世界に即した防衛協力を深化させる」
ことで合意した。実際、両国は上述した
法制面での体制強化に加え、自衛隊と豪
州軍の相互運用性の強化に向けたさらな
る動きを強めている。2021年6月に航空
自衛隊が豪州空軍と空中給油に関する覚
書に署名し、翌年4月の共同訓練でその適
合性確認試験に成功したことは、その一
つの例であろう。また2022年12月の日豪
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2プラス2では、自衛隊の F-35戦闘機を将
来的に豪州に巡回展開させることが検討
されていることも発表された。

もっとも、こうした訓練をいくら積み重
ねたところで、実際の有事における両国
の連携が深まるとは限らない。有事にお
いてこうした協力が真に機能するために
は、起こり得るシナリオを念頭においた
より詳細な計画が必要となろう。目下、
日米間の「防衛協力に関する指針」や「同
盟調整メカニズム」に相当する文書・枠
組みは日豪間には存在しない。こうした
プランニングの部分で両国の協力の詳細
を詰めていくことは、有事において日豪
ないし日米豪の協力がうまく機能する上
で、重要な作業となる。

最後に、地域関与の更なる強化である。
防衛面における日豪の関係強化は確かに
重要だが、それだけが両国の安全保障協
力の姿ではない。むしろ、既に見てきた
ように、両国は PKO や核軍縮・不拡散、
そして気候変動対策やエネルギー安全保
障を含む、多様な分野で協力を行ってき
た。そうした地域の秩序維持やその強化
に向けた協力は、中国の台頭によって既
存秩序が揺らぐ中において、一層その重
要性を増している。特に基礎体力の劣る
地域の小国は中国の影響を正面から受け
やすく、実際いくつかの国は既に中国の
影響下に置かれているとの見方もある。
中国による地域秩序の「塗り替え」を防
ぐためには、地域の先進民主主義国家で
あるところの日豪がその協力を核としつ
つ、域内外の有志国と共に東南アジアや
太平洋地域における小国に対する支援を
強化すべきであろう。

おわりに

2022年2月のロシアによるウクライナ侵
攻は、その8年前に起きたロシアのクリ
ミア侵攻と併せ、世界に衝撃を与えた。
二度の大戦を経て国際社会が紡ぎあげて
きた国家間のルールや規範が、国連安保
理の常任理事国によっていとも簡単に破
られたことにより、まるで世界は19世
紀以前の姿に逆戻りしたかのようであっ
た。こうした中、欧州諸国のみならず日
本や豪州、そして韓国といったインド太
平洋に位置する国々もまた、戦後の「ルー
ルに基づく秩序」の維持を図るべく、ウ
クライナに対して積極的な支援を行って
いる。

仮に欧州で力による現状変更が進めば、
その影響は遅かれ早かれインド太平洋地
域にも及ぶことになろう。だからこそ日
本や豪州は、欧州諸国と共にウクライナ
を支援し、ロシアに制裁を加えることで
力による現状変更を食い止めようとして
いる。それはロシアと同じように力によ
る現状変更を目論む中国に対して、重要
なメッセージとなるであろう。ロシアの
ウクライナ侵攻により、「ルールに基づ
く秩序」がこれまで以上に動揺する中で、
そうした秩序を擁護するものとしての日
豪の安全保障協力の真価が問われている
のである。
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はじめに

2014年、日本はインドとの関係を「特別
戦略的グローバル・パートナーシップ」
に格上げした。いまや、日本にとってイ
ンドは、豪州とともに唯一の同盟国であ
る米国に次ぐ存在として位置づけられて
いる。ところが、両国間の人的交流や経
済関係は日米や日豪のそれには遠く及ば
ない。モノ、ヒト、カネの流れという点
で言えば、中国や韓国、ASEAN 諸国間
とのそれには遠く及ばず、看板の割には、
日印関係は緒に就いたばかりというのが
現実だ。

そこで本稿では、まず日印が互いに親近
感を抱きながらも、長く疎遠な時代を経
験したのちに、近年になって戦略的関係
の強化に向かうようになった経緯を概観
する。そのうえで、今日の日印関係の現
状と課題について論じることとしたい。

長期にわたる「疎遠な関係」

インドは古くから親日的な国として知ら
れてきた。岡倉天心とタゴールの交流、
日本軍と共に反英独立闘争を戦ったチャ
ンドラ・ボースや東京裁判で「日本無罪論」
を唱えたとされるパル判事、独立後の初
代首相となったネルーによる対日請求権
放棄、上野動物園への小象「インディラ」
の寄贈といった記憶が、そうした認識の
背景にある。くわえて、インパール作戦
で失敗した日本は結果的にインドを支配
下に置くことはなく、東・東南アジアの
多くの国との間で抱えるような負の遺産
としての「歴史問題」も日印間には存在
しない。

それにもかかわらず、日印は冷戦期、長
く「疎遠な関係」が続いてきた。冷戦期
のインドは日本にとっては、けっして敵
ではなかった。けれども、ネルー政権の
インドは、社会主義的な経済政策と非同
盟外交を展開し、娘のインディラ・ガン
ディー政権が1971年に「印ソ平和友好協
力条約」を締結してからはソ連傾斜がよ
り鮮明になっていった。くわえて、イン
ドは国連や非同盟諸国首脳会議の場で、
しばしば南の途上国の利益の代弁者とし
て西側先進国に厳しい批判を展開する急
先鋒の存在でもあった。対米同盟を基軸
とする西側先進国の日本にとって、イン
ドは「近づきがたい」国だったのである。
双方の首脳訪問も数えるほどしかなく、
貿易・投資は限定的で、円借款をはじめ
とする援助が主たる二国間関係であった。
冷戦構造が日印関係の障壁となっていた
のである。

したがって、冷戦構造の崩壊は日印関係
進展の幕開けを意味するはずであった。
ソ連は解体され、インドは1991年の湾岸
戦争を契機に経済自由化に踏み切り、外
資を強く欲していた。実際のところ、当
時のナラシンハ・ラーオ政権は「ルック・
イースト」政策を掲げ、日本に投資拡大
を訴えた。ところが、そのころの日本企
業は中国、韓国、ASEAN に注力してお
り、自由化したばかりのインドに対する
関心はきわめて低かった。そうしたなか
で、1998年にはインドが核実験に踏み切
り、日本は新規の政府開発援助（ODA）
を停止する対印経済制裁措置を発動した。
この結果として、冷戦の終焉にもかかわ
らず、1990年代は日印関係にとって「失
われた10年」となったのである。
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「特別戦略的グローバル・ 
パートナーシップ」へ

新時代の日印関係への扉を開いたのは、
同盟国米国のインド接近だった。米国は
1990年代半ばには台湾海峡危機などを通
じて中国に対する脅威を抱き始め、イン
ドとの連携を模索していた。クリントン
政権は、1998年のインド核実験に対して
経済制裁を科す一方で、インド・ヴァー
ジペーイー政権との戦略対話を開始し、
2000年3月には、クリントン大統領が米
国大統領として22年ぶりとなる歴史的訪
印を果たす。それを受けて同年5月、日本
の森喜朗首相も訪印し、「日印グローバル・
パートナーシップ」を宣言することとなっ
たのである。とはいえ、2000年代前半の
日本の外交・安全保障上の関心は、もっ
ぱら「テロとの戦い」やイラク戦争への
対応、また北朝鮮問題にあり、インドへ
の関心は限定的だった。

風向きを変えたのは、2005年春に中国各
地で広がった反日暴動である。これを機
に、日本国内でも「中国脅威論」が強く
認識されるようになる。暴動の直後に訪
印した小泉純一郎首相は、グローバル・
パートナーシップに「戦略的方向性」を
付与することでマンモハン・シン首相と
合意し、中国を念頭においた日本の対印
接近が本格化するようになる。以降は、
首脳が毎年相互訪問する体制が確立さ
れ、翌2006年のシン首相訪日時には、日
印関係は正式に「戦略的パートナーシッ
プ」へと格上げされ、両国の影響力が拡
大する「地域」においても協働するよう
になった。

いわゆる「価値観外交」のもと、ユーラ
シアに「自由と繁栄の弧」を創るとした

第一次安倍晋三政権は、インド取り込み
の鍵として、民主主義国である日米豪印4
か国の枠組みの形成に乗り出した。2007
年には、4か国による政府高官の協議や海
上共同演習が実施された。しかし、明ら
かに自国を標的としたものとみなす動き
に中国は猛反発した。結局、提唱者の安
倍に加え、米豪でもブッシュ、ハワード
という保守指導者が退場したことに伴い、
4か国枠組みはいったん自然消滅する。

それでも、日印二国間では、中国を睨ん
だ戦略的関係進展の基調は変わらなかっ
た。日本では民主党への政権交代が起き
たが、自由民主党政権期に結ばれた「安
全保障に関する共同宣言」を進展させる
ともに、インドとの民生用原子力協力交
渉の開始にも踏み切った。漁船衝突事件
など、尖閣諸島情勢が厳しさを増すなか、
航行の安全・自由を含む海上安全保障協
力をインドと進めていくことでも合意
した。

その後民主党から政権を奪還した第二次
安倍政権は、二国間関係の進展にとどま
らず、頓挫した4か国枠組みの再生に乗り
出す。とくに2014年にインドで首相に就
任したモディと安倍は、ともにナショナ
リストであると同時に経済改革者という
共通点もあり、相性は抜群であった。首
相就任後、南アジア以外の国では最初の
訪問先として日本を選んだモディに対し、
安倍は丸一日かけて京都を案内するなど
歓待した。モディが日印関係を日豪と同
様の「特別」戦略的パートナーシップに
引き上げることに同意したことは、安倍
が推進する日米豪印の「セキュリティ・
ダイヤモンド」構想への賛同とも受け止
められた。実際のところ、2017年には10
年ぶりに4か国枠組みでの協議が行われ、
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2020年からは4か国での「マラバール」
海上演習が、2021年以降は首脳会合が「日
米豪印戦略対話（QUAD）」として定着
することとなった。

二国間関係では、2015年にインドがムン
バイ・アーメダバード間の高速鉄道に日
本の新幹線システムを採用したのに対し、
翌年、日本側は国内の懸念の声にもかか
わらず、核拡散防止条約（NPT）外の
核保有国であるインドとの民生用原子力
協定締結で応えた。安全保障領域でも深
化は著しい。これまでに防衛装備品及び
技術移転協定、情報保護協定、物品役務
相互提供協定（ACSA）が結ばれたほか、
外務・防衛閣僚級協議（2プラス2）が定
例化され、二国間の共同訓練は陸海空す
べての軍種間で実施されるようになった。
外交・安全保障領域では、いまや事実上、
日本にとってインドは「準同盟国」とし
て位置づけられているかのようだ。

印中関係悪化と日本への期待

2020年、新型コロナウイルスの感染拡大
に伴い、世界各国が国境を閉ざし、物流
や人的交流が滞ったことは、もちろん日
印関係にも影響を及ぼした。首脳外交だ
けでなく、各レベルでの人的往来も一部
を除いてしばらく途絶えた。そうしたな
か、同年9月、インドとの戦略的関係強化
の旗振り役を務めてきた安倍首相が退陣
する。さらには2022年7月、安倍氏が選
挙遊説中に凶弾に倒れたことで、日印関
係の先行きを危ぶむ声も上がった。

しかし、日印関係強化の流れが変わるこ
とはなかった。その重要な要因として、
印中関係の悪化に伴い、インド側の西側

への期待感が一層高まっていることが指
摘できる。モディ政権は発足当初は中国
との貿易・投資促進をインドの経済浮揚
につなげる意思を抱いていた。けれども、
インドの原子力供給国グループ（NSG）
加盟とパキスタンのテロ組織指導者の国
連制裁指定を中国がブロックし、習近平
の進める「一帯一路」をインドがボイコッ
トした後、2017年に中国・ブータン間の
ドクラム高地で印中の部隊が軍事的に対
峙し、インド国内では対中警戒論が支配
的になっていった。さらに新型コロナウ
イルス禍の2020年にはラダック地方、ガ
ルワン渓谷で印中が軍事衝突し、インド
側に20名の犠牲者が出たことで、インド
では中国製品ボイコットを含め、経済の

「脱中国化」を図る方向性が鮮明になる。

中国との対立を深めるインドであるが、
米国に対してであれ、日本に対してであれ、
軍事的な意味での「同盟」は、自らの戦
略的自律性を侵食しかねないというだけ
でなく、中国を刺激する恐れもあるとし
て否定的な立場だ。そもそも QUAD とい
くら連携を深めようとも、自ら以外の構
成国、日米豪3か国の関心は「インド太
平洋」という海域にあるにすぎず、イン
ドが抱える中国の陸上の脅威に直接対処
するものにはならないという認識がある。
西側との連携強化のカードをちらつかせ
ることで、譲歩を引き出すという外交・
政治的な計算も、自信を深める習近平下
の中国に対しては成り立たなくなってき
ている。

そこで、インドが QUAD、とりわけ兵器
など軍事的協力に限界のある日本に対し
て期待するようになったのは、対中懸念
に応えられるような非軍事領域での協力
である。第一は、中国の「一帯一路」に
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代わるようなインド内外でのインフラ構
築と債務問題への対応である。インドの
おひざ元、スリランカで中国が全面支援
したハンバントタ港が、いわゆる「債務
の罠」にはまり、中国企業の手に99年
間にわたり譲渡されることになったこと
をきっかけに、日本がその「質の高いイ
ンフラ」を、透明性のある、返済可能な
融資で提供することへの期待が高まって
いる。

インドが中国の「一帯一路」をボイコッ
トした直後に日印で発表された「アジア・
アフリカ成長回廊（AAGC）」構想はその
あらわれの一つである。とはいえ、その
実態はかならずしも芳しいものとはいえ
ない。モディ政権は2015年のイラン核合
意後、中国・パキスタン経済回廊（CPEC）
に対抗する形でイランのチャーバハール
港を開発し、アフガニスタン、中央アジア、
ロシアを繋ぐ「南北輸送回廊（INSTC）」
の構築を目指し、日本にも協力を求めた。
当時の安倍政権は協力に前向きだったと
されるが、米国のトランプ政権が核合意
を破棄し、イラン制裁を再開したことで、
日印協力は頓挫した。スリランカでは、
親中的なマヒンダ・ラージャパクサ大統
領退陣後の2019年、コロンボ港東ター
ミナルの開発事業を日印が共同で受注し
た。ところが、前大統領の弟、ゴタバヤ・
ラージャパクサが政権に就くとこの合意
は破棄され、結局同事業は中国企業の手
に渡った。

日印間で進行中のインフラ・プロジェク
トとして最も注目すべきなのは、インド
北東部やバングラデシュの道路整備など
を進め、ASEAN とのコネクティヴィティ
を強化しようとするプロジェクトであろ
う。日本企業が多くの拠点をもつ ASEAN

と、若年層が多く、経済成長の著しいイ
ンド、バングラデシュとの物流が容易に
なることは日本にとっても大きな利益に
なると期待されている。インドのなかで
も、中国に近い国境のインフラ整備が進
むことは、軍事動員の観点から有益だと
されている。その意味で、まさに「ウィン・
ウィン」のプロジェクトのはずなのだが、
2021年2月、インド・バングラデシュと
ASEAN を繋ぐ橋頭保のミャンマーでクー
デターが発生し、軍事政権が続くなか、
プロジェクトに不透明感が漂いつつある。

第二は、中国に依存しないサプライチェー
ンの再構築に向けた協力である。実効支
配線をめぐる中国の軍事的攻勢を受けて、
反中感情が高まり、モディ政権は「自立
したインド」を掲げたものの、中国から
の輸入は減るどころか増え続けた。新型
コロナウイルス感染症の「第二波」が襲っ
た2021年春、医療崩壊に陥ったインド
は中国製の酸素濃縮器や人工呼吸器に頼
らざるをえなくなった。また、インド人
の大半が所有するスマートフォンは国内
生産化が進んだものの、半導体やディス
プレイ、センサーなどの部品、さらには
原料となるレアメタルは、結局中国に依
存せざるをえないのが現実だったからで
ある。

2022年5月、東京で開催された QUAD 首
脳会合において、モディ首相が貿易以外
の「インド太平洋経済枠組み（IPEF）」
に参加表明した際、インドとしてはとく
にサプライチェーン強靭化の柱を重視す
ると述べたのは、そうした危機感のあら
われである。とくに重要・新興技術を中
心にしたサプライチェーン強靭化に向け
た取り組みについては、日本や米国など
とともに二国間、また QUAD の枠組みで
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もつねに強調されるようになっている。

ロシアのウクライナ侵攻を 
めぐるインドの対応

日本を含め、西側先進国がインドとの戦
略的関係を強化する際に前提となってき
たのが、「価値と利益の共有」という言説
である。インドは自由や民主主義、人権、
法の支配といった西側と同じ価値観を大
事にしてきた国であり、それとは異なる
価値観をもつ中国のような権威主義的国
家が台頭して突き付けている安全と秩序
への脅威に対抗するという点で、西側と
利益についても共有しているはずだ、と
いう議論だ。日印二国間であれ、QUAD
であれ、これまでの指導者の発言、また
成果文書からはこうしたメッセージを読
み解くことができる。

2022年2月に始まったロシアによるウク
ライナ侵攻をめぐるインドの対応は、そ
うした言説の妥当性を根底から覆すもの
だった。インドは二国間、QUAD、国連
などいずれの場でもロシアへの非難を避
け、中立的な立場を維持し続けた。西側
主導の経済制裁にも加わらないばかりか、
ディスカウントされたロシア産の原油や
肥料を大量に購入し始めた。

インドが西側との関係を緊密化するなか
で起きた出来事だっただけに、このイン
ドの姿勢には驚きと失望の声が上がった。
しかし、それはインドという国にとって、
ロシアが依然としていかに重要なパート
ナーであるかをわれわれが十分に理解で
きていないことを意味するものであった。
前述したように、いくら日本や米国との
関係を深めようとも、「大陸国家」という

側面も持つインドの安全保障上の懸念に
日米が軍事的に応えてくれるわけではな
い。さらに戦争に伴う原油・食糧価格の
高騰など、「グローバルサウス」の困窮
にも西側先進国は具体策を示さないとい
う不満がある。そうしたなかで、中国の
向こう側に位置する伝統的パートナーと
の関係を放棄するわけにはいかないので
ある。

おわりに

このように地政学的にも、経済的にも、
インドと日本など西側の利益がかならず
しも一致するわけではない。くわえて懸
念されるのがインドのモディ政権下で進
む「民主主義の後退」現象、とりわけマ
イノリティ、メディア、市民団体への圧
力と規制だ。この結果、価値においても
西側との乖離が顕著になってきている。
欧米の市民社会やメディア、議会はこう
した問題に批判を強めており、ときには
首脳、外相レベルでもそうした懸念を公
式に表明するようになっている。

この点で日本は対照的だ。岸田首相は、
2023年3月の訪印時にインド世界問題評
議会（ICWA）で行った政策スピーチに
おいて、「インドは世界最大の民主主義国
です」と称賛し、インドが選挙と議論に
基づく政治運営を行ってきたと認めてい
る。それは事実であるし、手法としても、
欧米のような「上から目線」の説教と受
け取られることを回避している点で賢明
といえる。そのうえで、「グローバルサウ
ス」のリーダー格インドに、「法の支配に
基づく自由で開かれた国際秩序」を構築
しようと呼びかけるのも理解できる。
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ただ、インド国内の権威主義化を見て見
ぬふりをする、ということなら、中長期
的な日本の戦略としては問題があるので
はないだろうか。経済的、軍事的に間違
いなく第三の大国になろうとするインド
に、非自由民主主義的な価値観が根付き、
そのような体制が定着するならば、「自由
で開かれたインド太平洋（FOIP）」は絵
に描いた餅となってしまうであろう。

この点で、わが国は、非欧米の唯一の G7
メンバーであるという強みを活かすべき
だろう。アジアの同胞として、「上から
目線」ではなく、インドが選挙や議論に
基づく自由民主主義政治体制を受け入れ
てきたことをまず称賛する。そのうえで、
そうした価値観の重要性を再確認しつつ、

「それに恥じない行動を共にとっていこう」
というメッセージを発することは、最低
限必要なのではないか。求められる経済
領域でインドとの関係を深めつつ、「第二
の中国」の出現を阻止し、少しでも引き
寄せる戦略が求められている。
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はじめに

第二次世界大戦後の日本外交においては、
米国との関係の比重が圧倒的だった。そ
の結果、戦前と比較しても、日本外交に
おける欧州との関係の比重は大きく低下
することになった。しかし、日本が1960
年代に高度経済成長を経験して経済大国
となり、1975年に始まった G7に参加す
るなど国際社会に復帰し、その役割を拡
大していくなかで、欧州との関係も再び
拡大していった。ただし、主に関心を集
めたのは日欧間の通商摩擦だった。その
ため、日欧関係は通商摩擦の歴史として
捉えられることが多かった。

それが変化するのは1990年代半ば以降で
ある。日欧間の経済関係はその後も拡大
したが、同時に、外交・安全保障上の対
話や協力が発展してきた。日欧関係の新
たな姿である。欧州連合（EU）との関係
で言えば、2018年7月に署名された日 EU
の経済連携協定（EPA）と戦略的パート
ナーシップ協定（SPA）が重要な転換点
になった。同時に、英国、フランス、ド
イツといった欧州の主要国それぞれとの
二国間関係も、従来の経済関係に加えて
安全保障や防衛面に拡大している。イン
ド太平洋時代の新たな日欧関係である。

本稿では、EU（およびその前身の欧州共
同体（EC））に加えて英仏独の3か国を取
り上げ、日本との関係がいかに展開して
きたのかを振り返り、日本外交にとって
の欧州の位置付けを明らかにしたい。

これまでの経緯

日EC・EU関係の転換

第二次世界大戦での敗戦後、連合国が日
本を占領統治し、英国軍なども駐留した
が、実質的には米国の単独占領だった。
1951年9月に署名され、翌1952年4月に発
効したサンフランシスコ平和条約で日本
の独立が回復し、あわせて日米安全保障
条約（旧安保条約）が締結された。これは、
日米同盟のもとでの戦後日本の出発点で
あり、その後の国際社会への復帰も全て
米国主導で進められた。日米同盟が日本
の対外関係の基盤となったのである。

そうしたなかで、欧州との関係が生まれ
た背景は冷戦であった。冷戦という構図
のもとでの「自由世界」の主要アクター
には米国、西欧、日本が含まれ、日本と
西欧は、冷戦という文脈において同じ陣
営に位置付けられることになった。1960
年代前半に首相を務めた池田勇人は日米
欧「三本柱」論を唱えた。1960年代に日
本の経済協力開発機構（OECD）加盟や
貿易及び関税に関する一般協定（GATT）
第35条適用解除による対等な貿易関係へ
の移行を可能にしたのは、米国の支援は
もちろんのこと、日英修好通商条約に代
表される、西欧各国との通商を含む二国
間関係の正常化であった。敗戦後の国際
社会への復帰、さらには先進国への仲間
入りとともに西欧諸国との関係も復活し
たのである。

1960年代当時、日本は高度経済成長を遂
げつつあったものの、西欧との経済関係
が特に発展していたわけではない。それ
が一気に拡大し、通商摩擦に発展するの
は1970年代半ばからである。それ以降、
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日欧間のアジェンダはほとんど通商摩擦
一色になる。欧州は日本に対して多額の
貿易赤字を計上するようになり、欧州内
で日本からの輸入を制限すべきだという
保護主義的な動きが強まる。日本人を「ウ
サギ小屋に住む仕事中毒」だと揶揄した
EC 委員会の内部文書が明るみに出たのも
この頃であり、日本脅威論とともに日本
異質論が拡大した。

実際、当時の日本には保護主義的な要素が
多く残っており、海外からの輸入や投資
の受け入れに対して十分に開かれていた
とは言い難い。しかし、日本が経済発展
を遂げるなかで市場開放や規制緩和は日
本人自身の利益にもなるとの考え方が国
内で広がり、1980年代から1990年代にか
けて日本自身も大きく変化することになる。

1991年7月に日 EC 間で署名された「ハー
グ宣言」は、それまで通商摩擦への対応
の一点張りであった日 EC 関係において、

「共通の価値」を前面に出し、政治対話・
協力に踏み出そうとした最初の試みだっ
た。これを主導したのは日本側だったが、
当時はまだ通商摩擦が激しく、厳しい交
渉になったのである。日本異質論と価値
の共有はなかなか両立しにくいし、貿易
摩擦が激しいなかで日本側が政治対話を
持ち出しても、それは、欧州側からは貿
易問題から目をそらす企みに見えてしま
うからである。

日欧間の通商摩擦や欧州における日本異
質論を最終的に沈静化させたのは、皮肉
なことだが、1990年代の日本におけるバ
ブル経済の崩壊だった。日本経済が低迷
するなかで、欧州は日本を過度に恐れる
必要がなくなった。その結果、日欧間の
価値の共有を謳うことも、政治や安全保

障面での関係強化を目指すことも容易に
なったのである。ただし、それがそのま
ま政治・安全保障関係の強化につながっ
たわけではなく、しばらくの間、日欧関
係は「問題がないのが問題だ」とすら指
摘されていた。

そうしたなかで、2000年代半ば以降、日
欧間の「問題」を提供したのは中国であ
る。これが、まずは日本側において大き
なアジェンダになった。日本から見れば、
端的に言って、欧州の対中姿勢・対中認
識は甘く、それに対する不満が日本側に
蓄積されることになった。

2005年前後の EU の対中武器禁輸措置の
解除をめぐる議論は、その象徴的な事例
だった。1989年6月の天安門事件に対す
る制裁の一環として導入された対中武器
禁輸措置は、殺傷兵器のみに関するもの
であり、さらに法的拘束力もない政治宣
言だった。そのため、実効性には疑問も
あったが、それを解除することは、中国
に対して誤ったメッセージを送りかねず、
また、実際に欧州から中国に武器が輸出
されることになれば、台湾海峡の軍事バ
ランスを含め、東アジアの安全保障に影
響を及ぼすことが懸念された。そのため、
日本は（米国とならんで）EU による武
器禁輸解除に強く反対したのである。

この問題を通じて、対中政策や対アジア
政策を広く考える際のEUのアプローチが
経済偏重であり、安全保障への影響が考
慮されていなかったことが示された。当
時のEUは、対中武器禁輸に関する決定を
経済的な問題として扱おうとしていたの
である。それが日本や米国の強い反発を
招いたことは、EUがアジアの安全保障問
題に関心を払う一つのきっかけになった。



130

地政学時代の日本―外交・安全保障政策の新たな潮流―

ただし、この一件を通じて日本側では、「中
国に武器を売ろうとする無責任な欧州」、

「アジアの安全保障問題を理解しない欧
州」というネガティブな認識が強く根付
いてしまった。これはその後にも尾を引
くことになった。他方で、この問題をきっ
かけに、2005年には「東アジアの安全保
障環境に関する戦略的対話」が開始され、
日本と EU の間で中国に関する問題を含
め、アジアの安全保障問題に関する議論
が実質化することにもなった。対中武器
禁輸解除問題をめぐる日本と EU 間の不
一致の副産物だった。

英仏独との関係

日欧関係、あるいはより厳密には日本に
とっての欧州との関係といった場合に、
通 商 面 に お い て EC・EU の 役 割 が 大 き
いのは当然だが、日本側の認識としては
日英関係や日仏関係、日独関係といった
欧州主要国との二国間関係の比重が大き
かった点を見落としてはならない。

欧州個別国と日本との間には、歴史や文
化への関心に加え、留学や駐在といった
具体的なつながりが構築されやすいとい
う事情がある。加えて、EC・EU の権能
の拡大に日本側の意識が追いつかなかっ
たためとも言えるし、外交当局にとっても、
地域の多国間機構への関与が少ない日本
として、EU（ブリュッセル）を相手にす
るより、各国政府を相手にする方が居心
地がよかったという背景もあった。

そうしたなかで、日本において、ほぼ常
に欧州で最も緊密なパートナーとして位
置付けられてきたのは英国である。その
背景としては、第一に、西欧主要国のな

かで英国が最も自由貿易派であり、「外向
きの欧州」を確保するうえで最も頼りに
なるパートナーだった事実が大きい。

1960年代の西欧との関係回復においても、
きっかけとなったのは1962年の日英修好
通商条約締結であったし、1980年代に日
欧摩擦が激化した際に日本の EC への直
接投資を奨励したのは英国のサッチャー

（Margaret Thatcher）政権だった。フラ
ンスが EC のなかでも保護主義的姿勢を
強く打ち出し、西ドイツも慎重姿勢をと
るなかで、英国の役割は大きかった。さ
らに最近では、日 EU 間の自由貿易協定

（FTA）・経済連携協定（EPA）に関して、
欧州委員会や一部の EU 加盟国の慎重論
を押し切り、交渉開始への道をひらいた
のは英国のキャメロン（David Cameron）
政権だった。日本にとって英国が「頼り
になる」ゆえんである。

第二に、英国が欧州において米国のもっ
とも緊密な同盟国である事実は、日米同
盟を基軸とする日本が、欧州との政治・
安全保障に関する対話・協力を考えるう
えで大きな安心材料になった。こうした
事情から、日本にとっての英国は長らく

「欧州（EU）へのゲートウェイ」だった
のである。何か課題が発生した際に、ま
ず「ロンドンと話をする」のが日本の習
慣だったと言ってよい。

その英国との関係が、安全保障面に拡大
する重要な転換点になったのが2012年4
月のキャメロン首相の来日であり、日英
両国は、「世界の繁栄と安全保障を先導す
る戦略的パートナー」と題された共同声
明を発出した。自由や民主主義といった
共通の価値を基盤に、新たに安全保障・
防衛協力を進める方針を示したのである。
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目玉の一つは防衛装備品に関する協力で
あり、これも日本の米国以外との関係に
おいては新たな分野だった。

日英関係と比較すれば、日本と仏独両国
との二国間関係は、長らく全般的に低調
だったと言わざるをえない。貿易面で日
本が特に懸念したのはフランスなどにお
ける保護主義的姿勢であった。1962年11
月の池田首相の欧州歴訪の際に、ド・ゴー
ル（Charles de Gaulle）大統領が池田の
ことを「トランジスタのセールスマン」
と揶揄したというエピソードは、のちに
作り話であることが判明するものの、日
仏関係の実際の雰囲気を反映したもので
もあった。

日本とドイツの間では、1990年代以降、
国連安全保障理事会改革、つまり常任理
事国の拡大による日独の常任理事国入
りが大きなアジェンダになった。日独両
国は、ともに常任理事国入りを目指すイ
ンド、ブラジルとともに G4（Group of 
four）の枠組みでの連携を強化した。し
かし、成果がなかったことは周知のとお
りである。また、主に核兵器の分野にお
ける軍備管理・軍縮においても、日独協
力が模索されてきた。

しかし、2000年代半ば以降、ドイツに関
して、日本側で懐疑的な見方が根強かっ
た最大の原因は中国との関係である。中
国経済が急速に成長するなかで、欧州と
中国の間の経済関係も急拡大したが、そ
れを牽引したのがドイツである。メルケ
ル（Angela Merkel）首相は、2005年の首
相就任以降、ほとんど毎年のように中国
を訪れる一方で、日本への関心は低い状
態が続いた。日本国内では、「ドイツは中
国にしか関心ないのだろう」、「ドイツは

中国に甘すぎる」という認識が定着する
ことになった。これは、日独の二国間関
係の発展という観点ではマイナスに作用
した。

現状と課題

新段階の日EU関係

日 EU 関係、および日欧関係全般は、政
治・安全保障面を含めて2015年頃を境に
大きく動き出すことになった。これには
複合的な要因があるが、第一の要因は中
国である。前節で触れたように、EU の
対中武器禁輸解除問題や、経済面におけ
る欧州・中国関係の蜜月ぶりは、日欧の
文脈においては関係の「阻害要因」だった。
若干単純化すれば、それが関係発展の「促
進要因」に変化したのである。背景には、
EU 市場への中国の経済進出、なかでも
特に企業の合併・買収による技術流出へ
の懸念や、南シナ海における中国の強硬
姿勢、さらには人権問題での対中批判の
高まりなどが存在した。EU の対中認識が
変化し、日欧間の中国をめぐる認識ギャッ
プが縮小したのである。

第二に、2017年1月の米国でのトランプ
（Donald Trump）政権の発足も、日欧協
力の追い風になった。「アメリカ・ファー
スト」を掲げた同政権が、自由貿易の原
則をはじめとしたルールに基づく国際秩
序に背を向ける姿勢を示したため、日欧
が秩序を支える側として協力する必要性
が高まった。推進力を欠き、一時は漂流
すら懸念されていた日EU間のFTA・ EPA
交渉が、トランプ政権発足から半年足ら
ずの2017年7月に大枠合意に至ったのは偶
然ではない。トランプ政権のもとで勢い
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を増しかねなかった保護主義的傾向やユ
ニラテラリズムに抗い、自由貿易の原則
を世界に示すという戦略的要請が加わっ
たのである。

日 EU 間のEPAは結局2018年7月に正式に
署名され、2019年2月に発効した。EPA
と同時に締結されたのが、政治・外交面
を含めた協力の大枠に関する戦略的パー
トナーシップ協定（SPA）である。当初、
日本側はほとんどEPAのみに関心があり、
EPA の「代償」として SPA 交渉を受け入
れるかのような理解すら存在したが、結
果として SPA は、日 EU 関係を単なる貿
易・経済上の関係から価値や国際秩序に
関するパートナーシップに発展させる大
きな原動力になった。

米国の相対的なパワー、さらにはルール
に基づく国際秩序を支える指導力が衰え、
同時に価値を共有しない、現状変更国家
としての中国が台頭するなかで、日欧協
力の重要性が増すことになった。EPA や
SPA の新たな戦略的意義である。

こうしたなかで、日本側では欧州との関
係の位置づけ自体も変化することになっ
た。従来は、欧州という一つの地域との
関係に過ぎなかったが、米国や中国、さ
らには国際秩序全体にかかわる問題に対
処するにあたって、常に正面に登場する
パートナーになった。日本外交において
欧 州 が「 主 流 化（mainstreaming）」 し
たとも言える。これを推し進めたのが、
2012年から2020年まで、日本の政治史
上最長の首相在任期間を記録した安倍晋
三首相だった。同首相とユンカー（Jean 
Claude-Juncker）欧州委員会委員長は極
めて緊密な個人的関係を築き、日 EU 関
係の発展を引っ張ったのである。

似たような変化は欧州側でも起きていた。
中国の台頭という挑戦が欧州で強く認
識されるようになるなかで、それは地理
的に離れたアジアの個別問題では収まら
なくなった。そこで欧州においても新た
な概念として受容されることになったの
が、「インド太平洋」である。安倍政権は
2016年から「自由で開かれたインド太平
洋（FOIP）」を打ち出しており、EU およ
び欧州諸国に対しても連携を呼びかけて
いた。新たなアジア政策を模索するなか
で、EU にも広くインド太平洋地域への
戦略が求められることになり、志を同じ
くする（like-minded）パートナーとして
の日本の価値が上昇したのである。

その少し前の2015年、2016年からは、日
EU 首脳協議や G7首脳会合―G7には米
国とカナダが参加するものの、それ以外
は日本と欧州諸国（独、仏、英、伊）、そ
して EU がメンバーであり、「日欧」の比
重が大きい―の場においても、南シナ海
や東シナ海情勢への懸念が表明されるよ
うになっていた。また、2021年からは台
湾海峡の平和と安定への言及も定着した。

そうしたなかで EU は、2021年9月には
「インド太平洋における協力に関する EU
戦略」を発表し、日本はこれを歓迎した。
EU のアジア政策においては、従来、対
中政策の比重が大きかったが、今回のイ
ンド太平洋戦略が、日豪などの同志諸国
に加えて、東南アジア諸国連合（ASEAN）
などとの関係を強調したことは、EU の
アジア政策におけるリバランスの象徴だ
と捉えられた。関連して EU は、アジア
と欧州の「連結性（connectivity）」も強
調しており、日本との間では「連結性パー
トナーシップ」を2019年9月に締結して
いる。通信や運輸を含むインフラ投資に
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おける協力が目指され、具体的なプロジェ
クトが徐々に動き始めている。これをど
こまで拡大できるかが今後の課題になる。

変貌する英仏独との関係

日本と欧州主要国との関係を比較したと
きに、英国が第一に位置づけられる状況
は、結論として言えば、今日においても
変わっていない。

ただし、日英関係は、2016年6月23日の
英国での国民投票で EU 離脱派が勝利し
たことで、大きな試練のときを迎えるこ
とになる。英国の EU 離脱（Brexit）は、
英国がもはや「EU へのゲートウェイ」と
しては機能しないことを意味するからで
ある。そのため、日本は国民投票前はさ
まざまなかたちで EU 残留を支援し、国
民投票後は、EU との緊密な関係の維持、
そして予測可能性の確保を求めることに
なった。日本政府としては、英国に進出
している企業の利益を守るためにも、積
極的に関与しようとしたのである。

日英間で2020年10月に署名された日英
包括的経済連携協定（EPA）は、Brexit
の悪影響を少しでも低減することが第一
の目的だったが、同時に Brexit 後の日英
関係をポジティブな方向につなげること
も目指された。内容は基本的に日 EU の
EPA を踏襲（roll-over）したものであり、
だからこそ短期間での交渉妥結が可能だっ
たとも言える。ただ、経済面では、電子
商取引や消費者保護、ジェンダーなどの
新たな領域で、日 EU の EPA の内容を上
回る内容が盛り込まれた。戦略的な大枠
としては、英国のインド太平洋関与をさ
らに進める基礎を提供したのも日英 EPA

だった。サイバー防衛や移動携帯通信な
ども、日英関係においては重要なアジェ
ンダになっている。

英国は、2021年2月に環太平洋パートナー
シップに関する包括的及び先進的な協定

（CPTPP）への加入を申請し、2023年7
月には加入議定書が署名された。また、
2021年には英国海軍の最新鋭空母「クイー
ン・エリザベス」を中心とする空母打撃群
が、日本を含むインド太平洋地域に派遣
された。2021年3月に発表された英国政府
による外交・安全保障・防衛政策の文書

「統合レビュー（Integrated Review）」は「イ
ンド太平洋傾斜（tilt to the Indo-Pacific）」
を打ち出し、2023年3月の「統合レビュー
更新版（Integrated Review Refresh 2023）」
は、インド太平洋関与を、英国の対外関
係の「恒久的な柱（permanent pillar）」に
するとの方向を掲げた。日英間では、さ
らに、2023年10月には部隊間協力円滑化
協定（RAA）が発効した。同協定に基づ
き、共同訓練などのために部隊を相手の
国に派遣するための手続きが簡素化され、
協力が進展することが期待される。

ただし、2022年2月に発生したロシアに
よるウクライナ侵略が、英国のインド太
平洋傾斜の将来に悪影響をおよぼすこと
への懸念もある。ウクライナ支援とロシ
アに対する抑止・防衛態勢に英国が深く
関与するなかで、アセットやリソースの
制約から、インド太平洋への関与を継続
できるかが問われているのである。ただし、
中国の台頭への対応を含め、インド太平
洋への関与は、英国の中長期的な国益の
ためだという原点に照らせば、欧州とイ
ンド太平洋のどちらかを選択するという
ものではない。どちらにも関与すること
が必要だという結論になるのだろう。
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米英豪の3か国による豪州への原子力潜
水艦支援の枠組みである AUKUS は、イ
ンド太平洋の安全保障への中長期的なコ
ミットメントの象徴だとも言える。さら
に、2022年12月には、日英伊の3か国に
よる次期戦闘機の共同開発（「グローバル
戦闘航空プログラム（GCAP）」）が発表
された。新たな戦闘機は、2030年代半ば
の就役が予定されている。これは、共同
開発・生産のみならず、整備や第三国へ
の輸出など、今後数十年にわたる関係を
構築する大規模な事業になる。英国にとっ
て GCAP は、AUKUS と並ぶインド太平
洋への関与の柱になる。

このように、英国との二国間関係が引き
続き重要だったとしても、日本にとって
の欧州との関係全般を考えた際に、英国
が「ゲートウェイ」であり続けることは
できず、日本は新たな「ゲートウェイ」
探しを迫られることになった。EU にお
けるウェイトを考えた場合に、当然、そ
の筆頭候補となるのはドイツとフランス
である。他にも、中東欧で中心的な存在
であるポーランドや、G7メンバーである
イタリアなどが考えられるが、まずは独
仏に焦点があたるのが自然だろう。端的
に言って、Brexitの結果、日本外交にとっ
ての独仏の重要性が上昇したのである。

経済面ではドイツであっても、外交・安
全保障面をあわせて考えた場合に、日本
にとって、英国に次ぐ重要な欧州のパー
トナーとして位置づけられてきたのはフ
ランスである。フランスは、南太平洋や
インド洋などに領土を有する「インド太
平洋国家」であり、同地域に軍を常駐さ
せている。これがフランスの同地域へ
の関与の基礎を提供しているのである。
2021年5月には、仏海軍のミストラル級

強襲揚陸艦が日本に寄港し、米国も交え
て、フランス軍としては初めてとなる日
本国内での陸上共同訓練が九州で実施さ
れた。規模は大きくなかったものの、水
陸両用作戦を含む本格的な内容だった。
それ以外でも、フランスは北朝鮮に対す
る国連安保理制裁の履行に関して、いわ
ゆる瀬取り監視のための活動にもすでに
数次にわたって艦艇や航空機を参加させ
ている。自衛隊とフランス軍との接点は
急速に広がっている。インド太平洋戦略
を最初に打ち出した欧州の国もフランス
であり、それがもとになり、ドイツやオ
ランダなどが続き、上記の EU のインド
太平洋戦略に至っている。

ドイツに関しては、対中政策の見直しと
対日関係重視が連動していたと言える。
大きな転換点は、2020年9月の「インド太
平洋政策ガイドライン」の採択であった。
同文書は、日本をはじめとする同志諸国、
およびASEANとの協力を前面に打ち出し
ており、約1年後に発出された EU のイン
ド太平洋戦略とも親和性が高い。

そのうえで2021年秋には、ドイツ海軍の
フリゲート「バイエルン」がインド太平
洋地域に派遣され、海上自衛隊との共同
訓練を実施した他、北朝鮮の瀬取り監視
にも参加するなど、インド太平洋の安全
保障へのドイツの関与が示された。2022
年夏には、ドイツ空軍の戦闘機タイフー
ン6機が、空中給油機や輸送機とともにイ
ンド太平洋に史上初めて派遣され、豪州
での国際共同演習に参加した他、帰路に
日本にも立ち寄った。従来からインド太
平洋の安全保障に軍事面でも関与してき
た英仏に加えて、ドイツの関与が拡大し
ていることは、新たな展開である。
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日本と英仏独との外交安全保障上の枠組み

英国 フランス ドイツ

情報保護協定 ◎ （2013年7月署名、
2014年1月発効）

◎ （2011年10月署名、
発効）

◎ （2021年3月署名、
発効）

防衛装備協定 ◎ （2013年7月署名、
発効）

◎ （2015年3月署名、
2016年12月発効）

◎ （2017年7月署名、
発効）

物品役務相互 
提供協定（ACSA）

◎ （2017年1月署名、
2017年8月発効）

◎ （2018年7月署名、
2019年6月発効） ◎ （2024年1月署名）

円滑化協定
（RAA）

◎（2023年1月署名、
同年10月発効）

△（2024年5月、 
交渉開始で合意）

外務・防衛閣僚
協議（2プラス2） ◎ （2015年1月から） ◎ （2014年1月から）

○ （2021年4月にオ
ンラインで初回・
2023年3月第1回
政府間協議実施））

経済連携協定
（EPA） ◎ （2021年1月発効） ◎ （日EU） ◎ （日EU）

（出典）日本外務省ウェブサイトなどをもとに著者作成

日英、日仏、日独という3つの二国間関係
を並べてみると、相互に連関しているよ
うに見える側面もある。上図は、情報保
護協定、防衛装備協力に関する協定、物
品役務相互提供協定（ACSA）などの締
結状況をまとめたものである。多くは日
英が先行し、日仏、そして日独が追う展
開だが、外務・防衛閣僚協議（2プラス2）
に関してはフランスが先行した。英仏間
では、海軍艦艇の派遣を含めて、インド
太平洋関与をめぐる競争のような側面も
ある。インド太平洋戦略においては、ド
イツも「参戦」し、それら主要国が欧州

（EU）全体の動きを牽引したとも言える。
今後とも、英仏独が互いの動きを横目に
見ながら、対日政策やインド太平洋関与
を進める場面があるかもしれない。

情報保護協定や防衛装備に関する協定を
受け、日欧間の防衛協力は、ACSA、さ
らには RAA の締結へと向かいつつあり、

より実質的なものに発展している。ただ
し、これらはいずれも協力を実際に進め
る際の枠組みを提供するにとどまり、自
動的に協力が進むわけではない。それで
も、こうした枠組みの構築自体が、長期
的にこの関係を発展させていくことへの
意思表示でもある。

なお、仏独との二国間関係において、安
全保障・防衛の比重が高いように見える
のは、貿易・経済関係の多くが EU でカ
バーされていること、および、防衛協力
が新たな側面として急速に発展している
ために注目度が高いことによる。日欧関
係が急に安全保障・防衛面主体になった
わけではなく、依然として貿易・経済関
係が最も太い柱であり、それは今後もお
そらく変わらないだろう。
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おわりに

2010年代半ば以降、日欧関係は質的にも
大きく変化し、真の戦略的パートナーシッ
プが構築されつつある。さらに、2022年
2月に始まったロシアによるウクライナ侵
略に際して、日本が厳しい対露制裁を実
施し、ウクライナ支援を進めた結果、日
EU、日 NATO を含めた日欧協力も深ま
ることになった。

今後を展望するうえでは、日本外交にお
ける欧州の「主流化」が本当に定着する
のか、そして、欧州が、ロシア・ウクラ
イナ戦争が長引くなかでも、自らの利益
のために不可欠になりつつあるインド太
平洋関与を続けていけるのかが問われる
ことになる。また、日 EU 関係と、日英、
日独、日仏といった二国間関係の観点では、
英国とEU（および独仏）の連携をいかに
確保できるかが、日本にとってのみならず、
欧州側にとっても重要になるだろう。
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はじめに

日本と NATO の関係は過去15年かけて着
実に進展してきた。ただし目立たぬ動き
だったこともあり、必ずしも広く認知さ
れてきたとは言い難い。NATO にとって
日本は欧州大西洋域外で最古参のパート
ナーであり、日本にとっても NATO は長
年にわたり、価値と利益を共有するパー
トナーである。2022年2月のロシアによ
るウクライナ侵攻を受けて、日 NATO 間
では更なる協力を進める機運が高まって
いる。本稿では、日 NATO 関係の歴史
的変遷を振り返り、現状と今後の課題を
示す。

これまでの経緯

冷戦期、日本と NATO はともに西側陣営
に属しながらほとんど交わることがなかっ
た。それぞれが各地域での安全保障を追
求するのに手一杯だったからである。ま
た戦後日本で反軍主義が強かったことも、
日本政府が「軍事同盟」である NATO へ
の接近に消極的だった理由の一つだった。

それでも冷戦末期、両者の間で非公式な
接触が試みられた。当時日欧共通の懸案
事項の一つだったのが、ソ連の新型中距
離核戦力（INF）の配備であり、1981年
から始まった米ソ INF 交渉である。1982
年に成立した中曽根政権は、日本抜きで
米欧が交渉方針を決め、欧州で削減され
た INF が極東に再配備されることを恐れ
た。また同時にソ連の圧力に対して「西
側の結束」を強く打ち出す必要性を感じ
ていた。そこで日本は米国のみならず、
NATO 欧州諸国との協議を活発化させた。
協議のなかで繰り返し主張されたのが、

1983年5月のウィリアムズバーグ・サミッ
ト声明にも盛り込まれることとなる「サ
ミット参加国の安全は不可分」という原
則である。これは1987年の INF 全廃条約
締結まで西側の基本方針となった。また
日本は、米国が NATO「二重決定」に基
づき新型 INF を欧州に配備することを明
確に支持した。その後、80年代を通じて、
日 NATO の公式協議が設置されることは
なかったものの、日本と NATO 欧州諸国
の間で戦略上の問題について緊密な協議
が重ねられたことは画期的だった。

1990年代に入ると、日 NATO 間では公
式の対話が始まった。冷戦終結を受けて
NATO は自らの役割を見直し、非加盟国
との関係を構築していった。他方、日本
は湾岸戦争で役割を十分に果たせなかっ
たとの反省から、国際貢献を模索してい
た。また多様な安全保障課題が表出する
なか、それまで希薄だった政治安全保障
面での日欧対話を行う機運が高まった。

日本は、欧州共同体（EC）や欧州安全
保障協力機構（OSCE）などの欧州の国
際組織との関係を深めていくが、そのな
かで NATO とも対話を開始した。1990
年には政府関係者や専門家からなる「日
NATO 安全保障会議」が設置され、翌年
にはヴェルナー事務総長が NATO 事務総
長として初めて来日した。また1993年に
は今日まで続く「日 NATO 高級事務レベ
ル協議」が始まった。とは言え、この間
互いの関心や懸念に関する理解は進んだ
ものの直接の協力にまでは至らず、「対話
のための対話」とも言える状況が続いた。

この状況を一変させたのが、2001年の米
国同時多発テロとそれに続くアフガニス
タン戦争である。同盟国である米国がテ
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ロ攻撃を受け、小泉政権は同年末から米
国主導の「不屈の自由作戦」のもと実施
された海上阻止活動に従事する各国艦艇
への補給のため、海上自衛隊の艦艇をイ
ンド洋に派遣した（一時中断を経て2010
年まで継続）。これはもっぱら対米支援と
いう文脈から出てきたものだが、補給対
象となった多くは米国を含む NATO 諸国
だった。

また日本はアフガニスタンで軍事面での
直接的貢献ができないなか、復興・開
発面で主導的役割を担い、その外交的地
平を広げていった。そこで、9.11テロを
契機に活動をグローバル化させていた
NATO と出会うことになる。

NATO は2003年8月、国際治安支援部隊
（ISAF）の指揮権を継承した。その任務
は当初、首都カブールとその周辺地域に
限られていたが、その後全土へと拡大し
た。また NATO は、その任務が復興にも
及ぶなかで国際機関や NGO、そして域
外諸国との連携を必要とした。

このような状況のなかで、日 NATO の直
接的な協力が始まった。2007年から日本
は NATO 諸国主導の地方復興支援チーム

（PRT）と連携し、初等教育、職業訓練、
医療・衛生などの分野で、100を超える
事業を実施する NGO や地方行政機関へ
の支援を行った。またこの枠組みを円滑
に運用し、NATO 側と緊密な調整を行う
ため、2008年には在カブール NATO 文民
代表部に連絡調整員を派遣した。2009年
にはリトアニア主導の PRT に、開発の専
門家が文民支援チームとして派遣された。
治安がなかなか安定しないなか、日本の
支援や活動は NATO・ISAF との協力で初
めて可能となった。

また日本は、NATO の「アフガニスタン
国軍支援信託基金」を通じた同軍への医
療・教育に関する活動支援や、「平和のた
めのパートナーシップ信託基金」を通じ
た武器弾薬管理の強化支援を行ってきた。
後者については、これまでアフガニスタ
ン以外の国（タジキスタンやウクライナ
など）での事業も対象となっている。

こうした現場での協力と軌を一にして、
政治的パートナーシップも強化された。
NATO が2006年のリガ首脳会合以降、日
本や豪州といった国々との連携強化を図
るなか、日本も NATO を価値を共有する
パートナーとして位置付けた。2007年1
月、安倍首相は日本の首相として初めて
北大西洋理事会（NAC）に出席し、多様
な安全保障課題を前に日 NATO が別々に
動く余裕はないとの認識から、「協力の
新たな段階へと移行するべき」と訴えた。
本会合ではアフガニスタン支援に加え、
北朝鮮の核ミサイル問題や中国の台頭に
も時間が割かれた。日本にとって NATO
は、東アジア情勢について特に欧州諸国
にインプットする「場」として重要性を
増し始めた。

こうした日 NATO 協力に向けたモメンタ
ムは、2009年9月から約3年にわたる民主
党政権下でも維持される。例えば、2012
年5月には玄葉外相がシカゴ首脳会合に
おけるアフガニスタンに関する会合に出
席した。また実務的な協力が進むなか、
2010年には日 NATO 情報保護協定が締結
された。

その後、2012年12月に発足し、日本の憲
政史上最長の政権となった第二次安倍政
権のもと、日 NATO 関係は「信頼できる
必然のパートナー」として更なる発展を
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遂げていく。第二次安倍政権は「積極的
平和主義」の観点から、対米関係を基軸
としつつ、価値や利益を共有するアジア
太平洋諸国や NATO を含む欧州諸国と
の協力を拡大していく方針を追求した。
NATO でも2011年に新たなパートナー
シップ政策が採用されるなか、2013年4
月のラスムセン事務総長訪日時には、「日
NATO 共同政治宣言」が採択された。こ
の時、日本は駐ベルギー大使と兼任とな
る NATO 大使ポストを設けた（2018年に
は日本政府代表部開設）。

ま た 翌2014年5月 に は、 日 NATO 協 力
の指針、原則、具体的な協力分野を盛り
込んだ「国別パートナーシップ協力計画

（IPCP）」が発表された。ハイレベル対話
の強化と防衛協力・交流の促進が謳われ、
優先すべき分野としてサイバー防衛、海
洋安全保障、人道支援・災害救援、軍備
管理・不拡散・軍縮などが挙げられた。
IPCP はその後、2018年5月、2020年6月
と二度改定されたが、後者では人間の安
全保障が協力の優先分野に追加された他、
東アジア情勢に関する協議の強化も盛り
込まれた。

IPCP に基づく実務的協力の例として、
サイバー防衛分野では、2019年からエス
トニアの NATO サイバー防衛協力セン
ター（CCDCOE）に防衛省職員を派遣し、
NATO や CCDCOE 主催のサイバー防衛
演習に日本も参加している。また海洋安
全保障分野ではアデン湾やバルト海など
で共同訓練が実施され、2019年からは在
英防衛駐在官が NATO 海上司令部に連絡
官として派遣されている。その他にも女
性自衛官を NATO 本部に派遣するといっ
た人的交流も進められている。

この10年でアフガニスタンへの支援を超
えて協力が進んだのは、日本とNATOが、
自由、民主主義、人権、法の支配といっ
た基本的価値を共有しているだけでなく、
ルールに基づく国際秩序が揺らいでいる
という危機感を共有していたからである。
特に中ロの力による現状変更の試みが活
発化するなか、各地域の安全保障が相互
に影響を及ぼすという認識が共有され始
めた。安倍首相は2014年5月の NAC にお
ける演説で、ロシアによるクリミアの一
方的併合とウクライナ東部紛争への介入
を「アジアにも影響を与える、グローバ
ルな問題」と位置付け、東シナ海や南シ
ナ海において力による現状変更の試みが
頻発していることを訴えた。これを受け
たラスムセン事務総長も、「欧州大西洋地
域とアジア太平洋地域の安全保障と安定
は別々に扱うことはできない」と指摘し、
日本のような同志国との対話が重要だと
述べた。

こうしたなか、NATO 側でも中国やイン
ド太平洋地域への関心が次第に高まって
いく。2017年10月のストルテンベルグ事
務総長訪日時に発出された「共同プレス
声明」では、北朝鮮の核実験・弾道ミサ
イル発射に対する強い非難とともに、東
シナ海・南シナ海情勢への懸念が示され
た。そして2019年12月の NATO 首脳に
よる「ロンドン宣言」には、中国の影響
力拡大は「機会と挑戦をもたらしている」
との一文が盛り込まれ、NATO 史上初め
て中国について言及した。その後、2020
年12月には「NATO アジア太平洋パート
ナー（AP4）」である日本、韓国、豪州、
ニュージーランドが NATO 外相会合に出
席し、中国の台頭を含むグローバルなパ
ワーバランスの変化について議論を交わ
した。
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現状および課題

2022年6月、 マ ド リ ー ド で 開 催 さ れ た
NATO 首脳会合は、ロシアによるウクラ
イナ侵攻が続くなかで同盟の結束を示す
歴史的な会合となった。また戦略概念が
新たに採択されるタイミングで、AP4首
脳を含めたパートナー諸国との会合が持
たれたことも画期的だった。新戦略概念
は、ロシアを「最も重大かつ直接的な脅威」
と位置付けるとともに、中国については

「体系的な挑戦」と述べた。また前年の首
脳声明に続いて、中ロ連携への懸念も示
されている。現状、NATO がロシアに焦
点を当てるのは自然な流れだが、中長期
的観点から中国の動きへの警戒、そして
AP4諸国との関係強化の姿勢が継続的に
示されたことは、日本にとって歓迎すべ
きことである。

日本からは岸田首相が日本の首相として
初めて NATO 首脳会合に出席した。参議
院選を控えるなかでの外遊は異例で、そ
れだけ対面の出席に重要な意義を見出し
たのだろう。この結果、国内では NATO
や日 NATO 関係に対する関心が高まった。

ロシアのウクライナ侵攻以降、岸田政権
は G7諸国と足並みを揃えて、ロシアに対
して前例のない厳しい制裁措置をとって
いる。制裁に対する世論の支持は比較的
高く、また国民の多くはウクライナでの
戦争を他人事と捉えていない。日本では
防衛費増額を含む抑止防衛態勢の強化へ
向けた議論や動きも加速している。また
日本はウクライナに対しても様々な分野
で大規模支援を行ってきたが、NATO と
の関係で注目すべきは、2023年3月、岸
田首相がキーウを訪問した際、NATO の

「ウクライナのための包括的支援パッケー

ジ（CAP） 信 託 基 金 」 を 通 じ て、 殺 傷
性のない装備品の供与を発表したことで
ある。

日本が、地理的に離れた欧州情勢に積極
的に関与しているのは、ロシアの行動が
欧州のみならず国際秩序の根幹に関わる
問題だからであり、力による現状変更に
対して日本を含め国際社会が誤ったメッ
セージを送ってはならないと考えている
ためである。その念頭には中国や北朝鮮
の存在がある。またそこには、東アジア
で紛争が勃発した際には、同様の結束と
支援を示してほしいという NATO 欧州諸
国に対する将来への期待も込められてい
よう。

岸田首相はマドリードでの首脳会合でも、
「欧州とインド太平洋の安全保障は切り離
せない」と両地域の安全保障の「不可分
性」について強調し、「ウクライナは明日
の東アジアかもしれない」という強い危
機感を改めて示した。そして日 NATO 協
力の更なる深化を求めて、新たな環境に
合わせた IPCP の抜本的改定などが合意
された。日本はこの首脳会合で「新時代
の日 NATO 協力の地平を開くため」の第
一歩が踏み出されたと捉えている。

これを受けて2023年1月には、ストルテ
ンベルグ事務総長が訪日した。その際に
発表された「日 NATO 共同声明」では、
それぞれの戦略文書の改定を歓迎したう
えで、具体的かつ実際的な協力事項を盛
り込む「国別適合パートナーシップ計画

（ITPP）」策定の進展を歓迎した。またサ
イバーや宇宙、偽情報などへの対処で協
力を進めていく重要性が再確認された。

今後、日 NATO 協力を更に進めていく上
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では、これまでのサイバー防衛や海洋安
全保障などの分野以外での協議・協力も
模索する必要がある。例えば、双方の抑
止防衛態勢に影響を及ぼしかねない「ポ
スト INF 時代」の中距離ミサイルをめぐ
る問題は喫緊の課題である。同時にロシ
アによる核の威嚇、そして中国の核の近
代化は、軍備管理、軍縮、不拡散体制に
深刻な影響を与えており、日 NATO の共
通課題である。また近年より顕著なのは、
中ロが政治・軍事面で連携を深めている
点である。2022年2月、中ロ首脳は軍事
面を含む広範囲で協力を進めていく方向
で一致し、NATO 拡大反対という立場も
明確にした。ロシアによるウクライナ侵
攻後も、中国はロシア寄りの姿勢を崩さ
ず、両国は日本周辺で共同軍事行動を活
発化させている。日 NATO 間で、中ロの
軍事的連携の可能性と限界について共同
で評価し、対応を議論していくことは双
方にとって有益だと考えられる。そのた
めにも様々なレベルでの協議の深化が求
められ、必要な人材や予算の投入が双方
に求められよう。

おわりに

ルールに基づく国際秩序が動揺するなか、
それを維持・強化していくため、日本は
日米同盟を基軸としつつ、地域内外のパー
トナー諸国との二国・多国間の連携強化
を図ってきた。このなかで「信頼できる
必然のパートナー」としての NATO との
関係も着実に進展してきた。ロシアによ
るウクライナ侵攻後、欧州情勢とインド
太平洋情勢が連動しているという認識は
より一層強まっており、日 NATO 協力の
必要性はますます高まっている。こうし
たなか、2023年7月には岸田首相が2年連

続で NATO 首脳会合に出席した。リトア
ニアのヴィリニュスで開かれたこの会合
において、日 NATO 間では2023年から
2026年までの4年間を対象とした ITPP が
採択され、4つの優先課題と16の協力分
野が示された。今後、各分野での実際の
活動をレビューしながら、意味あるかた
ちで協力を進めていけるかが重要となる
だろう。
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なぜ日独協力なのか
城内 実
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はじめに

幼少期と外務省職員時代の約10年を過ご
したドイツは私にとって第二の故郷であ
り、国会議員になってからは日独友好議
員連盟の幹事長を務めるなど、「日独協力
関係の発展」を自身のライフワークとし
て取り組んでいる。

日独交流の発展と促進に努め、二国間関
係の深化に多大な貢献をされたラベア・
ブラウアー駐日代表はじめコンラート・
アデナウアー財団にこの場を借りて最大
の敬意を表するとともに、今回本書への
寄稿という大変光栄な機会を賜ったこと
に心から感謝を申し上げる。

本稿では、「なぜ日独協力なのか」という
テーマに沿って、国際社会における日独
関係の重要性やその発展について論じて
いく。

日独関係の重要性

日独は2021年に交流160周年を迎えた。
この長きに渡る交流の歴史を持つ両国に
は多くの類似性がある。

真っ先に挙げられる日独の類似性は、勤
勉さや規律正しさなどの国民性である。
また、両国は戦後目覚ましい復興を遂げ、
世界有数の経済大国になった。両国共に、
国内企業の99.5% 以上を中小企業で占め
る。防衛費（2021年度）においては、日
本530億ドル、ドイツ642億ドルと世界で
も上位に位置し、地域の安定と繁栄にお
いて重要な役割を担っている。そして何
より重要な類似性は、両国が自由と民主
主義、人権と法の支配といった共通の価

値観を有することである。

保護主義や地球温暖化問題、ロシアや中
国による地域の平和と安定を破壊する、
力による一方的な現状変更の試みが台頭
する中で、日本はアジア太平洋地域にお
いて、ドイツはヨーロッパ地域において、
極めて重要な役割と大きな影響力を有し
ている。

こうした状況下で、共通の価値観をはじ
め様々な類似性を有する日独が協力を進
めることは、親和性があり世界で最も強
固な二国間関係の一つになると確信する
とともに、世界の平和と安定の実現に最
大の貢献ができると考える。

安倍政権における日独関係の
発展

2012年に発足した第二次安倍政権下にお
いて、日独関係は急速に進展した。2015
年3月、ドイツのメルケル首相（当時）が
7年ぶりに来日し、日独両首脳は共通の価
値観を確認し、信頼関係構築の新たな段
階へ入った。

ドイツはこれまで、経済上のつながりか
ら中国との関係を最重視してきたが、こ
の日独首脳会談が、ドイツがアジアへの
関与強化を進める転換点であったと私は
考える。

以降、安倍首相とメルケル首相は会談を
重ね、日独の協力は世界に極めて重要な
インパクトを与えてきた。米欧で保護主
義的な主張が勢いを増す中で、日独は自
由貿易体制を守るとともに国際社会を主
導し、2019年に日 EU 経済連携協定が発
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効した。

また、安全保障分野における協力推進は
画期的なものであった。2019年、安倍首
相とメルケル首相の会談において、両首
相は中国の海洋進出を念頭に、力による
一方的な現状変更の試みに反対し、法の
支配に基づく国際秩序維持のために連携
すること、そして「自由で開かれたイン
ド太平洋（FOIP）」の実現に向けて協力
することで一致した。2020年にドイツは

「インド太平洋ガイドライン」を発表し、
同地域で日本と協働し、あらゆる面から
の関与を強めていくことを表明した。

第二次安倍政権以降、日独の国会議員間
の交流もかつてないほど活発になった。
新型コロナウイルスの感染拡大までは、
私自身ほぼ毎年のようにドイツを訪問し、
多くのドイツ連邦議会議員と交流し、議
論を交わし、多くを学ばせていただいた。
また、ドイツからも多くの連邦議会議員
が来日した。中小企業政策や科学技術と
いった経済分野から、脱炭素などの環境
政策、中国による覇権主義、安全保障政
策など、議論するテーマは多岐にわたり、
極めて実利的な交流を行ってきた。私
が幹事長を務める日独友好議員連盟には
135名（2022年7月26日時点）の連邦議会
議員が加盟しており、わが国の国会議員
のドイツ重視の姿勢が窺える。

安倍首相の退任後、菅義偉首相、岸田文
雄首相の政権下においても、日独協力推
進の方針は変わることはない。2021年の
情報保護協定の締結や外務・防衛閣僚会
合（2プラス2）の実施、ドイツ海軍フリ
ゲート艦「バイエルン」の日本寄港と日
独共同訓練実施に加え、ユーロファイター
の日本初飛来など、ドイツのアジア太平

洋地域への関与および日独連携強化が進
展している。また、2022年4月、ショル
ツ首相は就任後初のアジア訪問国として
わが国を選び、日本重視の姿勢を示した。
同首相はその後、初の政府間協議および
G7広島サミットの際に再来日を果たして
いる。

今後の更なる日独関係強化に
向けて

多くの共通点を有する日独による協力と
リーダーシップは、国際社会においてこ
れまで以上に重要な役割を担っている。

ロシアによるウクライナ侵略や、中国に
よる覇権主義および武力による海洋進出
といった極めて困難な国際情勢下におい
て、日独の協力とリーダーシップ無くし
て国際社会の平和と安定は達成されえな
いと言っても過言ではない。

安全保障や経済、エネルギー、環境と
いった様々な分野における政府間協議は
もちろんのこと、国会議員同士の交流も
回数を重ねていくことが極めて重要であ
る。ドイツを第二の故郷にもつ国会議員
として、そして日独友好議員連盟の幹事
長として、日独関係を新たなレベルに引
き上げ協力強化を図るため、引き続き尽
力する。

おわりに

安全保障、経済、環境、科学技術など、
あらゆる分野において、かつてないほど
日独協力を発展させてきた安倍晋三元首
相を失ったことは、両国にとって大きな
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損失である。安倍元首相は、ドイツを最
も重要なパートナーとして考え、信頼関
係の構築に尽力し、日独友好議員連盟の
活動にも協力してきた。

日独両国には多くの秘められた可能性に
加え、国際社会でリーダーシップを発揮

することで果たすべき役割と責任がある。
私達は、安倍元首相が築き上げてきた日
独関係を更に発展させ、安倍元首相が描
いていたルールに基づく国際秩序の維持
や、国際社会の安定と繁栄の実現に向け
て、力を尽くしていかなければならない。

城内 実（きうち・みのる）
自由民主党・衆議院議員（当選6回）

東京大学教養学部教養学科国際関係論分科を卒業。外務省首席事務
官、総理府国際平和協力隊員を務め、星槎国際高等学校講師、拓殖
大学客員教授、外務大臣政務官、外務副大臣、環境副大臣、自由民
主党外交部会長、国際局長代理、経済産業部会長、情報調査局長を
歴任。現在、自由民主党副幹事長、政務調査会副会長を務める。



日本とロシア　
山添 博史
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はじめに

日本とロシアの関係は、日本の外交・安
全保障を論じるにあたり特有の不明瞭さ
を抱える。日本社会において、アジア各
国や米国、西欧主要国に比して、冷戦後
のロシアの経済や文化の存在感は小さく、
歴史的記憶による警戒心も残る。国際問
題は米国、中国、朝鮮半島、東南アジア
諸国について継続的に論じられながら、
ときおり急激にロシアが、領土問題や紛
争をめぐって主要な外交案件として注目
される。本稿は、そのように関心が断続
的であるがゆえに混乱して理解されやす
い日本の対ロシア関係を、日本の外交・
安全保障の全体像において理解しうるか、
考察を試みる。

これまでの経緯

（１） ソ連時代からの歴史的記憶

日本が19世紀後半に近代の国際関係に参
入するにあたり、ロシアは日本へ一定の
刺激を与えた。日本はロシアが北辺から
接近してくる事態に応じて国際関係の調
査・対応を進め、最初の国際条約の一つ
として1855年の日露和親条約（下田条約）
をロシアと締結した。その後、ロシアの
東アジア地域への進出が徐々に展開し、
1904年に日露戦争が勃発するなど、ロシ
アは日本の国際戦略の主要な対象であり
続けた。

現在の日本人に歴史的記憶として残る大
きな出来事は、1945年に生起した数々の
事件である。1945年8月に、ロシア（当
時のソ連）は満洲、サハリン島南部、千
島列島に侵攻し、日本人のみならず中国

人や朝鮮人を含む現地住民に対する暴虐
行為を引き起こし、約60万人をソ連へ連
行した（「シベリア抑留」）。これは1941
年に締結した日ソ中立条約の有効期間内
の出来事であり、日本が攻撃していない
ソ連が、不当な侵攻と暴虐行為を行った
ことは、中国や米国の場合と異なる形で
日本人の心理に悪影響を及ぼしている。

さらにソ連が、北海道の「北方四島」の
占領をあたかもソ連への領土編入である
かのように扱ったことで、現在まで続く
領土問題が生起した。北方四島は1855年
の日露和親条約で合意されて以来日本領
であり、1945年以降にも日本はソ連・ロ
シアに対して引き渡しの合意を行ってい
ないので、今もなお日本領であるという
のが、現在に至るまで一貫した日本の基
本的な立場である。

1956年にソ連が日本との国交正常化を希
望し、「日ソ共同宣言」の署名によって
戦争状態が終結し、外交関係が成立した。
これにより、シベリア抑留者が解放され
て帰国したが、この10年の間に5万人以
上が死亡していた。日本とソ連の交渉の
過程においては平和条約の締結が討議さ
れたが、領土問題の解決に関して合意に
至らなかった。そこで、平和条約に代え
て本共同宣言への署名に至り、その条項
では、「平和条約が締結された後に、ソ
連は日本に色丹島、歯舞群島を引き渡す」
ことが規定された。また、ソ連は日本が
国際連合に加盟することを認めた。

このときは、ソ連は日本と米国の安全保
障体制を問題視しなかったが、1960年の
日米安全保障条約改定の際にはその体制
を敵視するようになり、領土を巡る日本
との協議も拒絶した。日本は北方四島を
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日本の「固有の領土」と呼び、すべての
返還を要求する姿勢を示すようになった。
漁業協定などを通じて隣国としての関係
は維持され、文化交流も進んだが、日本
とソ連の関係は、米ソ冷戦構造と日ソ領
土問題の二重の対峙構造で規定された。

日本の陸上自衛隊は北海道へのソ連軍の
上陸に備えて戦車師団を運用していたが、
米軍は北海道に駐留しなかった。ソ連は
1970年代に原子力潜水艦からの潜水艦発
射弾道ミサイル（SLBM）を実用化し、
それを運用するオホーツク海周辺を防衛
する軍事力を増強した。その一環として、
択捉島と国後島に軍事基地を開設し、米
軍による周辺海域制圧と島の奪取に備え
る戦闘機や戦車を運用した。1983年には、
周辺の米軍の活動に神経をとがらせてい
たソ連軍が、カムチャツカ半島からサハ
リン島に飛行していた大韓航空機を米軍
機と誤認して撃墜する事件が発生し、こ
のときには、日米の電波傍受情報がソ連
を非難するのに用いられた。

（２） ロシア連邦との新たな関係

1991年にソ連が解体され、後継のロシア
連邦が成立する前後に、日本との関係は
大きく改善した。ソ連から日本に対して、
ソ連と米国が運営してきた海上事故防止
協定と同等の海上安全定期協議を設置す
る提案があり、1993年に日本とロシア連
邦の間で合意が成立した。日露は民主制、
市場経済体制の国同士となり、その基礎
に沿った関係構築がなされるようになり、
人的交流や経済交流が飛躍的に拡大した。
モスクワなどの大市場に日本企業が進出
し、その商品が受け入れられ、サンクト
ペテルブルクではトヨタの自動車工場が

操業した。サハリン島の石油・天然ガス
権益に日本企業が参入して、エネルギー
輸入源の多角化を行った。

領土問題についても、ボリス・エリツィ
ン大統領は、互恵関係と法的信頼性に即
して率直に話し合い、いくつかの中間的
な共通理解に達した。北方四島の旧島民
が、ロシアによる入国審査を経ずに墓参
りができるような「ビザなし渡航」の工
夫がなされた。2000年からのウラジーミ
ル・プーチン大統領は、国内社会を安定
させることで発展を促す環境をつくり、
欧米諸国とも安定的な関係構築を目指し
た。その一環として、不安定な関係の原
因になる国境問題の解決に意欲を示し、
ラトヴィアや中国とは解決に至り、エス
トニアや日本とも交渉を進展させた。し
かしそれでも、北方四島すべてが日本領
であるという原則論の日本と、領土を引
き渡すには自国民に説明できる法的基礎
と利益を必要とするロシアには、非常に
大きな立場の開きがあった。

（３） 安倍政権の国家安全保障戦略

ロシアではプーチン氏が2012年5月に3期
目の大統領に就任し、極東・東アジア重
視の方針を強化し、中国、インド、韓国、
日本などとの関係を並行的に進展させた。
ロシアは中国との海上軍事演習を開始す
るとともに、日本には安全保障分野の対
話枠組みの強化を持ちかけた。

2012年12月に就任した安倍晋三首相は、
ロシアが関係進展の意欲を持つと捉え、
国家安全保障の枠組みにロシアを位置づ
けて行動するように努めた。受動的では
なく能動的に行動することで日本と世界
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の平和に資するという「積極的平和主義」
を掲げ、省庁間で整合的に国家安全保障
を分析し強化できる体制の準備を進めた。
その作業に並行して、首脳会談を通じ、
日露関係を対立ではなく包括的な関係と
して推進することを確認し、2013年11月
には日露外務・防衛閣僚協議（「2プラス
2」）を初めて開催した。

2013年12月に日本政府は国家安全保障
会議を設置し、初めての「国家安全保障
戦略」を公表した。国家安全保障戦略に
おけるパートナー諸国との協力推進を記
述した箇所（IV. 3）では、韓国、豪州、
ASEAN 諸国、インド、中国に続いて、（3）
で北朝鮮問題をめぐる関係国に触れ、そ
のあと（4）でロシアを直接扱っている。
すなわち、北朝鮮問題やその他の国際問
題において対話すべきパートナーとして
ロシアも包含しつつ、安全保障協力を進
めるという方針である。（4）の記載は以
下のとおりである。

（4）東アジア地域の安全保障環
境が一層厳しさを増す中、安全
保障及びエネルギー分野を始め
あらゆる分野でロシアとの協力
を進め、日露関係を全体として
高めていくことは、我が国の安
全保障を確保する上で極めて重
要である。このような認識の下、
アジア太平洋地域の平和と安定
に向けて連携していくとともに、
最大の懸案である北方領土問題
については、北方四島の帰属の
問題を解決して平和条約を締結
するとの一貫した方針の下、精
力的に交渉を行っていく。

これらを通じて見られるのは、ロシアと
の二国間関係を全体として強化すること
で、利害の違いを緩和するとともに、北
朝鮮や中国に起因する避けがたい安全保
障問題について、ロシアの理解と協力を
得ようとする考え方である。2012年9月
に尖閣諸島をめぐって中国と日本との間
の緊張が高まり、安倍政権も安全保障の
地盤固めをしつつも対中関係の安定化を
図った。しかし2013年1月に、中国艦艇
が自衛隊艦艇にレーダーを照射する事案
が発生した。日本としては、政治的緊張
関係があるとしても、そのために偶発的
な衝突が起こることのないよう、危険な
行動を起こさない手続きの確立を中国に
求めていた。その点では、米ソおよび日
露の間ではすでに海上での衝突回避の手
続きの経験を重ねていたことから、ロシ
アとの間のほうが安定に資する信頼が蓄
積されていると考えられた。

安倍晋三首相は、北方領土問題を政治や
人道の観点から解決すべき問題と強く意
識していた。これまでの考え方では進展
しなかったことから、首相官邸主導で問
題解決のための新しい手法を求め、プー
チン大統領との緊密な対話と日露の協力
関係を通じて、その糸口を探った。そう
した安倍首相の属人的な熱心さが目立つ
ため、また、北方領土問題以外は日本社
会のロシアへの関心が薄いため、マスメ
ディアも北方領土問題が進展するか否か
に引きつけて日露関係を扱う傾向があっ
た。そのため、安倍首相は北方領土問題
の解決のためにプーチン大統領に過剰に
接近しているとの評価もしばしば見ら
れた。

それでも、安倍政権は、国家安全保障戦
略において、世界各国との協力を深めつ
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つ北朝鮮や中国の問題に向き合うことを
優先しており、北方領土問題だけがロシ
アとの案件ではなかった。ロシアは中国
と接近しつつも両国間には利害の違いが
生じており、ロシア極東の開発にインド、
韓国、日本を引き込むための努力もして
いたため、ロシアの利益の枠組みに日本
を位置づけることは有効と考えられた。
安倍政権は、日露関係の推進を通じて、
中国問題の先鋭化を緩和し、領土問題解
決への道筋もつけるという、2つの大きな
目的を持っていたと考えられる。

（４） ロシアによるウクライナ主権
侵害のショック

2014年2月にロシアは南部ソチで冬季オ
リンピックを開催し、安倍首相も開会式
に際して現地に赴き、プーチン大統領と
の会談を行った。しかし同時期に、ウク
ライナで政変が起こり、ロシアはクリミ
ア半島の分離・併合を行い、続いて東部
ドンバス地方の分離武装闘争の扇動・支
援を開始した。

日本は、ロシアの力による現状変更、お
よびウクライナの領土一体性や人権への
侵害を非難した。これは、北方領土や他
の領土をめぐる日本の立場を守るために
も必要な主張だった。ロシアを非難する
ウクライナ、欧州諸国、米国と並ぶ立場を、
日本は明確にした。EU や米国がロシア
への経済制裁を開始し、日本も実施可能
な経済制裁を行った。日本はロシアとの
防衛交流など、ハイレベルで象徴的な意
味合いが強い対話案件の実施を延期した。
他方では、ウクライナが今後長期的に発
展できるように、エネルギー効率改善や
司法制度改革を含む、二国間支援として

は最大規模の約18.6億ドルの支援パッケー
ジを組んで、履行を続けている。

このウクライナ危機をめぐる事態は、安
倍政権の国家安全保障戦略に二重の困難
をもたらした。国際秩序を維持するため
の協力関係の管理と、日露関係の悪化で
ある。有効性の高い対露制裁手段は日本
には限られており、前述の日露関係の意
義を少しでも維持しようとする意図もあ
り、ロシアに厳しくあたる人々からは日
本の対応は中途半端に見えることがあっ
た。他方で、ロシアは、「無関係の日本が
米国の圧力によりロシアを敵視する手段
に着手した」と捉えて非難し、制裁手段
の解除を求めつつ、日本の利益に対して
厳しい姿勢を示すようになった。ロシア
がこの時期から中国との関係をさらに進
展させたのは、経済や外交の関係を補強
するとともに、米国や日本の利益に対し
て損害を与えることができると、警告す
る意図を持っていたと考えられる。

安倍首相は、国家安全保障戦略の優先課
題を進めつつ、日露間の対話を継続し、
難しい要求を少しでも両立させる道を探っ
た。ハイレベル対談の多くがしばらく延
期されたのち、2016年4月にラブロフ外
相の訪日、同年12月にプーチン大統領の
訪日、2017年3月にショイグ国防相の訪
日（第2回日露外務・防衛閣僚協議）、同
年12月にゲラシモフ参謀総長の訪日（2014
年3月から延期）などの要人受け入れを
行った。これらの過程で、双方は異なる
立場を主張しつつ、意見交換を通じて対
話を継続する意義については一致した。
また、両国は従来、アデン湾での海賊対
処のために艦艇を派遣しており、2018年
11月には海上自衛隊艦艇にロシア艦艇か
らヘリコプターや人員を迎えるなどの合
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同訓練を行い、連携の段階を進めた。こ
のような動きは、日露双方が、二国間関
係の悪化傾向を抑制し、実務的な協力を
推進するという点では一致して行動して
いたと捉えることができよう。

ただし、やはり安倍政権が目指した戦略
的利益におけるロシアに関する2つの目
標は、達成に向かったとは言えない。ロ
シアは中国との経済関係のみならず、軍
事協力関係を進展させ、Su-35戦闘機や
S-400地対空ミサイルシステムなどの比
較的高度な装備品を中国に納入したほか、
軍事演習を通じて協力関係の強化を示し
た。2019年7月にロシアと中国の爆撃機
が双方の早期警戒管制機と連携して東シ
ナ海と日本海を共同パトロール飛行し、
あわせてロシアの A-50早期警戒管制機が
日本の主権下にある竹島の領空に入った
ため、日本およびこれを自国領と主張す
る韓国が強く抗議を表明する事態となっ
た。2018年 か ら2020年 に は、 ロ シ ア の
大規模軍事演習に中国の部隊が参加する
事例も目立った。ロシアと中国は、米国
が関わる同盟関係強化に反対する姿勢で
共通の立場を強め、ロシアが中国とは異
なり日本に有利に行動する余地は減って
いった。

また、2016年12月のプーチン大統領の訪
日時に、安倍首相は8項目の経済協力プロ
グラムを提起して、ロシアが日本との協
力関係を利益とする仕組みを作り、日本
も履行した。2018年11月には1956年の日
ソ共同宣言を基礎とするという、日本と
しては柔軟な交渉姿勢も示した。にもか
かわらず、2019年1月から2月にはラブロ
フ外相の発言やロシア世論の強硬化を通
じ、ロシアには日本にいかなる土地をも
引き渡す用意がないことが明確になった。

これにより、これまでの日本のやり方では、
ロシアは日本との協力関係から得られる
利益や、日米関係の温度差を利用した交
渉を重視しないことが明白になった。

これらの過程において、ロシアが日本に
対して不満を表明するトーンは米国に対
するものより穏便なものだった。しかし、
ロシアが北方四島の領有権を主張し軍事
利用する文脈においては、日本は米国と
同盟していて自由な意思を持たず、日本
に島を引き渡せば米軍がそこに軍事基地
を置くであろうとの言説を展開した。た
だし、このような言説は公式には2014年
から2015年には見られず、2018年に領土
問題の交渉が進んだように見えた際に強
調されたものである。よって、現実の安
全保障上の具体的な懸念と対策に基づく
ものか、領土問題交渉に関連した言辞な
のかは、明確ではない。安倍政権は、ロ
シアとの交渉のために重大な戦略的利益
を損なうような日米関係の修正は検討し
なかった。

現状および課題

（１）菅政権、岸田政権による継承

2020年9月に安倍晋三首相は体調不良に
より辞任し、菅義偉首相が新内閣を組閣
した。菅首相は、安倍首相のもとで8年
近く官房長官を務めてきたこともあり、
対外関係などはそれまでの方針をおおむ
ね継承した。米国のトランプ政権、バイ
デン政権と緊密な関係を築くことに努め、
中国やロシアに対しても必要な主張をし
つつも、安定的な関係の維持を旨とした。

ロシアとの間では、安倍首相ほどには熱
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意が目立つ取り組み方ではなかったが、
首脳間の対話を継続し、協力プランに基
づく日露二国間の協力も着実に推進し、
ロシアをできるかぎり安定的なパートナー
とするよう取り扱った。

2021年10月 に は 岸 田 政 権 が 成 立 し た。
2022年を通じて国家安全保障戦略の更新
を進める考えを表明し、ロシアについて
も異なる扱いになることが見込まれた。
岸田首相は就任後すぐにプーチン大統領
と電話会談を行い、4か月が経過した。

（２）ロシアによるウクライナ全面
侵攻と、国際秩序原則を 
めぐる日本の決断

2021年から2022年初めにかけて、ロシア
がウクライナ周辺に兵力を配備し、緊張
が高まっていった。2022年2月17日、岸
田首相はプーチン大統領と二度目の電話
会談を行い、力による一方的な現状変更
ではなく、外交手段での問題解決を追求
すべきことを申し入れ、2月18日にロシ
ア外務省は、ミサイル配備や信頼醸成措
置について米国と交渉を継続する意思を
表明した。しかし、2月21日にロシアは
ウクライナ東部の分離勢力支配地域を独
立国として位置づけることを表明し、24
日には当該地域の安全を守るための「特
別軍事作戦」の開始を宣言し、その目的
を大幅に上回る規模でウクライナに対す
る全面戦争を開始した。

同日、林外相は駐日ロシア大使を召致し、
ロシアの行動がウクライナの主権を侵害
する一方的な力による現状変更の試みで
あるとして非難した。同日夜11時、岸田
首相はG7緊急オンライン会合に出席した。

その後、日本政府は次々と、ロシアに対
する制裁やウクライナに対する支援を、
G7諸国の一員として各国と連携して進め
てきた。

日本がロシアに対して、2014年のウクラ
イナ危機の時と比較しても厳しく、自国
が痛みを負うことも受け入れる措置に踏
み切ったのには、他の G7諸国と同様の理
由があったことが大きいだろう。すなわ
ち、ロシアによるウクライナへの全面侵
攻は、2014年の「ハイブリッド戦」と呼
ばれた不透明な手法と比べて、あまりに
も明白で大規模な他国への侵略である。
しかも、国連安保理常任理事国として国
際秩序を維持する責任を負うロシアが、
国際問題を解決する手段として国連や対
話の枠組みを十分に用いず、「ネオナチ政
権がウクライナ東部の住民を迫害してい
る」という客観的な検証を経ていない一
方的な主張を掲げ、独立国家ウクライナ
の主権を無視して軍を差し向け大規模な
人道被害をもたらしていることは、他の
地域紛争と比較しても国際秩序全体に深
刻な悪影響をもたらしている。このため、
G7諸国の一員として既存の国際秩序の維
持に責任を負う日本としては、欧州地域
の紛争ということにとどまらない問題意
識をもって、ロシアが一方的に利益を得
ないような措置をとっている。

加えて、ロシアに対する柔軟姿勢によっ
て日本が戦略的に得られると期待できる
ものは極めて少ない。すでに数年にわた
る柔軟姿勢を通じて、ロシアが中国問題
や領土問題について日本の利益になる行
動をとらないことは明白になっていた。
むしろ、もしロシアによる一方的な力に
よる現状変更が成功するようなことがあ
れば、国際秩序の規範力は弱まり、日本
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周辺でも力による現状変更が成功すると
信じる人々が勢いを増す恐れがあるため、
日本としてはこのような事態に明確に反
対の意思を示すことが必要と考えられた。

岸田首相は、ロシアの侵略に抵抗するウ
クライナを支援すること、およびこのよ
うな事態に対する日本自身の備えを強化
することを重要な柱として、安全保障の
あり方を大きく前進させた。2022年12月
に更新した国家安全保障戦略では、次の
ように、ロシアの行動がもたらす問題を
指摘し、ロシアに対する日本の基本姿勢
を示している。

ロシアの対外的な活動、軍事動
向等は、今回のウクライナ侵略
等によって、国際秩序の根幹を
揺るがし、欧州方面においては
安全保障上の最も重大かつ直接
の脅威と受け止められている。
また、我が国を含むインド太平
洋地域におけるロシアの対外的
な活動、軍事動向等は、中国と
の戦略的な連携と相まって、安
全保障上の強い懸念である。

ロシアとの関係については、イ
ンド太平洋地域の厳しい安全保
障環境を踏まえ、我が国の国益
を守る形で対応していく。また、
同盟国・ 同志国等と連携しつつ、
ロシアによる国際社会の平和と
安定及び繁栄を損なう行動を防
ぐ。対露外交上の最大の懸案で
ある北方領土問題については、
領土問題を解決して平和条約を
締結するとの基本方針は不変で
ある。

岸田首相は、2023年5月の G7広島サミッ
トを準備するにあたっても、ウクライナ
を支援する協力関係を強化し、インドや
インドネシア、ブラジルなどの独自外交
の意欲を持つ国々とウクライナの対話も
促進するような場の設定に努めた。

ロシアは、ウクライナに対する行動を許
容しない日本の姿勢に直面し、日本を非
友好国のリストに加え、平和条約交渉を
停止するなどの対抗措置をとった。北海
道周辺海域の安全のための協力や、漁業
協定の履行は継続しているが、実務協議
にかかる環境は悪化し、停滞を余儀なく
されている。日本はロシア産の石炭や金
の輸入を禁止する措置をとった一方で、
サハリン2液化天然ガス（LNG）プロジェ
クトの権益をロシアに有利になる形では
手放さない方針を維持した。ロシアに対
する制裁措置として、短期の戦争遂行資
源および中長期的な成長展望を制約する
ことを目指す一方で、ロシアがもたらす
問題によって人々の生活が破壊されない
ようにする観点も必要であり、各国と同
様に難しい選択と行動を強いられている。

おわりに

ロシアによるウクライナ全面侵攻は、日
本の対露政策を大きく変えたように見え
た。ただ、大きく変わったのは、欧州や
米国など、日本との連携が深い諸国も同
様であり、例えばドイツも対露関係と防
衛努力の大きな転換の決断を強いられた。
それに加えて、日本では2022年までに対
露関係における二国間実務協力は進展し
ていたとはいえ、大きな戦略的利益に関
わる状況の改善はロシアから得られてい
なかった。経済協力プログラムや1956年
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日ソ共同宣言を基礎にした平和条約交渉
など、日本は大きな決断を要する柔軟姿
勢をロシアに示したが、ロシア側の領土
問題に対する態度はかえって強硬になっ
た。柔軟姿勢が効果をもたらさなかった
経験から、2022年2月以降、ロシアに対
する柔軟姿勢がもたらす効果への日本の
期待は、極めて小さい。
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はじめに

2022年2月のロシアによるウクライナ侵
攻は、日本でも強い衝撃をもって受け止
められた。2014年3月のロシアによるク
リミアの不法占拠や、同年夏以降のウク
ライナ東部における戦闘発生の際、日本
の全般的な関心は必ずしも高くなかった
ことに鑑みれば隔世の感がある。冷戦後
の欧州における地殻変動に際し、日本は
まずは欧州連合（EU）や北大西洋条約機
構（NATO）に新規加盟した中・東欧諸
国との協力関係の構築に着手したうえで、
徐々にウクライナなどの旧ソ連諸国との
関係を深めていった。本稿で論じるよう
に、そうした関係構築には一定の成果が
見られたが、日本外交の軸足は明確にロ
シアに置かれていた。こうした傾向は、
2014年のクリミア占拠やドンバスにおけ
る戦闘を経ても、基本的には変化しなかっ
た。しかし2022年のウクライナ侵攻は、
こうした「ロシア優先」の日本外交を大
きく揺るがし、様々な見直しや変更を迫
ることになる。

本稿では、まずは「ユーラシア外交」や「自
由と繁栄の弧」といった日本の外交政策
を振り返った上で、2014年以降における
日本外交の特徴について分析する。その
上で、2022年のロシアによるウクライナ
侵攻が、この地域における日本外交にど
のような変化をもたらしたのかを考察す
る。なお本稿ではEUの慣例に従い、ポー
ランドやチェコなどのEU 加盟諸国を「中・
東欧諸国」、ウクライナやモルドバ、ジョー
ジアなどの EU 近隣諸国を「東欧諸国」
とする。

ユーラシア外交から 
「自由と繁栄の弧」へ

（１） ユーラシア外交

日本が旧ソ連諸国との関係構築に注力を
始めた試みとして、1997年7月に橋本龍
太郎首相によって提唱された「ユーラシ
ア外交」が挙げられる。同構想の主な対
象はロシアであり、それに次ぐ焦点は中
央アジアやカスピ海周辺諸国であった。
当時日本が米欧諸国と共にカスピ海開発
に積極的に乗り出していたことが背景と
して考えられるが、ウクライナやモルド
バなどは必ずしも同構想の明示的な対象
ではなかった。

これに対し、約10年後の2006年11月に麻
生太郎外務大臣によって提起された「自
由と繁栄の弧」は、前述の「ユーラシア
外交」とは明確に軸足を異にするもので
あった。同構想を提案した麻生の演説は、

「日米同盟の強化、それから中国、韓国、
ロシアなど近隣諸国との関係強化」とい
う基本線に加え、「日本外交に、もう一本
さらに新機軸を加え」るべく、中・東欧
および東欧諸国との連携を日本外交の新
たな軸の一つとなすことを提唱した。

同演説では、「冷戦が終わり、東西対立が
幕を閉じるとともに、激しく変わっていっ
た一帯」、すなわち「北東アジアから、中
央アジア・コーカサス、トルコ、それか
ら中・東欧にバルト諸国までぐるりと延
びる『自由と繁栄の弧』」における民主化
支援構想が示された。このとき支援対象
として挙げられたのは、ジョージア、ウ
クライナ、アゼルバイジャン、モルドバ
の「グアム（GUAM）」諸国や、民主主
義の推進や人権保護などを目的として発
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足した「民主的選択共同体（Community 
of Democratic Choice）」であった。

同構想のポイントは、日本がEUやNATO
とともに冷戦後に支援を行ってきた中・
東欧諸国との連携を通じた旧ソ連諸国外
交を打ち出したことにある。同構想が示
された2006年は、EU および NATO はそ
れぞれ東方拡大という一大プロジェクト
の一段落を迎えたタイミングであり、冷
戦後の欧州国際政治が一つの転換点を迎
えていた時期でもあった。まず1999年3月
には、ポーランド、ハンガリー、チェコが、
そして2004年3月にはブルガリア、エスト
ニア、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、
スロバキア、スロベニアが NATO に加盟
を果たした。また2004年にはチェコやポー
ランドをはじめとした中・東欧および地
中海の10か国が、2007年にはルーマニア
とブルガリアがEU加盟を実現した。これ
により EU や NATO の境界線は大きく東
に向かって移動し、ウクライナやモルドバ、
ベラルーシが EU および NATO の境界線
に接することとなった。このため、EUや
NATO が当該地域に対するアウトリーチ
活動を本格化させたのは当然の展開であっ
た。例えば EU は2004年以降、いわゆる
欧州近隣諸国政策（ENP）を本格化し、
短期的にはEU拡大の対象とはならないと
みなされた諸国との関係強化に取り組み
始めていた。

また、こうした EU の取り組みと平行し
て、旧ソ連諸国ではいわゆる「カラー革命」
の波が発生していたことも重要である。
具体的には、2003年から翌年のジョージ
アにおける「バラ革命」、2004年のウク
ライナにおける「オレンジ革命」、2005
年のキルギスにおける「チューリップ革命」
などが次々に生じ、当該諸国の民主化加

速への期待が欧州内外で高まっていた。

こうした欧州側の事情からしても、「自
由と繁栄の弧」構想は時機を得たもので
あった。にもかかわらず、同構想を軸と
した日欧連携も、また列挙されていた支
援対象諸国との関係も、大きく進展した
とは言いがたかった。その要因としては、
GUAM や「民主的選択共同体」などの対
象の枠組みそのものが十分に機能しない
まま先細りとなったことが大きい。また
なにより、同構想は麻生外務大臣の属人
的プロジェクトとしての側面を強く有し
ていたのであり、同氏が2007年8月に外
相の座を降りて以降、同構想が日本外交
において言及される機会は激減していた。

「自由と繁栄の弧」の主な対象であった東
欧諸国は2000年代の後半にかけ、顕著な
不安定化の時代に入った。オレンジ革命
後のウクライナ内政は迷走し、2014年の

「マイダン革命」に至る長い混乱の時期を
迎えたし、ジョージアは2008年夏にロシ
アとの戦争を経験した。EU では、このロ
シア・ジョージア戦争を機に、EU とロ
シアの狭間にある旧ソ連諸国との関係構
築が急務であるとの認識が高まり、ウク
ライナ、ジョージア、モルドバ、アルメ
ニア、アゼルバイジャン、ベラルーシを
対象とした「東方パートナーシップ（EaP）」
と呼ばれる政策枠組みが2009年に本格始
動した。同枠組みは対象諸国の各種改革
や、ウクライナ、モルドバ、ジョージア
と EU との間の連合協定締結など、複数
の重要な成果を生んだ。

EaP と「自由と繁栄の弧」の対象国は重
複しており、仮に日欧が当該地域におけ
る活動において連携を模索していれば、
一定の相乗効果を伴った支援協力が可能
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であったかもしれない。また、当該地域
における EU や NATO との協力の模索は、

「自由と繁栄の弧」構想において明言さ
れていた。しかし、実際にそのような模
索が日欧間でなされた形跡は見られない。
その背景として、EaP の始動前後には日
本外交における「自由と繁栄の弧」が言
及される機会はほぼ消滅していたという、
タイミング上のミスマッチも存在してい
たことは間違いない。さらに、EU が東欧
地域と境界線を接するがゆえに、東欧地
域における不安定化が EU の不安定化要
因にも直結しかねないという現実的な懸
念を背景に対東欧政策に取り組んでいた
のに対し、日本の対東欧政策は緊急性を
欠いていたという決定的な違いもあった。
東 欧 諸 国 の 支 援 の た め、EU や NATO、
そして EU に新規加盟した中・東欧諸国
と連携するという先駆的な試みとしての

「自由と繁栄の弧」は、東欧地域に目立っ
た足跡を残すことなく終わった。それは、
その後に登場する「自由で開かれたイン
ド太平洋（FOIP）」構想の国際的な広が
りとそのインパクトとは、比べようのな
いものだった。

（２） クリミア占領と日本外交― 
ロシア中心主義とウクライナ
支援―

このようななか、ウクライナでは2014年
2月のマイダン革命に伴ってヤヌコビッチ
政権が崩壊し、同年3月にロシアがクリミ
アを非合法に占領するなど、著しい困難
に直面する。日本はロシアによるクリミ
ア占領に対し、武力による現状変更を認
めない、そしてウクライナの統一性、主
権および領土的一体性に対する侵害は容
認し得ないとの認識を G7および EU と共

有し、ロシアに対して制裁を科してきた。
しかし同時に、当時の安倍政権が、日本
は米国からの圧力に屈する形で、不本意
ながら対ロシア制裁を実施せざるを得な
かったとのメッセージをロシア側に送り
続けていたことも事実であった。森喜朗
元首相は2014年9月、安倍首相の親書を
携えてプーチンと面会した際、「（対ロシ
ア）制裁にしてもアメリカが『やれ、やれ』
と言うから。だけど、実質的にはロシア
になんの被害も与えないようにやってい
るはずだ」と伝えたとされる（駒木明義『安
部 vs. プーチン』筑摩選書、2020年）。実
際に2014年以降の日本の対ロシア制裁は、
40個人および2団体に対する外為法に基づ
く資産凍結などの措置と、クリミア自治
共和国とセバストポリ特別市を原産地と
する全ての貨物に対する輸入制限措置に
留まっており、経済制裁のインパクトを
意図的に限定するという、いわば「お付
き合い制裁」であったといえる。安倍政
権のユーラシア外交の中心は圧倒的にロ
シアにあり、ロシアがクリミア占領とい
う明確な国際法違反を犯してもなお、日
本外交はロシアとの関係を損なわないよ
うにすることに明確な重点をおいていた。

しかしその一方で、日本政府が2014年以
降東部で戦闘が続いていたウクライナに
対し、地道な支援を続けてきたことも事
実である。一例を挙げれば、日本政府は
2018年から2019年にかけて「ウクライナ
東部地域の緊急事態における住民の安全
と対応強化能力向上」計画（総額約12万
3,000米ドル）を策定し、国連を通じてウ
クライナ国軍病院へ人工肺換気装置、麻
酔装置、救急セットなどの最新の医療機
器を供与する支援を行ってきた。2014年
以降2019年までの段階で、日本政府から
ウクライナに対して約150万米ドル規模
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の医療器材の供与が行われた。すなわち
当時の日本外交は対ロシア関係の堅持を
大前提としつつ、長期化する東部での戦
争に直面するウクライナを支援するとい
う二面性を有していた。換言すれば当時
の日本外交においては、対ロシア外交と
対ウクライナ支援がほぼ齟齬なしに両立
可能であったのである。

（３） 日・EUの「連結性」における
東欧

「自由と繁栄の弧」構想が不調に終わった
後の2010年代後半、EU と日本が協働し
て他地域の支援を実施する構想が再度立
ち上がる。安倍政権期の2019年9月に発
表された「持続可能な連結性及び質の高
いインフラに関する日 EUパートナーシッ
プ」である。これは、日本と EU が「デ
ジタル、運輸、エネルギー、人的交流」
の4分野において、「共有する価値として
の持続可能性、質の高いインフラ及び対
等な競争条件がもたらす利益に対する確
信に基づく連結性パートナーシップを確
立する」ことを目指したものである。日
本と EU がこの「連結性」構想で特に協
力することを想定していた地域として、
西バルカンや中央アジア、インド太平洋
およびアフリカと並んで「東欧」が明記
されていた。

同構想が浮上した背景には、中国が2013
年に打ち出した中国と欧州を結ぶ広域経
済圏での一帯一路構想のもと巨大インフ
ラ投資を実施したことにより、乱開発に
よる環境破壊や「債務の罠」などの様々
な問題が噴出したことがある。日・EU
の「連結性」構想は、一帯一路の対象と
なってきた地域に対し、持続可能で質の

高いインフラを提供することで、一帯一
路がもたらしうる負の影響に歯止めをか
けることが目指されていた。

しかし、このうち西バルカン諸国につい
ては、2018年に安倍首相が打ち出した「西
バルカン協力イニシアティブ」構想との
相乗効果で一定の協力実績を上げること
に成功したものの、東欧諸国については
目立った成果を上げられていない。

ロシアによるウクライナ侵攻
と日本外交

2021年末以降、ロシアによるウクライナ
侵攻の懸念が高まると、日本外交は大き
なジレンマに直面した。G7諸国は「ロシ
アがウクライナに軍事侵攻した場合、直
ちに協調して強力な対応を取ることにな
る」（2022年2月14日の G7財務相会合）
とし、ロシアが軍事侵攻に踏み込まない
よう強く警告し、日本も G7の一員として
歩調を合わせてきた。

その一方で日本では、侵攻直前の時期に
あっても日ロ関係の維持を最優先すべき
だとの声も根強かった。こうした認識が
如実に表れていたのが、2022年2月8日に
衆議院本会議で可決された「ウクライナ
を巡る憂慮すべき状況の改善を求める決
議案」である。同決議は、「ウクライナ国
境付近の情勢は国外勢力

4 4 4 4

の動向によって
不安定化しており、緊迫した状況が継続
している」、「いかなる国

4 4 4 4 4

であろうとも、
力による現状変更は断じて容認できない」

（強調点は筆者）などの文面に表れている
とおり、ロシアに対する名指しでの非難
を避けるための苦心の跡がありありと窺
えるものであった。



166

地政学時代の日本―外交・安全保障政策の新たな潮流―

とはいえ、同年2月24日の侵攻以降は、
政府は G7諸国と足並みを揃え、ロシアに
対する未曾有の厳しい制裁を開始した。
制裁内容は金融制裁、ロシアへの輸出規
制、最恵国待遇の取り消し・撤回、ロシ
アからの輸入規制、オリガルヒの資産凍
結などを軸とするものであり、その後も
ロシアによるウクライナ東部・南部4州の

「併合」と称する行為を受けて制裁を拡大
するなど、基本的には G7諸国や EU と歩
調を合わせた制裁を実施している。

また日本政府は、国連難民高等弁務官事
務所（UNHCR）からの要請を受け、国
連平和維持活動（PKO）協力法に基づく

「人道的な国際救援支援活動」として、ウ
クライナ避難民を支援してきた。2022年
4月28日に閣議決定した「ウクライナ被
災民救援国際平和協力業務実施計画」に
基づき、同年5月から6月にかけ、アラ
ブ首長国連邦に備蓄されていた毛布、ビ
ニールシート、ソーラーランプ、キッチ
ンセットなど、およそ103トンの救援物
資が、ウクライナ避難民の主要な避難先
であったポーランドとルーマニアに輸送
機8便で運ばれた。侵攻開始後およそ2か
月後の4月までに、ウクライナに約725万
ドル、周辺国のポーランドに約365万2,000
ドル、モルドバに約365万2,000ドルの支
援金が提供されたことは評価できる。

なお、ウクライナに対する非殺傷物資の
提供も特筆に値する。ウクライナのレズ
ニコウ国防相から岸信夫防衛相宛てに装
備品提供を求める書簡が2022年2月末に
届いたことを受け、3月4日には検討が開
始された。その結果同月中には、同国に
対して防弾チョッキ、ヘルメット、防護
マスク、防護衣、小型ドローンなど、非
殺傷の物資の提供が防衛装備移転三原則

の範囲内で開始された（なお防弾チョッ
キに関しては、防衛装備移転三原則上の
防衛装備に該当するため、政府は2022年
3月8日、運用指針に「国際法違反の侵略
を受けているウクライナ」との項目を新
たに加えてウクライナへの供与を可能と
した）。また同年8月には新たに民生車両
の提供も発表された。

さらに政府は、2022年中の国家安全保障
政策の改定も受け、殺傷能力を持つ防衛
装備品を友好国に輸出できるようにする
ため、防衛装備移転三原則の運用指針を
緩和する方針を2023年1月に固めた。輸出
対象にはウクライナのような国際法違反
の侵略を受けている国も含めることを検
討する方向性であることが報じられており、
実現すれば日本の防衛装備品輸出におけ
る一大転換点となりうる。また政府は、
ウクライナ負傷兵を日本の自衛隊病院で
治療する方針を2023年5月に決定した。日
本の支援の地平は拡大しつつある。

おわりに

2022年のロシアによるウクライナ侵攻は、
日本の対ロシア外交と、日本の対ウクラ
イナおよびウクライナ周辺国、そして本
稿では十分に論じられなかったものの、
ウクライナを支援する米欧諸国に対する
外交の両面に様々な変化をもたらすこと
になった。これまでに圧倒的な重点が置
かれていた対ロシア外交は停滞の時を迎
えた一方、ウクライナおよびウクライナ
支援諸国と日本との関係は、この侵攻を
きっかけに強化されることになった。

日本の対ロシアエネルギー制裁において
は、日本企業が参画する石油・天然ガス
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開発事業「サハリン2」から調達する原油
が現状では制裁から除外されているなど、
消極姿勢も目立つ。しかし、とりわけ
2023年以降、日本の対ウクライナ外交や
ウクライナ支援のための G7・EU 諸国と
の連携は数々の成果を挙げている。2023
年3月には岸田首相のキーウ訪問がよう
やく実現した。また5月の G7広島サミッ
トでは、ゼレンスキー大統領の対面参加
が実現した。日本は、「我々は、主権国家
であるウクライナに対するロシアの違法
な侵略を確実に失敗させ、国際法の尊重
に根ざした公正な平和を追求するウクラ
イナ国民を支援するため、新たな措置を
講じている」という強い文言を有する「ウ
クライナに関する G7首脳声明」をとりま
とめただけではなく、インドや韓国など
の G7招待諸国の首脳とゼレンスキー大統
領を引き合わせる役割も担った。

ウクライナの復興支援においても日本が
果たしうる役割は大きく、ウクライナの
日本に対する期待もまた大きい。これま
で日本が培ってきた諸外国支援の知見を
対ウクライナ支援にどのように活かすこ
とができるのかが問われる。

参考文献

神保謙（2018）「日本外交と『価値』を
めぐる展開―『価値の外交』・『自由
と繁栄の弧』を回顧して」『Keio SFC 
Journal』第18巻第1号

東野篤子（2023）「G7議長国はまだ続く　
日本は『復興』で指導力示せ」『Wedge』

Atsuko Higashino (2022), “The U.S. and 
European Negotiations with Russia 
and the Puzzling Japanese Diplomacy,” 
World Insight, https://worldinsight.com/
news/politics/the-u-s-and-european-
nego t i a t ions -wi th - rus s i a -and- the -
puzzling-japanese-diplomacy/

M i c h i t o  Ts u r u o k a  ( 2 0 2 3 ) ,  “ To k y o ’s 
awakening: Japan in the Indo-Pacific 
after Russia’s invasion of Ukraine,” 
DIIS Comment, Danish Institute for 
International Studies, https://www.diis.
dk/en/research/tokyos-awakening-japan-
in-the-indo-pacific-after-russias-invasion-
of-ukraine 

東野 篤子（ひがしの・あつこ）
筑波大学人文社会系国際公共政策専攻教授

慶應義塾大学法学部政治学科卒業。同法学研究科政治学専攻修士課
程修了。英国バーミンガム大学政治・国際関係研究科博士課程修了、
Ph.D.（政治学）取得。経済協力開発機構（OECD）日本政府代表
部専門調査員、バーミンガム大学専任講師、広島市立大学准教授、
筑波大学大学院人文社会系国際公共政策専攻准教授などを経て現
職。専門はヨーロッパ国際政治、ヨーロッパ統合論、欧州連合（EU）
の対外関係。著書に『欧州統合史―二つの世界大戦からブレクジッ
トまで』（共著）ミネルヴァ書房（2019年）等。





日本と中東　 
―エネルギー安全保障を超えた 
深化―
小林 周



170

地政学時代の日本―外交・安全保障政策の新たな潮流―

はじめに

2023年は、日本・中東関係の過去・現在・
将来を考える上で大変重要な節目の年で
あった。なぜならば、50年前の1973年に
発生した第一次石油危機（オイルショッ
ク）が日本の政治・経済を大きく揺さぶり、
日本の中東外交を現在に至るまで規定し
ているためである。

日本は石油需要のほとんどを輸入に頼り、
その約9割を中東に依存している。石油
危機から50年が経過した現在、石油の中
東依存度はむしろ高まり、95% を超えた。
一方、中東では米国の関与低減とともに
中国やロシアのプレゼンスが拡大し、ま
たエネルギーや貿易をめぐる世界と中東
の関係は大きく変化している。より広い
エネルギー安全保障や国際秩序維持の観
点から、日本の中東外交も変革を迫られ
ている。

本稿では、日本の中東外交とエネルギー
安全保障における中東の重要性を整理し
た上で、安倍政権下での日本・中東関係
の強化と中東の地域秩序の変動および「脱
炭素化」を見据えた新たな動向について
分析する（注：本稿においては、北アフ
リカ諸国も中東と位置付けて論じる）。

日本の中東外交―その歴史的
背景とエネルギー安全保障―

1957年から58年にかけて、民間企業であ
るアラビア石油（元・日本輸出石油）が
サウジアラビアおよびクウェートから石
油の採掘権を獲得し、石油の自主開発に
乗り出した。それ以来、中東産石油が日
本の高度経済成長を支え、現在に至るま

で日本・中東関係の中核となった。さら
に1973年の第一次石油危機以来、日本が
石油輸入の大部分を中東に依存している
こと、そして中東が政治・治安面で不安
定であることが、日本の中東外交を規定
してきた。日本の平和と繁栄のためにも、
中東地域の平和と安定化を促進し、中東
諸国との良好な関係を維持するというの
が、長年の日本政府の方針である。

同時に安全保障面では、1991年の湾岸戦
争、そして2001年の9.11米国同時多発テ
ロ以降の米国主導の対テロ戦争を受けて、
日本は日米同盟と対中東関与のバランス
維持に苦慮してきた。また、これまで憲
法上の強い制約を受けてきた自衛隊が、
湾岸戦争終結後のペルシャ湾での掃海活
動、イラクへの海外派遣、二度の特別措
置法に基づくインド洋上での補給活動な
ど、中東安定化への関与を契機として活
動の拡大や法整備を進めてきた点は注目
に値する。この他にも、自衛隊はイスラ
エルとシリアの間に位置するゴラン高原

（国連兵力引き離し監視隊（UNDOF））
や シ ナ イ 半 島（ 多 国 籍 部 隊・ 監 視 団

（MFO））での停戦監視、ソマリア沖・ア
デン湾での海賊対処、オマーン湾やアラ
ビア海北部での情報収集など、中東地域
に集中して活動を展開してきた。

2011年の東日本大震災以降、日本は原子
力発電所の大半を停止させ、これによっ
て2割あったエネルギー自給率が1割前後
に落ち込んだ。日本は原油、天然ガス、
石炭といったエネルギー資源の大部分を
輸入に依存しており、近年は再生可能エ
ネルギーによる発電量の増加や原発の一
部再稼働、省エネルギーの導入も進めら
れているが、エネルギーの安定供給は常
に大きな課題である。日本の一次エネル
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ギー消費全体に占める石油の割合は4割
程度であるが、原油の約99% を輸入に依
存しており、その大部分が中東からの輸
入である。第一次石油危機後、日本は石
油の輸入源の多様化を推進し、1987年度
には中東依存度は68% 程度まで低下した。
しかし、アジア諸国の発展に伴い中国や
インドネシアが石油の輸出余力を失うと、
再び中東依存度は上昇し、近年は90% 前
後の推移となっていた。

このことから、中東における政治・安全
保障情勢の流動化は、日本のエネルギー
安全保障や邦人の安全確保にとって常に
大きなリスクである。湾岸戦争の際には、
クウェートとイラクにいた邦人213人が
イラク政府に拘束され「人間の盾」となっ
た。近年でも、2013年にアルジェリア南
部で発生したテロ事件では10人の邦人が
命を落とした。また、2019年6月に日本
の海運会社が保有するタンカーがホルム
ズ海峡付近を航行中に攻撃を受けた事件

は、中東情勢の不安定化が日本の権益に
とって直接的な脅威となる事実を浮き彫
りにした。

一方で、原油・天然ガス輸入における中
東依存度を短期間で急減させることは容
易ではない。まず、世界で確認されてい
る原油の約半分が埋蔵される中東では、
輸出余力が大きいために原油の大量購入・
積荷が可能であり、輸入国にとって経済
性に優れている。原油の生産コストも世
界最低水準である。逆に中東以外の産油
国では、原油の生産量や開発コストが安
定しない場合が多く、中長期的に安定し
た量の原油を確保することが難しい。ま
た、中東は主要な産油国の中では日本を
含めたアジア諸国にとって相対的に距離
が近く、輸送コストが低い。さらに、日
本国内の製油所の多くは中東産原油の精
製を想定して設計・運転されていること
から、原油の輸入元を短期的に大きく変
更することは、技術面、経済面で容易で

250,000,000

200,000,000

150,000,000

100,000,000

50,000,000

0

100%

95%

90%

85%

80%

75%

70%

65%

60%
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

1973年第1次石油危機

中東からの原油輸入量（KL） 中東依存度（%）

中東からの原油輸入量と中東依存度の推移

（出所）資源エネルギー庁の資料をもとに筆者作成
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はない。また、政府が企業を統制可能な
中国などとは異なり、日本政府として民
間の石油会社に対して中東依存度を下げ
るよう介入することも難しい。

日本の原油輸入量はピーク時の1990年代
半ばから日量150万バレル程度減少して
おり、今後も人口減少や省エネ技術の発
展によって石油需要は減少すると見込ま
れている。一方で、原油の輸入量・消費
量が減ったとしても、上述の理由から、
中東依存度が短期間に減少するとは考え
にくい。日本政府は2021年から2027年に
かけて石油需要が7.5% 以上減少すると予
測しているが、仮に減少した量を全て中
東産原油の輸入量低減に当てたとしても、
中東依存度が7割を下回る可能性は低いと
見込まれている。

安倍政権による日本の 
対中東関与の強化

第二次安倍政権（2012年12月～2020年9
月）は、近年の政権とは異なり中東に積
極的に関与してきた。9.11同時多発テロ、
米国のアフガニスタン侵攻、イラク戦争
を経験した小泉政権（2001年4月～2006
年9月）の後、中東を訪問した日本の首
相は安倍首相が初であり、第一次政権で
1回、第二次政権以降では9回の中東訪問
を実施した。

この背景には、日本のエネルギー安全保
障にとって中東地域の安定が死活的に重
要だという点に加え、同地域の不安定化
の中で、邦人や日本権益がテロ攻撃や軍
事衝突の標的となる事件が増加したこと
がある。また、「積極的平和主義」を掲げ
た安倍政権は、国際秩序の安定への貢献

という観点からも中東安定化への関与を
重視した。

2013年12月に初めて策定された「国家安
全保障戦略」では、「中東の安定は、我が
国にとって、エネルギーの安定供給に直
結する国家の生存と繁栄に関わる問題で
ある。湾岸諸国は、我が国にとって最大
の原油の供給源であるが、中東の安定を
確保するため、（中略）経済面、更には
政治・安全保障分野での協力も含めた重
層的な協力関係の構築に取り組む。『アラ
ブの春』に端を発するアラブ諸国の民主
化の問題、シリア情勢、イランの核問題、
中東和平、アフガニスタンの平和構築と
いった中東の安定に重要な問題の解決に
向けて、我が国として積極的な役割を果
たす」と述べられている。

2011年の「アラブの春」を発端とした中
東・アフリカ諸国での内戦や政権崩壊、そ
の後のアルカーイダや「イスラーム国（IS）」
をはじめとする国際テロ組織の活発化を受
けて、邦人や日本権益へのテロ攻撃が深刻
な脅威となった。第二次安倍政権の発足直
後、2013年1月にアルジェリア南東部の天
然ガス・プラントをアルカーイダ系武装組
織が襲撃し、邦人10人が犠牲となった。さ
らに、2015年にはシリアで邦人がISに拘
束され、殺害されたほか、2016年にチュ
ニジアの美術館をIS系勢力が襲撃した際
にも邦人が犠牲となった。これらの事件を
背景に、日本政府は中東地域情勢や国際テ
ロリズムに関する情報収集・集約体制を強
化し、2015年12月には国際テロ情報収集
ユニット（CTU）が設置された。2016年
5月のG7伊勢志摩サミット首脳会合では、
日本は議長国として「テロ及び暴力的過激
主義対策に関するG7行動計画」を取りま
とめた。
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2017年に発足した米トランプ政権が対中
東関与を低減させ、一方で中東諸国間の
対立が深まる状況下で、日本は中東地域
における「仲介者」としての役割を担お
うとした。2019年6月には安倍首相が現
職首相として約41年ぶりとなるイラン訪
問を行い、また12月にはロウハーニ・イ
ラン大統領が訪日するなど、米国・イラ
ンの緊張緩和に向けて積極的に働きかけ
た。また、日本関係船舶の航行の安全を
確保するため、アラビア海北部やアデン
湾周辺に情報収集を目的として自衛隊を
派遣する方針を閣議決定した。しかし、
2020年1月3日に米軍がイランのソレイ
マーニ司令官を暗殺したことによって米
国・イラン間の緊張は一気に高まり、日
本による仲介の機運はほぼ失われた。そ
れでも安倍首相は1月11日からサウジア
ラビア、UAE、オマーンを訪問し、地域

の緊張緩和に向けて働きかけた。

米国が中東への関与を低減させ、中東の
政治・安全保障環境が流動化する中で、
日本はエネルギー安全保障やシーレーン
の安全確保の観点から、地域の緊張緩和
と安定化を目指して対中東関与を進めよ
うとした。従来、日本の中東諸国との関
係は経済面や文化面に集中しており、外
交・安全保障面でのレバレッジは限定的
だとされてきた。この課題を乗り越える
ために、安倍政権は首脳外交の強化や自
衛隊の派遣、各国との経済協力を通じた
プレゼンス強化を進めてきたといえる。

首相の中東訪問（2006年以降）

第一次安倍政権 2007年4～5月 サウジアラビア、UAE、クウェート、カタール、
エジプト

第二次～第四次
安倍政権

2013年4～5月 サウジアラビア、UAE、トルコ
2013年8月 バーレーン、クウェート、カタール、ジブチ
2013年10月 トルコ
2014年1月 オマーン
2015年1月 エジプト、ヨルダン、イスラエル、パレスチナ
2015年11月 トルコ
2018年4～5月 UAE、ヨルダン、イスラエル、パレスチナ
2019年6月 イラン
2020年1月 サウジアラビア、UAE、オマーン

岸田政権 2023年4～5月 エジプト（同時にガーナ、ケニア、モザンビーク、
シンガポール）

2023年7月 サウジアラビア、UAE、カタール

（出典）外務省資料をもとに筆者作成
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中東地域秩序の変動と 
「脱炭素化」を見据えた 
日本の関与

2020年以降、中東諸国内での緊張緩和
に向けた対話や水面下での交渉が進み、
2017年6月に発生したカタールと周辺諸
国の断交（カタール外交危機）が2021年
1月に解除され、2023年3月にはサウジア
ラビアとイランが7年ぶりに国交を正常
化させた。また、2020年8月以降、イス
ラエルも湾岸アラブ諸国やモロッコ、スー
ダンとの国交を正常化させた。これら
の動きを受けて、中東情勢の急変によっ
て日本のエネルギー安全保障が脅かされ
るリスクは、数年前と比べて大きく低下
した。

他方で、2022年2月に勃発したウクライ
ナ戦争は、日本のエネルギー安全保障に
大きな影響を与えた。日本はこれまで
原油の4% 弱をロシアから輸入していた
が、政府が上限価格を超えるロシア産原
油・石油製品の輸入禁止方針を決定した
ことを受け、企業がロシアからの石油調
達を控えたことで、さらに中東産原油へ
の依存度が高まることとなった。2023
年6月の原油輸入における中東依存度は
97.3% となり、その内訳はサウジアラビ
ア（41.5%）、UAE（37.4%）、 ク ウ ェ ー
ト（10.1%）、カタール（4.9%）である。

日本のエネルギー政策は中東以外に石油
の調達先を広げる多角化、エネルギー源
を石油以外に広げる多様化、そして省エ
ネルギーに注力してきた。ロシア産の原
油や天然ガスの調達も多角化や多様化の
方針に沿った動きだった。しかし、ロシ
アからの輸入を止めたことで対中東依存

が100% 近くにまで上昇したことは、皮
肉な結果である。

2023年版『外交青書』では、中東地域
は「世界の石油埋蔵量の約5割、天然ガ
ス埋蔵量の約4割を占め、世界のエネル
ギーの供給地としても重要であることに
加え、高い人口増加率も背景に、湾岸諸
国を中心に経済の多角化や脱炭素化を進
めており、市場としても高い潜在性を有
している」と述べられた。同時に、歴史
的に様々な紛争や対立が存在し、イラ
ンと周辺諸国の緊張、「アラブの春」以
降の政治的混乱、暴力的過激主義の拡散
リスクなど、多くの不安定要素と課題を
抱えていると指摘される。また、法の支
配に基づく自由で開かれた国際秩序の維
持・強化に向け、「日アラブ政治対話」
などの様々な対話の枠組みを通じ、各国
の問題意識やニーズを十分に踏まえた上
で、中東の緊張緩和と情勢の安定化に資
する外交努力を積極的に展開すると述べ
られている。

前述の通り、現在の日本の中東外交は、
石油・天然ガスの確保のみを目的として
いるわけではなく、より広範な協力の可
能性を模索している。2023年7月に岸田
首相は湾岸アラブ諸国を歴訪したが、日
本の首相によるサウジアラビア、UAE 訪
問は3年半ぶり、カタール訪問は10年ぶ
りとなった。同訪問においてはエネルギー
調達の安定化に加え、中東地域を将来の
クリーンエネルギーや重要鉱物のグロー
バルな供給ハブとして見据え、水素・ア
ンモニアの製造や脱炭素技術の実用化に
向けた連携が提案された。また、岸田首
相の訪問中に各国政府・企業と日本企業
との間で50本以上の覚書が結ばれた。
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岸田首相は、「産油国と消費国という関係
から脱皮し、（日本・中東関係を）新たな
グローバル・パートナーシップへと進化
させる」と強調した。「脱炭素化」に向け
た経済・技術協力を中核に据えた中東諸
国との関係強化は、日本の強みと現下の
国際情勢を踏まえた有意義な外交戦略で
あり、脱炭素への移行期における原油や
天然ガスの安定供給にも寄与し得る。岸
田首相の湾岸諸国歴訪は、中東における
日本の政治的・経済的プレゼンス拡大の
種を蒔いたと評価できよう。

しかし、2023年10月7日に行われたパレ
スチナの武装組織ハマースによるイスラ
エル攻撃と、それを発端としたイスラエ
ル軍によるガザ地区への大規模攻撃は、
中東地域情勢が大きく不安定化するリス
クを高めている。また、中東への関与を
低減させようとしてきた米国も政策変更
を迫られるだろう。既に紅海において日
本企業の船舶が攻撃・拿捕される事件も
発生しており、日本政府には権益の保護
と緊張緩和に向けた、中東への継続的な
関与が求められる。

おわりに―中東はインド太平洋
地域か？―

中東は経済発展の潜在性と同時に、依
然として多様な不安定化リスクを抱え
ていることから、政治の安定と経済成
長に向けた取り組みの連動（ネクサス）
が重要である。日本が中東とより幅広
い協力関係を構築し、同地域の政治的
安定や経済発展に貢献できれば、短期
的には紛争リスクの低減、中長期的に
は日本を含めたアジア地域におけるエ
ネルギー安全保障の確保、グローバル

な脱炭素化の促進など幅広い成果が期
待できる。

この点で、「自由で開かれたインド太平
洋（FOIP）」構想／戦略は経済・外交・
安全保障を組み合わせた地政戦略（geo-
strategy）および多国間協力メカニズムと
して、日本の中東外交における軸となり
得る。換言すれば、「インド太平洋におけ
るシーレーンの安全とエネルギー安全保
障の確保」という視点から、日本を含め
た域外国が協力して中東に関与する余地
が生まれるだろう。

他方で、インド太平洋地域に中東、そし
てアフリカ地域が含まれるのか否かにつ
いては、FOIP 構想／戦略を主導する日
米豪印戦略対話（QUAD）の4か国間で
もコンセンサスはない。特に米国と豪州
が、それぞれのインド太平洋戦略におい
て中東に言及したことはほとんどない。
インドは伝統的に中東湾岸および東アフ
リカ諸国との関係が深いが、あくまでも
二国間の関係であり、「インド太平洋」と
いう文脈での関与は目立たない。

2017年、河野太郎外相（当時）は、「中
東は、我々（日本）のインド太平洋戦略
の中心に位置して」おり、「中東の平和と
安定を維持すること自体が、自由で開か
れた海洋秩序の確保にとって重要」だと
強調した。2023年版『外交青書』におい
ても、オマーンがアデン湾やインド洋に
もアクセスできる地政学的にも優れた要
衝であり、FOIP 構想を実現する上で重
要な国だと述べられている。しかし、中
東地域に対して、FOIP 構想に基づいて
どのような関与がなされるのか、明確な
戦略は示されていない。
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この点については、中国の「一帯一路」
構想の方が戦略面でも実体面でも大きく
リードしており、明確に中東・アフリカ
地域をマクロな地政戦略に取り込み、具
体的な事業を打ち出してきた。中東地域
は「一帯」と「一路」が交差する地域で
あり、地中海とインド洋を繋ぐシーレー
ンが通っていることから、同構想におい
て極めて重要な地域と位置付けられてい
る。習近平国家主席の中国・アラブ諸国
サミットへの参加やサウジ・イラン和解
の仲介など、中国は政治・経済・安全保
障面での中東関与を強化している。ただ
しエネルギー面では、中国の原油輸入に
おける中東依存度は50% 以下（2021年）
であり、日本と比べて極めて低い。この
要因として、中国の主要なエネルギー企
業の多くが国営であり、特定の地域・国
からの輸入が集中しないように政府が企
業を統制可能である点が指摘できる。

中東・アフリカ地域において米国の関与
低減とともにロシアや中国の政治的・軍
事的プレゼンスが拡大している現状は、
日本の経済活動や安全保障にも大きな影
響を与える。日本はエネルギー安全保障
のみならず、シーレーンの安全確保やリ
ベラルな国際秩序の維持、そしてインド
太平洋における地政戦略の観点から、中
東との関係を深化・拡大・多様化させる
必要性が高まっている。

参考文献

小林周（2020）「中東情勢と日本のエネル
ギー安全保障」『Security Studies 安全
保障研究』2-2巻

小林周（2022）「中東発エコノミック・ステ
イトクラフトの検証―変化する域内安全
保障の中で」『国際政治』第205号

Amane Kobayashi (2020), “Challenges for 
Japan in Integrating the Middle East 
and Africa into the Free and Open Indo-
Pacific Strategy/Vision,” in JIME Center, 
the Institute of Energy Economics, Japan, 
The Changing Security Environment in 
the Middle East and the Role of the US-
Japan Cooperation

Amane Kobayashi (2021), “Destabilization in 
the Middle East and Its Impacts on Japan’s 
Energy Security,” in JIME Center, the 
Institute of Energy Economics, Japan, The 
Changing Security Environment in the 
Middle East: China’s Expansion, Security-
development Nexus, and the Possibility of 
US-Japan Cooperation



177

日本と中東―エネルギー安全保障を超えた深化―

小林 周（こばやし・あまね）
日本エネルギー経済研究所主任研究員

専門はリビアを中心とした中東・北アフリカ地域の現代政治、国際
関係論、エネルギー地政学。
慶應義塾大学総合政策学部卒業。同大学院にて修士号・博士号（政
策・メディア）取得。米国・戦略国際問題研究所（CSIS）エネルギー・
国家安全保障部、日本国際問題研究所などを経て、日本エネルギー
経済研究所中東研究センター入所。2021年4月から2023年4月まで在
リビア日本大使館にて書記官として勤務。
編著に『アジアからみるコロナと世界』（毎日新聞出版、2022年）、
主な共著に『紛争が変える国家』（岩波書店、2020年）、『アフリカ
安全保障論入門』（晃洋書房、2019年）など。





日本とグローバル・チャレンジ





日本の国連政策に見る人権外交 
―人権規範の役割と多国間主義の 
態様変化―
市原 麻衣子



182

地政学時代の日本―外交・安全保障政策の新たな潮流―

はじめに

現在、日本はアジアにおいて最も活発に
人権外交を展開している国である。ロシ
アの侵略を受けたウクライナから避難民
を何千人と受入れ、外交文書や談話など
でも人権や民主主義、法の支配といった
自由主義的価値が持つ重要性への言及が
ほぼ常に見られるようになった。日本版
マグニツキー法の議論さえ議員連盟の場
で行われている。こうした現象は冷戦後、
特に21世紀に入って顕著になった新しい
ものであり、日本の人権外交は現在も過
渡期にある。

では、日本はどのような経緯を経て現在
の人権外交の形に行き着いたのだろうか。
そしてそこに見られる課題は何か。本稿
は、日本の人権外交に見る変遷を、人権
規範が果たす役割の変化を軸に分析し、
国連の場で展開される人権外交に焦点を
当てて論じる。

これまでの経緯

（１）規制的規範から構成的規範へ

第二次世界大戦後の日本外交は、平和主
義、反軍国主義、反伝統主義などの価値
を反映していると分析されてきた。また、
日本の再軍国主義化を阻止する目的を
もって制定された日本国憲法の精神が日
本の世論に受け入れられ、内面化された
結果であると説明されてきた。平和や反
軍国主義を志向するのは、戦争によって
人間の生命や尊厳、および各種の自由と
いう人権が蹂躙されるためであり、その
意味で平和・反軍国主義規範は人権規範
を内包するものである。日本社会党、労

働組合、革新系知識人に加え、世論が日
本の非武装中立化、自衛隊や日米同盟の
破棄などを求めた。

これは日本の責任を意識し、対外政策の
あり方を見直す真摯な議論ではあったが、
日本人が国際平和をもたらすために果た
すべき積極的役割を問い直すというより
も、日本政府の対外行動に制約を課すと
いう問題意識に集中していた。その結果、
日本の平和主義や反軍国主義は、普遍的
価値としての人権と相互補完的に機能す
るものでは必ずしもなかった。つまりこ
れらの規範は、ピーター・カッツェンス
タイン（Peter Katzenstein）が論じると
ころの、自己を規制する「規制的規範

（regulative norm）」として機能していた
と言うことができよう。

このことは外交の文脈で見られる人権を
巡る言説に表れている。例えば、外務大
臣による国会での外交演説を見てみると、
人権の単語は1950年代から60年代を通じ
て一度も現れず、初めて現れたのは1975
年1月の三木武夫内閣における宮澤喜一外
相の演説においてであった。しかしそれ
も、日米が共通して持つ価値観としてこ
れに触れただけであった。その後は1978
年9月に福田赳夫内閣の園田直外相が国会
に対して国際人権規約締結の承認を求め
る言及をしたことはあったが、それを除
けば人権の単語が現れたことはなかった。

これに対し、国際社会における人権擁護
の必要性が国会の外交演説で初めて言及
されたのは、1988年1月の竹下登内閣に
おける宇野宗佑外相の演説においてであっ
た。そこでは人権問題解決の重要性に触
れ、国連や日米関係を通じた人権保護に
取り組む意思が表明された。その背後に
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は、経済大国となった日本としての自負
心があったほか、フィリピンや韓国での
民主化、カンボジア和平の動き、および
中国の改革開放といったアジアにおける
自由化機運が存在した。それ以降の外交
演説ではほぼ毎回人権について言及され
るようになり、1997年1月には橋本龍太
郎内閣の池田行彦外相が、「民主化の促進
および人権の擁護にも積極的な役割を果
たしてまいります」と明確に述べるまで
になった。

ブビンダー・シン（Bhubhindar Singh）は、
こうした変化を捉えて、日本のアイデン
ティティが「平和国家」から「国際国家」
に転換したと論じた。言い換えるなら
ば、人権規範は1980年代末以降、日本の
経済大国化とアジアにおける自由化の波
に押され、日本外交において「規制的規
範」のみならず「構成的規範（constitutive 
norm）」としての位置づけも獲得していっ
たのである。

（２）日本の国連政策における人権

しかし、実際の人権外交、そして日本の
国連政策におけるそれは、限定的な内容
をもって行われた。国連において日本政
府が積極的に人権外交を行ったケースは
数少ない。北朝鮮による拉致問題を非難
し、拉致被害者の早期帰還などを求める
決議を2000年代後半から毎年人権理事会
に提案してきたことが、自発的かつ本格
的なものとしてはほとんど唯一と言える。
ただしこれは、他国における人権状況を
改善しようとする試みであるだけでなく、
北朝鮮に拉致された日本人の人権状況の
改善を訴えるものであり、提起の主な動
機は自国利益の推進にあったと言える。

また、緒方貞子国連難民高等弁務官をサ
ポートし、同氏を通じた国連外交を行
うものとして、日本は国連難民高等弁務
官 事 務 所（Office of the United Nations 
High  Commiss ioner  for  Refugees : 
UNHCR） に 対 す る 支 援 も 拡 大 し た。
UNHCR への資金提供額は特に大きく、
日本は最大の資金拠出国の一つである。
しかし他方で、日本国内における難民受
け入れはほとんど拡大しておらず、他の
先進民主主義国が年間に数万人単位で条
約難民を受け入れているのに対し、日本
の受入数は二桁に満たない。

日本政府はまた、国連の場で人間の安全
保障概念の推進にも尽力してきた。日
本の提案で国連に人間の安全保障基金

（Trust Fund for Human Security）、 人
間 の 安 全 保 障 委 員 会（Commission on 
Human Security）、人間の安全保障フレ
ン ズ 会 合（Friends of Human Security 
Forum）を次々に設立し、人間の安全保
障委員会では緒方貞子とアマルティア・
セン共同議長の下、2003年に最終報告書
が発表されている。他方で、日本政府が
推進する人間の安全保障概念は、貧困削
減や保健衛生などを重視した「欠乏から
の自由」に焦点を当てたものであり、「恐
怖からの自由」や、フェン・ハンプソン

（Fen Hampson）が分類するところの「自
由と権利に基づく法の支配」には力点を
置かない理解となっている。このため、
人間の安全保障概念を通じて日本政府が
推進する人権は、自由権ではなく生存権・
社会権となっている。

その他にも、国際平和協力法を1992年に
制定し、日本人の国連 PKO 参加を拡大
させた。この時代には第二世代の PKO
が次々と立ち上がり、停戦監視・武装解
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除業務に加えて、国家建設を支援する機
能が PKO に加わっていた。日本は国連
PKO の枠組みの中で、人権保護を行うこ
とができる政治体制としての民主制国家
の設立を、選挙支援などの活動を通じて
援助していった。ただし、反軍国主義規
範の観点から対外関与（特に自衛隊派遣
を伴うそれ）に対する世論の強い反対が
あり、日本の役割については限定せざる
を得なかった。また、日本の強みは人権
分野ではなく経済支援にあり、日本は経
済支援でのリーダーシップを期待される
ことが多かった。

総じて、日本の国連政策における人権擁
護は長きにわたり、普遍主義としての位
置づけにも実質的支援内容にも弱さが目
立つものであった。これは一つには、人
権規範が構成的規範としての役割を見せ
始めたとはいえ、その動機の少なくとも
一端がグローバルパワーとしての評価獲
得という国益にあり、普遍的価値を真に
推進する動力としては弱かったためであ
る。そして第二に、規制的規範としての
平和主義が日本の対外行動を抑制し、内
政不干渉原則を重視する議論に繋がった
ことも一因であった。

現状および課題

このように、規制的規範の制限を受けて
展開されてきた日本の国連政策に見る人
権外交であるが、2010年代以降には変質
が見られた。第一に人権外交がこれまで
以上に活発化し、そして第二に、人権外
交の主な舞台が国連ではなくその他の多
国間枠組みに移行していったのである。

（１）人権外交の活発化

日本において、他国の人権状況を深刻に
捉える動きが活発化してきたことは大き
な変化である。最初に現れた変化は第一
次安倍晋三政権の「自由と繁栄の弧」や、
第二次政権以降の価値観外交および「自
由 で 開 か れ た イ ン ド 太 平 洋（Free and 
Open Indo-Pacific: FOIP）」 構 想 な ど で
あった。ただし、これらは普遍的価値と
しての自由主義的価値を促進するもので
はあったものの、人権の位置づけは年々
低くなっていった。これは、人権侵害を
問題視しない中国と、人権擁護を推進し
ようとする日本という二項対立が生じ、
この2か国の間で選択を迫られることを
嫌った東南アジア諸国の声に応えるため
であった。そのため日本政府が言及する
普遍的価値は、人権や民主主義といった
中露が抵抗を示すものから、2010年代中
頃には透明性、説明責任、法の支配など、
国際的に比較的受け入れられやすい土壌
のあるガバナンス規範に移行していった。

しかし、保守色が強かった安倍内閣から
菅義偉内閣に政権が移ると、保守色の
強い政策を施行するよう自由民主党内か
らの突き上げが強まった。特にそれは反
中ナショナリズムの形式を取ることが多
く、香港やウイグルに対する中国政府に
よる激しい人権弾圧への批判や、この問
題に対処する外交行動を政府に求める声
の高まりとして表れた。香港における国
家安全維持法制定に象徴される自由の喪
失、ミャンマーにおけるクーデターの発
生、新疆ウイグル自治区での強制労働や
強制避妊などの実態が浮き彫りになるな
ど、アジアにおいて次々と発生してきた
深刻な人権問題に対処する必要性が増加
したことが背景にあることは間違いない。
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しかし例えば、香港で反逃亡犯条例デモ
に対する弾圧が始まり、ウイグルへのジェ
ノサイドが行われていることを示した新
疆秘密文書をニューヨークタイムズ紙が
報道した2019年代ではなく、菅政権下の
2021年に自由民主党外交部会内に人権外
交プロジェクトチームが立ち上がったの
は、単なるタイムラグではない。

（２）国連からG7への重点シフト

ただし、国連の場において人権擁護の推
進を図ることには、新たな難しさが生じ
ている。他国からの人権侵害批判を嫌う
中国とロシアという2つの権威主義国が、
人権規範に関するカウンターナラティブ
の形成に向けて、共同歩調を取り始めて
いるためである。

中 国 政 府 は 中 華 人 民 共 和 国 の 成 立 後、
独自の人権外交を行ってきた。アンド
リュー・ネイサン（Andrew Nathan）と
ロ バ ー ト・ ロ ス（Robert Ross） が 指 摘
するように、中国政府は冷戦初期の段階
から、反帝国主義や民族自決、発展する
権利、文化相対主義などを中心に据えた
人権理解を促進してきた。こうした中国
のカウンターナラティブ形成は、2020年
代に入ってロシア政府との共同歩調を如
実に示すようになった。例えば米国政府
主催で行われた2021年12月の民主主義サ
ミット直前である11月26日には、駐米ロ
シア大使および中国大使が共同で『ナショ
ナル・インタレスト（National Interest）』
誌に論考を発表し、人権や民主主義といっ
た自由主義的概念を再定義しようとして
いる。本論の中で両大使は、中露はとも
に民主主義国であると論じた上で、人権
保護を口実に他国に内政干渉をすること

は反民主的行為であると主張した。

こうした動きが、ポピュリズムの台頭に
よる米国の倫理的地位の低下や国連人権
理事会脱退と軌を一にしている点が問題
をより深刻にしている。途上国は以前に
も増して、人権問題で中国に取り込まれ
易い環境にある。例えば2021年7月に国
連人権理事会で香港国家維持法に対する
非難声明と支持声明がそれぞれ提出され
た際には、非難声明の支持に回ったのは
欧州や日豪ニュージーランドなどの先進
民主主義国27か国のみであったのに対
し、アジア、アフリカ、ラテンアメリカ
の53か国は中国への支持を示す声明に対
するサポートに回った。こうした動きが
継続すれば、今後国連を舞台として、人
権概念の希薄化がさらに深刻化する懸念
がある。

元来、人権外交では国連よりも G7などの
ミニラテラルな多国間枠組みの方が迅速
かつ有効な対処が可能である。普遍的価
値を共有する先進民主主義諸国に限定さ
れた枠組みであり、共同歩調が取りやす
いためである。例えば、2021年2月1日に
ミャンマーにおいて国軍によるクーデター
が起きた際には、国連安全保障理事会で
は中国などが国軍のクーデターに対する
非難を避ける方向に動いたためクーデター
非難声明を出すことができず、国連人権
理事会は同年2月12日にようやく決議の
採択に漕ぎつけたが、国軍のクーデター
に対して非難の言葉は使われず、懸念が
表明されるに留まった。これに対して G7
では、クーデター発生の2日後にクーデター
を非難する声明が発表されている。同様
のパターンは香港国家安全維持法を巡っ
ても見られ、2020年6月18日に発出され
た G7外相声明では同法に対する「重大な
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懸念」が強調されている。なお、G7外相
声明での文言はいずれも、日本一国が発
出する外務大臣談話におけるそれよりも
強いトーンとなっている。国連における
中露のカウンターナラティブ形成が今後
も継続するであろうことを踏まえれば、
G7の結束を維持しつつ、今後どのように
非 G7諸国と連携していけるかが鍵になる
であろう。

おわりに―今後の課題―

多国間枠組みを通じた日本の現在の人権
外交には、大別して2つの課題がある。第
一に、自由主義的価値を維持するナラティ
ブ形成への積極的な関与が必要だという
点である。日本政府にできる活動は、実
は欧米政府よりも多い。何故ならば、欧
米諸国が自由権を重視した独自の「西洋
的価値」としての人権概念を非西洋世界
に押し付けているという論法を中露が採
用しているなか、日本は非西洋国である
ためである。非西洋国家である日本が自
由権理解を中核に据えた人権規範を強力
に推進すれば、中露が歪めようとする人
権理解に対するカウンターナラティブと
なる。

そのためには、日本政府は人間の安全保
障概念などに見られるような、生存権・
社会権に重点を置いた人権理解アプロー
チを乗り越え、自由権が果たす役割をしっ
かりと見つめ直さなければならない。ア
マルティア・セン（Amartya Sen）が論
じたように、貧困撲滅にすら個々人の自
由を確保することが決定的に必要である
ことを再認識する必要がある。

そして言動は常に行動を伴わなければ説

得力を持たない。そのため日本政府は国
内外で自由権の推進を積極化する必要が
ある。海外に対する人権侵害批判、抑圧
された人権活動家や難民への支援提供、
サプライチェーンの見直しなどを行うの
みならず、国内での人権状況改善も同時
に行うことで、普遍的価値に対するコミッ
トメントを示すことができる。日本国内
においては同性婚、選択的夫婦別姓、外
国人労働者の権利、公務員の労働争議権、
死刑制度を巡る問題など、見直しが必要
な人権状況が山積している。

最後に、国外において人権擁護のための
実質的な活動を可能にするためには、政
府から切り離された人権擁護枠組みの構
築が必要である。人権外交は常に主権規
範と競合する。そのため、経済や安全保
障分野などにおける国家間関係の弱体化
を恐れて、政府は人権外交の推進を躊躇
する傾向がある。スウェーデン国際開
発協力庁（SIDA）などのように、自国
NGO を通じた援助を可能にすることが
できれば、オールジャパンの取り組みと
して人権外交を推進できよう。米国政府
主催の民主主義サミットや、インド太平
洋の民間アクター主導のサニーランズ・
イニシアティブ（Sunnylands Initiative）
などが推進する官民連携の枠組みを利用
し、民間アクターを活用した人権擁護活
動を可能にする制度化が考えられるであ
ろう。日本の人権外交をさらに活発化さ
せるべく、クリエイティブなアプローチ
が望まれる。
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はじめに

本稿では、日本がサイバーセキュリティ
に取り組むきっかけとなった2000年のサ
イバー攻撃被害事件から、2022年のロシ
アによるウクライナへの軍事侵攻や2023
年夏までのランサムウェア攻撃に関連し
た脅威動向までを対象とする。脅威環境
が変化する中、日本がどのような政策や
国際協力を進めてきたのか、また今後ど
のような政策が求められるのかを考察し
たい。

これまでの経緯

日本政府がサイバーセキュリティに取
り 組 む 大 き な き っ か け と な っ た の が、
2000年1月に発生した科学技術庁や総務
省などの官公庁のウェブサイト改ざん事
件だ。情報技術（IT）化が進む中、セキュ
リティ対策とそのための政策作りが急務
となり、翌月末の「内閣官房情報セキュ
リティ対策推進室」（2005年に「内閣官
房情報セキュリティセンター」に改組）
の設置に繋がった。その後、2011年9月
に三菱重工業、IHI、川崎重工業へのサ
イバー攻撃が相次いで発覚し、サイバー
セキュリティへの関心が国内でさらに強
まった。

そうした中、2013年9月に東京が2020年
の夏季オリンピック・パラリンピックの
開催地に選ばれた。世界の注目を集める
五輪大会は、これまでにもサイバー攻撃
の標的となってきた。五輪大会の成功に
は、物理空間とサイバー空間双方のセ
キュリティが不可欠であり、日本でサイ
バーセキュリティ強化の機運が高まった。
日本政府は、2014年11月に成立したサ

イバーセキュリティ基本法に基づいて内
閣官房情報セキュリティセンターを改組
し、「内閣サイバーセキュリティセンター

（NISC）」を設置した。NISC が担う主な
役割は、日本のサイバーセキュリティ政
策に関する基本戦略の立案と各省庁との
連携、国際連携の窓口機能、重要インフ
ラ防御のための官民連携、サイバー攻撃
に関する最新情報の収集などである。そ
の他にも、サイバーセキュリティ政策を
担当する中央官庁には、外務省（サイバー
外交）、防衛省（安全保障）、警察庁（サ
イバー犯罪）、総務省（情報通信）、経済
産業省（産業全般）、デジタル庁（デジタ
ルトランスフォーメーション）がある。

また、サイバー攻撃は、その被害がサプ
ライチェーンを通じ、業種や国境を越え
て広がることもあり得るため、サイバー
攻撃の手口や対策に関する情報共有およ
び人材育成支援における国際協力が重要
だ。日本の場合、イスラエル、インド、
ウクライナ、英国、エストニア、豪州、
ドイツ、フランス、米国それぞれとの二
国間サイバー協議のほか、欧州連合（EU）
などとの多国間協力にも力を入れている。

日本企業が多数進出している東南アジア
においても安全なビジネス環境の確保
は不可欠であり、東南アジア諸国連合

（ASEAN）との協力も進められてきた。
2009年から政府の局長・審議官クラスを
招いた「日・ASEAN 情報セキュリティ政
策会議」（現「日・ASEANサイバーセキュ
リティ政策会議」）が年次開催され、重要
インフラ防護などについて議論が行われ
ている。2018年には、総務省がタイ・バ
ンコクに「日 ASEAN サイバーセキュリ
ティ能力構築センター」を設立した。
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さらに、2016年5月に行われた G7伊勢志
摩サミットでは、主催国である日本が成
果文書の一つとして「サイバーに関する
G7の原則と行動」を発出し、G7はサイ
バーセキュリティに関する協力を強化し
ていくことで一致した。加えて、「日米豪
印戦略対話（QUAD）」でも、サイバー
セキュリティ協力が盛り込まれている。

現状および課題

新型コロナウイルス感染症拡大の中で開
催された東京2020オリンピック・パラリ
ンピック大会は、2021年9月に無事終了
した。大会運営に関わるシステムやネッ
トワークが2012年のロンドン五輪の倍に
あたる4.5億回ものサイバー攻撃にさらさ
れたにもかかわらず、大会運営に影響を
及ぼすような被害には至らなかった。こ
れは五輪のサイバー防御史上の快挙であ
る。米メリービル大学のブライアン・ガ
ント助教（サイバーセキュリティが専門）
は、東京2020のサイバーセキュリティは、
全てのイベントの開催者が手本とすべき
模範であると絶賛している。

また、パンデミック中のサプライチェー
ンに関する課題を受け、日本では2022年
5月に経済安全保障推進法が成立した。同
法の柱である重要物資の安定的な供給の
確保、基幹インフラ役務の安定的な提供
の確保、先端的な重要技術の開発支援の
いずれも、サイバーセキュリティ無くし
ては成立しない。そのため、同法は日本
のサイバーセキュリティ強化にとって重
要な意味を持つ。

さらに、2021年9月に日本政府が出した
「サイバーセキュリティ戦略」では、サイ

バー攻撃への抑止力を高めるため、「政治・
経済・技術・法律・外交その他の取り得
る全ての有効な手段と能力を活用し、断
固たる対応をとる」ことが盛り込まれた。
これは、翌2022年12月に出された国家安
全保障戦略への導入で注目された「能動
的サイバー防御」の先鞭とも言うべき表
現である。能動的サイバー防御によって、
武力攻撃に至らないサイバー攻撃であっ
ても、「国、重要インフラ等に対する安全
保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー
攻撃のおそれがある場合」、防衛省・自衛
隊を含む日本政府が未然排除や被害の拡
大防止のための措置を取れるようになる。

それは、「武力攻撃に至らない」サイバー
攻撃でも大きな被害を出し得るからだ。
2021年5月の米コロニアル・パイプライ
ン社へのランサムウェア攻撃は、金銭目
的のサイバー犯罪が重要インフラ企業1
社のみに対して行われたとしても、サプ
ライチェーンを通じて被害が拡大し、国
家安全保障上の危機に繋がり得ることを
証明した。日本においても、2023年7月
の名古屋港へのランサムウェア攻撃では、
貨物の積み下ろし作業が約2日間中断し、
自動車業界やアパレル業界などの業務に
多大な影響を及ぼした。だからこそ、「能
動的サイバー防御」を実現し、官民が連
携して重要インフラを守れるようにする
ことが一層重要である。

おわりに

2022年2月に始まったロシアによるウク
ライナへの軍事侵攻では、妨害型および
諜報目的のサイバー攻撃がウクライナに
対して続いている。戦争が長期化する中、
日本を含む支援国はウクライナへの軍事・



192

地政学時代の日本―外交・安全保障政策の新たな潮流―

人道支援を妨害するためのサイバー攻撃
についても、注意を払う必要がある。

現在、IT なくしては経済も安全保障も成
り立たない。サイバーセキュリティは経
済安全保障と国家安全保障の要である。
しかも、サプライチェーンを通じて国境
を越えたサイバー攻撃被害が拡大し得る
からこそ、国内外の官民連携が欠かせな
い。今こそ日本は一丸となって、重要イ
ンフラの防御と情報共有の拡大に取り組
まなければならない。
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はじめに

地球温暖化あるいは気候変動が国際問題
として議論されるようになった1980年代
から、日本は先進国の一員として、同問
題への対処を求められ続けてきた。しか
し、欧州諸国と違い、日本は必ずしもこ
の問題に積極的に取り組んできたわけで
はない。ところが2020年10月、菅義偉首
相（当時）のカーボンニュートラル宣言
を境に、日本は脱炭素に向けて舵を切り、
急速に動き始めた。本稿では、気候変動
に対する日本のこれまでの姿勢とその背
景にあった考え方を説明し、2020年の方
向転換の要因を推測する。また、今後の
展開について述べる。

なお、世界の温室効果ガス総排出量のう
ち、エネルギー燃焼起源二酸化炭素が占
める割合は7割ほどである。残りは森林減
少や農耕地面積拡大など土地利用変化に
起因するものや、メタンや亜酸化窒素な
どの二酸化炭素以外の温室効果ガスであ
る。しかし、日本では温室効果ガス排出
量の9割程度をエネルギー燃焼起源二酸化
炭素が占めるため、気候変動政策とエネ
ルギー政策が不可分であることは、以下
を理解する上で重要な前提条件である。

これまでの経緯

1980年代以降の国際社会では、まずは比
較的豊かな先進国が排出削減に着手すべ
きだという発想から、1992年に国連気候
変動枠組条約、1997年に京都議定書が採
択された。日本は気候変動の問題の存在
は認めていたものの、他国と比べて自国
の省エネが進んでいることを理由に、省
エネが遅れている大排出国―具体的には

米国と中国―が日本よりも相対的に多く
の排出削減を実施すべきだと主張してき
た。また、エネルギーの炭素集約度を減
らす取り組みとして、原子力発電のシェ
ア増強を計画し、再生可能エネルギーは
コストがかかりすぎるという理由で冷遇
してきた。しかし、2011年3月の東日本
大震災とそれによる福島第一原発事故に
より、原子力発電に反対する世論が強ま
り、発電部門における原子力発電のシェ
アが減少した。ここでようやく再生可能
エネルギーを普及させるための政策が導
入され始めたが、日本はこの時点ですで
に他国の再生可能エネルギー導入量と比
べて大きく後れをとっていた。

2015年のパリ協定採択時には、欧米を中
心に再生可能エネルギーや電気自動車、
IT 関連事業など、排出削減を新たなビジ
ネスとする産業が十分に成長しており、
これらの産業の後押しがパリ協定採択に
結び付いたとも言える。一方、2015年時
点の日本は以前からの発想に固執したま
まだった。要するに、排出削減に取り組
むには省エネのための追加投資が必要に
なるため、企業にとってはコスト高となり、
できるだけやらない方が国の経済活動に
とっては望ましいという考え方である。
そのため、2015年7月に決定した排出削
減のための2030年目標においては、「2013
年比26% 削減」と、多大な努力をせずと
も達成しうる水準に設定された。

しかし、その後、一般の人にも感じられ
るほどに異常気象が増えていることに対
して世論の危機意識が高まったこともあ
り、世界中で脱炭素に向かう動きがさら
に加速した。2019年以降は、2050年まで
に排出量実質ゼロ達成を掲げる国が増加
し、これと連動して、金融セクターをは
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じめ多くの企業団体が独自の実質ゼロ目
標を掲げるようになった。これに驚いた
のが日本企業である。様変わりする海外
の企業に追いつくために自らも排出削減
にコミットしつつ、国に対しても同様の
目標を掲げて企業を支援する仕組みを作
るよう働きかけた。その結果が冒頭に述
べた2020年10月のカーボンニュートラル
宣言である。2021年4月には米国で新た
に発足したバイデン政権の求めに応じる
形 で、 日 本 は2030年 目 標 を「2013年 比
46% 削減」に変更し、さらに50% 削減の
高みを目指すことを表明した。脱炭素を
新たな成長戦略の一部として掲げ、水素
やアンモニアなどを活用した脱炭素のた
めの革新的技術の開発と普及を目指して
いる。

現状および課題

日本が2015年頃まで世界と比較して気候
変動対策で後れをとってしまったのは何
故だろうか。その原因として、日本は省
エネ大国であるという過信と、一般市民
の関心の低さが挙げられる。省エネに関
しては、確かにエアコンや冷蔵庫などの
家電製品やハイブリッド自動車など、世
界最高水準のエネルギー効率を達成して
いる日本製品は少なくない。これは日本
企業のたゆまぬ努力の結果とも言える。
しかし、例えば日本の家屋の断熱性能は
胸を張れる水準ではない。2022年4月の
法改正まで、初期投資に費用がかかり、
それを回収するだけの効果を得るのに30
年以上かかるとされる建物の断熱強化は、
見送られ続けてきた。また、省エネばか
りに目が行き、エネルギーの脱炭素化に
関しては、前述のとおり原子力発電事故
以降にようやく再生可能エネルギー普及

に向けた政策が導入され始めたところで
ある。電気自動車はまだ普及していない。
2017年から2020年までの共和党トランプ
政権がパリ協定からの離脱を公言するな
ど、米国が気候変動対策を後退させたこ
とも、日本政府の判断を鈍らせた。米国
内では、州・産業界レベルでは排出削減
に向けた投資が依然として加速し続けて
いたのだが、日本の政策決定者の間では
見落とされていた。

しかし、より深刻なのは人々の関心の低
さかもしれない。日本はすでに省エネ大
国であり、まずは米国や中国が排出量を
減らすべきだ、という説明を長年聞かさ
れているうちに、こうした認識が刷り込
まれてしまったようだ。また、日本でも
集中豪雨や大型台風などによる被害が増
えているにもかかわらず、メディアはこ
れらの現象と気候変動を結び付けた説明
を避けてきた。人々が関心を持たない限
り、選挙の争点にもならない。最近の国
際的な世論調査の比較プロジェクトの結
果を見ると、日本の回答者は他国の回答
者と比べておしなべて気候変動への意識
が低い。

日本とドイツは多くの共通点を有するが、
人々の気候変動に関する意識については、
日本がドイツから学ぶべきことは多い。
環境や気候変動に関する学校での教育、
情報発信の方法など、日本は人類が直面
している危機を自分事として認識する能
力を向上させる術をドイツに学ぶべきで
ある。

2030年まで残り6年である。新型コロナ
ウイルス感染症の影響もあり、日本の温
室効果ガス排出量は2013年比ですでに2
割ほど減っているものの、今後も同じペー
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スで減少させ続けるのは決して容易なこ
とではない。それでも、これまで先送り
にしてきた対策に早期に着手し、目標達
成に向けた取り組みがさらに加速するこ
とを期待したい。
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はじめに

歴史を振り返ると2016年は国際経済体制
にとって大きな躓

つまづ

きの年だった。躓きの
石の一つは6月の英国での国民投票で欧
州連合（EU）離脱、いわゆる Brexit が
決定したことであり、もう一つは11月の
米国大統領選挙でトランプ氏が勝利した
ことだ。Brexit は、過去の栄光へのノス
タルジーと移民が脅威であるというフェ
イク情報によって経済統合のメリットが
否定された悲劇であり、現在の英国経済
はその代償を高いインフレと低成長とい
う形で払っている。また、トランプ氏の

「米国ファースト」の通商政策はいたず
らに中国との貿易戦争をエスカレートさ
せ、グローバルな供給ネットワークを寸
断した。その結果、国際貿易秩序は「ルー
ルに基づいた秩序（a rule-based order）」
か ら「 力 に 基 づ い た 無 秩 序（a power-
based disorder）」に移行した。そこに新
型コロナウイルス感染症によるパンデミッ
クの到来とウクライナ戦争の勃発が追い
打ちをかけ、混迷の度合いはさらに深まっ
ている。

本稿はこのような前例のない不確実性の
時代に日本がどのような通商戦略を展開
するべきかを論じるものである。

日本の通商外交の系譜

（１） 日本のGATT加盟から60年目に 
合意したTPP

日本の貿易政策の原点ともいうべき貿易
及び関税に関する一般協定（GATT）加
盟は1955年9月のことである。それから
60年目に当たる2015年10月に環太平洋

パートナーシップ（TPP）の合意がなさ
れたことには大きな意義がある。

日本の GATT 加盟は決して容易ではな
かった。1953年にようやく仮加盟しオ
ブザーバーの地位を得たが、正式加盟は
1955年まで待たざるを得なかった。米国
の後押しでやっとのことで締約国となれ
たが、英国、フランス、ベネルクス三国
など西側の国々は日本に対して GATT 第
35条を援用した。この条文は、既加盟国
が新規加盟の締約国に対しその加盟は認
めるが、自らは GATT 上の権利である最
恵国待遇（MFN）や内国民待遇を留保す
るという「差別」を容認するもので、内
容的には「拒否権」に匹敵する。このた
め日本は米国以外の西側諸国とは実質的
に GATT 関係に入れないという状態に
1960年代初頭まで置かれることとなった。

日本はこの状態から抜け出すために、欧
米諸国が懸念していた日本産品による「市
場撹乱（market disruption）」を回避する
ための「対日差別数量規制」や「輸出自
主 規 制（voluntary export restraint）」 な
どの GATT 違反の措置や GATT 原則を迂
回する「灰色措置（grey-area measure）」
を容認せざるを得なかった。このような
措置はウルグアイ・ラウンド（1986～
1994年）終結まで続くことになる。

1973年10月の第一次石油危機以降、自動
車の燃費性能改善など省エネルギー・省
資源の要請が欧米の消費者のあいだで高
まり、製造業はそれまでの「重厚長大」
型産業から「軽薄短小」型産業へ大きく
シフトする。その変化の波に見事に乗っ
たのが日本の電気電子産業であり、自動
車産業であった。その後日本の主要産業
は「技術集約化」ならびに「知識集約化」



199

日本の通商政策―メガ FTAが支える多国間主義―

を進めるが、その結果として起こったのが、
米国や欧州共同体（EC）との激しい「貿
易摩擦（trade friction）」であった。

貿易摩擦の本質は、日本産品の国際競争
力の高さとその結果としての貿易収支の
不均衡であった。しかし、そこに「日本
市場の閉鎖性」という商慣行の違いに由
来するさまざまな「非関税障壁」が絡み、
日本は自由貿易体制を享受するが、自ら
は市場開放を積極的に進めない国として

「不公正貿易慣行国」のレッテルをしば
しば貼られた。EC からは「利益の均衡

（balance of benefits）」を欠いた国として、
1986年9月のプンタ・デル・エステ（ウ
ルグアイ）での GATT 閣僚会議であぶな
く交渉の槍玉に挙がるところまで攻め寄
られた。日本は、GATT は「権利と義務
の均衡」を交渉を通じて実現しようとす
る体系であり、貿易上の競争条件の平準
化を目指すものではあるが、競争の結果
の平準化まで求めるものではないとして
ECの主張に反論した。それにより、何と
か利益の均衡論を封印することに成功し、
EC提案の日本問題がウルグアイ・ラウン
ド交渉のアジェンダになることを阻止した。

その当時の日本はまだマルチの貿易体制
のみを支持しており、地域統合には否定
的な姿勢を取っていた。そもそも関税同
盟 や 自 由 貿 易 協 定（FTA） は GATT の
MFN 原則からの逸脱であり、例外とし
て容認される地域統合体という位置付け
であった。しかし、ウルグアイ・ラウン
ドというサービスや知的財産権まで交渉
対象とする壮大な多国間貿易交渉が展開
する裏で、すでに1986年の EC の第三次
拡大（スペイン、ポルトガルの加盟）や
1989年の米加 FTA の創設という地域統合
の大きなうねりが忍び寄っていたのである。

特に米国が次第に地域統合へ傾斜して
いったことが、その後の地域主義に大き
なインパクトを与えた。1985年に米国は
イスラエルとの FTA を締結した。さらに
米加 FTA をウルグアイ・ラウンドと並
行して交渉した米国は、その後メキシコ
を巻き込んで1994年には北米自由貿易協
定（NAFTA）を発効させた。同じ1994
年4月にはウルグアイ・ラウンドの合意
文書の採択セレモニーとなるマラケシュ
閣僚会議が開催されている。戦後一貫し
て自由貿易体制のリーダーであった米国
が、GATT の 多 国 間 主 義 と、NAFTA を
中心とする「ハブとスポーク」の FTA 体
制による地域主義との両輪を並行して走
らせる貿易政策へと方向転換したことは
明らかであった。その後、世界貿易機関

（WTO）のドーハ開発アジェンダ（DDA）、
いわゆる「ドーハ・ラウンド」の停滞も
あり、米国の通商政策は FTA を中心とし
た地域主義に傾斜していくことになる。
トランプ政権下では NAFTA を嫌ったト
ランプ大統領により米国・メキシコ・カ
ナ ダ 協 定（USMCA） が 締 結 さ れ た が、
カナダとメキシコから米国市場に輸入さ
れる自動車の数量がそれぞれ260万台に
制限されるなど、USMCA は自由貿易と
いうよりは管理貿易の色彩が濃厚な協定
となっている。

（２） 世界的趨勢としての 
「地域統合」と日本の対応

グローバル化の実体は国境を越えて移動
する4つの要素「モノ・サービス・資本・
人」である。1958年に関税同盟としてス
タートした欧州経済共同体（EEC、現在
の EU）では、1993年から市場統合をさ
らに深化させ「単一市場」を形成し、こ
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の4つの要素の自由移動を促進してきた。
この EU の成功を手本に、今では途上国
も含め世界中至る所でこの地域経済統合
が一つのトレンドとして定着している。
経済統合の形式として最も多いのが、貿
易障壁（関税や非関税措置など）を相互
に撤廃した国々が締結する FTA である。
ジェトロの『世界の FTA データベース』
によれば、2023年12月時点で世界には
476件の FTA が存在している。

世界で二国間あるいは地域の市場統合が
進行するなか、我が国も21世紀に入っ
てからは積極的に市場統合に取り組むよ
うになった。日本は FTA を超えるさら
に包括的な経済協定という意味を込め
て 経 済 連 携 協 定（Economic Partnership 
Agreement: EPA）と呼んでいる。2001年
に交渉したシンガポールとの EPA を皮切
りに、日本は2023年12月時点で24の国・
地域と21件の EPA を既に発効・署名して
いる。発効・署名済みEPAによってカバー
される貿易は日本の貿易総額の約80% を
占めている。（表1「日本のEPA一覧」参照）

日本のEPAの最大の特徴は日本からの海
外直接投資（FDI）の成果を補強する点に
ある。つまり、日本の製造業が東アジア地
域において展開してきた「生産ネットワー
ク」をより競争的にするために各国の貿
易障壁を撤廃し、投資環境を整えること
に力点が置かれているのである。1985年
9月の「プラザ合意」以降円高が定着した
が、これに対応するために製造業の多くは
東南アジア諸国連合（ASEAN）の国に部
品の生産拠点を移した。そこで製造された
部品は国境を越えて取引され、製品化さ
れ、そこから欧米諸国や日本などに輸出さ
れた。日本のEPAはこのような日本企業
の海外における生産活動を諸外国との条約

の形で保全し、発展させる手立てなので
ある。言い方を変えると、EPA は日本か
らの FDI をきっかけとして形成されてき
た生産と流通のネットワークに基礎をおく

「事実上の統合（de-facto integration）」を
さらに維持・強化するための「法的手段

（legal instrument）」ということができる。
ASEAN諸国とのEPAは、まさにこれが当
てはまる先駆的な事例である。

このように日本の EPA は、日本企業によ
る活発な FDI と現地生産を組み合わせた
生産ネットワークの構築という事実上の
統合を国際条約としての EPA で「固定
化（consolidate）」 し、 法 的 安 定 性 を 付
与するものと言えよう。その意味で日本
の EPA は「 法 律 に 則 っ た 統 合（de-jure 
integration）」を実現するツールと位置付
けることができる。

（３） 日本が牽引する3つのメガ
FTA―CPTPP、日EU・EPA、
RCEP―

世界経済を牽引する「成長の極」は3つあ
ると筆者は見ている。経済統合が最も進
んでおり、27の構成国の内20か国で共通
通貨ユーロが使われている EU、米国を中
心にカナダとメキシコを加えた USMCA
の北米地域、そして高い成長率を誇る東
アジア地域であり、東アジア地域には
さ ら に ASEAN10か 国、 日 中 韓、 豪 州、
ニュージーランドの計15か国からなる地
域的な包括的経済連携協定（RCEP）が
発効している。（図1「3つのメガ・リージョ
ンと地域間 FTA」参照）

これら3つのメガ・リージョンにおいては
それぞれ域内の統合が進んでいるが、同
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時に地域間においてもメガ FTA の発展が
顕著である。その中でも特に注目された
のが、当初 P4と呼ばれた TPP で、これ
はシンガポール、ブルネイ、チリ、ニュー
ジーランドの4か国が始めた FTA である
が、2008年11月のアジア太平洋経済協力

（APEC）会合の際には主催国であったペ
ルーや豪州が参加の意向を表明し、さら
には米国もサービス分野に関心を示すに
至った。折から米国は東アジアで「米国
抜き」の市場統合が進むことには懸念を

有しており、2006年の APEC の際に提案
された「APEC ワイドの FTA」であるア
ジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）構想を
積極的に支持したことから、この P4の動
きが P9に、さらには P11に、そして2013
年7月以降は日本も参加して12か国とな
り、アジア太平洋地域における「クリティ
カル・マス（critical mass）」を形成して
いく。TPP は2015年10月にアトランタで
合意に至るが、2017年1月にトランプ大
統領（当時）が米国を離脱させた。

表1　日本のEPA一覧（2021年1月時点）

In Force or Signed  • Japan-Singapore Economic Partnership Agreement
 • Japan-Mexico Economic Partnership Agreement
 • Japan-Malaysia Economic Partnership Agreement
 • Japan-Chile Economic Partnership Agreement
 • Japan-Thailand Economic Partnership Agreement
 • Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement
 • Japan-Brunei Economic Partnership Agreement
 • ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement
 • Japan-Philippines Economic Partnership Agreement
 • Japan-Switzerland Economic Partnership Agreement
 • Japan-Viet Nam Economic Partnership Agreement
 • Japan-India Economic Partnership Agreement
 • Japan-Peru Economic Partnership Agreement
 • Japan-Australia Economic Partnership Agreement
 • Japan-Mongolia Economic Partnership Agreement
 • Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP12)
 • Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific 

Partnership (TPP11)
 • Japan-EU Economic Partnership Agreement
 • Japan-US Trade Agreement・Japan-US Digital Trade Agreement
 • Japan-UK Comprehensive Economic Partnership Agreement
 • Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement

Under Negotiation  • Japan-Turkey Economic Partnership Agreement
 • Japan-Colombia Economic Partnership Agreement
 • Japan-China-Republic of Korea Free Trade Agreement

In Suspension  • Japan-GCC Free Trade Agreement
 • Japan-Republic of Korea Economic Partnership Agreement
 • Japan-Canada Economic Partnership Agreement

（出典）外務省、経済産業省の資料をもとに筆者作成
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米国の TPP 離脱はアジア太平洋地域にお
ける強固な貿易秩序形成という観点から
は大きな後退となったが、日本は残され
た11か国をまとめて環太平洋パートナー
シップに関する包括的及び先進的な協定

（CPTPP、いわゆる TPP11）としてモメ
ンタムを維持し、2018年12月にこれを発
効させている。

CPTPP に加えて地域間メガ FTA として
重要なのが日 EU・EPA である。これは
世界の国内総生産の約25%、世界貿易の
約3分の1を占めるまさに巨大 FTAであり、
日本と EU が共に自由貿易のリーダーと
して範を示すものとして2019年2月に発
効している。日 EU・EPA は政治協力の
色彩が濃厚な戦略的パートナーシップ協
定（SPA）を伴っている。そこでは民主
主義・人権・法の支配・市場原理といっ
た普遍的価値の共有が謳われている。

最後に2022年1月に発効した RCEP があ
る。RCEP の原型は2006年に日本が提案
した「ASEAN プラス6（日中韓、豪州、
ニュージーランド、インド）」であり、こ
れは当初東アジア包括的経済連携協定

（CEPEA） と 呼 ば れ て い た。CEPEA は
2004年に中国が提案した「ASEAN プラ
ス3（日中韓）」での EAFTA（東アジア
自由貿易協定）に対するカウンター・プ
ロポーザルであった。中国の突出を警戒
した日本がインドを巻き込むことでバラ
ンスを取ろうとしたと考えられている。
その後2012年にカンボジアで開催され
た ASEAN 関連の首脳会議において、最
終的に「ASEAN プラス6」をもって東ア
ジアの FTA とすることが決まり、これが
RCEP となり2013年5月から交渉が開始
された。交渉の最終段階で中国産品の進
出を危惧するインドが離脱し、日本が期
待した中国に対する牽制という構図は崩
れたが、日本にとっては中国と韓国と初

EU

East Asia

3 (JCK)

ASEAN + 3 (JCK)
+ Australia • NZ

NAFTA

FTTA

USA
Cnada USMCA

Mexico

CAFTA
MERCOSUR

Allianza del Pacifico

WTO
Trans-Atlantic

TTIP

ASEM •

JPNEUEPA
APEC

CPTPP

図1　3つのメガ・リージョンと地域間FTA

（出所）筆者作成
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めて FTA 関係に入るという意味で重要な
枠組みとなった。

現状および課題

RCEP 合意からまもなく中国は2021年9
月16日、正式に CPTPP への加盟を申請
した。安全保障では米国と同盟関係にあ
り、経済面、特に貿易・投資面では中国
と深い関係にある日本は米中摩擦のはざ
までまさに板挟みの状態にあり、中国の
TPP 参加表明への「対応に苦慮している」
との論評が多い。しかし、筆者はこれを
日本の通商外交の本領発揮の好機と見て
いる。

第一に今日の日本は21件のEPAを締結し、
その中には世界最大の貿易パートナーで
ある EU との協定も含まれている。物品
貿易に限った協定ではあるが、米国とも
貿易協定を締結している。さらに中国を
含む15か国が参加する RCEP も合意に導
いている。そして何よりも2017年1月に
米国が離脱した後の TPP を空中分解から
救ったのは日本であった。米国の離脱で
TPP への関心が薄れそうになっていたベ
トナムやマレーシアを説得し、なんとか
TPP 合意を保持した日本の交渉力は高く
評価されている。日本はその交渉力で、
中国に対して現行の TPP ルールを緩める
ことなく履行することを厳しく迫るので
ある。具体的には、国営企業に対する規
律やデータ流通の透明性・公平性につい
て妥協を許さない姿勢で受け入れを迫る
のだ。

第二に、日本国内には米国の反応を気に
する向きがあるが、それは日米間の相

互信頼の成熟度の問題である。日本とし
ては、「米国に代わり（on behalf of the 
US）中国と交渉している」という立場を
米国に対して明確にすればよいだけのこ
とである。

第三に「交渉は水物」ということがある。
ここで重要なことは、日本は原加盟国で、
中国は「参加希望国」という力関係にあ
るという現実である。これは平等な立
場ではなく、原加盟国が設定したルール
を新規参入する国は受け入れるか、あき
らめて交渉のテーブルから去るしかない
のである。つまり、いわゆる “take it or 
leave it” ということだ。新規加盟を目指
す中国が既存のルールを変更するという
ことはあり得ないし、あってはならない。
中国は、バイデン政権下の米国が早期に
TPP に復帰することはあり得ないことを
承知の上で、今回の TPP 参加申請に打っ
て出た。中国との TPP 参加交渉がたとえ
始まったとしても、それは2～3年で終わ
るような話ではない。

2024年秋の米国大統領選挙後には米国に
も何らかの動きが出てくるはずだ。2015
年にいったん合意した TPP への米国の復
帰を阻む問題は、中国の新規加盟交渉よ
りは早く片付くだろう。結果的に米国の
TPP 復帰の方が中国の加盟よりもはやく
成立する可能性が高い。日本としては交
渉結果を予断せず、「来るものは拒まず」
の姿勢で中国の参加申請に対応し、ハー
ドコアの難関について中国側にテクニカ
ルなサポートをすることで、中国に「恩
を売る」ことの方が得策ではないだろうか。
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おわりに

バイデン大統領は2022年5月23日、東京
で新たな経済圏構想、インド太平洋経済
枠組み（IPEF）の始動を宣言した。2017
年1月に当時のトランプ大統領が米国の
TPP からの離脱を敢行して以来、実に5
年ぶりに米国発のイニシアティブが打ち
出されたことになる。IPEF は日米をはじ
め全体で14か国が参加してのスタートと
なった。

IPEF は、①貿易、②サプライチェーン、
③クリーンエネルギー・脱炭素化・イン
フラ（クリーン経済）、④税と腐敗対策（公
正な経済）の四本柱から構成されているが、
関税撤廃のような貿易自由化を含むもの
ではない。デジタル経済における協力や
供給網の強靭性の強化、持続可能なイン
フラ開発での連携など、IPEF にはこのよ
うな「TPP プラス」の要素が内包されて
いる。

中国は IPEF をどう見ているのだろうか。
RCEP が発効したにもかかわらず CPTPP
への加盟を正式に申請した中国からすれ
ば、IPEF はか弱い「張り子の虎」のよう
に見えているのではないだろうか。関税
撤廃のルールについても、RCEP よりは
るかに水準の高い CPTPP への参加が中
国にとって高いハードルであることは中
国も承知の上である。IPEF を提案した米
国を尻目に、中国はますます CPTPP 参
加のための交渉開始を急ごうとするだろ
う。すでにシンガポールのリー・シェン
ロン首相は中国の参加を歓迎する旨を表
明している。中国は CPTPP 加盟各国の
首都で積極的に交渉開始の端緒を開こう
としており、日本の後ろ向きの姿勢はや
や際立っている。

中国の CPTPP 加盟交渉はいったん開始
されても、少なくとも5年以上はかかるだ
ろう。CPTPP へは英国が先に加盟を果
たしたため、英国との協調体制を確立し
て、対中国で厳しく交渉に臨むこともで
きる。香港をめぐる中英交渉で苦い経験
をした英国の参加は日本にとっても心強
い援軍となろう。

日本にとって米国か中国かという二者択
一は回避しなければならない「二項対立

（dichotomy）」である。米中関係もいつ
までも現在のような対立と分断が続くと
は限らない。米中が緊張緩和に向かう可
能性は経済面で十分にある。対中制裁の
中でも米中貿易は拡大していることがそ
の背景にある。日本は貿易を平和の「触
媒」として戦略的に行動すべきだ。一
方では米国に対して IPEF を軸に TPP へ
の早期復帰を促し、他方では中国に対し
TPP 加盟交渉でルールに基づく貿易秩序
を受け入れさせるべく準備交渉を進める。
こうして米中を共にアジア太平洋地域の
平和と繁栄の経済圏に統合して行くイニ
シアティブを日本は発揮するべきである。
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はじめに

四方を海に囲まれ、長い海岸線と多くの
島嶼を有する一方、資源に乏しい貿易立
国である日本にとって、海洋安全保障は、
主権と領土の一体性を維持するためにも、
海上交通路を確保するためにも、大きな
課題である。サンフランシスコ平和条約
の発効にともなって国際社会に復帰した
日本は、事実上の軍事力を持たず、海洋
安全保障については米国に依存せざるを
得なかった。1970年代以降になると、ウ
ラジオストックを拠点に増強を続けるソ
連極東艦隊の活動を制約するため、日本
は対馬海峡、津軽海峡、そして宗谷海峡
を封鎖する能力の保有を目指すようになっ
た。同時に、日本は「1,000海里シーレー
ン防衛」の名の下で、南西諸島および小
笠原諸島周辺の海域において警戒監視能
力を高め、米軍の来援確保に努めた。日
本が海峡封鎖と日本列島周辺の警戒監視
に取り組んだことで、ソ連艦隊を事実上
日本海に封じ込めることに成功した。

しかし、冷戦が終結すると、ソ連に代わっ
て中国の海洋進出が日本の海洋安全保障
上の懸念として浮上するようになった。
中国は1980年代に第一列島線および第二
列島線までの近海防衛戦略を打ち立て、
実際に2008年頃から人民解放軍が第一列
島線周辺での活動を活発化させ、2020年
までには第二列島線を越えて西太平洋で
の活動を常態化させるようになった。人
民解放軍は東シナ海では軍事訓練や演習、
情報収集を行い、南シナ海では大規模な
人工島の埋立てと軍事化を進め、インド
洋にも海賊対処活動のため潜水艦を含め
た艦船の派遣を行っている。これらは有
事の際に米軍の介入を阻止しつつ、海上
交通路を維持するためとみられ、中国の

ミサイル戦力の増強とあいまって、地域
の軍事バランスを大きく変化させている。
また、中国は政府公船や漁船を使って、
尖閣諸島や南沙諸島などで国際法と相容
れない現状変更行動を継続しており、平
時でも有事でもないグレーゾーンの事態
が常態化している。さらに、2016年以降
に中国は台湾の民進党政権に対して圧力
を強めるようになり、台湾周辺でも軍事
活動を展開するようになった。台湾で有
事が発生すれば、日本が巻き込まれると
の懸念も高まっている。

このような中国の海洋進出は、日本の領
域防衛と海上交通路の安全確保の観点
から大きな課題となっている。また、中
国の独自の海洋権益の主張は、海洋法秩
序に対する深刻な挑戦でもある。このた
め、日本政府は第一列島線の防衛態勢を
整えるとともに、海洋法秩序の維持を目
的として「自由で開かれたインド太平
洋（FOIP）」構想や、日米豪印戦略対話

（QUAD）を押し進めるようになった。
以下では、列島線防衛と海洋法秩序の維
持を柱とする日本の海洋安全保障政策に
ついて概観するとともに、現状と課題に
ついて考察する。

安倍政権下における 
海洋安全保障への取り組み

中国が2008年から尖閣諸島の領海に海洋
法執行船を派遣するようになり、また海
軍艦船と空軍機が東シナ海から太平洋へ
と活動範囲を拡大するようになる中、日
本政府は2010年に防衛計画の大綱を改定
し、それまでの北方重視の防衛体制を南
西重視に変え、「動的防衛力」によって南
西諸島の警戒監視活動を強化するように



209

日本の海洋安全保障政策―FOIP、QUAD、東シナ海、南シナ海―

なった。さらに、第二次安倍政権によっ
て2013年に改定された防衛大綱では、「統
合機動防衛力」による南西諸島の防衛強
化の方針が示され、海上優勢と航空優勢
を維持しながらも、陸上部隊の本土から
南西諸島への機動展開能力を重視するよ
うになった。これにともない、那覇での
戦闘機の増勢や早期警戒機の配備、スタ
ンドオフ・ミサイルの導入、潜水艦の増勢、
離島防衛に当たる水陸機動部隊や機動展
開部隊の新設、そして早期警戒部隊や地
対艦および地対空誘導弾部隊の南西諸島
への配備が進められた。また、海上保安
庁の態勢も強化され、石垣島には尖閣専
従部隊が創設された。

中国の南西諸島周辺での総合的な能力向
上に対処するため、2018年に再度改定さ
れた防衛大綱では、統合機動防衛力の考
え方を踏襲しつつ、陸海空という従来の
領域に加え、宇宙、サイバー、電磁波と
いう新領域での領域横断作戦を行う「多
次元統合防衛力」の構築を目指すことに
なった。これは、航空優勢と海上優勢の
維持が困難でも、全領域をまたぐ作戦が
生み出す相乗効果によって、特定の領域
における劣勢を克服するという考えであ
る。これを実現するため、戦闘機の増勢
や能力向上、島嶼防衛用高速滑空弾部隊
の新編、滞空型無人機による太平洋側の
警戒監視の強化、いずも型護衛艦からの
短距離離陸・垂直着陸機（STOVL）の運
用、総合ミサイル防空能力の構築、宇宙
領域専門部隊の新編、サイバー防衛部隊
の新編、電磁波作戦部隊の新編などが盛
り込まれた。海上保安庁についても引き
続き態勢強化が図られ、海上自衛隊との
連携が強化された。

また、日本は米国との協力を強化した。

2015年に改定された日米防衛協力のため
の指針では、平時からの日米協力が拡大
され、情報収集、警戒監視および偵察、
海洋安全保障、訓練・演習、防空・ミサ
イル防衛などが盛り込まれた。武力攻撃
事態（日本有事）では、新たに島嶼防衛
や領域横断的作戦（サイバー・宇宙を含む）
における協力が打ち出され、島嶼防衛で
は、自衛隊が主として上陸阻止および奪
還作戦を行い、米軍が支援することになっ
た。また、同盟協力の実効性を確保する
ため、政策・運用の調整などを行う同盟
調整メカニズム、および共同計画策定メ
カニズムが設置された。

日本にとって重要なシーレーンである南
シナ海およびインド洋では、沿岸国の能
力構築支援を強化する一方、自衛隊によ
るプレゼンス作戦を行うようになった。
2016年11月に稲田朋美防衛相が「ビエン
チャン・ビジョン」を発表し、日 ASEAN
の防衛協力の指針として、法の支配の貫
徹、海洋安全保障の強化、多分野にわた
る ASEAN の能力向上を支援することが
示された。これに基づき、たとえば2016
年には、フィリピンに対して10隻の巡視
船と2隻の大型巡視船の提供に加えて、5
機の訓練機の提供が行われた。2020年に
は日本がフィリピンに警戒管制レーダー
を供与したが、これによりフィリピンが
バシー海峡における人民解放軍の動向を
監視し、その情報を日本と共有すること
が期待されている。さらに、海上自衛隊
は2017年からインド太平洋方面派遣を開
始し、毎年ヘリコプター搭載護衛艦を含
む艦船を南シナ海およびインド洋に派遣
し、各国との訓練や親善寄港を行うよう
になった。

インド太平洋地域において海洋法秩序が
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揺らいでいることを踏まえて、日本政府
が2013年12月に策定した「国家安全保障
戦略」では、国際法とルールに基づく「開
かれ安定した海洋」の維持が謳われてい
る。これを具体化するため、安倍首相は
2014年5月のアジア安全保障会議（シャ
ングリラ会合）で「法の支配三原則」を
提唱し、各国が国際法に照らして正しい
主張をすること、紛争解決に力や威圧を
用いないこと、紛争の平和的解決を図る
ことを求めた。さらに2016年8月には「自
由で開かれたインド太平洋（FOIP）」と
いう構想を掲げ、法の支配、連結性、海
洋安全保障などの推進を図った。2019年
9月には QUAD 外相協議が初めて行われ、
FOIP を推進するための共同の取り組み
が話し合われ、海洋安全保障や質の高い
インフラ、連結性に関する緊密な協力が
確認された。FOIP に関しては、その後
ASEAN や英仏など欧州諸国も賛同し、
ルールに基づく海洋秩序の維持の重要性
が広く共有されるようになった。

以上のように、安倍政権下の日本は中国
の海洋進出に対して、主に自衛隊による
南西諸島の防衛強化と FOIP を通じた海
洋法秩序を維持するための国際協力を拡
大させた。この方針は、その後の菅政権
および岸田政権にも引き継がれ、日本の
海洋安全保障の基本的考え方として確立
した。

菅政権および岸田政権の 
取り組みと課題

2021年4月16日に菅首相とバイデン米国
大統領の首脳会談がワシントンで行われ、
その共同声明の中で、1969年以来52年ぶ
りに日米の首脳によって台湾海峡の安全

の重要性が強調された。2020年に台湾民
進党の蔡英文総統が再選されてから、中
国の軍用機が台湾海峡の中間線を越えて
台湾の防空識別圏に入ることが繰り返さ
れるようになり、不測の事態が起こる懸
念がさらに高まっていた。このような中、
日米両首脳は、台湾海峡の平和と安定の
重要性を確認し、両岸問題の平和的解決
を促すとしたが、一方で菅首相は日本の
防衛力を強化する決意を示し、両国が台
湾有事における共同対処について検討を
始めることにも合意した。日本は、豪州
や欧州連合（EU）など、他の同志国とも
台湾海峡の平和と安定の重要性を確認し
ている。

2022年8月にペロシ米国下院議長が訪台
すると、中国は台湾周辺での大規模な軍
事演習を実施した。台湾周辺に6つの演
習区域が設けられ、台湾に対する海上封
鎖を想定したものであったが、日本の排
他的経済水域に5発の弾道ミサイルが撃
ち込まれ、地元の漁業は出漁を自粛せざ
るを得なかった。商船は演習海域を避け
て通らざるを得ず、航空会社の中には運
休を余儀なくされたところもあり、中国
が台湾に対する海上封鎖を実際に行えば、
世界のサプライチェーンにとって大きな
リスクになることが確認された。日本に
とっては、台湾有事は日本の領域への攻
撃につながるだけでなく、漁業や通商に
も大きな支障が出る可能性がある。この
演習以降、人民解放軍が台湾海峡の中間
線を越えて活動することが常態化したた
め、演習か実際の侵攻かを見分けること
が難しくなったことも懸念事項である。

岸田政権は2022年12月に国家安全保障戦
略を改定し、尖閣諸島や南沙諸島で現状
変更を試み、台湾に対する威圧を強める
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中国を、日本の安全保障および国際秩序
にとっての「最大の戦略的な挑戦」と位
置づけ、ウクライナへの侵略を続けるロ
シアと中国との戦略的な連携の強化への
懸念も示した。同戦略および国家防衛戦
略では、日本の総合的な国力と同盟国・
同志国との協力・連携により対応するこ
とが求められており、新戦略を実現する
ために防衛費を倍増して対 GDP 比2% に
引き上げることが示された。これにより、
国家防衛戦略が示したミサイル攻撃やハ
イブリッド戦、非対称攻撃、核の威嚇と
いう「新たな戦い」に備えるため、「反
撃能力」としてのスタンドオフ防衛能力、
統合防空ミサイル防衛、無人アセット防
衛能力、そして持続性・強靱性を有する
継戦能力を強化することが可能となる。

「反撃能力」については、中国や北朝鮮
がミサイル能力の質と量を増強させる中、
ミサイル防衛能力の強化だけでは対応が
困難なため、相手からの二撃目以降を妨
害することが目的とされている。つまり、

「反撃能力」も相手の攻撃を無力化する拒
否的抑止力の一部として位置づけられて
いるのである。実際には、主に空軍基地
や海軍基地などの固定目標を攻撃し、一
部移動する艦船を目標とすることで、相
手に航空優勢および海上優勢を取らせな
いことを目指すと考えられる。

以上の取り組みは、主に台湾有事を想定
していると考えられるが、台湾有事が発
生した場合、日本は南西諸島の防衛に尽
力して米軍の作戦基盤を維持するととも
に、米軍への後方支援も行うことになる
であろう。そうすることによって、日本
の領域への上陸作戦を防ぎ、海上交通路
の維持を目指すことになる。台湾有事を
想定した日米の共同作戦計画の策定は大

詰めを迎えているようだが、台湾を守る
ために日本の世論が参戦を支持するかど
うかは不明である。中国が日米を離間さ
せるために日本の世論を誘導する情報戦
を行うことは十分に想定されるので、そ
の対策が急務である。

海洋秩序の維持に関する取り組みとして、
菅政権と岸田政権では QUAD の首脳レベ
ルへの格上げが行われた。2021年3月に
首脳テレビ会議が行われ、同年9月から
は対面での首脳会議が毎年行われるよう
になった。首脳たちは FOIP の実現に向
けた協力を確認するとともに、東シナ海・
南シナ海情勢について懸念を共有してい
る。2022年5月の首脳会議では、地域内
での海洋に関する情報共有の促進を目的
とする海洋状況把握（MDA）のためのイ
ンド太平洋パートナーシップ（IPMDA）
の立ち上げが発表された。これは、主に
中国が行っている不法漁業などを監視す
るものであるが、それが漁業資源・環境
資源の保護に役立つため、ASEAN 諸国や
太平洋島嶼国への支援の強化につながる
ことが期待できる。また、QUAD は、当
初の海洋安全保障やインフラおよび連結
性を強化するための協力を超えて、気候
変動や新興技術、サイバーセキュリティ、
サプライチェーンの強靱化などの分野に
も踏み出し、地域の公共財的な枠組みと
なっている。加えて、日米印が行ってき
たマラバール海軍演習に2020年からは豪
州が参加し、事実上の QUAD による海軍
演習となった。しかし、QUAD には元々
軍事的な協力を期待する声も根強く、今
のような公共財としての枠組みが持続可
能なのかという問題がある。

また、岸田政権はフィリピンおよび韓国
との安全保障協力の強化に踏み切った。
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まず、フィリピンとの間で訪問軍協定を
締結することを検討するとともに、日米
比の海上保安部門による合同演習や安全
保障担当補佐官による協議を行った。こ
れには、台湾有事を念頭にフィリピンと
の関係を強化する思惑があると考えられ
るが、フィリピンは中国との関係も重視
せざるを得ないため、実質的な協力がど
こまで拡大されるかは予断を許さない。
一方、歴史認識問題を抱える韓国の尹政
権が現実的な安全保障政策を推進する中
で、日米韓による対潜水艦戦やミサイル
防衛協力を再開するとともに、インド太
平洋地域の安全保障に関しても協力を拡
大しようとしている。韓国の主要な懸念
は北朝鮮であるが、尹政権との間では海
上交通路の安全や沿岸国への能力構築支
援の拡大が期待できる。

沿岸国への能力構築支援に関しては、新
たな国家安全保障戦略の下で政府安全保
障能力強化支援（OSA）の制度が創設され、
外国軍への直接的な支援が可能となった。
これまでの政府開発援助（ODA）の枠組
みでは、外国の法執行機関への支援に留
まっていたが、OSA によって同志国の抑
止力の向上が可能となる。同時に、政府
は外国への殺傷性兵器の供与を可能とす
る法改正を検討しており、これが実現す
れば OSA を通じてより能力の高い兵器の
供与が期待できる。

おわりに

日本はその地政学的特性から、領域防衛
と海上交通路の維持のために海洋安全保
障に取り組む必要がある。冷戦期の日本
は、圧倒的な海軍力を持つ米国との同盟
を前提として、米軍の来援を確保するた
めに必要な対潜水艦戦、対機雷戦、そし
て洋上防空能力の整備を行ってきた。し
かし、中国の海洋進出と米国の相対的な
海軍力の低下によって、日本は海上交通
路の安全確保よりも領域防衛に資源を投
入せざるを得ない状況に追い込まれてい
る。対潜水艦戦のために開発された護衛
艦を防空任務のために空母化しなければ
ならないのは、その証左である。このため、
日本は海上交通路の確保から領域防衛を
重視した態勢および運用思想へと変えて
いく必要がある。一方、海上交通路の安
全確保の重要性も高まっており、日本は
沿岸国への能力構築支援や、海洋秩序の
維持のために FOIP を通じた国際協力を
強化している。しかし、中国は現状変更
を躊躇するどころかむしろ攻撃的な姿勢
を強めている。このため、日本は平時に
おける国際協力だけでなく、抑止が破綻
した場合の対処面での国際協力にもより
積極的に取り組む必要がある。
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はじめに―日本の核政策を 
規定する枠組みと課題―

日本の軍縮・不拡散政策を規定する構造
を理解するには、「核政策の四本柱」と3
つの要因、2つのジレンマという枠組み
で見ることが有効であろう。「核政策の四
本柱」とは、1968年1月、佐藤栄作首相

（当時）が施政方針演説において表明した、
日本の核政策を構成する4つのアプローチ
で、非核三原則（核兵器を「持たず、作
らず、持ち込ませず」）、核廃絶・核軍縮、
米国への核抑止力依存、核エネルギーの
平和利用から構成されている。この四本
柱は、現在においてもおおむね維持され
ている。

また、日本の核政策を規定するものとし
て、3つの要素を考慮する必要がある。第
一に東アジアの地政学的条件であり、第
二に経済成長と持続可能性、とりわけエ
ネルギー安全保障の必要性であり、そし
て第三に、第二次世界大戦中に広島およ
び長崎に原子爆弾を投下され、唯一の戦
争被爆国となり、さらに1954年の「第五
福竜丸事件」以降国内で反核の機運が高
まってきたという歴史的経験である。

そして、こうした政策とその基盤を構成
する要素ゆえに、日本は2つのジレンマに
直面することになる。第一に、「唯一の戦
争被爆国」の国家的使命としての核軍縮
の推進と、厳しい戦略環境の中、米国の
拡大核抑止が安全保障にとって不可欠で
あるというジレンマである。第二に、自
前の資源に乏しい日本は、エネルギー安
全保障上の要請から核燃料サイクルを追
求してきたが、核燃料サイクルには核拡
散リスクが伴うというジレンマである。

核軍縮と日米同盟

（１） 国内の反核世論の醸成と 
日米安保

1945年8月、広島、長崎に相次いで原子
爆弾が投下され、1945年末までにそれぞ
れ約14万人、7万4千人が死亡した。さら
に、1954年に南太平洋で操業していたマ
グロ漁船「第五福竜丸」が、ビキニ環礁
において米国が実施した水爆実験の放射
線降下物を浴び、乗組員や漁獲物が被曝
するという事件を契機に、杉並区の主婦
たちが始めた反核署名運動は全国規模に
発展し、1954年8月には原水爆禁止署名
運動全国協議会が結成された。当初この
運動は、超党派の国民的運動として盛り
上がりを見せたが、その後、自由民主党
系が運動から離脱し、共産党系と社会党
系に分裂するなど、党派性を帯びた活動
になることで国民運動としては衰退した。
しかしながら、日本社会では、いわゆる

「核アレルギー」として核廃絶の規範が定
着したと言ってよいだろう。

その一方で、米国の拡大核抑止に対す
る安全保障上の要請が高まっていった。
1964年10月、中国が最初の核実験を成功
させ、核保有国となった。これを契機に、
日本でも核兵器を保有すべきか否かとい
う論争が巻き起こった。一方、反核の機
運が高まっていた国内では、核が配備さ
れたままの沖縄返還に異議を唱える声が、
自由民主党内部も含めて少なくなかった。
当時佐藤栄作首相にとって、米国との交
渉において「核抜き」の沖縄返還を実現
することが政治的には非常に重要であっ
た。その中で、1967年12月に核兵器を「持
たず、作らず、持ち込ませず」の非核三
原則が佐藤により宣言された。なお、こ
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の非核三原則により、佐藤は1974年にノー
ベル平和賞を受賞している。

（２） 日米同盟の文脈における 
「核問題」

他方、佐藤はニクソン大統領との間で、
有事の際の米軍による核持ち込みを事実
上認めるという秘密協定に署名している。
また、1981年、エドウィン・ライシャワー
元駐日大使が、「日米間の了解の下で、ア
メリカ海軍の艦船が核兵器を積んだまま
日本の基地に寄港していた」と発言し、「持
ち込ませず」の原則は守られていなかっ
たことが知られるようになった。なお、
1991年に米国のジョージ・H・W・ブッ
シュ大統領が地上配備および海上配備の
戦術核兵器の撤去を宣言し、核兵器を搭
載した艦船の日本への寄港は実態として
も行われなくなった。

現在の日米間での最大の課題は、拡大核
抑止の信憑性をどのように維持するかで
ある。2009年、オバマ政権下で「核態勢
見直し（NPR）」策定の作業が進められ
る中、核の先行不使用（NFU）や「唯一
の目的」化（核の役割を核攻撃の抑止と
報復に限定すること）など、核兵器の役
割の低減が議論されていた。その中で、
2009年に米国議会の戦略態勢委員会で
行われたヒアリングで、日本政府はこの
ような宣言的政策が東アジアにおいて米
国の核抑止力の低下を招きかねないこと
に懸念を表明した。結局、日本のみなら
ず韓国や欧州の同盟国が宣言的政策に対
して懸念を表明したこともあり、米国が
NFU を無条件に宣言するには至らなかっ
た。このプロセスは、日米両政府間（さ
らには両政府内）での拡大核抑止をめぐ

る同盟国間の認識や理解のすり合わせの
必要性を強く示唆するものである。

日本政府は米国の NFU 宣言および核兵器
の「唯一の目的」化を支持していない。
その理由としては、第一に、北朝鮮に対
する抑止力を高めるためには、核以外の
大量破壊兵器使用に対する抑止も必要で
あり、その使用の敷居を上げるためにも
核による報復の可能性を残しておく必要
があるからである。第二に、中国は NFU
を宣言しているものの、戦力の整備状況
や軍事演習の状況などから将来にわたり
NFU を維持するかどうかが不明であり、
また透明性の欠如ゆえ宣言的政策への信
頼が高くない中で、日米自らが NFU 宣言
によって政策の選択肢を限定した場合、
より政策に拘束される可能性が高いから
である。

このような状況を背景に日米政府間では、
米国の拡大核抑止の信頼性の維持と向上
を図る目的で拡大抑止協議（EDD）が開
始され、充実が図られている。

原子力の平和利用と核不拡散の 
ジレンマ―エネルギー安全保障
と原子力―

日本国内には資源が乏しく、化石燃料を
海外に依存していることは、日本経済の
脆弱性となっていた。日本政府は、この
ような脆弱性を克服する措置の一つとし
て、原子力発電によるエネルギーの多角
化、そして核燃料サイクル推進によって

「準国産」エネルギー源の獲得を目指した。
しかし、原子力の平和利用の推進は、核
不拡散とは表裏一体をなす。
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原子力研究活動は戦後 GHQ によって禁
止されていた。しかし、1953年に米国の
アイゼンハワー大統領が国連において「平
和のための原子力」と題する演説を行い、
核物質の国際管理と核エネルギーの平和
利用における国際協力を説き、これを推
進するようになると、日本もこの恩恵を
受けることになった。1955年には原子力
基本法が成立し、日米の原子力協力に関
する協定が締結された。1966年に日本は
英国から導入されたコールダーホール改
良炉（黒鉛炉）で初めて商業運転を開始
したが、その後、技術面、経済面におい
てより効率的な軽水炉を米国から次々に
導入し、原子力発電を推進した。

1970年代に二度のエネルギー危機を経験
する中で、海外へのエネルギー依存を減
らすことが重要な課題として浮上し、原
子力発電はエネルギー安全保障上の懸念
を解消する有力な手段として推進された。
1997年には総発電量の約37% を原子力が
占めるまでになった。その後エネルギー
生産全体の伸びから割合としては低下し
たものの、2011年の東日本大震災に伴う
東京電力福島第一原子力発電所の事故前
の時点でも30% の水準を維持していた。

しかし、福島第一原子力発電所の事故は、
日本の原子力安全のあり方を大きく変え
た。多くの原子力発電所がこの安全基準
適合を断念して廃炉にするか、または適
合のための安全施設の改良工事を実施す
るなどしており、2022年10月時点で稼働
している発電用原子炉は6基に過ぎない

（事故前の時点では57基）。

また、エネルギー安全保障の観点から、
日本はウランの海外依存を低減し、「準国
産」エネルギーを確保するという目的で

核燃料サイクル計画を推進した。しかし、
この計画は高速増殖炉「もんじゅ」のプ
ロジェクトのとん挫などによりうまくいっ
ていない。日本は、エネルギー安全保障
や技術開発の観点から、使用済み燃料の
再処理を維持しているが、分離されたプ
ルトニウムの使用計画について核不拡散
上注意を払うことが求められよう。

多国間枠組みにおける 
軍縮外交

（１） NPTと日本

日本は、核政策の四本柱の中で核軍縮の
推進を謳っていたにもかかわらず、核不
拡散条約（NPT）に署名したのは1968年
の採択時ではなく、同条約の発効（1970
年3月）直前の1970年2月のことであっ
た。批准したのはそれからさらに6年後の
1976年6月であった。

日本の署名、批准が遅れた理由は主とし
て2つある。第一に、核オプションを放棄
することに対する懸念である。1964年に
中国が核実験に成功し核保有国となった
ことで、日本が NPT に非核兵器国として
入ることは、中国に対抗して核兵器を保
有する可能性を閉ざすものであるとの懸
念が、保守派の政治家などから示された。

第二に、NPT の保障措置義務を受諾する
ことにより、平和利用の権利が制限され、
あるいは産業情報が査察を通じて漏洩さ
れる可能性があることから、核兵器国と
比べて不利になるとの懸念があった。そ
の後、欧州原子力共同体（EURATOM）
が 国 際 原 子 力 機 関（IAEA） と 保 障 措
置 協 定 を 結 ぶ こ と が 分 か り、 日 本 も
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「EURATOM 並み」の保障措置協定を結
ぶことで保障措置問題は決着した。さら
に、1974年のインドの核実験を契機に発
足した原子力供給国グループ（NSG）は、
NPT 加盟を原子力資機材の国際取引の条
件とするなど、日本も NPT に批准する必
要に迫られるようになったのである。

総じて日本は、自国の原子力の平和利用
の正当性を確保する意味もあって NPT 体
制を支持し、平和利用の推進と核不拡散
の強化を同時に打ち出す、国際的な核不
拡散体制の「優等生」としての役割を自
任するようになる。また、広島、長崎の
経験と国内世論の強い支持をもとに、国
際的なフォーラムにおいて核軍縮を強く
推進した。

（２） NPTにおける日本の仲間づくり

2007年にキッシンジャー、ナン、シュル
ツ、ペリーによる「核なき世界」の論考
が発表され、また2009年にはオバマ大統
領がプラハで将来の目標に「核なき世界」
を掲げる演説を行ったことで、核軍縮の
機運が高まった。2010年の NPT 運用検
討会議において64項目からなる行動計画
が成果文書として採択されたことを受け、
日本はこれらの実施を推進することを目
的として、軍縮・不拡散イニシアティブ

（NPDI） を 発 足 さ せ た。 こ れ は、 地 域
も安全保障上の位置づけも多様な非核兵
器国12か国で構成され、2010年9月の国
連総会の機会に、日豪両政府と第1回核
軍縮・不拡散に関する外相会合を共催し
た。その後、この枠組みを通じ、核の透
明性の向上、核分裂性物質生産禁止条約

（FMCT）、軍縮・不拡散教育などのテー
マについて、NPT 運用検討会議などで共

同ステートメントを発表するなどして軍
縮・不拡散を推進してきた。

当時、このような軍縮・不拡散アジェン
ダを推進していくもう一つのグループと
して新アジェンダ連合（NAC）があった。
NAC は、1998年に「核兵器のない世界を
目指して」と題する宣言を発表し発足し
たが、その中で核兵器国が「先行不使用」
を約束する法的拘束力のある文書を作成
することが提案されている。核軍縮の推
進を掲げる日本が NAC に入らなかった理
由は、この「先行不使用」の条項にあった。

また、日本が参加するもう一つの有志国
の枠組みは、ストックホルム・イニシ
アティブ（SI）である。SI は、国際社会
における核軍縮をめぐる分断が深化する
中、安全保障上核兵器の必要性を認識す
る国々と核兵器の禁止を主張する国々と
の橋渡しを意図し、2020年に開催予定で
あった第10回 NPT 運用検討会議の成功
を目指しモメンタムを高めるために、16
か国の参加を得て発足した。SI は、不可
逆的で検証可能な核軍縮のため、核の透
明性や核ドクトリンの制約、エスカレー
ションリスクを制約する措置など、「飛び
石（stepping stone）アプローチ」と言わ
れる、実行可能な現実的かつ具体的措置
について議論した。ただし、核ドクトリ
ンの制約に関しては、具体的には「先行
不使用」や「唯一の目的」が議論された
ものの、明示的にそれらについてコンセ
ンサスが得られることはなかった。
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（３） 核兵器禁止条約への姿勢

日本は、広島、長崎の被爆体験から、国
連決議や NPT 運用検討会議に提出する
文書などで核兵器の非人道性について訴
えてきた。しかし、2017年に国連で採
択され、2021年に発効した核兵器禁止条
約（TPNW）に対しては、日本は慎重な
姿勢を維持している。国内では TPNW
に加入すべき、あるいは少なくともオブ
ザーバー参加すべきとの声が、自由民主
党と連立与党を組む公明党に加え、野党
からも上がっている。しかし、日本政府
は2022年6月に開催された第1回締約国会
合にもオブザーバー参加をしなかった。
TPNW に関しては、日本政府の高官が、
同条約に関し究極の目標は共有すると非
公式に認めたこともあったが、2022年10
月に核廃絶決議案が国連第一委員会に提
出されるまで、公式の文書で同条約に言
及することはなかった。

日本政府の慎重な姿勢の背景には、核兵
器の威嚇や使用を禁止する TPNW に賛意
を示すことにより、拡大核抑止の信憑性
が低下しかねない、あるいは米国との信
頼関係が毀損されかねない、といった懸
念がある。米国との間で核共有の取決め
があり、核使用の決定においてもその責
任においてもよりソリッドな制度を通じ
て拡大核抑止にコミットしているドイツ
と異なり、日本と米国の間には、核兵器
の使用（核抑止）に関し能力、意思決定、
責任のいずれにおいても共有される制度
的取り決めはない。他方、東アジアにお
いては中国、北朝鮮の核戦力の増強が著
しく、より強力な抑止力のあり方を模索
していく必要がある。そのような状況に
おいては、核使用の信憑性の認識を相手
が持つことを揺らがせるようなシグナリ

ングになりかねない、TPNW への親和
的アプローチは回避したいということに
なる。

（４） 国連における核廃絶決議

多国間のフォーラムにおいて日本が核軍
縮を推進する取り組みとして、1994年以
来、国連に提出している核廃絶決議があ
る。これは、1994年以来、ほぼ毎回150
か国以上の賛成を得て採択されてきた。
1999年までは反対票なく採択されてきた
が、2000年の決議では米国が反対に転じ
た。その後日本は米国との関係を考慮し、
米国の反対を回避するよう調整がなされ
ている。他方で、2017年に TPNW が採
択されて以降、国際社会において核軍縮
をめぐる分断が顕在化し、日本政府は核
兵器禁止を強く訴える国々と核抑止の必
要性を唱える国々の「橋渡し」が核軍縮
の実質的な進展には不可欠として、核兵
器国を軍縮に関与させるべきとの観点か
ら核兵器国を取り込むことを念頭に置い
た決議を模索してきた。しかし、逆にこ
のことが核廃絶を強く主張する国々の間
に反発を招くことになり、いくつかのパ
ラグラフが個別で採択される分割投票が
実施されるようになった。

分割投票は、国際社会における分断が深
まっていること、そしてそのギャップを
埋め、コモングラウンドを見つけること
に対する国際社会の期待がしぼんでいる
ことを象徴的に示しているともいえ、日
本のポジション取りも難しくなっている。
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おわりに―軍縮・不拡散政策
の現状―

以上みてきたように、4つの核政策の柱、
3つの要因、2つのジレンマは、時代の変
化に伴って態様を変化させつつも、今も
日本の軍備管理軍縮・不拡散政策の基盤
を構成しているとみてよい。現在日本が
直面する軍備管理軍縮・不拡散分野にお
ける課題は、次のように整理できるであ
ろう。

地域レベルにおいては、中国および北朝
鮮の核戦力の増強により厳しさを増す東
アジアの戦略環境の中で、拡大核抑止を
含む日米同盟や地域的なパートナーシッ
プを通じて中国および北朝鮮に対する抑
止の信頼性と対応能力をいかに担保する
か、そして同時に中国との間で軍備管理
の対話を含む核リスクの削減をどのよう
に進めていくのかが課題となろう。また、
近年核およびミサイル能力を著しく向上
させている北朝鮮の「非核化」をどのよ
うに実現していくのか、もし近い将来の
実現が困難である場合、どのような選択
肢があるのか、といった課題もある。

特に、拡大核抑止の信頼性の向上という
点においては、ロシアによるウクライナ
侵攻においてロシアが核の恫喝を用いて
戦局を優位に展開しようとする中、大国
間の相互抑止が効いている環境下で「核
の長い影」が地域レベルでの安全保障を
脅かすという、いわゆる「安定／不安定
のパラドクス」の懸念が日本においても
高まり、米国との「核共有」の議論が高
まった。今後、米中の戦略的関係の展開
によって、対中抑止のあり方がより大き
な課題になる可能性がある。中国は対米
抑止力を強化し、米国との間で相互脆弱

性を確立することで地域における米国の
影響力の低下を狙っている。このような
中で、中国は軍備管理に後ろ向きとされ
る。そうした中国、米国にどのように関
与し、核の脅威の削減に関する対話を可
能とするかを、日本は模索していく必要
がある。

グローバルなレベルにおいては、NPT を
中心とする国際的な核不拡散レジームの
信頼性の維持に日本がどのように貢献す
るのかがポイントとなろう。「唯一の戦争
被爆国」というアイデンティティのもと
で「核なき世界」の実現を追求すること
と、安全保障における拡大核抑止の必要
性という現実的な政策上の要請との間で、
日本がどのようなアプローチをとるのか
ということが問われている。岸田文雄首
相は、2022年の NPT 運用検討会議での
一般討論において、日本は NPT の「守護
者（guardian）」として NPT を「守り抜
く（firmly uphold）」との決意を示した。
また「国際賢人会議」を開催して国際社
会の核軍縮をめぐる機運を高め、「橋渡
し」の役割を果たすことを表明している。
また実質面においても、核弾頭数を増加
させている中国を念頭に、兵器用核分裂
性物質生産のモラトリアム―この提案は
2022年 NPT 運用検討会議において中国
により拒否された―や、透明性の向上な
どを強く主張している。核兵器の保有・
配備や核分裂性物質の生産・保有・管理
の状況などは核軍縮のベースラインを規
定する重要な情報であり、NPT コミュニ
ティでは透明性の向上が広く支持されて
いる。また日本の安全保障上の利益も大
きい。他方、依然として米国よりも核戦
力においては劣位にある中国にとっては
安全保障上きわめて機微な情報であるた
め、中国はこれに強く反対している。
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また、2023年7月に広島で開催された G7
首脳会議では、G7では初めて核軍縮に関
する首脳声明「広島ビジョン」を取りま
とめた。また、G7の首脳およびインド、
ブラジルをはじめとする各国首脳が被爆
地に立ち、原爆資料館を訪れ、被爆者の
話を聞いたことは、核兵器不使用の歴史
を継続するという国際規範を維持するう
えで意味のあることである。

日本は、核軍縮・不拡散政策において、
安全保障上のリアリズムと、唯一の戦争
被爆国としてのアイデンティティから来
る理想主義の追求のバランスを常に求め
られてきた。この2つの相反するように見
える政策をどう両立させるのかという困
難な問いをどう克服するのかが、政策の
中心的課題であろう。
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はじめに

2023年6月、日本政府は新たな開発協力
大綱を策定した。先に改定された国家安
全保障戦略を踏まえ、開発協力は「外交
の最も重要なツールの一つ」として位置
付けられた。日本の政府開発援助（ODA）
には、従来、国際社会からの要請に応え
つつ、経済的利益の追求や安全保障への
寄与が求められてきたが、新大綱ではよ
り戦略的な役割が期待されることになっ
た。また、2023年4月には ODA とは別個
に安全保障面での支援枠組みが立ち上げ
られている。防衛省による能力構築支援
も定着した今日、従来は躊躇してきた軍
事的な側面を含め、日本が行う対外援助
の政策手段は多様化している。

これらのことを踏まえ、本稿では、日本
の外交・安全保障政策を理解するにあた
り、ODA を中心とした対外援助手段につ
いて概観する。特に、変動する国際社会
において援助の戦略性が重視されてきた
点に着目し、近年発展しつつある ODA
以外の取組みについても検討する。

これまでの経緯

（１） 日本の対外援助の概要

基本的立場と特徴
2023年の開発協力大綱では、開発協力の
目的として、（ア）法の支配に基づく自由
で開かれた国際秩序の下での平和で、安
定し、繁栄した国際社会の形成への更な
る貢献と並んで、（イ）望ましい国際環境
の創出と日本の国益実現への貢献が示さ
れている。また、非軍事的協力、人間の
安全保障、途上国との対等なパートナー

シップを通じた価値創造、包摂性・透明
性・公正性といった国際規範の普及と実
践を基本方針として掲げ、「新しい時代
の『質の高い成長』とそれを通じた貧困
撲滅」、「平和・安全・安定な社会の実現、
法の支配に基づく自由で開かれた国際秩
序の維持・強化」、「複雑化・深刻化する
地球規模課題への国際的取組の主導」に
示される3つの重点政策に沿った協力を行
うとしている。

日本は1961年から経済協力開発機構開発
援助委員会（OECD-DAC）に加盟して
いる。2019年の DAC 統計をみると、日
本は約155億8,800万ドルを支出し、ODA
供与額では世界第四位の供与国となる。
他方、国民1人当たりの負担額では第16
位、対国民総所得（GNI）比では国際目
標とされる0.7% の半分に至らない0.29%
に留まる。このうち、約1/4が国際機関
向けの拠出であり、残りが二国間 ODA
に充てられている。二国間援助のうち技
術協力を含む贈与は約45% であり、有償
資金協力の割合が約55% と多い。地域配
分では近接し歴史的な関係のあるアジア
が約61.1% と多く、地域内でのトップド
ナーの地位を占める。分野別では経済イ
ンフラへの配分が約52.1%（DAC 諸国平
均16.9%）と最も高く、緊急援助（人道
支援など）は約3.6% と最も低い（DAC
諸国平均14.9%）。

対外援助の受け手からトップドナーと 
なるまで
1945年に第二次世界大戦で敗戦を迎えた
直後から1952年に主権を回復するまでの
7年間、日本は米国による占領地域救済・
経済復興基金による援助を受けた。また、
独立後は世界銀行のプロジェクト融資を
受け、これらは戦後復興期における民生
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の向上と工業発展の基礎を築いた。この
経験は相手国の自立的発展を支援すると
いう日本の援助思想の土台を形成して
いる。

戦後日本の対外援助は1954年に始まる。
当初の目的は、戦後賠償を通じたアジア
各国との関係改善と国際社会における自
国の地位回復にあった。次いで、冷戦下
において、開発協力を通じてアジアでの
共産主義の拡大を阻止することが求めら
れた。また、自国の経済的繁栄のため、
紐付き援助を通じた輸出振興が積極的に
行われた。

1960年代から1970年代にかけての高度経
済成長期には援助体制が整備され、戦後
賠償も徐々に資金協力に置き換わった。
日本は1968年に世界第二位の経済規模を
誇るようになり、国際的な存在感と影響
力は大きくなったが、日本の旺盛な経済
進出は戦前の記憶と相まって東南アジア
で対日不信を招いた。また、経済大国と
しての責任も問われるようになり、これ
らは日本の ODA の在り方そのものにつ
いての見直しを促し、その結果、紐付き
援助の割合を低下させ、基礎生活分野へ
の支援など、相手国に寄り添った援助の
在り方が検討されるようになった。

他方、1970年代の石油危機を経て、日本
は資源やエネルギーの安定調達を強く意
識するようになり、アジア中心だった開
発協力は中東やアフリカ・中南米にも向
けられるようになった。この後、日本は
援助供給量を計画的に増加させ、1991年
には世界最大の援助供与国として、現在
のほぼ2倍近い額の開発援助を提供するよ
うになったのである。

体制
日本の開発協力予算は1府12省庁（防衛
省は含まず）が計上している。その中核
となる外務省では、国際協力局が援助政
策の企画・立案や省庁横断的な調整を担
う。また、政策実施機関として、技術協
力、有償資金協力および無償資金協力を
一元的に行うことができる国際協力機構

（JICA）がある。援助対象国においては
「現地 ODA タスクフォース」が設置され、
在外公館と現地 JICA 事務所を中心にし
たチームが情報収集や案件形成を行って
いる。

国際的な緊急人道援助については、二通
りの体制が敷かれている。紛争起因の災
害については内閣府国際平和協力本部事
務局が管轄し、国際平和協力法（PKO 法）
に基づき自衛隊部隊および要員の派遣や
物資協力を行う。大規模自然災害や紛争
以外の人為的災害に対しては、国際緊急
援助隊法（JDR 法）に基づき、JICA の国
際緊急援助隊事務局において省庁横断的
な国際緊急援助隊が組織・派遣され、援
助物資が供与される。また、災害の性質
を問わず、被災者支援、難民・避難民に
対する救援活動のため、外務省に緊急無
償資金のスキームが設けられている。

この他、防衛省には米国以外の国や国際
機関などとの協力を調整する国際政策課
があり、能力構築支援など対外的な軍事
支援案件は同課を中心に企画調整されて
いる。また、2023年4月には、外務省総
合政策局の所管業務として非 ODA の経
済援助スキーム「政府安全保障能力強化
支援（OSA）」が発足した。これは、途
上国の防衛当局を対象に、装備品の提供
やインフラ整備を支援する無償資金協力
の枠組みである。
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（２）冷戦後の開発協力と 
国際平和活動との連携

ODAの拡大、そして量から質へ
冷戦の終結は日本の対外援助に2つの大
きな変化を促した。その一つは ODA の
対象地域の拡大である。政治的・経済的
かかわりが弱かった隣国のロシア、そし
て中央アジアや中東欧の旧共産圏の国々
に対しては、地域の安定と市場経済への
円滑な移行に向けた支援が提供された。
懸念された大量破壊兵器の拡散について
は、余剰核兵器の廃棄・処理にかかわる
資金・技術協力を提供した。また、1993
年にはアフリカ開発会議（TICAD）を開
始している。日本は1980年代後半には既
に ODA 総額の10% 程度を対アフリカ支
援に充てていたが、冷戦後の「援助疲れ」
を背景に低迷した欧米諸国の支援を代替
するように関与を強めていった。

今一つは、援助の量から質への転換であ
る。先述のとおり、日本は1991年の時点
で世界最大の援助供与国となった（その
地位には2000年まで留まることになる）。
これにより、援助コミュニティと国内有
権者の双方に対して日本の援助理念や方
針を明確に提示することが必要とされ、
1992年には初となる「政府開発援助大
綱（ODA 大綱）」が策定された。しかし
ながら、同時期の景気悪化に伴い、90年
代末になると財政再建のために ODA 予
算も削減されるようになり、国民への説
明責任の向上やより効果的な援助政策な
ど、日本の ODA は量から質への転換を
必要とした。その一つは経済的な実力と
政治的な自信をつけつつあった中国に対
する ODA の見直しであり、対中円借款
は2007年度をもって新規供与を終了して
いる。

平和構築の取組み
冷戦後の国際秩序の綻び、そして不安定
化への対応として、日本は平和構築にも
着手した。それは当時の国際社会の潮流
でもあったが、日本には独自の理由もあっ
た。湾岸戦争では、日本は憲法の制約か
ら軍事的支援を行うことができず、米軍
を中心とした多国籍軍に計130億ドルを
拠出した。しかしながら、国際社会から
は正当な評価が得られず、このことは「湾
岸ショック」としていまも政策関係者に
記憶される。この後、日本は法的条件を
整えて国連の平和維持活動などへの自衛
隊の派遣を開始し、2000年代からは開発
援助においても、平和構築を国際協力の
柱に据えて紛争経験国や脆弱国を支援す
るようになった。例えば、対米協力とい
う要素の強かったアフガニスタンの復興
支援に対しては、日本は現地政府の治安
維持能力強化のためなどに総額57.91億ド
ルにのぼる支援を行っている。また、イ
ラクでは「車の両輪」のように自衛隊に
よる復興支援活動と補完し合う形で ODA
による民生支援が展開され、その後に

「オールジャパン」と呼称される外務・防
衛・開発の現場での連携の原型が形づく
られた。

より戦略的な援助への転換～安倍政権での
対外援助政策
2012年12月から2020年9月までの約7年8
か月という歴代最長となった第二次安倍
政権において、日本の開発協力は2つの点
で転機を迎えた。その一点目は、アジア
の成長を日本経済に「取り込む」ための
インフラシステムの輸出である。ODA に
は民間の投資を促し案件を受注する役割
が課せられたが、対外的には相手国の経
済的自立性を尊重し、透明性の高いプロ
セスを通じてガバナンス能力の向上を図
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るものとして正当化された。「質の高いイ
ンフラ投資」は中国による不透明な援助
手法との差別化を図るうえでも重視され、
日本が掲げる「自由で開かれたインド太
平洋（FOIP）」構想にも組み込まれると
ともに、G7や G20を通じて国際規範化が
図られた。

今一つは、開発協力と安全保障政策との
関係が明示されるようになった点である。
2013年に策定された国家安全保障戦略

（NSS）は、それまで安全保障とは別個に
扱われていた ODA に対し「指針を与え
るもの」とされ、相手国の軍に対する支
援実施体制の整備が盛り込まれた。この
ことなどを踏まえ、ODA 大綱は2015年
に開発協力大綱として刷新され、国際社
会の平和と安定が日本の国益につながる
ことが強調された。軍事との関係におい
ては従来通り ODA の軍事的利用や紛争
助長を回避するといった原則を掲げつつ、

「民生目的、災害救助等非軍事目的の開発
協力に相手国の軍又は軍籍を有する者が
関係する場合には、その実質的意義に着
目し、個別具体的に検討する」と適用要
件が緩和された。

現状および課題

（１） 新たな脅威への対応

安倍首相の退陣後は、同じ自由民主党で
はあるが短期政権となった菅義偉首相、
そして2021年10月に発足した岸田政権へ
とつながる。感染症対策を含む国際保健
分野は伝統的に日本が得意とするところ
ではあったが、新型コロナウイルス感染
症（COVID-19）への対応では、国内へ
の対応に追われ対外政策面での初動が遅

れた。他方、中国の「ワクチン外交」に
対抗するように、日米豪印（QUAD）で
はインド太平洋諸国に対するワクチン供
与の枠組みを立ち上げるなど、安全保障
面でのパートナー国との人道・開発分野
での協力を進展させた。また、日本は
COVAX ファシリティを通じた途上国へ
の支援に加え、国内余剰分のワクチン約
340万回分を台湾に提供した。これは台
湾が当時必要としていた量の3分の1以上
に相当し、中国製ワクチンに依存せざる
を得ない状況を回避させた。2022年2月
に勃発したロシアによるウクライナ侵攻
への対応では、日本は従来の対ロシア政
策を転換し、平和条約交渉を棚上げする
とともに、安倍政権時に合意したエネル
ギーや極東開発に対する3,000億円にのぼ
る日本側の投融資を約束する日ロ経済協
力プランを凍結した。また、欧米に準じ
た制裁措置を導入し、ウクライナに対し
ては人道支援のほか、非殺傷性の軍事装
備品供与を行っている。

岸田政権は、中国などによる国際秩序へ
の挑戦が安全保障環境を著しく厳しいも
のにしているとの認識に基づき、2022年
末に新たな国家安全保障戦略（NSS）な
どの政策文書を策定した。新 NSS は外
交・防衛・経済・技術・情報の各分野を
横断した総合的な国力を用いることを要
請し、ODA など対外援助は自由で開かれ
た国際秩序の維持・発展に向けて用いら
れることが示された。また、新 NSS では

「同志国に対して、装備品・物資の提供や
インフラの整備等を行う、軍等が裨益者
となる新たな協力の枠組みを設ける」方
針が明記され、2023年4月には OSA が発
足している。また、岸田政権はインド太
平洋地域の安定に向けて開発協力を強化
していく姿勢も見せている。2022年5月
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の QUAD 首脳会合では、その後5年間で
インフラ分野で500億ドル以上の拠出をす
る方針が表明され、「人道支援・災害救援

（HADR）パートナーシップ」の立ち上げ
や非伝統的安全保障分野における支援強
化が示された。続く6月に行われたアジア
安全保障会議（シャングリラ会合）では、
岸田首相は今後のFOIPの展開や安全保障
の強化などから成る「平和のための岸田
ビジョン」を表明し、FOIPの強化に向け
てODAを拡充する意向を示している。

（２）今後の課題

このように、政策手段として戦略的価値
を高めつつある日本の対外援助であるが、
今後は ODA の予算と軍事援助の体制整
備が課題となる。

まず、ODA の拡充については、実際に
どの程度の予算増加が見込まれるのかは
不明だ。既に政府は防衛予算の大幅拡充
を予定しており、その規模は今後5年間
で2倍ともいわれている。ウクライナ危
機によるエネルギー価格の上昇や円安は
日本経済を直撃しており、歳出への圧力
は高まる一方である。他方、日本の債務
残高は GDP の2倍に達しており、先進国
で最悪の水準にある。そのような状況で
の ODA 拡充は、新型コロナウイルス禍
での財政悪化を原因として、GNI 比0.7%
だった ODA 支出を削減する方針を早々
に打ち出した英国とは対比的な思考であ
る。2022年の内閣府の世論調査によると、
日本の ODA について「現在程度でよい」
と回答した者は54.3% と半数を超える。
政府にとっても国益との繋がりが見えに
くい援助の増大について、どの程度国民
の理解が得られるのかは不明である。

次に体制整備の課題である。国内でも未だ
正しく認知されていないが、日本は能力
構築支援の名目で2012年より対外的な軍
事援助を行っている。それまでも海外の
軍人を防衛大学校などの教育機関に学生と
して受け入れてきたが、途上国の軍に対し
て人材育成や技術支援を直接行う能力構
築支援事業は各国との連携を深める重要
な手段として認識されている。2021年度
中には東南アジア・中央アジアの国々を
主な対象として計15か国・1機関（ASEAN）
に対して47事業が実施されている。その
内容は非戦闘分野に限られるが、人道支
援や国際航空法といったものから潜水医
学まで幅広く、中国を意識して戦略的に
実施されている。また、用途廃止扱いと
された自衛隊の装備品については、「防衛
装備移転三原則」に基づく物資協力を行
うことができるようになった。昨今のフィ
リピンに対する海上自衛隊の練習機の無
償提供や、ウクライナに対する防衛装備
品の供与はこの原則を根拠としている。

他方、日本は新規の防衛装備品を外国政
府に供与する手段を有しておらず、この
点が日本の「対外援助スキームの穴」であっ
た。この課題を克服しようとするのが前
述のOSAであるが、初年度となる2023年
度の当初予算は20億円に留まり、想定さ
れている案件もフィリピンなど4か国に対
する通信システムなど小規模なものである。
今後、実績に応じて徐々に拡大するにし
ても、有償資金協力や購入補助のような
使い勝手の良さを伴うものでもない。実
施においては「防衛装備移転三原則」お
よびその運用指針に準じるとされており、
使途も限定的である。制度的には整いつ
つあるが、軍事援助の領域は日本にとっ
て新しく、国民の理解を前提に体制を整
えていくことが求められている。
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おわりに

これまで概観してきたように、開発協力
を中心とした日本の対外援助政策は、経
済的利益の追求、国際社会からの要請、
安全保障への寄与という3つの動機を背景
に推移してきた。近年では、中国を念頭
に特に安全保障の側面がより意識されて
おり、この流れにおいて、以下の4点を指
摘して本稿を終えることにしたい。

第一に、新たな政策指針に基づく戦略的
な対外援助の実施である。ODA には二国
間外交を超えて地域の安定や国際規範の
維持といった戦略的な役割が課せられ、
能力構築支援と OSA には発展途上国の政
治において未だ強い影響力を持つ防衛当
局への直接的な関与手段としての役割が
期待されている。これらには中国やロシ
アが行う国際秩序の変更の試みに対抗す
る狙いが込められており、今後は米国や
豪州など、同志国との連携のもとに行わ
れる例も増えてくるだろう。それらを通
じて、対外援助には今後も新たな役割や
機能が付与される可能性がある。

第二に、日本の ODA に対する国際社会
のイメージである。2011年3月の東日本
大震災の際には、日本は世界163の国と
地域および43国際機関から支援を受け
た。その中には途上国も多く含まれてお
り、日本政府は長年にわたる現地目線で
の協力により得られた「信頼と感謝の気
持ち」がそこにはあるとしている。今後、
安全保障をより前面に打ち出し、直接的
な国益を重視した援助が展開されるとし
た場合、日本の ODA に対する印象およ
び評価はどう変わるのだろうか。また、
最も支援を必要とする後発開発途上国向
けの援助はさらに少なくなる可能性があ

り、国際的な要請と反することになるの
かもしれない。

第三に、いわゆる「グローバルサウス」
と呼称される国々との連携の難しさであ
る。米中大国間競争にあって、東南アジ
ア諸国など多くの途上国は片方の陣営に
組み込まれることを懸念している。イン
ドは QUAD の一員でありながら西側の対
ロシア制裁には加わらず独自の外交を展
開しており、その他の中進国も多極化す
る国際関係において柔軟に立ち回り、自
国の地位と影響力の向上を図ろうとして
いる。経済成長の途上にあるこれらの国々
では、国内に流入する資金のうち対外援
助が占める割合は低下しており、中国を
はじめとした新たな援助提供者の台頭は
需要者側に有利な競争環境を形成してい
る。外交的にも実利的な関係が重視され
つつあるなか、従来のような開発援助を
通じた外交や影響力の保持を期待できな
くなってきている点については、今一度
再考する必要があろう。内政への干渉と
捉えられかねない関与を嫌がる国も多く、
基本的人権など国際規範との間で慎重な
舵取りが求められる。

最後に OSA である。安全保障支援の枠
組みを ODA と分離したことは、日本の
対外援助に対するレピュテーションリス
クを回避するにあたり有用だった。他
方、OSA が準拠する「防衛装備移転三原
則」　は、殺傷能力のある装備品の移転可
否といった争点も含め国会での与党協議
が始まっており、今後の展開が見逃せな
い。また、インフラ支援については、今
後東南アジアなどでの HADR 活動を展開
するための広域物資拠点や活動基盤の整
備に自衛隊を活用することも考えられる。
そのようなことが可能になれば、日本は



232

地政学時代の日本―外交・安全保障政策の新たな潮流―

地域への恒常的な軍事アクセスを確保し、
地域情勢の情報収集や同志国との連携を
促進させ、さらには力による現状変更を
試みる中国に対する抑止に寄与すること
が期待される。今後は、日本の地域関与
が不当な批判を招かないよう注意を払い
ながら、地域の安定に寄与する国として
の地位を高めることが肝要だと思われる。
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略語 英語名称 日本語名称
ACSA Acquisition and Cross Servicing 

Agreement
物品役務相互提供協定

AIIB Asian Infrastructure Investment 
Bank

アジアインフラ投資銀行

AMF Asian Monetary Fund アジア通貨基金
AMF ASEAN Maritime Forum ASEAN海洋フォーラム
ANZUS Australia, New Zealand, United 

States Security Treaty
豪州、ニュージーランド、米国三国
安全保障条約

AOIP ASEAN Outlook on the Indo-Pacific インド太平洋に関するASEAN 
アウトルック

AP4 Four Asia-Pacific partners NATOアジア太平洋パートナー
（AP4）

APEC Asia Pacific Economic Cooperation アジア太平洋経済協力
ASEAN Association of Southeast Asian 

Nations
東南アジア諸国連合

ASW Anti-submarine warfare 対潜水艦戦（対潜戦）
AUKUS Australia-U.K.-U.S. Security 

Cooperation
豪英米三国間安全保障協力

BSEC Black Sea Economic Cooperation 黒海経済協力機構
CCDCOE (NATO) Cooperative Cyber Defence 

Centre of Excellence 
NATOサイバー防衛協力センター

CEPEA Comprehensive Economic 
Partnership in East Asia

東アジア包括的経済連携

COVAX COVID-19 Vaccine Global Access 
Facility

新型コロナウイルス感染症ワクチン
国際的共同購入枠組み 
（COVAXファシリティ）

COVID19 Coronavirus disease 2019 新型コロナウイルス感染症
CPTPP Comprehensive and Progressive 

Agreement for Trans-Pacific 
Partnership

環太平洋パートナーシップに関する
包括的及び先進的な協定

DDA Doha Development Agenda ドーハ開発アジェンダ（WTOドーハ・
ラウンド）

EAFTA East Asia Free Trade Area 東アジア自由貿易圏
EaP Eastern Partnership 東方パートナーシップ
EAS East Asia Summit 東アジア首脳会議
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略語 英語名称 日本語名称
EC European Communities 欧州共同体
EEC European Economic Community 欧州経済共同体 

EEZ Exclusive Economic Zone 排他的経済水域
ENP European Neighbourhood Policy 欧州近隣諸国政策（EU）
EPA Economic Partnership Agreement 経済連携協定
EU European Union 欧州連合
EURATOM European Atomic Energy 

Community
欧州原子力共同体

FDI Foreign Direct Investment 海外直接投資
FMCT Fissile Material Cut Off Treaty 核兵器用核分裂性物質生産禁止 

条約
FOIP Free and Open Indo-Pacific 自由で開かれたインド太平洋
FTA Free Trade Agreement 自由貿易協定
G20 Group of Twenty 主要20か国・地域
G4 Group of Four 安保理改革に関する日本、ドイツ、

インド、ブラジルによる4か国グ
ループ

G7 Group of Seven 主要7か国（フランス、米国、英国、
ドイツ、日本、イタリア、カナダ）
及び欧州連合

GATT General Agreement on Tariffs and 
Trade 

関税及び貿易に関する一般協定

GCAP Global Combat Air Programme グローバル戦闘航空プログラム 
（日英伊次期戦闘機共同開発計画）

GDP Gross Domestic Product 国内総生産
GHQ General Headquarters 連合国最高司令官総司令部
GNP Gross National Product 国民総生産
GSOMIA General Security of Military 

Information Agreement
軍事情報包括保護協定

GUAM Georgia, Ukraine, Azerbaijan, and 
Moldova

ジョージア、ウクライナ、アゼルバ
イジャン、モルドバ

HADR Humanitarian Assistance and 
Disaster Relief

人道支援・災害救援 

IAEA International Atomic Energy 
Agency 

国際原子力機関
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略語 英語名称 日本語名称
INF Intermediate-Range Nuclear 

Forces 
中距離核戦力

IPCP Individual Partnership and 
Cooperation Programme

国別パートナーシップ協力計画
（NATO）

IPEF Indo-Pacific Economic Framework 
for Prosperity

インド太平洋経済枠組み

IPMDA Indo-Pacific Partnership for 
Maritime Domain Awareness

海洋状況把握のためのインド太平洋
パートナーシップ

ISA Information Security Agreement 情報保護協定
ISAF International Security Assistance 

Force
国際治安支援部隊（アフガニスタン）

ISRT Intelligence, Surveillance, 
Reconnaissance and Targeting

情報収集・警戒監視・偵察・ターゲ
ティング

ITPP Individually Tailored

Partnership Programme

国別適合パートナーシップ計画
（NATO）

JICA Japan International Cooperation 
Agency

独立行政法人　国際協力機構
（日本）

JUCIP Japan-U.S. Commercial and 
Industrial Partnership

日米商務・産業パートナーシップ

LNG Liquefied Natural Gas 液化天然ガス
MDA Maritime Domain Awareness 海洋状況把握
MFN Most Favored Nation  (Treatment) 最恵国（待遇）
MFO Multinational Forces and 

Observers
多国籍部隊・監視団

NAC North Atlantic Council 北大西洋理事会（NATO）
NAFTA North American Free Trade 

Agreement
北米自由貿易協定

NATO North Atlantic Treaty Organization 北大西洋条約機構
NFU No First Use 核兵器の先制（先行）不使用
NGO Non-governmental Organization 非政府組織
NISC National center of Incident 

readiness and Strategy for 
Cybersecurity

内閣サイバーセキュリティセンター
（日本）

NPDI Non-Proliferation and 
Disarmament Initiative

軍縮・不拡散イニシアティブ

NPR Nuclear Posture Review 核態勢見直し（米国）
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略語 英語名称 日本語名称
NPT Treaty on the Non-Proliferation of 

Nuclear Weapons
核兵器不拡散条約

NSC National Security Council 国家安全保障会議（日本）
NSG Nuclear Suppliers Group 原子力供給国グループ
NSS National Security Strategy 国家安全保障戦略（日本）
NSS National Security Secretariat 国家安全保障局（日本）
ODA Official Development Assistance 政府開発援助
OECD Organisation for Economic 

Cooperation and Development
経済協力開発機構

OECD-DAC OECD Development Assistance 
Committee

OECD開発援助委員会

OSA Official Security Assistance 政府安全保障能力強化支援（日本）
OSCE Organization for Security and Co-

operation in Europe
欧州安全保障協力機構

P5 The permanent members of the 
United Nations Security Council 
(Permanent 5)

国連安全保障理事会 常任理事国
5か国

PDI Pacific Deterrence Initiative 太平洋抑止イニシアティブ
PKO United Nations Peacekeeping 

Operations
国連平和維持活動

PRT Provincial Reconstruction Team 地方復興支援チーム 
（アフガニスタン）

QUAD Quadrilateral Security Dialogue 日米豪印（戦略対話）
RAA Reciprocal Access Agreement 部隊間協力円滑化協定
RCEP Regional Comprehensive 

Economic Partnership
地域的な包括的経済連携

SI Stockholm Initiative ストックホルム・イニシアティブ
SIDA Swedish International 

Development Cooperation Agency
スウェーデン国際開発協力庁

SLBM Submarine-Launched Ballistic 
Missile

潜水艦発射弾道ミサイル

SOM Senior Officials' Meeting 高級実務者会合
SPA Strategic Partnership Agreement 戦略的パートナーシップ協定 

（日・EU）
TAC Treaty of Amity and Cooperation 

in Southeast Asia
東南アジア友好協力条約
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略語 英語名称 日本語名称
TICAD Tokyo International Conference on 

African Development
アフリカ開発会議（日本）

TPNW Treaty on the Prohibition of 
Nuclear Weapons

核兵器禁止条約

TPP Trans-Pacific Partnership 環太平洋パートナーシップ
UN United Nations 国際連合
UNDOF United Nations Disengagement 

Observer Force
国連兵力引き離し監視隊

UNHCR United Nations High 
Commissioner for Refugees

国連難民高等弁務官事務所

USMCA U.S.-Mexico-Canada Agreement 米国・メキシコ・カナダ協定
WHA World Health Assembly 世界保健総会
WHO World Health Organization 世界保健機関 

WTO World Trade Organization 世界貿易機関
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